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いく中で、裁判所も耳を貸すことは十分あり得

る。科学的な知見の活用はもちろん、今はいろ

んな鑑定も受けられるわけですから、そういう

のも含めて粘り強くやっていただきたいと思

います。

　　おこがましいのかもしれませんが、先ほど

鴨志田さんの言われたことと多少結びつくの

ですが、自分の人生を考えたときに、苦しいけ

ど生きがいになるのではないかという気がし

ます。私は再審事件の弁護を実務でやった経験

がないので偉そうなことは言えませんが、今、

日弁連の再審法改正実現本部で活動させても

らっています。その中で、いろんな方と巡り

合って、いろんなことをお話しして、えん罪被

害者の方ともお話しする機会もあって、今まで

知らなかったことを知ることができたし、本当

に同志的な人間関係というんですか、例えば鴨

志田さんは常に先頭を走ってすごいなと思っ

ているわけですが、今は一緒に戦っている同志

として見てもらっているかなと思っている。他

にもたくさんそういう人がいる。これは僕の人

生にとってとても嬉しいことです。再審事件の

弁護をして行く中で、きっといろんな人と知り

合い、自分の生きがいとか、良かったなと思う

満足をより感じると思う。そういうお仲間をぜ

ひ大事にしていただきたい。案外嬉しいです

よ。私の年になっても嬉しいんだから。という

ことをお話ししたいなと思いました。

界にぜひ若い弁護士さんにも入ってきてほし

いと思うし、救われずに弁護人に繋がらずにい

る隠れたえん罪事件はまだまだたくさんある

と思います。法改正が進んで手続きが迅速にな

り、弁護士も国選制度でお金が付くようになれ

ば、もっともっと再審制度を活用できると思う

ので、ぜひその時は仲間になってほしいし、そ

の日まで、再審・えん罪を訴えている人たちは

希望を失わずに待っていてほしい。本当はすぐ

やらなければならないのですが、そういう請求

人たちのためにも、早く改正をしていただきた

いなと思っています。

 湯浅 　村山さんからも当事者の方々に一言お願

いします。

 村山 　まず、請求人の方には、諦めないでいた

だきたいと思います。自分でえん罪だと思って

いても、人質司法の中で認めてしまう人がいる

のです。否認して保釈も効かないよりも、軽い

罪だから認めて執行猶予になるということで

認めてしまう。そういう方々も、私は人質司法

の犠牲者だと思っています。だけど、そういう

方々は傷を負っていて名乗りを上げられない。

本当は一番の犠牲者なのだと思いますが。まさ

に人質司法の中にはまって落ちてしまった人

なので、そういう方を見ている。

　　再審請求されている方については、本当に

自分は違うということであれば、諦めずにやっ

ていただきたいと思います。弁護人は、大変辛

いだろうなと思いますが、横から見ていて言え

るのは、一番大事なのは、粘り強さなんじゃな

いかという気がします。簡単な道ではないけれ

ど、いろんな観点から考えて粘り強く主張して
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対 

談
可視化から立会いへ
―これまでの振り返りとこれからの展望―

小坂井　久（�元法制審議会 新時代の刑事司法制度特別部会幹事・日弁連取調べの可視化本
部本部長代行 / 大阪弁護士会）

秋田　真志（�日弁連刑事弁護センター元委員長・プレサンス元社長えん罪事件弁護団 / 大
阪弁護士会）

　( 聞き手 ) 　栗林亜紀子（大阪弁護士会）

1.�　「殴る蹴る」が当たり前だった
2000 年代までの取調べ

 栗林 　取調べの現状について、どうお考えで

すか。

 小坂井 　基本は変わってないんですよね、日本

の取調べというのは。江戸時代から変わってな

いですね。

 栗林 　可視化法施行の前後で比べてみるとどう

ですか。よくなったけれど、変わっていない部

分もあるということでしょうか。

 小坂井 　かつてに比べれば、マシになったと思

う。さすがに今は、殴る蹴るというのはなくな

りましたから。若手のみなさんはあんまり知ら

ないでしょうけれども。この前、大阪府警 ４ 課で、

久しぶりに暴行がありましたね
1
。21 世紀になっ

1　大阪府警捜査 ４ 課の警察官が、2025 年 ７ 月 15 日に職
業安定法違反の被疑事実で大阪市西区のビルの一室を捜索
中、捜査対象者の男性を殴るなどした特別公務員暴行陵虐
罪で、警察官 2 名が逮捕、起訴された。



Ⅰ　対談

26　第 2 分科会　

いた人もいました。取調室の中で、同じところ

で 2 時間くらいずっと足踏みやらされてるって

いう。

 小坂井 　運動してました、っていうのは結構

ありましたね、パターンとして。取調室の中で

ずっと走ってました、って。それで弁護人が警

察に抗議しようというでしょう、接見室で話を

聞いたその席で。するとヤクザの依頼人は、必

ず、やめてくれと言うわけです。弁護士にうたっ

た
3
ことを知られたら、俺の沽券に関わると。し

かし、弁護士がそこで躊躇しちゃいけない。依

頼者を振り切って「俺の依頼者に何してくれた

んや！」って、刑事の部屋に怒鳴り込むんやね。

これは故高野嘉雄さんからの教えなんだけど。

そこで躊躇しちゃうと、やっぱりこう、なんか

瞬発力がなくなってズルズルしてしまう。本人

が抗議せんといてって言ってるから、まあええ

かなとか思っちゃうと、抗議のエネルギーがし

ぼんでしまう。

 栗林 　その当時から足跡を残すのが大事だった

んですね。

3　うたう（歌う・唄う）　捜査官に対して供述すること。（下
村忠利「刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典第
2 版」現代人文社　2023 年 135 頁）

てもしばらくやってたと思うんですけどね。暴

力団関係者は「君、殴られるよ」言うたら、ほ

んまに殴られてた。

 栗林 　私は 2008 年に弁護士登録しましたが、

信岡さんのところで、警察官に肋骨折られた人

の事件記録を見ました。

 小坂井 　あ、じゃあなたは、リアルタイムで経

験した？

 栗林 　いえ、リアルタイムではないです。少し

前の事件の記録が残っていて、それを見せても

らいました。

 秋田 　2000 年代後半くらいになると、もう

ちょっとまともになっていくというか、まともっ

ていうのは間違ってますね。要は、痕跡が残ら

ないやり方をいろいろ工夫してきましたね。下

村忠利さんの違法取調べ百態
2
、実際にあった虐

待の仕方が書いてある。

 小坂井 　100 態と言いつつ公表は 29 態ぐらい

ですかね（笑）。

 栗林 　ちょっとずつ増えていってます。

 秋田 　うちの依頼者でもね、暴力団関係者の方

で、警察から首を糸で絞めるような仕草をされ

て、「こうやったらどうなるか分かっとるやろう

な」って言われて、失禁してしまったという人

がいましたね。あとはずっと行進をさせられて

2　下村忠利「取調べ室内における警察官の暴行等の具体的
態様百選」
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 秋田 　だから怪我の痕跡が残っていたら、すぐ

証拠保全です。理屈はともかく。

 栗林 　証拠保全は結構やったんですか。

 秋田 　何度もやりましたね。最近は減ってるか

な。

 栗林 　その頃は、暴力振るわれたとか、怪我し

たとかの痕跡を残しておくことが必要だったか

ら、証拠保全が大事だったわけですね。

2.　苦情申入れ制度の創設（2008 年）

 小坂井 　暴力はさすがに、大阪府警でも 2010

年前後あたりからなくなってるんじゃないです

か。2008 年の取調べ適正化指針で、苦情申出制

度
4
ができましたね。あれがやっぱり大きかった

と思います。あれは可視化運動に対抗するため

にできたんですけどね。要は、苦情の申出があっ

たら必ず受け取るということが決まったわけで

す。これは当時、我々にすれば画期的だったん

ですね。それまでは抗議の書面を送っても送り

返されてきたわけです。私は可視化申入れとか

立会い申入れとか、前からやってたわけですけ

ど、現場の人が書面を受け取るでしょう。そう

すると、「間違って受け取ってしまいました」と、

わざわざ配達証明付きで送り返してきていた。

このようなものは当方で受け取るべき筋合いの

ものではございません、って。当時、弁護士会

の人権侵害救済の警告書や勧告書なんかもね、

多分送り返していましたね。

4　警察捜査における取調べ適正化指針（平成 20 年 １ 月　
警察庁）

 小坂井 　それはもう鉄則ですね。

 栗林 　抗議したら，違法取調べは一応止んだの

ですか。

 小坂井 　抗議の仕方やね、やっぱり。中途半端

だと火に油を注ぎかねない。

 秋田 　徹底してやらんとあかん。裁判所に対し

ての申し入れもせんとあかんし。とにかく、今

は移送申し立て、当時は移監申し立て、あるい

は準抗告もしっかりやること。代用監獄に入れ

てるのが問題なんやって。その頃、代用監獄を

留置場所にしたことに対する準抗告というのを

やっていた。

 栗林 　そうすると拘置所に移送にはなるんです

か。

 秋田 　結構、暴力を指摘したら僕の経験では毎

回移送になってたと思う。

 小坂井 　まあね、軽い事件だったら、怪我させ

られていれば大体不起訴になりましたね。別に殴

られろって言ってたわけじゃないんだけど（笑）。
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るんやから、可視化はしなくても十分やという

議論をしてきた。

 小坂井 　そうそう。2008 年段階じゃないかな。

すでに通知制度に変わって結構たっていたんだ

けど、でもまだいろいろ揉め事があったわけで

すよ。1999 年の最高裁の大法廷判決を経て、初

回接見の裁判例とかいろいろあって、一定の配

慮はされるようにはなってたんだけど、まだ初

回接見でも待たされたりしていた。「ちょっと

待ってて」って、えらい待たされたとか。それを、

なるべく最大限配慮して、弁護士が来た以上は

早く会わせなさいと、こういう通達
7
が出たのが

2008 年段階。その通達が出て、その時期にセッ

トで、一応の適正化が図られました。

3.�　可視化法制後（2016 年～）の取
調べと黙秘への意識の高まり

 栗林 　対象事件は限定的とはいえ、録音録画が

法制化されて、実施されるようになって、さらに、

目に見える暴力は減っていったといっていいで

すね。

 小坂井 　うん、大阪府警もそこは改めた。

 栗林 　他に、可視化法制後によくなったといえ

る点はどうですか。

 小坂井 　いや、それは私に語らせたら、効用と

かそういう機能の問題とかのみではなくて、本

7　「取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と
弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について」（平
成 20 年 ５ 月 ８ 日付け警察庁丙刑企発第 18 号）

 秋田 　返送問題が、一時期弁護士会の中で一つ

の議題として取り上げられてたんですよ。

 小坂井 　弁護士の言うことは一切、受け付けな

い。

 栗林 　社会人として、郵便で送られてきた書面

をそのまま送り返すって、ちょっと異常ですよ

ね。

 小坂井 　でも当時はそうやったね。そういう意

味では苦情申出制度創設の意味は大きかったん

ですよ。とりあえず抗議書であれ、可視化申し

入れであれ、受け取るという体制ができたわけ

です。

 栗林 　それは、可視化の波が来ていて、可視化

の実現を防ぐためには、捜査側も「苦情の申出

くらい受け付けないと仕方ない」という状況だっ

たということですか。

 小坂井 　そういうことです、運動していたから。

監督規則
5
ができた当時の、警察の方の逐条解説

があるんだけどね。「我々は可視化、つまり全過

程は取らない。一部録画と適正化指針でやりき

ることを決めました」と警察庁としてちゃんと

書いてあるわけや
6
。「全過程」は絶対やらないと

いう決意表明です。

 秋田 　その代わり、弁護人の接見に対しては、

結構、柔軟になりましたね。弁護人の接見があ

5　被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則（平成 20
年国家公安委員会規則第 4 号）

6　重松弘教、桝野龍太「逐条解説　被疑者取調べ適正化の
ための監督に関する規則」東京法令出版 2009 年
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う意味ではちょっと、公判中心や直接審理主義

にそぐうかそぐわないか、議論があるところな

んですけどね。でも言ったことがそのまま残る

わけじゃないですか。ありのまま。だからいろ

んな効用もいっぱいあるんだけど、それは全部

ありのまま残ることの効果であって、結構画期

的な、歴史的に画期的な気が私はするんですけ

れどね。

 栗林 　被疑者だけじゃなくて、取調官側の言動

もリアルタイムで、とにかく正確な逐次的な記

録として残ると。

 小坂井 　そうそう。明治刑訴、大正刑訴とい

うとね、その当時は取調べ権限があるのは予審

判事ですね。何が言いたいかというと、訊問調

書なんですよ。訊問調書っていうのは、「一問一

答」なんです。必ずそういう形式になってるわけ。

にもかかわらず捜査機関は捜査するわけですね。

で、取調べもするわけです。最初は訊問調書を

作ってはったわけですよ。が、「お前、訊問調書

を作る権限ないやないか」ってね、無効や言わ

れてしまったわけです。それで彼らが考えたの

は、「訊問したらいかんけど、自由にしゃべって

質的な問題なので、どうしてもそこから語っちゃ

うことになるんですが。

 栗林 　ぜひお願いします。

 小坂井 　その、どういったらいいのかな、あ

る意味で近代化というか現代化というかね、つ

まり記録をありのまま残すわけじゃないですか。

それこそ昔からずっと、リアルな記録は残って

いないわけです。書面しかないから。で、ちょっ

と調べてないからわかんないけども、おそらく

速記官なんかができたのも戦後やと思うんです

よね、日本の場合。だから、記録するという方

法が、どの国でもそうですが、それまでは訊問

調書でやるしかなかったわけですよね。日本の

場合にはもっと典型的な「聴取書」で一人称独

自型の作文調書裁判になっちゃってるんだけど、

可視化は、やっぱりそういう意味では、私は自

我自賛するのではないけど、画期的じゃないで

すか。つまりリアルタイムでそのまま、残っちゃ

う。もちろんその弊害が同時にありますよ。要

は書面でしか残せないというので、逆に公判中

心主義、直接審理主義とこういうバランスになっ

ているところはあると思うんですよね。そうい
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んでしょう。私自身は、記録媒体自体、基本的

に実質証拠化はやむを得ないという発想だけど、

そこは私がまた攻撃されるところなんですよ。

でも、それは、実務では、合意書面で、ほとん

どは解決するでしょうけれどね。最後まで、記

録媒体が問題になり、必要だというなら、それ

はやむを得ないと思う。それは、どの部分の何で、

要証事実との関連性があるか、といった問題を

クリアすれば、法廷再生されると思います。供

述調書の話で言えば、昔からよく言うんだけど、

依頼者が一生懸命ね、「刑事さん、ちゃうやない

ですか。私の言ってることちゃんと書いてない

じゃないですか」というと、刑事は「お前何言

うとんねん」と。「これ調書言うんや。俺が調べ

て書くから調書なんや。お前のいうことそのま

ま書いたら調書にならへんやないか」って。そ

ういわれて納得したっていう依頼人がいるんだ

けど。（笑）

 栗林 　じゃあ一人称形式で書かないでくれって

思います。

 小坂井 　最終的に無罪だったからいいんやけ

ど。とにかくそういう人が昔は多かったですよ。

そういうもんですと。

 栗林 　供述調書ってそういうもんですって言わ

れてくる依頼者さん、いまでも多いですよね。

 小坂井 　裁判所はそれで、つまり「作文調書」

でずっと事実認定して、実体的真実主義とか言っ

てきたんだから、ある意味恐ろしいと思います。

 栗林 　録音録画によって、捜査機関側もあまり

もらったらええんや」とこういう理屈になるわ

けです。それで「私は」と言って、それが口書

きの江戸時代からの伝統を引き継いだというの

が私の説で、その通りだと思うんです。一人称

独白形式で、「これは訊問権行使してません、勝

手に喋ってくれたことを書いて取っただけなん

ですわ」というのが「聴取書」で、そこで「聴

取書」作成をめぐって人権蹂躙問題というのが

次々と起こるわけですよ。繰り返し繰り返し。で、

取調べの部分を法改正しないといけないとなっ

て、改正論議がいろいろあるんですけどね、大

正刑訴で改正したところはあるけれど、成功せ

ず、結局有効な手を打てないまま。で、あっと

いう間に、あとは戦争に突入してやね。昭和刑

訴で本当に変わるはずが結局、変わらなかった

というのが私の見立てです。はい、ごめんなさい。

だからそういう歴史でございます。

 栗林 　可視化によって、供述調書の作り方とか

本質的なところが変わっていきますか。

 小坂井 　まだまだ変わってないと思いますけれ

ども、いずれそうなるでしょう。供述調書は、やっ

ぱりなくなっていくと思うよ、必然的に。あん

な「私は」って、君が私か、っていう話ですよ、

根本的に間違いが起きますからね。

 栗林 　本当ですね。そうすると、録音録画記録

媒体の実質証拠とか、そういう話になりますか。

 小坂井 　それは必ずなりますね。それはもう今

やったら司法面接の問題がありますからね。避

けて通れないですよね。逆に言うと。そこだけ

補助証拠やって切り離すわけには、多分、いか
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るメリットがないっていうことに途中で気づく

んですよね。だって弁解したって警察官も検察

官もその通り受け止めないし、逆にそれは攻撃

対象にされる。潰しにかかる。しゃべればしゃ

べるほどドツボにはまっていく。途中で気づい

て、今は、取調べを受ける心構えとかにも書く

ようになったけど、黙秘こそ真実を守るという

のは、どこかで悟りました。ご批判もあるみた

いですけど。

 小坂井 　多少ご批判はあるね（笑）。

 秋田 　黙秘こそ真実を守るんですよ。

 小坂井 　そういう側面があることは誰も否定し

ません。

 秋田 　しゃべることのメリットを考えないと、

ということですね。

 小坂井 　特別部会
8
の頃、あの会議の場でも、

黙秘がそんなに増えているという前提で話して

はいないね。2014 年に終わってますが。

 栗林 　可視化の話が進むと同時に、黙秘に対す

る意識が高まっていったんでしょうか。可視化

されていると、不用意に発言したことが、捜査

側にとって有利に使われてしまうという危機意

識も育ったからでしょうか。

 小坂井 　そうでしょうね。

8　法制審議会　新時代の刑事司法制度特別部会（2011 年～
2014 年）

にあからさまなことはできなくなってきました

よね。

 小坂井 　抑制効果は、間違いなくあったし、あ

るでしょうね。

 栗林 　被疑者の方たちも頑張って黙秘できるよ

うになってきました。

 小坂井 　黙秘実践の原則化はほんまやっぱりこ

こ 10 数年の話じゃないんですかね。栗林さんが

弁護士になりたての頃、黙秘する事案は多かっ

たですか。

 栗林 　いえ、まだでしたね。

 小坂井 　と思いますよね。やっぱり 2010 年代

になってからちゃうかな。

 栗林 　登録してすぐ、村木厚子さんの事件が

あったんですが、村木さんは取調べで喋ってた

し、供述調書も作ってました。共犯者の方たち

も、例えば上村さんには鈴木一郎さんが弁護人

についていたし、それ以外の関係者の方たちに

も、小田幸児さんとか、岸上英二さんとか、刑

事弁護人がちゃんとついてたんですけど、みん

な供述調書を作っていたんですよね。

 小坂井 　そういう時代だったね。

 栗林 　そうですね。黙秘が第一だっていう発想

がまだ弁護人にもなかったでしょうね。

 秋田 　確かに。どこで僕も思ったかな。これ喋
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るにはそれなりのテクニックがいるし、アドバ

イスにもテクニックがいるんですけど、そのあ

たりが共有されてこなかったですよね。それが

確かに進展してきたのがここ 10 年ぐらいのこ

とではあると思うんですけどね。あのトランプ

大統領ですら、訴追されたら黙秘を貫きました。

あんなしゃべりたがりの人が。

 栗林 　優秀な弁護士が就いたんでしょうね。可

視化されていると、やっぱり捜査側も不用意な

黙秘権侵害ができなくなりますよね。

 小坂井 　そのはずですけどね。

4.　可視化によって可視化された可
視化の限界

 栗林 　可視化下では、暴力を振るったり、明ら

かに違法な黙秘権侵害したりっていうのは少な

くなってきてはいるんですよね。それでも、例

えば秋田先生のプレサンス元社長えん罪事件（以

下「プレサンス事件」）
9
とか、江口大和さんの事

件
10
などの違法取調べの事例が後を絶ちません。

検察官には、ああいう取調べが違法だっていう

感覚がないんですかね。

 小坂井 　ないんでしょうね。

 秋田 　時代錯誤ですね。昔から暴力を容認して

きた、昭和時代の発想があるっていうかね。検

9 　本報告書 84 頁参照
10　2018 年 10 月、当時弁護士だった江口大和さんは、横浜

地検特別刑事部に逮捕され、一貫して黙秘した。検察官は、
21 日間 56 時間にわたる取調べを行い、江口さんに対し「僕
ちゃん強くないし」「うっとうしい」「どうやったらこんな
弁護士が出来上がるんだ」などと侮辱する発言をした。

 秋田 　被疑者ノートの 2 番目に載っている黙

秘事例は、僕の受任した事案がモデルなんです

けど、黙秘して無罪になってるんですよ。依頼

者が黙秘を頑張ってたら、警察官が途中から依

頼者に懇願を始めたのです。「全部あなたの言う

とおりに書くから、とにかく調書作らせてくれ」

と頼み込むっていうことが始まって、黙秘がほ

んまに武器やなってあの事件ですごく思いまし

た。警察官は黙秘が怖いんですよ。一番困るん

ですよ。

 小坂井 　故高野嘉雄さんに、最初に叩き込まれ

た話です。「あっちは納期があるんや」と。再逮

捕されるのは別やね。再逮捕事案は類型的にあ

るから、必ずしも全部ではないけれど、基本「納

期」はある。「お前、今売るもん、お前の供述し

かないのに、売ってどないすんねん、黙っとれ！

泣いても何でもいいから黙っとれ！」と。黙っ

ていれば、あっちがいつか必ず焦って、今の秋

田さんの話ですね、「ちょっとなんか言うてくれ」

とくる。その時になったら高く売ったらええん

や、っていうのが、高野さんの黙秘権行使術です。

 秋田 　人間はね、弁解したい生き物だから、そ

の辺の関係をどういうふうにやるか。単に黙秘

しなさいって言ったって全然無理です。黙秘す
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あっちの国賠での主張を見たら、社会的に相当

な範囲内だと。無茶苦茶や。

 栗林 　百歩譲って、実際に取調べをした当の警

察官とか検察官が、自分は正しいことしたと思っ

ているとしても、国賠になって、代理人とか指

定代理人とかがついてもなお、そういう主張を

してくるっていうのは・・・。

 小坂井 　信じられないですよね。ただし、一連

の国賠の判決を見てると、日本の裁判所がスト

レートな黙秘権侵害を認めた例はないんですよ。

黙秘権の趣旨にはなんとなく反してて、最後は

人格権を侵してるっていうところでしか認定し

てないでしょ。全部。黙ってる以上、黙秘権侵

害されてないという発想です。今の裁判所の感

覚はね。ちょっと信じがたいことに。

 秋田 　黙秘してる人に、 1 回だけ「わあ、わ

かりました、今こんなこと言われたから、もう

喋らざるを得なくなります。喋ります」って言っ

て、些末なことしゃべってもらった上で、その

後もう 1 回黙ってもらう。そうしたら、黙秘権

侵害されたことになるはず。依頼者にそれやっ

てもらって、国賠したらどうなるか（笑）。

 小坂井 　それは侵害されてるわ（笑）。

 栗林 　でもそれじゃ損害がないって言われそう。

 秋田 　いずれにせよ、裁判所の発想が変わらな

い以上、黙秘権を守るのは難しい。

 小坂井 　最近、公判の冒頭手続で黙秘権告知の

察庁はそこからまだ抜けきれてないわけです。

スポーツの世界でもそうで、昔は「しごき」が

当然でした。古くは、軍隊もそうやったわけだし、

最近だと、某有名歌劇団や自衛隊内でのいじめ

の例が報道されたりしましたね。上下関係も含

めて、圧力かけて何かをさせるということが当

たり前のことであるかのように、暴力を容認す

る雰囲気があって、検察庁はその雰囲気から全

然抜け切れてない。だから圧力かけて喋らせる

のは当たり前じゃないかという発想になる。

　彼らはそれを「説得」と称しているんですけ

ど、あれは説得の名に値するものにはなってな

いですよね。おかしな話で、結局説得するって

いうことは、「黙秘したら不利になる、喋った方

がプラスになるよ」っていう趣旨のことを言うっ

てことにしかならないはずだけど、まさにそれ

こそ黙秘権の侵害だから、実は説得の方法なん

てないんですよ。「黙秘したら不利になる」って

言うこと自体が法律に反している。だから、本

当は説得のしようがないんです。やりようがな

いから、結局は暴力とか、ああいう圧力をかけ

るというか、江口さんに対する取調べのように

揶揄したりする。黙秘すると決めている人に対

して説得なんかできるはずがない。あのプレサ

ンスの事件の T 検事がやったことに関して、国

賠訴訟の中で、被告国の準備書面には「あれは

説得である」って、明確に書いてあった。呆れ

るほかない。

 小坂井 　三重のあの鳥羽警察署の事件
11
だって、

11　商店の従業員だった女性が、売上金の窃盗の被疑事実で
鳥羽警察署で任意取調べを受け、後日不起訴処分となった。
女性は当初から否認していたが、警察官は「泥棒が何言う
とんねん」「じゃあ誰が取った？あんたしかおらへんがな」

「泥棒！」「泥棒に黙秘権あるか」等の暴言を繰り返した。
女性が取調べを録音していたことから明らかとなった。
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してるっていう感じなんでしょうか。

 小坂井 　江戸時代からの、自白させて、お上に

承服させるやり方。

 秋田 　検察官は、発想の転換が残念ながらでき

てないからね。プレサンス事件を見たらわかる

んだけど、村木事件があって、10 年後にプレサ

ンス事件が起こった。やり方は実は全然変わっ

てなくて、その 10 年の間に「検察の理念」
12
が定

められているけど、T検事はその検察の理念を

読み上げながら、部下 Kに対して怒鳴りまくっ

ている。漫才のネタかなんかになりそうなぐら

い滑稽です。

 小坂井 　取調べのネタは結構多いよ。漫才で。

 栗林 　あれも意味がわからなくて、おかしいと

いうより怖いです。

 秋田 　怖いですね。あの論理の逆立ちぶりっ

ていうのは。「俺たちは検察の理念というものを

作っている。俺たちは完璧なんだ。だから俺た

ちに屈服するしかないんだ」という論理なんで

す。検察の理念って、自分たちは間違いを犯す

ところだから謙虚になりましょうっていうこと

で作られたものなんだけどね。

 小坂井 　日本の権力構造だから。昔からそう。

 秋田 　権力って謙虚にはならないから。

12　検察の理念：村木事件に関連し、当時の大阪地検特捜部
の主任検事が証拠改ざんを行った反省を踏まえて 2011 年
に作成された初めての倫理規定。

際、不利益推認禁止を言う裁判官、結構増えて

るじゃないですか。まあ少し前の話やけど、黙

秘権告知しますやん。ほんで、被告事件に対す

る陳述の場面があって。そこで被告人が「黙秘

します」って言うのに対して、「ええっ！」て、

裁判官がね、驚くわけです。しかし、さすがに

「いや君、黙秘はせん方がええで」とは言わんわ

けですよ、裁判官ですから。でも取調官はそれ

をやってるんだから、考えたらすごい話だよね。

黙秘権ありますよ、と言った後に、いやそれは

ちょっといかんで、黙っとたらあかんでってい

うね、おかしいよね、やっぱりどう考えてもお

かしい。

　黙秘権は本当に理解されてないですね、まだ

日本の裁判所には多分。裁判例を見ていると。

 栗林 　捜査機関としては、裁判所が違法と言わ

ない限りは OK っていう発想になっちゃいます

よね。プレサンス事件で、K さんに対して、T

検事が机を叩いたり、「10 億、20 億、大罪人だ

ぞ」みたいなことを言って脅したのは、まだ一応、

山岸さんの関与を認める供述を得ようとしてい

るんだなっていうのはわかるんです。でも江口

さんの事件は、ただただ傷つける、ひたすら侮

辱する言葉を言っていて、その目的がよくわか

らないです。

 秋田 　ネタがないんですよね。

 小坂井 　やっぱり自白がどうしてもほしかった

んでしょう。

 栗林 　心理的に追い詰めて、上下関係を理解さ

せて屈服させた上で、諦めさせて喋らせようと
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な意味で、裁判所の検察庁に対する忖度には、

非常に深刻な問題があります。可視化問題も、

立会いの問題も、捜査機関は常に批判の対象に

なるんですけど、一番問題なのは、実は、裁判

所です。

 小坂井 　大川原化工機事件の保釈の判断もなあ
17
。

 秋田 　韓国とかだと、可視化や立会いの問題に

ついて裁判所が主導することが多いと思う。日

本の裁判所がもっと積極的に違法な証拠を排除

していれば、全然変わるんですけど。

 小坂井 　要するにね、戦争責任を司法権は全

然果たしてない。まったく戦前のまま移行して

るからね、正直全く変わってないです。多分ね、

1970 年前後というか、多少、勾留が却下されたり、

石松竹雄さんとか、下村幸雄さんとか、そうい

うリベラルな裁判官がいた時代、まさに戦後の

最初の司法修習が始まってね、憲法の下で判断

するっていう、そういう時代が若干あったわけ

ですよ。でもそれは主流じゃなかった。だから

ブルーパージ
18
が始まるわけや。結局、戦前から

ずっと、司法権は責任を取らないまま来てるわ

けです。そういう伝統を背負っていらっしゃる、

皆さん。

17　噴霧乾燥機メーカーの大川原化工機株式会社の代表者ら
が外国為替及び外国貿易法違反の事実で逮捕・勾留ののち
起訴され、約 11 か月間もの身体拘束されたが、第 １ 回公
判の直前、公訴提起後 1 年 4 か月経過後に検察官が控訴
取消を行ったえん罪事件。裁判所は弁護人らの保釈請求を
却下し続けた。被告人とされた者の 1 人は拘置所の中で
体調を崩し、胃に悪性腫瘍があると診断されたが、それで
も保釈は認められず、勾留執行停止によってようやく入院
したが、その約 3 か月後に死亡した。

18　1969 年以降、当時最高裁長官であった石田和外らが、
数年にわたり、青年法律家協会に所属する裁判官に対して
再任拒否や人事上の冷遇などの不利益取り扱いを行った。

 栗林 　そうですね。とはいえ、録音録画がなけ

ればもっとひどいことされていたかもしれない

し。録音録画があったからこそ、事後的にでは

あるけれども、検証できたっていう意味では。

 小坂井 　本当に、可視化の成果ですね。と同

時に限界が示されたんですよ。恥ずかしながら。

録音録画下であんなことやられちゃったら。い

やでも、さすがにもうちょっと抑制してもらわ

んと。

 秋田 　プレサンス事件の国賠訴訟でね、録音

録画記録媒体について最高裁の言ったこと
13
がよ

かったですよ。「T検事の言動が、その非言語的

要素も含めて機械的かつ正確に記録されて最も

適切な証拠である」と。「本件反訳書面や人証に

よって代替することは困難である」。かっこいい

ですね。

 栗林 　録音録画が証拠として最良に決まってる

じゃないか、っていう判断ですね。普通に考え

たら当たり前だと思うんですけど。

 秋田 　地裁が T 検事が怒鳴っている場面の録

音録画の文書提出命令を認めた
14
のに対して、高

裁は一度取り消して
15
、最高裁がその高裁決定を

ひっくり返したんです。プレサンス国賠は、一

審判決で負けちゃってるけど
16
、文書提出命令を

取り消した高裁決定を含めて、やっぱりいろん

13　プレサンス事件の国賠訴訟に関する文書提出命令の最高
裁令和 ６ 年 10 月 16 日決定

14　大阪地裁令和 ５ 年 ９ 月 19 日決定。
15　大阪高裁令和 ６ 年 １ 月 22 日決定。
16　大阪地裁令和 ７ 年 ３ 月 21 日判決。
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 栗林 　なぜでしょうね。

 小坂井 　それは、当時は職権主義で、一件記録

がちゃんと来ていたから。今みたいに起訴状が

証拠の王ではないからですよ。今は、記録はな

いけども嫌疑があるという心証だけ引きずられ

るわけや。起訴状見たらもう有罪だからね。

 栗林 　プレサンス事件でも江口さんの事件で

も、可視化されていてもこんなことが行われて

いる、本当に氷山の一角だと思います。可視化

されてない事件ではどうなっていることか。

 秋田 　最近国賠を提訴した守口警察署の事件
20

もやっぱりひどい。まったくの誤認逮捕だけど、

２ 回勾留されて、42 日間拘束された。捜査機関

が真犯人は別にいるって気づくのがだいたい ５

月の半ば、最初の逮捕から約 30 日後。それまで

もうとにかく、犯人はお前しかいない、と。検

察官も一緒になってね。

 栗林 　30 日後ぐらいに気がついて、すぐ釈放

しなかったんですか。

 秋田 　しなかった。ＳＮＳの履歴を調べて気づ

いたんでしょうが、そもそも逮捕前に調べてれ

ば、気づくも何も真犯人が別人であることは明

白だった。

 栗林 　客観証拠の検討を疎かにしてるってこと

ですよね。

20　2023 年、大阪市の男性が、SNS で元交際相手の女性に
対する脅迫やリベンジポルノ防止法違反の被疑事実で大阪
府守口警察署に逮捕されたが、後日、誤認逮捕であったと
して不起訴となった事件。

 栗林 　なるほど。

 秋田 　裁判所の、検察官に対する忖度というか、

さっきのプレサンス事件の、地裁の文書提出命

令を取り消した高裁決定は、結局、保管検察官

による提出拒否の判断が、裁量権を逸脱し、ま

たは濫用するものであるとまでは言えないんだ

と。

 小坂井 　権限濫用の理屈になっちゃうね。

 秋田 　そうね。それからプレサンス事件の国賠

訴訟の一審判決だって、「全く合理性を欠いてい

るとまで言うことはできない」「他の評価を許さ

ないとまでは言えない」「全く成り立ち得ないと

いうほどのものではない」と繰り返している。

 小坂井 　なんとでも言えるなあ。

 秋田 　この言い回しをそのままワープロに入力

するたびに、ワープロから怒られる。二重否定、

三重否定、波線が付される。この判決を書いて

るとき、恥ずかしくならなかったのかな。

 小坂井 　そうでもしてでも守りたいんよね。「虎

に翼」
19
を見てると、法廷のシーンで裁判官と検

察官が一緒に法檀に並んではるわけよね。別の

バラエティ番組で、それを見てた人がね、いや

こんな、検察官が上に並んでいる状況で無罪出

ると思いませんね、と言うわけよ。でもあの頃、

大正刑訴時代の方が無罪出てましたからね。

19　虎に翼　2024 年前期放送の NHK 連続テレビ小説。日
本で初めて法曹となった女性、三淵嘉子がモデル。
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 栗林 　なぜ最初にその真犯人の方に捜査がいか

なかったんでしょうね。

 秋田 　真犯人は、リベンジポルノ的なことをし

たら、きっと被害女性が相談しに来るから、よ

りが戻せるはずやと思ったようです。実際、被

害女性は、真犯人に相談した。「それは大変だね」

とか被害女性に言いながら、裏でリベンジポル

ノを続けているわけです。その脅迫文言などを

見ると、誤認逮捕された人が犯人だとすれば不

自然なところがたくさんある。逆に、真犯人を

疑うべき要素も多く含まれている。捜査機関は

その時点で気づくべきやのに、誤認逮捕された

人が真犯人だという思い込みから全く抜けられ

ない。誤認逮捕された方は、本当にかわいそう

です、ものすごい影響受けてますよ。 ２ 年経っ

た今でもいろんな形でやっぱり影響が残ってる

そうです。

 栗林 　その事案は可視化はされていないんで

すね。

 秋田 　可視化されてないです。一部、検察官の

取調べだけ録音録画されているはずだけど、そ

 秋田 　そのとおり。捜査機関側の弁解は、いわ

ゆるストーカー的なリベンジポルノの事件だか

ら「被害が拡大するのを防ぐ」っていう発想ら

しいけどね。

 栗林 　でも真犯人は別の人だったんですよね。

それでは被害拡大は防げないですね。

 秋田 　そう。実際、誤認逮捕によって被害拡大

してるんですよ。真犯人は、元カレが誤認逮捕

されたこと知って、その間だけ攻撃をピタッと

止めて、それで釈放された瞬間、またうわぁっ

とやるようになる。

 栗林 　すごいですね。どういう関係の方だった

んですか

 秋田 　真犯人は被害女性の別の元カレだった

んですよ。誤認逮捕された人も元カレですけど、

誤認逮捕された方は、一年以上前に被害女性と

の付き合いは終わってるんです。真犯人は、そ

の事件の直前に被害女性側から振られてるんで

すよ。それでリベンジポルノをやり始めて。
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録らない。録りたくないんですね。

 小坂井 　全然録りたくないんだよ。だって大川

原化工機の件での通達ももうお笑いやん。大量

破壊兵器の密輸入の件に該当するのは可視化を

試行しますって
21
、わざわざ通達出して。全然や

る気がないことが明らかですよね。

 栗林 　全件、全過程の可視化は、法律ができな

いと彼らはやらないでしょうね。

 小坂井 　絶対、警察段階は全くそうです。立会

いもそうですし、規範を作らないままで、立会

いの試行なんて警察がやるとは私には考えられ

ない。

 栗林 　検察庁での取調べだけ録音録画されてい

て、警察段階の録音録画がないと、検察庁の録

音録画を、うまいことずるく使ってくるってこ

とが結構あります。

 小坂井 　一部録画だとそうなりますよね。完

全にダブルスタンダードになってます。しかし、

あんまり気にしてないね、彼らは、確かに。

 栗林 　なぜなんでしょう。

 小坂井 　それで現実が回ってるという認識だか

らでしょう。

 栗林 　裁判所もそこにあまり疑問を持ってない

21　「大量破壊兵器関連物資等に係る不正輸出に関する捜査
における録音・録画について（通達）」 （令和 ７ 年 ８ 月 ７
日付け警察庁丁外事発第 160 号）等

れも不起訴になってるから、現時点でその内容

は分からない。国賠訴訟で、「検察官が『あなた

が犯人だと間違いないと思ってる』と言ってる

シーンがあるはずだ」と主張しているから、文

書提出命令の対象になるはずですけど。

 小坂井 　日本の警察は、優秀は優秀なところが

あるんやけどね。めちゃくちゃ細かいこと調べ

てるやんか、ほんまに。ようそんな細かいこと

まで調べたなあと思って。なんでしょうね、あ

のズレは。よくわかんないですね。

 秋田 　とうとう大阪府警、ボディカメラつける

ことになりましたね。

 小坂井 　とりあえず試行ですけど。今、警察は

取調室の可視化を広げる気は全くないから。ど

うもボディカメラをやるって言ってる部署と取

調べの可視化に関する部署が違うんですよ。あ

まり連携もしてないです。

 秋田 　ボディカメラの映像は 10 日間で消すっ

て言ってるでしょ。

 栗林 　ちょっと早すぎますよね。

 秋田 　だから弁護人についたらすぐ保全を申し

入れるか、なんかせんとあかん。証拠保全とか。

 小坂井 　警察での可視化を広げるのはその方向

からしかないかもしれないですね。

 栗林 　警察は本当に録音録画しないですよね、

弁護人が申し入れしようが何をしようが絶対に
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どのものではなくて、実はプレサンスの国賠訴

訟で 4 人の検察官を証人尋問したんだけど、誰

一人、「取調べについてどういう研修を受けまし

たか」っていう問いにまともに答えられる人が

いなかった。形だけは何らかの研修もやってる

んでしょうけど、中身ないんでしょうね、きっと。

まさに密室だし、他人の取調べを見ることもな

いもんだから、もう我流というか、ほとんどの

検事は圧力をかけるというやり方以外の供述の

取り方を知らないんでしょうね。そういうスキ

ル、テクニックがないんですよ。

 小坂井 　だから警察は取調べ教本
22
って作った

んですよね。2012 年かな。仲真紀子さんが警察

庁でいろいろ指導監修して。今や警察庁のホー

ムページのめちゃくちゃ階層の低いところで

眠ってるわけだけど。取調べ教本「基礎編」っ

ていうけど、「応用編」はできずじまいでした。

そこでは一応ラポールについて書いてあるわけ

です。一応、オープンに聞きましょうとか正し

いことが書いてある。でも全然、伝承してる気

がしないですね。

 秋田 　司法面接の場面でそれがもう一回見直さ

れてはいる。元検察官の弁護士から、検察官時

代に留学して司法面接の勉強をしたって聞きま

した。

　時代の流れの中で、いわゆる高度化みたい

な議論も少しは進むと思います。イギリスも、

1980 年代に取調べの可視化が世界に先駆けて始

まったという印象があるんですけど、始めの頃

は警察官の取調べもすごい下手だし、ソリシタ

22　「取調べ（基礎編）」（平成 24 年 12 月警視庁刑事局刑事
企画室）

ような気がします。裁判所が「いやいや、都合

のいいとこだけ切り取って持ってきたってダメ

だよ」って言ってくれれば済む話なのに、全然

その辺が伝わらないというか。

 小坂井 　弁護実践上も問題はあるんでしょう

ね。こんなん言ったら悪いけど。神山啓史さん

が東京地裁でずっと傍聴してるでしょ。彼に聞

いたところによると、被告人質問先行型でやっ

てるのは、せいぜい 1 割くらいだそうです。そ

ういう意味でやっぱり同意書面としてまだまだ

乙号証を使えてるんじゃないか、多分。私は今

どき警察の乙号証なんて使いようもないのに、

何を一生懸命作ってるんだと思ってたけど、全

体的に見たらまだまだ機能してるんじゃないか

な。

 秋田 　やっぱり日本は平和なんでしょうね。一

件のためにあれだけ長時間かけられるというの

は。

 小坂井 　治安はいい国ですよね。警察は自分た

ちの力で治安がいいと思ってはる。私は違うと

思いますけどね。この前、財布落としたけど戻っ

てきました。素晴らしい国やと。

 栗林 　財布が戻ってくるのは別に警察の力のせ

いではないですもんね。なぜカメラがあるのに

あんな取調べしちゃうんでしょう。やっぱり悪

いと思っていないのでしょうね。

 秋田 　人間の意識ってそう簡単に変わらないん

ですよね。彼らは、ああいうのが取調べだって

教育を受けてきてる。というか、教育というほ
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スキルアップしていったのです。

 小坂井 　2002 年にね、秋田さんに最初にイギ

リスに行こうと言われて行ったのがほんま良

かったです。ただ 2010 年の視察時に、ちょっと

我々が気をつけないといけないなと思ったのは、

立会している弁護士がネットサーフィンしてま

した。見えちゃう。気をつけましょう。

 栗林 　じゃあその視察の頃から、可視化はもち

ろん、立会いとかそういったことも含めて、海

外の実施状況を見てきたんですね。

 秋田 　立会いがね、これから次のスタンダー

ドになっていかんとあかん。初めて視察した頃、

日本の取調べは長いから、立会いはさすがに無

理やろうという話もあって、当時は僕もその認

識から抜けきれてなかったけど、立会いのいろ

んな状況を見ていると、発想の転換が必要だと

わかりました。弁護人が立会える範囲で取調べ

を認めてやればいいわけです。

 小坂井 　黙秘原則の実践とかがちゃんとついて

きていますから、可能になってきてますよね。

 秋田 　供述の自由というか、あくまで我々は防

御の主体、被疑者だって防御の主体なんだとい

うことで、こっちの方が取調べを許してあげる。

任意性ってそういうことのはずです。しゃべっ

てあげてもいいかな、どうしようかな、ちょっ

と聞きたい？っていう、それが正しい取調べの

あり方ですよ。

 栗林 　任意取調べの「任意」は全然任意じゃな

の立会いも下手だった。あまりにレベルが低い

ということが、可視化によって明らかになった

ことによって、これではいかんということで、

ＰＥＡＣＥモデルという取調べ技術が開発され

た。それがいわゆる司法面接にもつながっていっ

たっていう経緯がある。だから実は可視化が出

発点なんですよ。可視化してなかったらわから

ないし、スキルも進歩しないですよね。

 小坂井 　当時は、イギリスの警官も、可視化な

んかされたら世界が終わると思ったって言うん

です。イギリスの 80 年代、90 年代の弁護人も、

立会うといってもぼーっと座ってただけでした。

 秋田 　それに対して、警察官もやったことが

あるエド・ケーブ教授らが危機感を持って、イ

ギリスのローソサエティ（弁護士会）で、ソリ

シタに対する立会技術の研修を始めた。イギリ

スではソリシタだけでなくパラリーガルでも立

会いできるのですが、何のスキルもなく、単に

立会っているだけではやっぱり問題やというこ

とになった。弁護人として取調べにどのように

立会うのかという技術を彼らは彼らなりに開発

していった。そのようなスキルアップの中で、

「Code of Practice」という実務規範の中にも、

立会いにおける弁護人の役割もかなり詳細に書

いてあるわけですよ
23
。

　可視化によって、取調官も弁護人もどんどん

23　イギリスの警察証拠法（Police and Criminal Evidence 
Act　略称 PACE）の実務規範（Code of Practice）C の
Note 6 Dには、「警察署におけるソリシタの唯一の役割は、
依頼人の法的権利を保護し、促進することである」とされ、
取調べにおいて「ソリシタは質問の明確化を求めたり、不
適切な質問に異議を唱えたり、依頼人に特定の質問に答え
ないよう助言したり、さらなる法的助言を与えるために介
入できる」と明記されている。
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ごく長いから、実際できるのかとか、制度的に

は立会えるようになったときに立会わないこと

について、依頼者から不満が出たり、十分な弁

護をしてないって言われちゃうんじゃないかっ

て。そういう懸念が、弁護士会内部からありま

す。それなりに的を得た問題意識なのかなって

思います。立会いの話をすると、必ず、「そんな

こと言ったって全部は立会えないじゃないか」っ

て聞かれるじゃないですか。

 小坂井 　私は全部立会うと思う。逆にいうと、

そういう取調べしか設定されないようにする。

あの議論は、本当、僕自身はようわからへんと

ころがあるんやけどね。そこに行くまで、包括

的黙秘権の行使実践でその効果を現実のものに

するとか、多少時間はかかるかもしれないけれ

ど。

 秋田 　オランダに視察に行った時にね、さっき

の話はちょっと大げさに聞こえたかもしれんけ

ど、弁護人と警察官が連絡を取り合って、「この

日だったらいけますよ」って。被疑者じゃなくて、

警察が弁護人に連絡を取って、取調べの時間と

かを調整するってことをやってるんですよ。

 小坂井 　そういうことをやろうと思えばできる

と思うけどね。

 栗林 　それは、身体拘束されていない事案で

すか。

 秋田 　身体拘束されてる事案も、されてない事

案も。

いですよね。

 小坂井 　任意という言葉は、日本の法律用語と

して昔からおかしいのです。

 秋田 　ほら、不同意性交罪、不同意わいせつ

罪なんだけど、不同意の内容が「意思を表明し、

またはそれを全うすることが困難」とされてい

る。それこそまさに、任意性の一つの定義じゃ

ないですか。全うすることが困難であったら、

同意に瑕疵があるということで、任意性も否定

されるっていうのが、不同意性交罪における考

え方です。だから、取調べでも、全うすること

が困難にするような状況を作ったら、それでア

ウト。「おい、こら」みたいなことを言ったら、

それ自体でアウト。

 小坂井 　任意捜査でも有形力の行使が許される

んだからね。おかしいと思うけど。判例自体そ

ういう理屈です。

 秋田 　やっぱり裁判所やね。結局、捜査機関に

対する忖度なんです。

5.�　可視化の先へ　弁護人立会い、
取調べ拒否論

 栗林 　可視化だけでは、事後的に損害賠償請

求が認められるとしても、リアルタイムで依頼

者を守り切れない。可視化だけではカバーしき

れないところがあるということははっきりして

いると思います。次に私たちができることとし

ては、立会いがありそうですけれども、さっき

ちょっと話に出てきた、日本の取調べ時間がす



Ⅰ　対談

42　第 2 分科会　

 小坂井 　それこそ公判前整理手続の制度が始ま

る前はね、弁護士たるもの刑事弁護は必ずやる

もんやと。民事ばっかりやっとったって、年に

1 件でも 2 件でも刑事やりなさいというような

話も通用していたと思いますけれど。今、やっ

ぱりだいぶ専門化してきてるよね。だからそこ

はなかなかハードル高いかもしれない。難しい

問題ですね。「公判前整理ようわからんけど」と

いう人にやってもらったら困るわけで。どうす

るか、難しいね。

 栗林 　誰でもできるわけじゃないけど、そん

なこと言ってると担い手がどんどん減っちゃう。

刑事弁護って辛いことも多いじゃないですか。

 小坂井 　当番弁護士ができる頃ね。私は登録

するけど、他の弁護士は登録するのかなって正

直言うと、内心思っていたんですよ、実は。で

も大阪やったら上野勝さんがみんなに電話して、

とにかく登録してもらった。現に全国的にそれ

やれちゃったわけだから。弁護士って大したも

んやと思いましたけどね、その時は。ただ、今

は揺り戻しがあるんとちゃうんかな。80 年代は

刑事弁護離れの時代やったけど、もしかすると

新たなそういう時代に入ってるのかもしれない。

 栗林 　立会いは、長時間取り調べが障害とか言

われているけど、実際は制度設計の問題。諸外

国ではできているわけだから、取調べのあり方

を含めて見直していかなきゃいけない。実践し

ていくしかないですもんね。きちんと依頼者に

黙秘してもらう。事案によっては、検察調べは

黙秘を確認したら 5 分で終わることもあります

よね。警察でも黙秘すれば取調べ時間はかなり

 栗林 　日本では身体拘束されてなければまだ調

整できますけど。

 秋田 　オランダでは取調べってだいたい長くて

2 時間なわけですよ。本当にね。イギリスはだ

いたい １ 時間かな。だから日本がそうなればい

いんですよ。

 小坂井 　逮捕直後をどうするかという問題はあ

りますね。本当にすぐに行かんといかんのはど

うするんだとか、そういうのは確かになんとか

しないといけないという態勢問題だと思う。け

れど、あとは何とかなるっていう感じするよね。

オランダではちゃんと機能してる、台湾でも機

能してますよね。やろうと思えばできる。お互

い、「じゃあこの日の 2 時間はそうしましょう」

という形でやってしまえば。ただ、逮捕された

直後にどうするのか、それこそ、 2 時間待機か

4 時間待機かとかね、そういう折衷案というか

妥協案はあるわけで、そうだとすれば、どうす

るかの議論はあると思うんですけどね、最初の

体制の問題は。

 秋田 　接見だって、立会いだって、もっと IT

を活用して、遠隔でもバーチャルにできるよう

なシステムを考えていくべきだと思う。

 小坂井 　今、どんどん刑事弁護の担い手が減っ

てますからね。当番の登録者が減ったり。

 栗林 　そうですよね。刑事弁護で求められるこ

と、弁護人ができることが増えてきたんだと思

います。やらなきゃいけないことが多くなって

きた。
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員の皆さんと議論させていただく機会がそれな

りにはあるんですけれど。そこでの感触で言う

と、取調べ拒否を条文化するって、イメージが

わかないですね。議員の支持も市民の支持もま

ず得られないんじゃないかな。だから現実の実

践論ですよね。他方、法制度としていえば、そ

こは私もおそらく反動的と言われると思います

けど、いろいろ考えているうちに取調べ権限が

あるならば、渡辺修さんの見解には先見の明が

あったのではないかなと思ってるわけです。出

頭滞留義務と立会いとがセットですっていうの

は彼が 90 年代初めに言って、それは当時批判さ

れたわけです。出頭滞留義務を認めるとは何事

かと。いわゆる取調べ受忍義務否定説の立場か

らは厳しく批判された時代があって、私も当時

は、出頭滞留義務を認めて取調べ受忍義務を否

定するって、そんな矛盾はあるかいなと思って

批判する論文を書いていたわけです。しかし、

可視化とかいろいろ見て、立会いまで考えると、

そうでもないんじゃないかと思うようになりま

した。だから一瞬取調べの場を設けるのは、取

調べ権限がある以上は、法制度として可視化や

立会いのもとで私は否定できないのではないか

なという気がしているんです。ただ、はなから「私

は包括的に黙秘権行使するんです」と言いきっ

ている人に、わざわざ取調べの場を設定するか

どうか、次の議論としてあるんだろうと思う。

でも、設定しても、意思が明確ならすぐ終わり

だけれどね。取調室である必然もない。

　捜査と留置の分離があるから、話が複雑化し

ています。イギリスだったら、出ないやつは捜

査官から行くという話やからね、捜査官が行っ

て、一言聞いて、ああ黙秘かと。

短くなりますよね。

 小坂井 　事案によるでしょうが、だんだん短

くはなっていると思いますよね。ただまあ、目

に見えて、可視化によって短くなっているかと

いうと、そこまでではない。今、裁判員裁判が

警察で多分平均 22 時間くらいかな。少しずつは

減ってるんですよ。精神障害の方が多分平均 10

時間ぐらい。そういう意味では、23 日間、朝か

ら晩までっていうのは確かによっぽど特殊な事

件じゃないとっていうところまでは来てるとは

思うんですけど。でもまあ 20 時間はちょっと立

ち会えないでしょうから。

 栗林 　いま、みんなが立会いを実践しようと

頑張っているのは、任意取り調べの事案が多い

ですよね。勾留されている事案ではまだ少ない。

そういった身体拘束事案にも実践を広げていく

ことが必要でしょうか。

 小坂井 　そうですね。待機型で接見を繰り返す

ことは可能です。向こうも段々慣れてくると思

いますが、どこで制度化にこぎつけるかは、そ

れはなかなか難しい話だと思っています。

 栗林 　取調べの拒否はどうですか。

 小坂井 　拒否は、実践としてやる分には、やっ

たらいいと私は思っています。包括的黙秘権を

行使したなら。ただ、今の法制度のもとで実践

で切り拓く問題ですね。立法案としての現実味

はないと思いますね。198 条 1 項但書を取るの

か、どうするのかわかりませんけど。私は、可

視化・立会いの関連の法改正に向けて、国会議
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 小坂井 　但書の解釈の、例の問題ですよね。そ

れと、取調べの場とは何ぞや、です。

 秋田 　今、東大系の学者も含めて、それを理論

化しようとしてて、なんていうか、一種の制度

的保障だ、と。取調べ受忍義務ではないんだけ

れども、発問というか、取調べ権というものの

機会を与えるために、出頭してもらうところま

ではあるんやと。ただ黙秘権を行使している人

に対しては、黙秘権を行使している以上、一定

の制約があるはずやと。で、その制約とはどの

ようなものか、みたいな議論をしようとしてい

るんです。

 小坂井 　結局ね、渡辺修さんが 90 年代に言っ

て、その後、松尾浩也さんの教科書で、出頭滞

留義務はあるけど、取調べ受忍義務はないって

書いてある。何を書いているのかと当時は思っ

た、でも結局みんな今の東大系の人はそういう

発想だと思いますけどね。結局は、取調べる権

能はあり、嫌疑があって拘束されているんやか

ら、その機会はあるやろうみたいな。ただし、

おかしいのがみんな説得はある程度認められる

みたいな話にどうしてもなっているんですね。

説得自体がやっぱり黙秘権の理屈から言ったら

おかしいでしょとなるわけで、包括的に黙秘権

行使しますと言明すれば、遮断されるのが当然

じゃないでしょうかという議論になるけどね。

理屈を突き詰めていくと。

 秋田 　ただ悲しいかな、さっきも言ったけど、

被疑者としては弁解したいというね、そういう

非常に本能的な発想があるもんだから、だから

弁護人がうまいこと説明しなかったら黙秘権は

 栗林 　合理的ですよね、車いすに乗せて無理や

り取調室に連れて行くっていうよりは。

 小坂井 　取調室と出房問題っていうのは、少な

くとも昭和刑訴ができたときにそういう発想は

していなかった気がしますけどね。

 栗林 　昭和刑訴ができたときは、捜査官が被疑

者の房まで行って聞くってことも想定されてい

たということですか。

 小坂井 　私はリアルタイムでは知らないけど

( 笑 )。団藤さんの本に書いてあるのは、僕の誤

読があったらあれやけどね。代用監獄だったら、

出頭滞留とか問題にならないじゃない。つまり、

捜査機関のテリトリーに来てる以上、当然発問

はできるわけ、捜査官は。という発想しかなかっ

たというのが僕の見立てです。正しいかどうか

は、また別の議論ですけれどね。で、58 年に平

野さんが、彼は取調べ受忍って言葉を使っては

いないけど、取調室に行くこと自体がおかしい

ということを書いてはる。それが最初やないか

と思う。でも、取調室以外でも本来は、発問す

るのは自由じゃないかな。出房拒否とか、捜留

分離ができたのは比較的最近と思われるけど、

79 年からかな、明確に分けたのは。

 秋田 　198 条は、確かに捜査官、取調官に取調

べ発問権を認めているとはいえる。

 栗林 　でも別に、被疑者に対して、その場に留

まれとか、そういうことを言っているわけでは

ない？
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女たちが犠牲になった。日本ではね、「魔法使い

サリー」だとかね、「奥様は魔女」とか、「魔女

の宅急便」とか、魔女は明るいイメージもある

けど、ヨーロッパでは本当に深刻な問題だった

わけです。自白したら火あぶりになることがわ

かってるのに、無実の少女たちが自白してるん

ですよ。博物館には、当時の実際の拷問具とか、

魔女を火あぶりにしてる時の絵とか、置いてあ

るんですけどね、さすがに目をそむけたくなる。

おぞましくて、人間てこんなにひどいんだ、こ

んな恐ろしいことするんやなと本当に痛感しま

す。だからトランプ大統領が、訴追されたこと

に対してすぐに「魔女裁判だ」という言い方す

るのには、そういう背景があると思いますよね。

魔女裁判っていう言葉には特別な意味があるん

だと思います。その中で、虚偽自白の恐ろしさ、

拷問の禁止、黙秘権も生まれたのだと思う。自

白の強要が許されないっていうのは、そのよう

な歴史の中で生まれた根本的な原理です。日本

も同じようなえん罪を繰り返してきたはずなん

だけど。

 小坂井 　ヨーロッパが、転換を一応きっちり

果たせたのはなぜなんでしょうね。自白が証拠

の女王だったんだよ。ずっと。とにかく法定証

拠主義でね。自白がなければ有罪にはできへん。

それは必ず自白を取るわけですよ。

 秋田 　でもどこかでコペルニクス的な転換を起

こしているんでしょうね。どこかで起こる。一

体何してたんだみたいになったんでしょうね。

そういう意味では、残念ながら日本はやっぱり

歴史的というか、国民がそういうことに対して

あんまり敏感ではないですね。

やっぱり行使できない。

 栗林 　そうですね、自然な感情には反している

かもしれませんね。

 小坂井 　知ってる？田宮裕さんも初期に言っ

ていたのは、黙秘しているのは、むしろ後ろめ

たいことがあるからだろうというのは、まさに

自然で合理的な経験論だって。そう書いてある

んだよね。田宮説って。後で改説しましたけど。

そういうところ、どうしてもあるわけです。

 秋田 　そうなんですよね。だから無実の人です

らね、誤った弁解をよくしてしまうんですよね。

 栗林 　でも、だからこその黙秘権ですよね。

 秋田 　そうなんです。

 小坂井 　そうなんですよ。

6.�　日本が転換を遂げるためには　
裁判所の責任について

 秋田 　ドイツに行った時に、刑事博物館という

のがあったので行ってみたんですが、その時に

すごく痛感したのが、ヨーロッパの魔女裁判な

んですよね。当時 15 歳、16 歳の女の子たちが

拷問されて、みんな「魔女です」って自白して、

火あぶりになっているんですよ。ヨーロッパ人

にとってみたら、暗黒の歴史、汚点です。16 世

紀、17 世紀ころから、何回も起こってる。疫病

だとか、災害だとか何か大きな問題があったら、

これは魔女のせいだっていうことで、無実の少
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的はそっちなのに、日本ではあたかも法的安定

性とかね、一旦確定した判決を覆すとか、あと

は司法の独立とかが最重要であるかのような議

論が罷り通ってしまう。かなりずれている。日

本の裁判所はとにかく反省しない。この大川原

化工機の保釈問題、ほんまにどうするつもりな

んですかね。今ね、保釈却下した裁判官の名前

がいっぱい SNS などで出てますね。やっぱり

裁判所の組織文化っていうのがあって、裁判所

の中に「こんなもんだ」みたいな、そういう漠

然とした彼らなりの経験則あるじゃないですか。

例えば、一番分かりやすいのは、性犯罪の被害

者の言ってることは正しいけど、被告人は嘘を

ついてる。彼らはそんなことないって言うだろ

うけど、どう見たってダブルスタンダードです

よね。よく判決に書かれるものね。被害者の供

述に反する被告人供述は信用できない、被害者

の供述はとにかく信用できる、多少矛盾があろ

うが、供述が変遷していようが、〇〇で合理的

に説明がつく、と。

 小坂井 　昔は被告人質問で 1 個でも矛盾が

あったら無罪にはならなかった。今はまあ、そ

こまでではないわけですけど。ちょっとでも矛

盾していたら、もうアウトやった。

 秋田 　事実認定の経験則っていうものがブラッ

クボックスになっていて、保釈判断、要するに

罪証隠滅の判断もそう。あれ、日本独特でしょう。

共犯事件で否認してたら、須らくアウト。口裏

合わせのおそれがあるといって保釈を認めない。

仮に口裏合わせしたって、裁判官はそれで無罪

にしてるの？してへんやんか？仮に共犯者が被

告人に有利な供述をしたって、信用できないっ

 栗林 　お上に対する信頼が厚いんですかね。

 秋田 　そうなんでしょうね。だから本当は砦

として、裁判所がきっちりと、機能を果たさん

とあかんのに、裁判所がどちらの方向を向いて

いるかというと、やっぱり、治安維持です。裁

判官も一緒になって治安を守っているつもりに

なっている。

 栗林 　裁判所の発想を変えていくっていうのが

大事ですね。

 秋田 　彼らは全然反省しようとしてないんです

よ。大川原化工機の問題でも、三年後見直しに

ついてもそうなんだけど、要するに、検証しな

いわけですよ。プレサンス事件だって検証しよ

うとしないし。誤判が起こったって、裁判所は

反省しようとしない。司法の独立を、錦の御旗

にして。

 小坂井 　第三者機関を入れることを嫌いますね。

 秋田 　そういうことは、全部司法の独立に反す

るんだっていう議論をしちゃうんですけど、履

き違えてるんですよ。ニュージーランド視察の

際に向こうの法律家から言われたんですが、司

法の独立でも何でも、何のためにあるかって言っ

たら、それは適正な裁判をするためにあるんだっ

て。再審問題でも、法的安定性って言うけど、

法的安定性と誤判からの救済、どちらも大切な

んですが、どちらが大切かと言えば明らかに誤

判からの救済の方が大切であって、誤ったこと

に対してはちゃんと正すっていうことがあって

こそ初めて裁判所は信頼を得られる。究極の目
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 秋田 　根本が、さっきも言ったけど検証すると

いう姿勢がないんですよ。だから個別事案に入

らないっていう、その発想自体が間違ってます

よね。

 小坂井 　あんだけ記録媒体いっぱいあってね、

一級資料ですよ。それ対象にしないって、何の

ための検証、検証って言えないじゃないですか。

数字を拾っているだけですよ。ただあの報告書

ね、資料は結構役立ちますよ。

 栗林 　具体的な事件の検証はさせない、記録媒

体の再生もさせないし弁護士会からの委員が逐

語で読み上げたことも議事録に残さない。とに

かく抽象化して数字に置き換えて、そこから適

当な結論を導き出してお茶を濁している。

 小坂井 　全部両論併記ですよね。

 秋田 　法務省官僚が事務局をして、要するに彼

らが牛耳って、さらに人選も含めて基本的にす

べて握っちゃってるからですよ。昔ね、旧ソ連

で書記長がなんであんなに権力握ったのか。人

事権握ってるからなんですよね。もう喉元ぐっ

と押さえてる。法制審もそれをやっているわけ

です。

 小坂井 　その意味では、特別部会は有識者が何

人もいて、歴史的にも特異な位置づけになりま

すね。

 秋田 　法務省の官僚の多くは検察官出向組じゃ

ないですか。彼らは全事件全過程の可視化なん

かやるつもりないし、三年後検証そのものをや

て言って切るくせに。それで口裏合わせをする

可能性があるから、罪証隠滅を疑う相当な理由

がある、保釈を認めないと。

 小坂井 　事実認定のあのブラックボックス。結

論があればあとは何とでも書けるみたいな。

 秋田 　ニュージーランドに再審の関係で視察に

行ったらね、CCRC（刑事事件再審審査委員会）

に元裁判官を委員として入れていいかどうかっ

て大問題になってて、結局入ることになったこ

とで、向こうのナイジェル・ハンプトンという

弁護士さん、後藤貞人みたいな弁護士さんがね、

怒って CCRC の委員を辞めちゃったんですよ。

 小坂井 　やめんでもええのに。大人げないな。

 秋田 　その人にも会って聞いたんだけどね。も

うむっちゃけしからんって言うんだけど、よく

分かったのは、ニュージーランドは全人口が 500

万人しかいないわけです。要するに大阪市より

小さいわけですよ。だから裁判官自体が非常に

小さなコミュニティだから、そんなところで元

裁判官が CCRC の委員なんかやったら、えん罪

やって判決をひっくり返すわけないやないかっ

ていう、そういうことなんですよ。

 小坂井 　なるほど。

7.　三年後見直しについて

 栗林 　三年後見直し
24
について、ご意見お願い

します。

24　三年後見直し　本報告書 74 頁参照
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 秋田 　まだまだいろいろあるけど、グローバル

スタンダードの中に揉まれていくしかないよう

な気はするけどね。とはいえ、本当にグローバ

ルスタンダードといっても、世界も混沌として

いますので、今や。トランプが政権を取り、ロ

シアと北朝鮮と中国が一緒に軍事パレードをし

て。どうなっていくんでしょうね。

8.　おわりに

 栗林 　最後に、刑事弁護人が元気になるような

お言葉をお願いします。

 小坂井 　可視化がすべて。

 秋田 　可視化がすべてですね。可視化から始ま

ることは間違いない。

 栗林 　全件全過程の可視化は実現できますかね。

 小坂井 　参考人問題をどうするか、でしょうね。

それと道路交通法等のその種の事案をどうする

か、件数が多すぎるというわけだから。でもまあ、

本来的には、全件全過程にどんどん近づくんじゃ

ないか。今のところ議員らも。十数年前は自民

党の人たちは非常に抵抗していたけど、その後

いろいろあって、彼らも多少変わってきました。

 秋田 　変革期にあることは間違いがないから。

今、若い人たちが見ている刑事の世界が、世界

の見え方が、きっとこの 10 年間で変わるはずな

んですよ。ワクワクしませんか。2025 年、人生

が変わる。刑事司法が変わる。あなたたちは歴

史の目撃者、単なる目撃者じゃなくて、歴史の

る気あらへんです。それが根本的に間違ってる。

袴田事件
25
でも福井女子中学生殺人事件

26
でも起こ

るんだけど、えん罪であることが明らかになっ

たときに、そこから何を学んで、何を教訓とし

て、どうやって改善していくかっていう、事故

防止論の基本中の基本ができてないんです。事

故から学ぶという発想が全くない。裁判所も裁

判所で、福井のこの前の再審事件でも、再審判

決は出して、検察官のことは批判するんだけど、

もともと無罪から有罪にした高裁判決に対する

反省は、一言も触れられてない。確かに検察官

が証拠隠しをしたのはけしからんけどさ、それ

にしても、あの事件はそれだけで決まるような

話でもなんでもない、確定審の逆転有罪判決は

ひどい判決ですよ。前川さんを犯人にするため

に、関係者みんなの供述がどんどん変わっていっ

て、みんな、つじつま合わせのような供述変遷

をしてる。それが普通におかしいということで

一審で無罪になったのに、控訴審で逆転有罪で

す。なんでそんなことになったのか、それがそ

の番組表一つの問題かいな、ていう話です。根

本的にえん罪を防ぐということは当然です。分

科会の入り口の取調べの問題と出口の再審の問

題、まさにそうで、えん罪問題の根本原因に、

どう取り組むかの中で、なぜえん罪が起こるの

か、なぜ人間は間違うのか、なぜ判断を誤るの

かっていうことを抜きに考えられない。それは、

過去の失敗例に学ぶしかないんですよね。とこ

ろが失敗例から学ぶ気が全くないのが今回の三

年後見直しです。

 栗林 　私たちはどうすればいいのでしょうか。

25　静岡一家殺害・放火事件　本報告書 155 頁参照
26　福井中学生殺人事件　本報告書 173 頁参照
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然のようにしています。全件全可視化や弁護人

立会が当たり前になる、そういう時代が必ず来

ますよね。

 小坂井 　それは必ず来ますね。立会いの制度化

など、これも批判の対象にはなりえますけどね。

 栗林 　秋田さんは、SBS の事件で次々無罪を

取って、世間の目を変えてきているじゃないで

すか。だから、いまがどんな状況であっても、

変わっていくことってあるんだなと思います。

 秋田 　若い人たちが変えていこう。柔らか頭で。

 小坂井 　持続する志だ。

実践者でもあるんです。

 小坂井 　それはそうです。

 秋田 　かっこいい（笑）。

 栗林 　可視化って小坂井さんが言い始めた時

に、みんな、そんなのできるわけないって言っ

たわけじゃないですか。

 小坂井 　そう。否定的に批判されましたね。任

意性争えなくなるとか。

 栗林 　可視化なんて無理だってみんな思ってた

けど、今は、可視化という言葉も当たり前だし、

可視化があることを前提とした議論をみんな当
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Ⅱ　えん罪防止･救済のための取調べの適正化と再審制度のあり方

第1　えん罪防止のための取調べの適正化

「えん罪防止のための取調べの適正化と弁護人立会権」
―2016年改正が残した課題―

関西学院大学名誉教授

弁護士　川　﨑　英　明

1.　見え始めた弁護人立会権への道筋

アメリカ合衆国 ･ 連邦最高裁がミランダ判決（Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436）で合衆国

憲法修正 5 条の黙秘権を根拠に身体拘束中の被疑者取調べに弁護人立会権を保障する画期的判

断を下したのは、1966 年 6 月 13 日のことであった。ミランダ判決の内容とその理論的意義は、

すぐに日本で知られることになった。田宮裕「被疑者の尋問に関するミランダ原則」（判例時報

452 号 [1966 年 ]。後に田宮裕『捜査の構造』[1971 年 ]332 頁以下所収）や松尾浩也「被疑者の

自白を求めるのにどのような制限があるか」（松尾浩也 ･ 田宮裕『刑事訴訟の基礎知識』[1966 年 ]53

頁以下）を通してである。

それから半世紀以上の時が過ぎた。2013 年 6 月には、国連拷問員会が総括所見で弁護人立会

いのない身体拘束下の取調べに「深刻な懸念」を示したが、被疑者取調べの弁護人立会いは実現

には至っていない。

もう 40 年前のことになるが、1985 年に、当事者主義の刑事訴訟法理論を牽引してきた平野龍

一は、公判が単に証拠（捜査段階で捜査機関が収集 ･ 獲得した供述調書等ー引用者注）を受け渡

す場所」で「有罪であることを確認する」場となっていると批判し、「わが国の刑事裁判はかな

り絶望的である」とショッキングな警告をした（平野龍一「現行刑事訴訟の診断」『団藤重光博

士古稀祝賀論文集 ･ 第 4 巻』[1985 年 ]407 頁以下）。平野は、99, 9 % の有罪率を誇る日本の刑

事裁判の実態が虚偽自白によるえん罪を生み出してきた糺問的捜査依存の調書裁判に他ならない

ことを鋭く指摘し、厳しく批判したのである。だが、身体拘束下の被疑者取調べに依存する糺問

的捜査の構造が揺らぐことはなく、弁護人立会権の実現は永く閉塞状況にあった（弁護人立会い

をめぐる理論と実務の歴史的状況につき小坂井久 ･ 三島聡「弁護人立会権の理論と実践の系譜」

小坂井久 ･ 川崎英明編『弁護人立会権』[ 日本評論社、2022 年 ]77 頁以下参照）。

いま、その閉塞状況に変動が生じ始めている。被疑者取調べにおける弁護人立会権の保障への

道筋が見え始めているといってもよい。刑事訴訟法（以下、刑訴法という）を改正し被疑者取調

べの場に弁護人立会いを実現するにはなお高く険しい障壁が立ちはだかっているにしても、刑事
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弁護はこの障壁を乗り越えるだけの理論と実践を積み上げ、弁護人立会権を実現する基盤を作り

上げてきた。それが 2016 年刑訴法改正で導入された被疑者取調べの録音録画制度とその下での

取調べの適正化に向けた多様な刑事弁護の実践である。それはえん罪救済の具体的成果に確かに

つながっている。

2016 年刑訴法改正を起点として、弁護人立会権をめぐるこの間の動きから確認しておこう。

2.　2016 年刑訴法改正の意義

2016 年刑訴法改正の契機が郵便不正事件（村木事件）の無罪判決（大阪地判平成 22 年 9 月

10 日判例タイムズ 1397 号 309 頁）と大阪地検特捜検事の証拠改ざん事件であったことは、周知

のとおりである。

同事件を契機に設置された「検察の在り方検討会議」の提言『検察の再生に向けて』（2011 年

3 月 31 日）が、取調べの録音 ･ 録画制度の導入を含む「取調べ ･ 供述調書に過度に依存した捜

査 ･ 公判のあり方」の見直しを求めたことにより、法制審議会 ･ 新時代の刑事司法制度特別部会

が設置され、録音 ･ 録画の法制化に向けた議論を経て 2016 年刑訴法改正に至った。

この経緯からみて、2016 年刑訴法改正の眼目が取調べの適正化のための録音 ･ 録画制度の導

入にあったことは明らかである。それは、平野龍一が「絶望的」と評した糺問的捜査依存の調書

裁判の構造の根幹に触れる改革であった。2016 年刑訴法改正により録音 ･ 録画制度は法制化さ

れたが、録音 ･ 録画の対象は身体拘束下の被疑者取調べに限られ、対象事件も裁判員裁判対象事

件と検察独自捜査事件に限定された。在宅被疑者の取調べは対象外で、共犯者を含む参考人の取

調べも対象外とされた。また録音 ･ 録画は刑訴法 301 条の 2 に規定されたが、これは条文配置

や文言上、自白の任意性審理の規定と解されるものであった。録音 ･ 録画制度の趣旨が取調べの

適正化にあるなら、刑訴法 198 条で録音 ･ 録画を被疑者取調べの要件として明記し証拠排除効を

明記すべきであったが、そうはならなかったのである。その背景には、録音 ･ 録画を取調べの適

正化ではなく任意性審理の効率化の方策に矮小化しようとする意図があったであろう。

法制審議会 ･ 新時代の刑事司法制度特別部会での議論を辿ってみると、検察や警察関係者の意

見には、録音 ･ 録画は取調べの真相究明機能を阻害するから、法制化するとしても対象事件や対

象取調べを限定すべきであり、また、真相究明機能が阻害される分、通信盗聴や協議 ･ 合意制度

等の「多様な証拠収集手段」を導入して捜査権限を拡大 ･ 強化する必要があるという論調があっ

た。2016 年刑訴法改正にはそのような検察 ･ 警察の抵抗が反映している側面があるのである。

しかし、録音 ･ 録画により、身体拘束下の被疑者取調べの実態、すなわち供述を獲得しようと

する取調官の発問 ･ 発言やその態度、被疑者の応答やその態度、そして供述の内容や経緯等を事

後に把握し、取調べの適否を客観的に検証できることになった。その点で、法制化された録音 ･

録画制度はそれ自体が取調べのあり方を変え、糺問的捜査の改革への重要な一歩となりうるもの

であった。法制化された録音 ･ 録画制度を取調べの適正化の方策として十全に機能させる課題は、
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刑事弁護に委ねられたといえる。録音 ･ 録画制度を生かすも殺すも刑事弁護の実践次第というわ

けである。

私はかつて、2016 年刑訴法改正には、「改革法としての容貌」と「反改革法としての容貌」の

二面性があると指摘した（拙稿「いま、なぜ弁護人立会権か」川崎英明 ･ 小坂井久代表編集『弁

護人立会権』[ 日本評論社、2022 年 ] 2 頁）。すなわち、「改革法としての容貌」は録音 ･ 録画制

度や公判前整理手続請求権、検察官手持ち証拠一覧表の開示義務の規定等に現れており、「反改

革法としての容貌」は糺問的捜査依存の調書裁判の維持 ･ 補完につながる協議 ･ 合意制度の創設

や通信盗聴の拡大 ･ 秘密処分化、そして録音 ･ 録画の対象取調べや対象事件の限定に現れている

という指摘である。

この観点からみれば、刑事弁護に課せられた課題は、2016 年刑訴法改正の「改革法」の側面

を最大限に推進し、「反改革法」の側面を最小限度に抑制するという二重の課題だということに

なる。中でも録音 ･ 録画制度の取調べ適正化機能を十全に発揮させることは、幾多のえん罪を生

み出してきた糺問的捜査依存の調書裁判という刑事裁判の病弊に切り込む実践課題である。その

意味で、2016 年刑訴法改正の下で「黙秘権の行使を中核に据えた」弁護活動が提起されたのは

必然の流れであった（鈴木一郎 ･ 森直也「取調べ可視化法時代の弁護活動」浦功編『新時代の刑

事弁護』[ 成文堂、2017 年 ]153 頁以下参照）。

3.　録音 ･録画制度下の取調べの現実

2016 年刑訴法改正に伴い、検察庁は、2019 年 4 月 19 日の「取調べの録音 ･ 録画の実施につ

いて（依命通知）」（以下、2019 年「依命通知」という）により、刑訴法所定の対象事件に知的

障碍者と精神障碍者の事件を加えた「 4 類型事件」を身体拘束下の録音 ･ 録画の実施対象事件

とし、「 4 類型事件」以外の試行対象事件を設定した。その下で、現時点では、身体拘束下の検

察官の取調べはほぼすべて取調べ全過程の録音 ･ 録画が実施され、2025 年 3 月の時点で在宅被

疑者の取調べも試行対象とされるに至った（森直也「可視化法の成立と黙秘権保障の実質化」小

坂井久編『取調べの可視化』[ 現代人文社、2024 年 ]249 頁以下、「取調べの可視化ニュース」35

号など参照）。

検察官の取調べの可視化は大きく進展したといえるが、警察の方は、犯罪捜査規範 182 条の

3 と 2019 年 4 月 26 日の警察庁「取調べの録音 ･ 録画について」の下で裁判員裁判対象事件に

加えて精神障碍被疑者の取調べについて録音録画の努力義務を課したものの、録音 ･ 録画の実施

状況は低調である（高山巌「取調べの録音 ･ 録画制度の弁護活動上の効用と課題」刑法雑誌 62

巻 1 号 [2023 年 ]21 頁以下参照）。

録音 ･ 録画が実施されれば、暴行や脅迫などの乱暴な違法取調べは姿を消すであろうし、あか

らさまな威迫や利益誘導もなくなるだろうと予測され、期待されていた。ところが、取調べの現

実はそうではないことが、皮肉にも取調べの録音 ･ 録画により明らかとなった。
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その一つが、プレサンス元社長冤罪事件（無罪判決が大阪地判令和 43 年 10 月 28 日

LEXDB25571817[ 検察が控訴せず確定 ]）の取調べである。

大阪地検特捜部の T 検事が、元社長の部下 K 氏から元社長の事件への関与の供述を取ろうと

して、K 氏の取調べに際して机をたたき、怒鳴りつけて威嚇し、「ふざけんな」、「検察なめんな

よ」、「こっちは命かけてるんだ」などと繰り返し罵倒するなど、あからさまな違法取調べをした

のである。この取調べ場面は録音録画されており、その中で誰がみても違法な取調べを T 検事

がしたわけである（プレサンス元社長冤罪事件の取調べの問題点につき、西愛礼「冤罪の構図 ･

プレサンス元社長冤罪事件―取調べにおける問題点」季刊刑事弁護 112 号 [2022 年 ]113 頁以下、

山岸忍『負けへんで』[ 文芸春秋、2023 年 ]348 頁以下など参照）。

大阪高決令和 6 年 8 月 8 日（LEXDB25620732）は、T 検事の取調べにつき特別公務

員暴行陵虐罪の公訴事実で審判に付する旨決定した（なお、大阪地決令和 5 年 3 月 31 日

LEXDB25595157 参照）。黙秘権の意味も「検察の理念」（2011 年 9 月 30 日）も熟知している

はずの大阪地検特捜検事が、あろうことか、あからさまな違法取調べをしたのである。信じ難い

事態という他ないが、深刻なことは T 検事が録音 ･ 録画されていることを認識しながら、そう

いう違法取調べをしたという事実である。「この取調べは適法なのだ」という意識なしには、そ

ういう違法取調べをするはずはないだろうし、そういう意識は大阪地検の特捜検事に限られたこ

とで、他の検察官はそんな意識など持っていないとする根拠もない。その意味で、取調べの適正

性に対する検察官の法的感覚の危うさへの疑念を払拭できないところに、ことの重大さと深刻さ

がある。元検察官の濱田毅（同「検察における取調べの録音 ･ 録画」刑法雑誌 62 巻 1 号 [2023 年 ] 4

頁以下参照）は録音 ･ 録画制度の未達の課題は取調べの許容ラインが明確化されていないことに

あると指摘しているが、プレサンス元社長冤罪事件は、問題は許容ラインの不明確性などではな

く、それ以前の取調べの適否に対する検察の感覚ないし意識そのものにあることを示している。

検察官の違法取調べはプレサンス元社長冤罪事件だけの話ではない。犯人隠避被疑事件で被疑

者となった弁護士（当時）に対して横浜地検特別刑事部の K 検事が行った取調べがそれである。

取調べは逮捕 ･ 勾留中に約 21 日間、56 時間に及んだというが、そんな連日長時間に及ぶ取調べ

の中で、検察官は黙秘を続ける弁護士対して、「僕ちゃん」、「ガキ」、「お子ちゃま」などとあか

らさまな侮辱的発言を繰り返して取調べを続けたのである（趙誠峰弁護士ブログ「取調べを公開

します」2024 年 1 月 18 日参照）。東京地判令和 6 年 7 月 18 日（LEXDB25620432）は、国家

賠償請求訴訟において K 検事の取調べを人格権侵害の違法行為と断じた。問題の所在はプレサ

ンス元社長冤罪事件の取調べと同じで、明白な違法取調べを適法とみる感覚を検察官が持ってい

るというところに、ことの重大さと深刻さがある。

ことは警察の取調べも同じである。2017 年には、勤務先で売上金を盗んだとの嫌疑で三重県

警の警察官が女性を任意取調べした際に、「泥棒に黙秘権なんかあるか」などと暴言を吐きなが

ら 7 時間以上にわたり威迫的取調べを続けた行為について、津地方裁判所は違法として国家賠
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償請求を認容している（津地判令和 4 年 3 月 10 日 LEXDB25592232）。ここには、2008 年 1

月の警察庁「警察捜査における取調べ適正化指針」が機能していない取調べの実態があることが

如実に示されている。警察の取調べの違法事例は多々知られているが、違法取調べの抑止は組織

内部の監督措置では不十分であることは明らかである。

違法取調べで獲得された虚偽自白がえん罪を生み出す主要原因（「四大冤罪証拠」の一つ）で

あることは、過去のえん罪事件を通して確認済みの事実である（西愛礼『冤罪学』[ 日本評論社、

2023 年 ]150 頁以下など参照）。著名再審無罪事件の多くで虚偽自白調書が作成されており、死

刑再審無罪事件（免田、松山、財田川、島田、袴田の 5 事件）でも虚偽自白調書が作成されて

いる。その虚偽自白の温床が身体拘束下の糺問的取調べにあることも明らかになっている。2016

年刑訴法改正で法制化された録音 ･ 録画制度がそうした取調べを抑止する役割を果たすものと期

待されたが、そうはなっていない現実があることは上述したとおりである。

プレサンス元社長冤罪事件や犯人隠避被疑事件の取調べの現実を直視すれば、違法取調べを抑

止し取調べを適正化するには取調べの録音 ･ 録画では足りず、取調べへの弁護人立会いが必要不

可欠であることは明らかである。また上記の三重県警の違法取調べは普通の刑事事件の任意取調

べで警察の違法取調べが行われている現実を明らかにしたものであり、在宅被疑者の取調べにつ

いても録音 ･ 録画とともに弁護人立会いが必要不可欠であることを実証している（録音 ･ 録画制

度下の取調べの実態につき、川上有 ･ 南川学 ･ 前田裕司「弁護人立会の必要性」自由と正義 75

巻 5 号 20 頁以下参照）。

このようにみると、2016 年刑訴法改正で法制化された録音 ･ 録画制度は、取調べを適正化す

るには、録音 ･ 録画の対象事件や対象取調べを拡大するとともに、取調べにおける弁護人立会い

が必要不可欠であることを明らかにしたということができる。「取調べの可視化が弁護人立会い

の必要性を可視化した」と言われる所以である。「取調べの可視化から立会いへ」という課題設

定は必然の流れであった。

4.　弁護人立会権の憲法的理論的根拠と機能

2016 年刑訴法改正の下で、録音 ･ 録画記録媒体の分析 ･ 検討の上で供述の任意性や信用性を

争う刑事弁護が実践されてきた。プレサンス元社長冤罪事件は、そうした刑事弁護の実践が事件

の冤罪性を明らかにした事例である。

また、2016 年刑訴法改正の下で、録音 ･ 録画とともに弁護人立会いあるいは準立会いを求め

る弁護実践が目的意識的に追求されてきた（2016 年刑訴法改正下の取調べの適正化に向けた弁

護実践につき川﨑拓也 ･ 黒田学「弁護実践としての到達点」自由と正義 75 巻 5 号 27 頁以下参

照）。しかし、「取調べの可視化及び立会申入れ書」などを活用した弁護実践を尽くしても、身体

拘束中の被疑者取調べの弁護人立会いはなお実現できてはいない（在宅被疑者の取調べにおける

準立会いの実践例は多々蓄積されている）。
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法務 ･ 検察行政刷新会議第 6 回会議（2020 年 10 月 15 日）において、吉田法務省刑事局刑事

法制管理官は、委員の質問に回答する形で、検察官の被疑者取調べにおいて弁護人立会いを認め

るかどうかは「取調べを行う検察官」による「個別事案ごと」の「適切な判断」による旨応答し、

また警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長事務連絡「指導連絡―取調べにおける弁護人の立会い

申出への対応について」（2021 年 5 月 24 日）は、弁護人立会いの申出に対して「組織的に対応」

すべき旨指示している（川﨑拓也 ･ 黒田学 ･ 前掲論文 28 頁参照）。

しかし、この間の刑事弁護の実践に照らしてみると、検察でも警察でも、被疑者取調べへの弁

護人立会いは拒否すべきものとする「方針」が根づいているようにみえる。いわば「事実上の組

織的決定」により弁護人立会いが拒絶されているのが現実ではないのかということである。そう

であればこそ、弁護人立会いの可否は「個別事案ごと」の「適切な判断」に委ねるというのが検

察の立場だという限り、その趣旨を明確化する「依命通知」なり「事務連絡」を発出して事態の

是正を図る措置が取るべきではないだろうか。否、個別判断に委ねるとする検察の対応や「組織

的に対応」という警察の措置が実際には弁護人立会いを一律排除する現実を生み出しているとす

れば、残る道は刑訴法による弁護人立会権の明定という防御権保障の王道によるしかないという

べきであろう。

では、弁護人立会権は憲法上、また理論上いかに根拠づけられるであろうか。

この間、取調べの適正化をめざす刑事弁護の実践に対応して、弁護人立会権を基礎づける憲法

的、理論的根拠や弁護人立会いの機能（立会弁護人の権限）に関する議論が大きく進展してきた（石

田倫識「弁護人立会権の理論的根拠に関する一考察」川﨑 ･ 小坂井 ･ 前掲書 92 頁以下、渕野貴生「供

述の自由保障としての黙秘権と立会権」同書 100 頁以下、川﨑拓也 ･ 斉藤司「弁護人立会いの実

践と理論的可能性」同書 228 頁以下、三島聡「ワークショップ 被疑者取調べへの弁護人の立会い」

刑法雑誌 62 巻 3 号 [2023 年 ]539 頁以下、川上有ほか「弁護人立会いの必要性」自由と正義 75

巻 5 号 [2024 年 ]20 頁以下など参照）。そして、法制化を想定した具体的な制度要綱案も提唱さ

れている（秋田真志 ･ 笹倉香奈「取調べの弁護人立会権の制度と実践モデル構想」川崎 = 小坂

井編 ･ 前掲書 245 頁以下）。

弁護人立会権の憲法的根拠として援用されるのは、憲法 38 条の黙秘権と憲法 34 条の弁護人の

援助を受ける権利である。身体拘束中の取調べが内在する黙秘権侵害（供述強制）の危険を前提

に黙秘権保障の不可欠の条件として弁護人立会権を基礎づけたミランダ判決と同様に、憲法 38

条の黙秘権から黙秘か供述かの自由な選択を担保する不可欠の権利として弁護人立会権を導出す

るのが黙秘権の論理である。ここでは、供述することを選択した時にどういう供述をするかの選

択についても黙秘権の保障は及ぶが、これを黙秘か供述かの選択と不可分一体の選択として（消

極的防御の権利としての）黙秘権の保障範囲内のものと理論構成するか、それとも、黙秘権を黙

秘か供述かの選択を超えていかなる供述をするかの自己決定の権利と捉え、黙秘権を供述の証拠

化をコントロールする積極的防御の権利として理論構成するか、二つの方向があり得る（黙秘権



Ⅱ　えん罪防止･救済のための取調べの適正化と再審制度のあり方

56　第 2 分科会　

を積極的防御の権利として自己決定権の論理で理論構成するものとして高田昭正『被疑者の自己

決定と弁護』[ 現代人文社、2003 年 ]114 頁以下参照）。

他方で、憲法 34 条の弁護人の援助を受ける権利を根拠として、弁護人の援助が最も必要な取

調べの場における即時の権利保障として弁護人立会権を導出することも理論的に可能である（葛

野尋之「被疑者取調べにおける黙秘権と弁護権」村井敏邦先生古稀記念論文集『人権の刑事法学』

[ 日本評論社、2011 年 ]293 頁）。弁護人の取調べ立会権の憲法的根拠をいずれかに限る必然性は

なく、これを黙秘権と弁護人の援助を受ける権利に基づく憲法的権利と構成するのが相当である

（高田 ･ 前掲書 99 頁も「弁護人立会権の憲法的基礎は憲法 34 条と憲法 38 条 1 項の両方にある」

とする）。

録音 ･ 録画制度の下でも、取調室における捜査官と被疑者との関係が主体 ･ 客体の糺問的関係

であることに変わりはない。それは、捜査官が自ら描く事件の見立てに沿って被疑者に一方的に

発問し、供述の矛盾等を問い糺し、思い通りの供述を獲得しようとする関係に他ならない。捜査

官と被疑者 ･ 弁護人の関係の非対等性 ･ 非対称性の下では、そういう取調べは被疑者を自白（捜

査官の作文調書）へと誘引する強力な「磁場」となる（小坂井久ほか「取調べ改革の歴史とある

べき方向性」自由と正義 75 巻 5 号 [2024 年 ] 8 頁以下参照）。録音録画制度の下でも、取調べ

の密室性は解除されるにしても、被疑者が取調官の一方的な糺問にさらされる状況は変わらな

い。ミランダ判決は、そういう取調べ空間に黙秘権侵害の現実的危険性（供述強制性）を見出

し、黙秘権の保障のために弁護人立会権の保障が不可欠だとしたのである。日本の取調べはアメ

リカの取調べよりも黙秘権侵害の現実的危険性（取調べ空間の強制性）がはるかに高く、その意

味で取調べは弁護人の援助を受ける権利の保障が不可欠な（合衆国連邦最高裁のいう）「決定的

な（critical）段階」だというべきである。

日本では、身体拘束中の被疑者に取調べ受忍義務（取調室への出頭 ･ 滞留義務）を認める捜査

実務の下で、被疑者は捜査官が取調べ終了と判断するまで取調べを受け続けなければならず、長

時間の取調べが（勾留延長が認められれば 20 日間という）長期間にわたり連日続くことも稀で

はないからである。そういう取調べの実態であればこそ、録音 ･ 録画制度の下で取調べにおける

弁護人立会権の保障が必要不可欠であり、それは憲法 38 条の黙秘権及び同 34 条の弁護人の援助

を受ける権利から十分に根拠づけられる。

黙秘権と弁護人の援助を受ける権利に根拠づけられる弁護人立会いの機能 ･ 役割は、この間の

議論を通して明確化されてきた。取調べにおいて弁護人が果たす機能は、これを弁護人の権限と

して捉えて、次のようにまとめられている（川﨑拓也 = 斉藤司 ･ 前掲論文 231 頁参照）。すなわち、

①監視権限（ただその場に人間監視カメラとして存在する）、②黙秘権及び供述内容に関する消

極的助言権限（被疑者の求めに応じて助言）③黙秘権及び供述内容に関する積極的助言権限（弁

護人の判断で助言）、④加入権限（取調べ官の発問への質問、異議申立、意見陳述）、⑤質問権限

（被疑者への発問）である。
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このような弁護人立会いの機能や弁護人の権限は、理論的にも捜査構造論の観点から正当化で

きる。それは、取調べにおける捜査官と被疑者との糺問的な主体 ･ 客体関係が、弁護人立会権の

保障によって、捜査 ･ 訴追機能を担う捜査官と弁護人の援助を受けて捜査 ･ 訴追に対抗する被疑

者との対等な対抗的関係、すなわち公判に準じた弾劾的構造に変化するということである。かつ

て平野龍一が提唱した弾劾的捜査観は、将来の公判に向けて捜査 ･ 訴追機関（検察、警察）と被

疑者各々が並行して主体的に公判準備の活動を行う手続段階として、捜査を弾劾構造化しようと

いう構想であった。平野自身は被疑者取調べにおける弁護人立会いを弾劾的捜査観の帰結として

主張したわけではない（平野の弾劾的捜査観の提言は 1958 年の平野の著書『刑事訴訟法』にお

いてであり、ミランダ判決以前の時期である）が、糺問的捜査観の核をなす被疑者取調べに弾劾

的捜査観を貫く軸となる防御の権利は弁護人立会権の他にはない。平野の弾劾的捜査観の重要な

帰結は身体拘束中の被疑者の取調べ受忍義務（取調室への出頭 ･ 滞留義務）を否定することにあ

るが、この帰結は黙秘権の論理としても正当性が認められる。

5.　弁護人立会権の実現に向けて

弁護人立会いに対しては、録音 ･ 録画以上に取調べの真相解明機能を大きく阻害するとして、

検察や警察の抵抗は極めて強く、これと同様の立場をとる刑事訴訟法学者もいる（堀田周吾「取

調べへの弁護人立会いをめぐる近時の議論について」法学会雑誌 [ 東京都立大学法学会 ]64 巻 2

号 [2024 年 ]93 頁以下など参照）。そして、検察の在り方検討会議（同『検察の再生に向けて』[2011

年 3 月 31 日 ]）でも、法制審議会 ･ 新時代の刑事司法制度特別部会（同『時代に即した新たな

刑事司法制度の基本構想』[2013 年 1 月 ]）でも、法務 ･ 検察行政刷新会議（同『法務 ･ 検察行

政刷新会議報告書（令和 2 年 12 月）』）でも弁護人立会いについては積極 ･ 消極の両意見が併記

され、制度化の判断が先送りされてきた。

しかし、上述したように、日本のえん罪の最大の原因が人質司法と一体の身体拘束下の取調べ

によって引き出される虚偽自白にあることは、幾多のえん罪事件で明らかとなっている。それで

もなお、えん罪を生み出す糺問的取調べ依存の調書裁判の構造は維持されてきた。だからこそ、

えん罪を生み出す人質司法と糺問的取調べをなくす抜本的な刑事司法改革に取り組むことは、再

審法改正と並ぶ喫緊の改革課題なのである。

翻ってみれば、1989 年の第 38 回日弁連人権大会シンポを契機として、えん罪を生み出す刑事

裁判の構造を抜本的に改革する道筋を切り開いてきたのは刑事弁護の実践であった。1990 年の

当番弁護士制度の発足から被疑者国選弁護制度の創設への道筋、また取調べ可視化を掲げた録音

･ 録画制度の創設への道筋を実際に切り開いてきたのは、刑事弁護であった。その背後には、最

高裁 ･ 白鳥決定（「最決昭和 50 年 5 月 20 日刑集 29 巻 5 号 177 頁」や同 ･ 財田川決定（最決昭

和 51 年 10 月 12 日刑集 30 巻 9 号 1673 頁）を生み出し再審のえん罪救済機能を活性化させた再

審弁護の成果や、1980 年代末の面会切符制の廃止に至る接見交通権の確立の成果を獲得した起
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訴前弁護（国賠訴訟による接見妨害との闘い）の成果があった「[ 座談会 ] 日本の刑事弁護の到

達点と課題」浦功編『新時代の刑事弁護』[ 成文堂、2017 年 ]53 頁以下参照）。

この間の刑事司法改革が教えていることは、刑事司法の現実と対峙する刑事弁護の実践こそが

改革の前に立ち塞がる障壁を打ち壊し、刑事司法改革への道筋を切り開く力であるということで

ある。いま求められているのは、録音 ･ 録画制度の下でこの間に積み上げられてきた取調べ改革

の弁護実践の成果の上に、弁護人立会権の制度構想を含めて制度改革への具体的道筋を描き出し、

その実現に向けて更なる弁護実践を積み重ねることではないだろうか。

【追記】以上の論述について、拙稿「取調べの可視化」（川崎英明 ･ 後藤昭 ･ 白取祐司『刑事司法

改革の現段階』[ 日本評論社、2021 年 ]50 頁以下）及び「いま、なぜ弁護人立会権か」（川崎英

明 ･ 小坂井久代表編集『弁護人立会権』[ 日本評論社、2022 年 ] 1 頁以下）参照。 

以上

第 2　えん罪救済のための再審制度のあり方

「えん罪救済のための再審制度のあり方ーIPJにおける活動を通じてー」

甲南大学教授 / イノセンス・プロジェクト・ジャパン 事務局長

笹　倉　香　奈

1.　はじめに

無実の人を処罰することは、司法における最大の人権侵害のひとつである。司法を担うのが人

間である以上、必ず誤りや失敗が起きる。とりわけ、「誤判・えん罪」はすべての国の刑事司法

システムに存在する、あってはならない最大の失敗である。

近年、袴田事件、福井中学生殺害事件などで、再審の結果、無罪判決が確定した。しかし、無

罪判決の確定までには、それぞれ 58 年、38 年という途方もない年月が必要であった。確定有罪

判決の見直しを求めるも再審がなかなか認められず、今なお苦しみ続ける当事者は多い。誤判・

えん罪からの迅速な救済を可能とするための再審法（刑事訴訟法のうち、再審に関する諸規定の

ことをいう。以下同じ）の改正が、喫緊の課題となっている。

もちろん、再審法を改正すれば問題が終わるわけではない。

本来は、誤判・えん罪から救済された事件を分析し、その原因を追究して、司法が何をどこで

間違えたのかを明らかにする必要がある。誤判・えん罪の原因が明らかになれば、それを除去・

防止するために制度を改革して、次なるえん罪事件が起こることを未然に防ぐ必要がある。この

ようなサイクルを作動することで、刑事司法システム全体を不断に改善しなければならない。
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日本では、このような「誤判・えん罪からの救済―原因分析―システムの改善」というサイク

ルが動いていない。誤判・えん罪事件が明らかになっても、第三者が入ったうえで客観的な検証

が行われることもない。
1

袴田事件については、静岡県警察及び最高検察庁が、それぞれ再審無罪判決後に報告書を公表

した（静岡県警察「再審無罪判決を踏まえた事実確認の結果について」2024 年 12 月 26 日、最

高検察庁「検証結果報告書（「清水市会社重役宅一家 4 名殺害の強盗殺人・放火等事件」につい

て）」2024 年 12 月 26 日）。しかし、それらはいずれも第三者の入らない、組織内部での「検証」

にとどまり、誤判・えん罪原因の根本的原因には踏み込んでいない。最高裁判所は報告書を公表

しておらず、検証が行われているかも不明である。福井中学生殺害事件については、警察・検察

含め、検証を行ったとの報道等すらない。

航空事故や列車事故が発生したとき、あるいは企業の不祥事が発生したとき、民間企業におい

ては第三者が入った検証が行われることが当たり前である。刑事司法では、このように一般社会

において当たり前のことが行われていないことが、根本的な問題である。誤判・えん罪事件に向

き合うという文化が、日本の刑事司法システムにおいては欠けている。

以下、このような基本的視座に立ったうえで、イノセンス・プロジェクト・ジャパンの活動を

踏まえて、再審法改正の必要性について述べたい。

2.　イノセンス・プロジェクト・ジャパンの活動の意義とそこから見えてくるもの

筆者は、2016 年から活動を開始した、イノセンス・プロジェクト・ジャパン（2016 年に「え

ん罪救済センター」として設立、2022 年に「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」に改称、

2023 年より一般財団法人。以下、「IPJ」と記す）の事務局長を務める。IPJ は、日本版「イノセ

ンス・プロジェクト」とも呼ばれる。世界的なえん罪救済活動団体の集合体である「インセンス・

ネットワーク（Innocence Network）」のメンバーである。

⑴　イノセンス運動
2

アメリカで 1990 年代に始まったイノセンス運動は、「イノセンス（無辜・無実）」をパラダ

イムとして、誤判・えん罪が疑われる事件を救済する民間の活動である。1990 年代までは、

1 　指宿信「誤判原因究明制度を作ろう！袴田事件を教訓とするために」自由と正義 76 巻 3 号（2025 年）16 頁、同「“えん罪
原因究明第三者機関”を考える――その必要性と要件をめぐって」日弁連えん罪原因究明第三者機関 WG 編著『えん罪原因を
調査せよ（増補版）』（勁草書房、2025 年）も同旨。

2 　イノセンス運動については、笹倉香奈「〔連載・冤罪を考える〕アメリカの誤判・冤罪とイノセンス運動」時の法令 2121 号
64 頁、2123 号 34 頁、2125 号 45 頁（2021 年）、同「えん罪事件の救済を通じた刑事司法改革の可能性」法の科学 55 号（2024 年）
53 頁、ジム・ドワイヤーほか著・西村邦雄ほか翻訳『無実を探せ ! イノセンス・プロジェクト : DNA 鑑定で冤罪を晴らした
人々』（現代人文社、2009 年 , 原著は Jim Dwyer, Peter Neufeld, and Barry Scheck, Actual Innocence : When Justice 
Goes Wrong and How to Make It Right, 1996）などを参照。最新の情報は、Innocence Project のウェブサイト（https://
innocenceproject.org/）などを参照されたい。以下は、上記の拙稿を参照したものである。
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自分たちの国で誤判・えん罪事例が発生していることを認めることさえしない言説が多数で

あったアメリカでは、その後の 30 年間に、えん罪救済活動とえん罪原因の研究、そしてそれ

を基礎とした刑事司法改革の動きが加速した。このような歩みは、イノセンス（無実）・パラ

ダイムへの転換をもたらした。

35 年余りの間に、全米で多数のえん罪救済団体が立ち上げられ、多層的な取組みが発展して、

えん罪救済活動が深化した。たとえば、えん罪救済団体が検察官と協働して救済活動をするな

ど、様々なアクターが協働・連携するような状況も出現している。

このような動きは、1992 年にニューヨーク州のイェシバ大学カードーゾ・ロースクールで、

2 人の弁護士が実践的な臨床法学教育科目（クリニック）のひとつとして、学生とともにえ

ん罪救済の活動を行う「イノセンス・プロジェクト（The Innocence Project）」を設立した

ことに始まる。弁護士らの指導を受けながら、ロースクールの学生が「Actual Innocence（無

実）」が問題となるえん罪事件を、DNA 鑑定によって調査・弁護し救済する弁護活動を始めた。

DNA 鑑定を用いて科学的に無実を証明し、さらにロースクールの学生に対する教育とえん罪

救済活動とを融合するというモデルは、以後、アメリカ全土と世界に広がった。

イノセンス団体によるえん罪救済活動の結果、えん罪原因の究明とそれに基づく刑事司法の

改革が進み、誤判・えん罪研究も活性化した。第 １ 号のニューヨークのイノセンス・プロジェ

クトのみでも、2025 年 8 月までに雪冤した事件の数は 250 件以上である。全米雪冤データベー

ス（National Registry of Exonerations）
3
によれば、2025 年 9 月 1 日現在で、アメリカの

イノセンス団体によって雪冤された事件は 1000 件以上にのぼる 。雪冤事件の分析により、も

との有罪判決のもととなった証拠の問題性が明らかになり、証拠収集手続（取調べ、目撃者の

識別手続、科学的証拠、情報提供者からの供述獲得手続）の改革が各地で進んだ。

さらに、検察官による非違行為が多くの事件で明らかにされたことにより、検察官も誤判・

えん罪に対応することを迫られた。各地の連邦および州検察庁の中に、誤判を調査する部門

（Conviction Integrity Unit（以下、CIU）や Conviction Review Unit と呼ばれる）が立

ち上げられ、その数は全米で 100 を超えた。2020 年代に入ってから、ニュージャージー州や

ミシガン州には、州全体に対応する CIU が州検事総長のもとに立ち上げられた。CIU がこれ

までに関与した合計 800 件以上の雪冤事件のうち、400 件以上では、イノセンス団体と CIU

が協働して雪冤が果たされている。
4

イノセンス運動は、まさに、アメリカ刑事司法のパラダイム転換をももたらしたのである（イ

ノセンス革命）。

3 　最新の統計は、National Registry of Exonerations (https://exonerationregistry.org/) を参照されたい。
4 　CIU については、笹倉香奈＝デイビッド・T・ジョンソン「『否定の文化』からの脱却は可能か―アメリカの最近の動向か

ら考える」（特集「検察官と誤判」）季刊刑事弁護 103 号（2020 年）83 頁を参照されたい。なお、CIU に関する最新の情報は、
The National Registry of Exonerations, Conviction Integrity Units, 

　https://exonerationregistry.org/conviction-integrity-units にまとめられている。
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このようなアメリカにおけるえん罪救済活動に刺激され、アメリカのイノセンス団体で学ん

で、母国に戻って同様の団体を立ち上げる例が、2010 年代には世界各国に拡大した。

⑵　イノセンス・プロジェクト・ジャパン（IPJ）の活動
5

このような世界的なイノセンス運動のひとつとして設立されたのが、IPJ である。

IPJ は、約 50 名の弁護士および法学・心理学等の専門家によって構成される団体で、メンバー

は、全員ボランティアで活動している。

えん罪を訴えて支援を求める刑事事件につき、メンバーの弁護士が担当者となって調査を行

い、起訴されていて、かつ犯罪性・犯人性がないとして無実を主張している場合に、科学的証

拠などの客観的証拠によって雪冤の見込みがあるかどうかという観点から支援可能性を検討

し、報告書を作成する。メンバーの弁護士らが集まる会議での検討を経て、支援できると判断

した場合は、支援を決定する。2016 年以降、約 800 件の支援の申込みがあり、うち 11 件につ

いて支援を決定した。 5 件については支援が終了し、うち 2 件は無罪判決が確定した。 6 件

について、現在、引き続き支援活動を行っている 。

IPJ が無実であるとして支援する事件には、①当時 2 歳だった娘を虐待し死亡させたなど

とされた今西貴大さんの事件（2021 年 3 月に大阪地裁で懲役 12 年の有罪判決を言い渡され

るも、2024 年 11 月に大阪高裁で逆転無罪判決
6
。現在、検察官が上告中） や、②夜道で女性に

対して性的暴行を加えたとされたクリストファー・スティーブン・ペインさんの事件（2024

年 7 月に東京地裁で懲役 8 年の有罪判決を言い渡され、現在控訴審が東京高裁に係属中） の

ほか、③神戸質店事件がある。

神戸質店事件は 2004 年に発生した、神戸市内の質店での強盗殺人事件である。緒方秀彦さ

んが逮捕・起訴され、一審では無罪判決となるも、控訴審で逆転有罪判決を言い渡され、現在、

岡山刑務所に収監中である。IPJ が支援を決定した後、メンバーの弁護士が弁護団に加わり、

本件における目撃者の証言の問題点を検討するために、心理学者の厳島行雄教授に鑑定意見を

依頼した。IPJ の学生ボランティアが協力した目撃証言実験に基づく厳島意見書を主要な新証

拠として、弁護団は 2025 年 6 月に大阪高裁に対して再審を請求した。今後は、いまだ開示さ

れていない証拠などの開示を受けてその内容を検討することが緊要である。

5 　IPJ の活動については、公式ウェブサイト（https://innocenceprojectjapan.org/）を参照されたい。以下には、同ウェブ
サイトおよび筆者が IPJ の日常的な活動において知りえた情報を含む。なお、笹倉・前掲注⑵論文「えん罪事件の救済を通じ
た刑事司法改革の可能性」をも参照。

6　大阪高判令和 ６ 年 11 月 28 日判時 2630 号（2025 年） 5 頁。判例時報 263 号には、今西事件控訴審判決に関する特集が組
まれている（石塚章夫「今西事件控訴審判決について」、高田昭正「専門家供述の評価方法――今西事件第 1 審判決と控訴審
判決の検討」）。
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⑶　IPJ の活動からみた日本のえん罪救済の課題

IPJ の活動は、ボランティアの専門家と弁護士に依存し、その活動は寄付による。持続可能

な活動となるためには、協力くださる専門家・弁護士と、資金を常に確保する必要がある。

IPJ のように専門家がえん罪事件を救済するという活動をする団体は、日本にはほかに存在

しない。そのために、当事者は、専門家による支援を受けるという第一歩にたどり着くまでに、

様々な困難を乗り越えなければならない。IPJ のほか、日本弁護士連合会・人権擁護委員会再

審部会は再審事件を支援する制度を設けているが、すべての事件をカバーできるわけではない。

日本国民救援会のような団体もあるが、主として当事者と当事者の家族等を支援しケアするこ

とを目的とする一般市民の集まりであり、役割を異にする（その他重要な活動として、「先端

的弁護による冤罪防止プロジェクト」などがあるので、ウェブサイトなどを参照されたい）。

判決確定前には弁護人が付いている事件がほとんどであり、IPJ に申込みがあった場合は、

当該弁護人と相談・協力しつつ、支援が可能かどうかを探ることになる。従って、選任されて

いる弁護人とうまくいっていないというような事情がない限りは、弁護人との連携を取りなが

らできることを進める（もちろん、通常の刑事事件の弁護活動と同様の困難は、判決確定前の

事件にも存在する）。

他方で、問題がとりわけ大きいのは、判決が確定した後の段階の事件である。

再審段階の事件は、ボランティアで熱心な弁護人が支援を続ける事件も多いが、圧倒的多数

の事件には弁護人すら付いていない。これらの事件では、当事者が刑務所に収監中であったり、

自らの事件の判決書すら持っていなかったりすることがしばしばあり、IPJ が支援可能か否か

の判断も困難を極める。かつての弁護人に連絡しても、すでに記録を廃棄していたり、協力し

ていただけなかったりする場合もある。こうなると、通常審の段階でどのような証拠があっ

たかもわからなければ、当然、証拠へのアクセスも難しい。このような段階の事件について、

IPJ には支援ができないと判断しなければならないときは、いつも断腸の思いである。IPJ の

ことを知らなかったり、知っていても連絡ができない事情があったりするような当事者が多数

いることを考えると、そもそもえん罪事件の救済を申し出ることすらできていない当事者の実

数は未知数であり、極めて深刻な状況にあるといわざるを得ない。

以上のような現状を踏まえると、より広く、より多くのえん罪当事者を支援するシステムを

作ることが喫緊の課題である。当事者と支援者とがつながっても、その前にはさらに、「再審法」

という高い壁が立ちはだかる。えん罪当事者の周囲には、救済に向けて、幾重にも張り巡らさ

れたハードルがある。
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3.　再審法改正をめぐる議論の現状と課題

⑴　開かずの扉

以上のような現状に鑑みても、まずは日本で確定有罪判決に対する無辜の救済手段として、

唯一のものである再審制度を改正し、えん罪被害者を救う必要がある。

再審は、長きにわたって「開かずの扉」と称されてきた。再審制度は二段階構造を採用し、

再審請求審の結果、裁判所が再審開始を決定し、再審開始が確定した場合には再審公判に移行

する。しかし、第一段階の再審開始に至るまでが長期化し、再審公判になかなかたどり着かな

いという事態が生じている。1978 年から 1982 年の再審開始決定率は 2.5％であったが、1998

年から 2002 年には 0.7％に低迷し、2008 年から 2012 年には 1.2％にやや上昇したように見え

たが、2013 年から 2017 年には 0.9％に下がった
7
。再審請求をする人員が増えていることを考

慮しても、再審開始決定率は上昇していないことは明らかで、再審はいまだに開かずの扉であ

る。その結果、長期にわたって再審請求を続けている事件は多く、請求人がその間に亡くなる

事件も多い（名張事件や狭山事件など）。

そこで、再審開始に至る高い障壁を取り除くために、再審法改正が喫緊の課題であり、とり

わけ、再審請求に不可欠な新証拠を確保するための再審請求審段階での証拠開示制度、再審請

求の長期化を是正するための、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求に

関する手続規定の創設が求められている
8
。

再審段階に関する刑訴法の規定は 19 条しかなく、再審段階の手続に関する詳細な規定はな

い。再審請求手続は公開されていないから外部からのチェックもない。典型的な事件でなく「雑

事件」に分類される再審事件の実務の運用は裁判所の裁量に任されており、事件が係属する裁

判体によって証拠開示や三者協議、事実の取調べ（証人尋問）等の運用が異なる。再審請求審

は非公開なので、チェックもできない。消極的な裁判体に当たれば適正な手続保障もなく、裁

判体によって手続の進行が異なる。このような状況は、「再審格差」と称されてきた。

それでは、歴史的には再審をめぐってどのような経緯や議論があったのか。本稿では以下、

この点を確認する
9
。

7 　石田倫識「再審請求手続の現状と課題」法律時報 92 巻 1 号（2020 年）69 － 70 頁。
8 　再審法改正に関する最近の重要な論稿として、刑事弁護 OASIS 特集「冤罪（誤判）と再審法改正の最前線」（2025 年）、「特集：

今こそ再審法改正を！」法と民主主義 595 号（2025 年）、「特集・袴田事件から学ぶ――再審無罪判決を受けて」自由と正義 76
号（2025 年）などがある。

9 　以下の記述に当たっては、笹倉香奈「冤罪を考える⑴日本の誤判・冤罪⑴戦後～ 2000 年頃まで」時の法令 2117 号（2021
年）41 頁、同「冤罪を考える⑵ 2000 年代 ~ 現在まで」時の法令 2119 号（2021 年）43 頁、川崎英明「再審」川崎英明・後藤昭・
白取祐司『刑事司法改革の現段階』（日本評論社、2021 年）177 頁、豊崎七絵「利益再審の意義と法改正の展望」法セミ 69 巻
1 号（2024 年） 4 頁、鴨志田祐美「再審法をめぐる現状と課題：真の制度改革は実現するか」季刊刑事弁護 123 号（2025 年）
135 頁などを参照した。
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⑵　1990 年代までの議論

1949 年に現行刑訴法が施行された。旧刑訴法は無罪判決に対する検察官の再審請求を認め

ていたが（不利益再審）、現行刑訴法 435 条は、有罪判決に対する再審請求のみを認めた（利

益再審）。現行刑訴法は、再審制度の目的が無辜の救済にあることを明らかにした。

現行刑訴法の施行後、1950 年代から 1960 年代にかけて、松川事件や八海事件に対する「裁

判闘争」が繰り広げられ、1960 年代には吉田巌窟王事件、小平尚重事件、金森事件などで再

審無罪判決が確定した。

日弁連も、1959 年より、個別の再審事件の支援を開始した。1962 年には日弁連が「刑事訴

訟法における再審規定改正要綱」を採択し、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止な

どを提言した。

しかし、その後、再審は「開かずの扉」になる。

当時の裁判所は、刑訴法 435 条 6 号にいう「無罪……を言い渡すべき明らかな証拠を新た

に発見したとき」につき、「新規」で「明白」な証拠とは、「有罪判決を覆す高度の蓋然性のあ

る新証拠」に限られると厳しく解釈していた。そのうえで、確定判決による証拠評価を正しい

とみなし、尊重すべきであるとされていた（孤立評価説・心証引継説）。請求人側が無罪を証

明できるような証拠を見つけない限り再審は開始されないし、確定判決によって有罪認定の根

拠とされた旧証拠の評価をやり直すこともできない。旧刑事訴訟法下における裁判実務と同様、

裁判の確定力や法的安定性が重視され再審がなかなか認められないという実務運用が続いてい

たのであった。

そこで、刑事弁護実務家と研究者は、再審の閉塞状況を打開するための動きを 1970 年代か

ら本格化した。日本弁護士連合会は 1972 年に人権擁護委員会内に再審問題研究会を立ち上げ

て著名再審事件を詳細に分析し、日弁連編『再審』（日本評論社、1977 年）、同『続・再審』（日

本評論社、1986 年）を刊行した。学会においても、1973 年に日本刑法学会第 47 回大会で共同

研究「再審制度の検討」が行われ、翌年には「刑事再審制度研究会」が立ち上げられた（その後、

同研究会は「刑事司法研究会」に発展し、現在も同研究会は継続している）。同研究会は、 6

年をかけて再審制度に関する総合的な共同研究を行い、その成果が鴨良弼編『刑事再審の研究』

（成文堂、1980 年）に結実する。

このように、実務・学界が相互に協力して再審に関する実践的・理論的な取り組みを進めて

いた 1975 年に、最高裁は白鳥決定（最決昭 50・ ５ ・20 刑集 29 巻 5 号 177 頁）を言い渡し、

翌年の財田川決定（最決昭和 51 年 10 月 12 日刑集 30 巻 9 号 1673 頁）によりその趣旨を明確

にした。すなわち、再審開始をすべき「明らかな証拠」とは、「確定判決における事実認定に

つき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠」である。明白性の

判断にあたっては「もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとする

ならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうか
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という観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際

しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足

りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が

適用されるものと解すべきである」というのである（白鳥決定）。そして、このとき、「確定判

決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、

確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであることを

必要とし、かつ、これをもって足りる」（財田川決定）というのである。まさに「疑わしきは」

原則によって新証拠を評価し、新旧証拠の総合評価（総合評価説・全面的再評価説）を行うべ

きであるとの判断がなされたのであった。

白鳥・財田川決定後、再審事件に新たな流れが生まれた。弘前事件、加藤事件、財田川事件（死

刑事件）、米谷事件、滝事件、免田事件（死刑事件）、松山事件（死刑事件）等について再審開

始決定が出され、その後再審で無罪が確定した。

そしてこのようなただ中の 1977 年と 1985 年には、日弁連再審法改正案が公表された。1985

年改正案は、①新規明白な証拠は、重大な事実誤認があると疑うに足りる証拠とすること、②

確定判決に関与した裁判官は除斥すること、③国選弁護制度、請求人と弁護人の秘密交通権、

弁護人の記録閲覧謄写権を認めること、④再審請求手続を公開すること、⑤請求人・弁護人の

手続関与権を認めることなど、再審請求審の手続に関する改正を提言した。また、再審開始決

定に対する検察官の不服申立ての禁止や、再審請求段階における刑の執行停止、再審段階での

原則執行停止などが提言された。

他方、1970 年代以降には、法務省は再審理由の拡大、不服申立ての禁止など、再審開始を

促進する動きを警戒していく。1970年代末以降には、検察官が死刑再審 ４ 事件および徳島事件、

梅田事件の再審開始決定に不服を申し立て、再審公判でも新たな有罪立証を試みて、論告・求

刑した。1983 年 10 月の全国次席検事会同において、次長検事は「不提出記録等の提出や、開

示の要求に慎重に対応し、もし提出、開示の要求等に疑義のある場合には上級庁とも協議し、

適切な対応をされたい」と発言し、最高検による「再審無罪事件検討結果報告」（法時 61 巻

8 号 85 頁、1986 年）は、再審請求審における証拠開示を、請求人の新証拠と関連性のある最

小限度の範囲内のものに限定しようとした。このような法務省・検察の態度からは、再審開始・

再審無罪に対する徹底抗戦と、証拠開示に対する極めて慎重な姿勢を読み取ることができる。

その後、1980 年代後半以降には、丸正事件、布川事件（第 1 次）、名張事件（第 5 次・第 6 次）、

マルヨ無線事件（第 5 次）、狭山事件（第 2 次）、袴田事件（第 1 次）などの著名事件で相

次いで再審請求が棄却され、再審無罪となったのは、島田事件と榎井村事件のみであった。再

審開始決定は、日産サニー事件、榎井村事件、大崎事件、横浜事件のみで、日産サニー事件、

大崎事件については、その後再審開始が取り消された。
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この「逆流現象」「再審冬の時代」と呼ばれる状況の背景には、白鳥・財田川決定を矮小化

して理解する裁判実務が拡大したことがある。再審請求を受けた裁判所が旧証拠の評価のやり

直しを無制限に行えるのではなく、新証拠の重要性とその立証命題に関連する範囲でのみ再評

価ができるとの考え方が採用された（限定的再評価説）。

このただ中で、1991 年には日弁連が再審法改正案を公表したが、当時は白鳥・財田川決定

をいかに理解するかという解釈論が主流で、立法論はあまり議論にならなかった。

⑶　再審法改正へ

その後、2000 年代には、いくつかの事件で、再審開始・無罪判決が確定した。2007 年の氷

見事件を皮切りに、足利事件（2010 年）、布川事件（2011 年）、東電社員殺害事件（2012 年）、

大阪強姦事件（2015 年）、東住吉事件（2016 年）、松橋事件（2019 年）、湖東記念病院事件（2020 年）、

袴田事件（2024 年）、福井中学生殺害事件（2025 年）などである（これらのほか、日野町事件

でも 2018 年に再審開始決定が言い渡され、現在最高裁に係属中）。

これらの事件の多くでは、再審請求を受けた裁判所が、弁護人・検察官が出席して行われる

打ち合わせのための「三者協議」を開き、そこで検察官に対して公判未提出の証拠について積

極的に開示を促した。2004 年の刑事訴訟法改正で通常審に公判前整理手続が導入され（刑訴

法 317 条の 2 以下）、一定の範囲で証拠開示の制度が作られ、これを踏まえて、再審請求の段

階でも証拠開示を認めるべきであるとの議論が出現したことが、この背景にある。

実際にも、検察官からの証拠開示が再審開始の決め手になった事件は多い。袴田事件では、

第 2 次再審請求一審で数百点の証拠が開示され（ 5 点の衣類のカラー写真ネガなど）、再審

開始確定につながった。福井中学生殺害事件では、第二次再審請求で裁判所が証拠開示を強く

勧告し、検察官が 287 点の捜査報告書などの証拠を開示したことが、再審開始につながった。

他方、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをすることによって手続が長期化し、ある

いは抗告審において開始決定が取り消されたり再審請求が棄却されたりすることがあることか

ら、検察官の不服申立てを禁止すべきとの主張が強まった。

袴田事件では、2014 年の静岡地裁の再審開始決定から再審公判が開かれるまで、検察官の

不服申立てによって 9 年が経過した。福井中学生殺害事件では 2011 年の第 1 次再審請求の

1 審が再審開始を決定するも、検察官の異議申立てによって取り消され、ようやく、第 ２ 次

再審請求で再審開始が確定した。この間、13 年が経過した。日野町事件では、2018 年に第 2

次再審請求 1 審で再審開始決定が出たが、検察官が即時抗告し（棄却）、現在は特別抗告中で

再審開始決定からすでに 7 年が経過している。大崎事件では、第 1 次再審請求の時に再審開

始が決定されるも取り消され、第 ３ 次請求でも再審開始決定・即時抗告棄却決定がなされる

も最高裁が破棄差戻し、現在は第 ５ 次請求を準備中である。検察官による不服申立てが、無
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辜の救済を遅延させていることは明らかである。

これらのほかにも、現在の再審制度には様々な問題があることが指摘された。例えば、再審

請求をするためには、弁護人の援助が不可欠である。ところが、えん罪当事者は刑務所に収容

されている場合もあり、経済的にも弁護人を雇うことが難しい。そこで、これまでほとんどの

えん罪事件では、弁護士がボランティアで再審請求弁護人となり、手弁当で弁護活動を担って

きた。しかし、国の誤りで個人に負担を負わせたのであれば、当然、国が支援をすべきなので

ある。

さらに、典型的な事件でなく「雑事件」に分類される再審事件の実務の運用は、裁判所の裁

量に任されている。このことから、事件が係属する裁判体によって、証拠開示に関する態度だ

けではなく、三者協議や事実の取調べ（証人尋問）等の運用も異なっている。消極的な裁判体

に当たれば適正な手続保障もない。再審請求審の手続に関する規定を設けることが必要である。

このようにして、2010 年代中頃以降は、実際の再審事件で救済のハードルとなってきた諸

点を改善し、より早く無辜を救済するための再審法改正の主張が活性化した。学会でも、刑訴

法 435 条 6 号「明白性」の解釈をめぐる論争だけではなく、このような主張を後押しするた

めに、立法論をめぐる議論が盛んになった。

2020 年以降、この動きが一気に加速する。

日弁連は、2019 年 10 月日弁連人権大会「えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法

の速やかな改正を求める決議」を行ったうえで、2020 年 6 月には日弁連内に「再審法改正実

現本部」を設置し、法改正に向けた集中的な動きを開始した。

国会議員へのロビイング活動などが強化された結果、2024 年 3 月には「えん罪被害者のた

めの再審法改正を実現する議員連盟」が発足する。議員連盟は、2025 年 2 月に通常国会での

再審法改正を目指して、刑事訴訟法改正の骨子案を了承し、 3 月に要綱案を作成して、条文

化を進めた。

2025 年の通常国会では、野党による再審法改正法案が衆議院に提出されたが継続審議とな

り、11 月以降の臨時国会で審議される見込みである。このような状況の中、2025 年 3 月には、

法制審議会第 202 回会議で法務大臣が「刑事再審手続の在り方に関する諮問第 129 号」を行い、

再審手続の適切な機能の観点から、「再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録

の弁護人による閲覧及び謄写に関する規律、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律、

再審請求審における裁判官の除斥及び忌避に関する規律その他の刑事再審手続に関する規律の

在り方」を諮問し、翌月より法制審議会・刑事法（再審関係）部会が開催されている
10
。

10　詳細については、法制審議会・刑事法（再審関係）部会の議事録のほか、鴨志田祐美「連載 / 冤罪（誤判）と再審法改正の
最前線　法制審議会─刑事法（再審関係）部会のリアル」刑弁 OASIS（2025 年）を参照。
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⑷　小括

以上、これまでの再審法改正をめぐる議論状況を概観した。全体的にみれば、再審の閉塞状

況には大きな変化がない。そして、実は、再審法につき改正すべきであるとかねてから指摘さ

れてきた点にも、大きな変化はない。証拠開示や再審開始決定に対する検察官の不服申立ての

禁止、再審請求審の手続の適正化などの点は、かねてから日弁連が主張してきた内容である。

数十年前から、同じ指摘が繰り返されてきたのである。

近年、日弁連を中心に具体的な再審事件の運用を踏まえて改革課題が説得的に明らかにされ

るという動向が生まれ、日弁連による戦略的な活動により、改革への大きな力となった。かつ

てない、再審法改正の大きな波が来ているのである。

4.　おわりに

現在開催されている法制審議会・刑事法（再審関連）部会の議論状況には、立法事実を踏まえず、

できる限り改正の範囲を狭めようという大きな意図を見て取ることができる。法務省が 1970 年

代から一貫して再審法改正について消極的な態度をとり続けており、個別の再審事件においても

再審開始に徹底的に抗戦する姿勢を取り続けていること、再審無罪後にも真摯な検証がなされて

いないことからすれば、その法務省が事務局を担い、委員を任命していることに鑑みても、その

議論の行方には危惧を感じざるを得ない。2025 年秋の臨時国会において、議員連盟による法案

が立法化されることが期待される。

さらに、再審法改正が行われたとしても、そこで問題が終了するわけではない。抜本的な無辜

の救済につなげるために、再審法とその運用の在り方は、不断に見直されなければならない。

以　上
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Ⅲ　いわゆる可視化条項施行後の取調べの適正化

Ⅲ　いわゆる可視化条項施行後の取調べの適正化

第 1章　可視化･立会いの現在

第 1　可視化に関する最近の経過

１　検察の在り方検討会

日本では、えん罪事件への反省から、1990 年代半ばから、取調べの録音 ･ 録画が議論され

始めた。さらに、国民の刑事司法参加（裁判員制度導入）を見据え、日弁連は、2003 年に可

視化、すなわち取調べ全過程の録音・録画の実現の決議を採択し、以後も法制化を強く求めた。

一方、法務省 ･ 検察当局も裁判員裁判開始（2009 年）を控え、限定的ながら取調べの録音・

録画の試行に乗り出した。2006 年 7 月から東京地検で検察官による一部録画試行が始まり、

2008 年には最高検察庁が全国の地検に拡大する方針を打ち出した。警察も 2009 年 4 月から

全国の都道府県警で裁判員裁判事件の取調べの一部録画試行を開始し、その後知的障害のある

被疑者の場合など対象を広げて取調べ一部の録音 ･ 録画を試行してきた。こうした自主的試行

は、密室取調べに対する世論の不信感に一定の配慮を示すものではあったが、録画対象は重大

事件の一部に留まり、録画範囲も ｢取調べ全過程｣ ではなく取調べの一部に限られるなど不十

分な内容であり、逆に一部録画の危険性も指摘された。日弁連や市民団体は ｢部分的な録画で

は密室取調べの弊害は除去できない。かえって危険である｣ として、あくまでも可視化（取調

べ全過程の録音・録画）を求め、警察試行の拡充や検察による試行の検証結果などを注視する

状況が続いた。

このような状況で、2010 年、厚労省郵便不正事件（村木厚子元局長えん罪事件）で、大阪

地検特捜部長らによる証拠改ざんという前代未聞の不祥事が明るみに出て、可視化実現への動

きが大きく前進することとなった。この事件では、無罪判決（2010 年 9 月）の中で検察官作

成の供述調書の多くが信用性なしとして排斥された。検察 ･ 警察による取調べの在り方全般の

見直しが避けられない情勢となっていた。さらに、同事件では、検察官による証拠改ざん事件

も明るみになった。

こうした情勢を受けて、法務省内に ｢検察の在り方検討会議｣ が設置された。この会議は、

2010 年 10 月から 2011 年 3 月 31 日まで開催された。議論の中心は取調べの問題であり、取

調べや供述調書に過度に依存した捜査 ･ 公判のあり方を見直すことや、取調べの録音 ･ 録画制

度を導入することが検討された。会議では、えん罪被害者からのヒアリングも行われた。

この会議は、2011 年 3 月 31 日に、最終的に、｢検察の再生に向けて｣ と題する提言を取り

まとめた。その中では検察における取調べの録音・録画の基本的な考え方として、｢被疑者の

取調べの録音 ･ 録画は、検察の運用及び法制度の整備を通じて、今後、より一層、その範囲を

拡大するべきである。｣ とまとめられた。しかしながら、取調べの全過程の録画の義務付けに
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ついては、捜査機関が、取調べ以外の捜査手法が限られている日本では、真実の解明が困難に

なると主張し、全面的な録音・録画には賛成しなかった。結局、検討会議の提言では、知的障

害者の取調べについては ｢全過程を含む｣ 試行をすることが確認されたが、それ以外の事件に

ついては全過程の録音録画は ｢検討対象｣ にとどまった。

しかしながら、上記の提言の翌月である 2011 年 4 月、当時の江田五月法務大臣は、さらに

踏み込んで特捜事件についても全過程を含む録音・録画の試行を指揮した。

２ 　法制審特別部会

検察の在り方検討会議の提言を受け、2011 年 5 月には法制審議会に ｢新時代の刑事司法制

度特別部会｣ が設置された。この特別部会が設置されたきっかけは、江田五月法務大臣の諮問

であった。

諮問第 92 号は以下のとおりであった。

｢近年の刑事手続をめぐる諸事情に鑑み、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、

取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査 ･ 公判の在り方の見直しや、被疑者の取調べ状況を

録音 ･ 録画の方法により記録する制度の導入など、刑事の実体法及び手続法の整備の在り方に

ついて、ご意見を承りたい。｣

この特別部会には、法曹関係者だけでなく、村木厚子氏、新聞社の元論説委員や映画監督な

ど各界の有識者も委員として加わった。

この部会で、取調べ可視化は大きなテーマの一つとして議論された。

2013 年 1 月には ｢時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想｣ がまとめられ、｢取調べ

への過度の依存からの脱却と証拠収集手段の適正化 ･ 多様化｣ ｢供述調書への過度の依存から

の脱却と公判審理の更なる充実化｣ という 2 つの理念に集約することのできる諸方策を構築

することとされた。ここでは、取調べ可視化の制度化が共通認識として掲げられた。しかし、

具体的な制度設計をめぐっては、一部録画（捜査官の裁量論）か「全過程」か、意見は激しく

対立し、また、可視化の対象事件の範囲や弁護人の取調べ立会いの是非などで意見が分かれた。

このような経過を経て、「全過程」原則の採用が確認され、2014 年 4 月に法務省事務当局か

ら提示された試案には、可視化の対象について A 案（裁判員裁判事件のみ）と B 案（裁判員

裁判事件 + 検察官独自捜査事件）の 2 案が併記されていた。日弁連は全事件可視化を求め、

｢えん罪は裁判員事件に限らない。全ての事件を警察取調べも含め可視化すべきだ｣ と強く主

張した。また、部会の一部委員や有識者委員からは、録音 ･ 録画だけでなく、弁護人の取調べ

立会いの権利保障や、供述調書の証拠能力制限（伝聞法則の見直し）まで踏み込むべきである

との意見も出された。

最終的に、特別部会は 2014 年 7 月 8 日、｢新たな刑事司法制度の構築に向けた調査審議の

結果（答申案）｣ を全会一致で取りまとめた。この答申は同年 9 月の法制審議会本会で正式
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承認され、法務大臣に答申として提出された。そして、この答申に基づき、法務省は 2015 年

通常国会に刑事訴訟法等改正案を提出した。しかし、審議は長期化し、2015 年中に成立でき

ず継続審議となった。最終的に、2016 年 5 月 24 日に刑事訴訟法等改正法案が可決 ･ 成立し、

日本の刑事司法において取調べ可視化が初めて法律として制度化されることになった。

３ 　2016 年法について

2016 年に成立した刑事訴訟法等の改正は、取調べ可視化制度の創設だけでなく、複数の措

置を含む包括的なものであった。主な改正内容は以下の通りであった。

⑴　取調べの録音 ･録画制度の導入

裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について、身体拘束中の被疑者の取調べを原則

として全過程録音 ･ 録画することが義務付けられた。この対象は全刑事事件のうち 3 % 未

満に過ぎず、在宅被疑者や参考人の取調べは対象外であった。また、機器故障や被疑者の録

画拒否、組織的暴力団犯罪などの例外事由も設けられた。そのため、制度の実効性確保が課

題とされた。

⑵　司法取引制度（協議 ･合意制度）の導入

被疑者や被告人が「他者の犯罪事実」についての供述や証拠提供に協力すれば、自身の事

件で不起訴や求刑軽減などの有利な処分を受けられる日本版の「刑事訴追に関する合意制度」

が新設された。

⑶　通信傍受の拡大と効率化

通信傍受法も改正され、盗聴捜査の対象犯罪が大幅に拡大された。また、通信事業者立会

い義務の撤廃や警察施設内での傍受を可能とする手続きが創設された。

⑷　証拠開示手続の拡充

公判前整理手続に付された事件について、検察官が保有する証拠の一覧表を弁護側に交付

するなどの制度が導入された。

⑸　被疑者国選弁護の拡大

勾留される全ての事件に国選弁護制度が適用されるようになった。

⑹　被害者 ･証人保護の充実

ビデオリンク方式による証人尋問の対象拡大や、氏名等の匿名化制度が整備された。
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以上の改正法は、順次施行され、2019 年 6 月 1 日の可視化の制度施行で、全て施行された。

改正全体の趣旨は ｢自白偏重の従来型刑事司法からの脱却｣ であり、可視化制度はその中心的

な施策と位置付けられた。しかし、この法律は捜査権限を強化する側面も併せ持っていたため、

当局側の ｢焼け太り｣ であるという批判も根強くあった。

４ 　可視化条項施行後の可視化の実施状況

取調べの録音 ･ 録画制度の施行（2019 年 6 月 1 日）以降、警察 ･ 検察は義務対象事件に

ついては身体拘束下の取調べ「全過程」を録音 ･ 録画を履行しているとし、警察では、警察庁

の指針により、全国の取調官は録画機器の操作訓練を受け、適正な取調べ手法が周知されよう

とした。その結果、近年では裁判員裁判の被疑者取調べの 9 割以上が録画されていると報告

されている。また、検察官は、対象事件については 100％近くの全過程率で録画しているほか、

義務のない一般事件でも身体拘束下では積極的に録音 ･ 録画を行う運用が定着しつつある。

しかし、運用自体、警察と検察ではダブルスタンダードになっていて、併せ、現行制度の適

用範囲が狭いことによる課題も指摘されている。

⑴　適用範囲の限定

刑事訴訟法 301 条の 2 が新設され、裁判員裁判や検察独自捜査事件において、弁護人か

ら任意性について異議が述べられた際には、取調べの録音録画媒体の取調べを請求しなけ

ればならないとされた。これらの事件については同条 ４ 項で録音録画義務が定められてい

る。しかしながら、既に述べた通り、これらの事件は全事件の 3 % 未満に留まっているから、

適用範囲は極めて狭いといえる。

さらに、刑事訴訟法 301 条の 2 は、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べのみを問題

としており、任意取調べについては問題とされていない。このため、任意捜査の形を取れば

録音録画義務を回避できるという抜け穴がある。

⑵　警察と検察の運用の違い

身体拘束下の取調べにつき、検察がほぼ 100% の可視化率に近づいているのに対し、警察

は対象事件でさえ例外規定（特に暴力団犯罪の一律除外規定）を適用し、全過程録画率は約

95% レベルで頭打ちの傾向にある。対象事件以外では、警察は可視化に極めて消極的であり、

密室での調書作成が今も行われている。

⑶　録画データの法廷での活用

法 301 条の ２ では、録画データが法廷で証拠として再生されるのは、供述の任意性が争

われた場合ということになるが、もとより、記録媒体については、刑事裁判において様々な
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使用の仕方がある。他方、安易な法廷再生は、その実質証拠化問題と併せ、リスクを伴うこ

とを自覚しなければならない。可視化の本来の目的である ｢事後検証可能性｣ を最大限に活

かすためには、法廷での効果的な活用方法の検討が重要課題となっている。

なお、取調べの違法性を問題とした国家賠償請求訴訟について、以下、言及しておく。

取調べの違法性を問題とした国家賠償請求訴訟を提起し、その際に、刑事事件で開示され

た取調べの録音録画媒体を証拠請求しようとすると、証拠の目的外使用禁止（刑事訴訟法

281 条の 4 、及び同法 281 条の 5 ）により、刑事事件で開示された録音録画媒体は国家賠

償請求訴訟で使用できない。そのため、国家賠償請求訴訟で録音録画媒体を証拠とするため

に、裁判所を介して国や都道府県に文書送付嘱託申立てるなど開示を求める、あるいは文書

提出命令を発出させることが必要となる（なお最決令和 6 年 10 月 16 日も参照）。しかし、

このような状態は極めて迂遠であり、刑事訴訟法 281 条の 4 、及び同法 281 条の 5 は見直

されるべきであるといえよう。

⑷　人為的ミスによる録画漏れ

制度施行後、録画開始ボタンの押し忘れや電源コード抜けなど、人為的なミスによる録画

漏れも件数は少ないが、なお報告されている。

以上の課題があるものの、可視化については、録画されていることで取調官が露骨な暴言や

暴行による自白強要を行いにくくなり、違法 ･ 不当な取調べの抑止に一定の成果を上げている

との指摘がある。他方で、｢録画されていても被疑者が精神的圧迫から虚偽自白してしまう可

能性は残る。｣ との意見もある。可視化は、万能薬ではない。しかし、重要な一歩であること

に疑いはない。

５ 　 3 年後見直しの現状について

2016 年改正刑事訴訟法の附則には、全面施行後 3 年を経過した時点で政府が施行状況を検

証し、必要な見直し措置を講ずることが定められていた。これに基づき、全面施行日である

2019 年 6 月 1 日から 3 年後の 2022 年 6 月、法務省は ｢改正刑訴法に関する刑事手続の在

り方協議会｣ を立ち上げた。

この協議会は、学識者や実務家などで構成され、2016 年改正で導入された各制度の運用状

況を検証し、改善策を検討することを目的としていた。取調べ録音 ･ 録画制度については、主

に録音 ･ 録画義務の対象拡大、すなわち、現在は裁判員裁判や検察独自捜査事件に限定されて

いるが、これを全事件に向けて拡大すべきか否か、という点が議論され、身体拘束の有無にか

かわらず、任意での取調べにおいても可視化を広げるべきかどうかが検討された。また、被害

者 ･ 証人供述聴取についても可視化を広げるべきかどうかが検討された。なお、協議会の正式
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なテーマではなかったものの、一部の有識者から弁護人の取調べ立会権の付与を改めて検討す

べきだという意見が提示されている一方で、捜査当局側は現状の運用で十分実務がまわってい

るとし、また、「真相解明への支障」といった懸念もあるとして、可視化の対象拡大には、なお、

消極的な姿勢を維持し、協議会の議論は停滞した。可視化記録媒体を資料として用いるのは「個

別事件」に立ち入ることだとして、これをしないなど全事件への可視化拡大や弁護人立会い権

の保障を求める日弁連と、これに慎重な捜査当局との間で、意見の対立が続いた。

最終的に協議会は 2025 年 7 月に報告書を取りまとめたが、録画義務の対象拡大について明

確な結論は示されなかった。報告書は ｢現行の可視化運用自体におおむね問題はない｣ とした

一方、｢対象拡大には賛否両論があり具体的方向性は示さず｣ と結論付けた。ただし報告書も

｢近時も他人を罪に陥れる供述強要のような不適切取調べが行われている｣ と厳しい指摘を加

えており、えん罪防止策の強化がなお課題であることを浮き彫りにし、検討会に議論を繋げる

旨も述べられた。

一方、可視化拡充への運動は加速している。日弁連は 2024 年 6 月の定期総会で ｢取調べの

在り方を抜本的に見直し、全事件の取調べ全過程録音 ･ 録画義務化と弁護人立会権の法定化を

求める｣ 決議を採択した。また、2023 年には大阪弁護士会などが ｢ガラパゴス取調べからの

脱却〜全件可視化 ･ 弁護人立会いへ !｣ と題したシンポジウムを開催し、えん罪当事者らの証

言も踏まえて全事件 ･ 全過程録音・録画の早期実現を訴えている。

総じて、取調べの可視化は日本の刑事司法の歴史的な改革であり、えん罪防止への大きな一

歩となったといえる。しかし、制度はまだ道半ばであるといわねばならない。

第２　弁護人立会いの必要性と最近の動き

１　弁護人立会いの必要性　

⑴　供述の自由の確保と密室取調べの弊害解消

日本の取調べは長年「密室」で行われ、これが虚偽自白の温床となってきた。密室では取

調官による恫喝や侮辱、不当な誘導などが横行し、被疑者の黙秘権を含む供述の自由が侵害

されている。弁護人が立ち会えば取調官の違法 ･ 不当な質問をその場でチェックできるほか、

そもそも弁護人の存在自体が抑止力に繋がることも考えられる。

なお取調べの本来の目的が自発的な真実の供述を得ることにある以上、「弁護人がいると

取調べにくい」という捜査機関の反論は筋違いだと指摘されている。

⑵　黙秘権の実質的保障

取調べが可視化されていても、黙秘を貫く被疑者に対し取調官が執拗に発言を迫り、人格

攻撃まで行うケースが報告されている。

一人で黙秘を貫徹することは被疑者にとって大きな精神的 ･ 肉体的負担である。弁護人が
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隣にいれば、取調官による黙秘権放棄の強要は抑えられ、万一そのような圧力があっても弁

護人が即座に抗議 ･ 中止を求め、被疑者を支えることができる。

この点で、弁護人立会いこそが黙秘権を含む被疑者の権利をその場で守る最も効果的な手

段といえる。

⑶　リアルタイムの権利侵害抑止　

取調べの可視化は、違法取調べの発覚や後日の検証には有用であるが、録画中であっても

現在進行中の違法行為をその場で止めることはできない。特に多くの事件では全面可視化が

義務づけられていないので、違法な取調べを後から争うのは困難といえる。

弁護人立会いがあれば、その場で不適切な質問や威圧的な取調べを即時に是正 ･ 中断でき、

不当な取調べ自体を封じ込める効果がある。日弁連が収集した事例では、弁護人が取調室近

くで待機する「準立会い」であっても、取調官の態度が格段に丁寧になり、取調べ回数や時

間が大幅に減少するなど有意な改善が見られたと報告されている。

⑷　被疑者の心理的負担の緩和と防御方針の確立

密室の取調べで被疑者は強い緊張感と孤独感にさらされ、自分の言いたいことも十分言え

なくなることが多い。弁護人が傍らにいることで心理的安定を得られ、冷静に取調べに対処

しやすくなる。

取調べの流れを見ながら、供述するか否か、どこまで話すかといった具体的な防御方針をそ

の場で弁護人と相談できるし、必要に応じて取調べの中断や延期を求めることも可能である。

実際、いわゆる村木事件でえん罪被害に遭った村木厚子氏は、取調べを「素人のボクサー（被

疑者）とプロのボクサー（取調官）がレフェリーもセコンドもなくリングに上がるようなも

の」だと述べ、「せめてセコンドについてもらいたい」と弁護人立会いの必要性を訴えてい

る。この言葉は被疑者の孤立無援の状態を的確に表現しており、弁護人がそばにいる意義を

物語っているといえよう。

⑸　国際的潮流から離れた現状

刑事手続における取調べへの弁護人立会いは、すでに米国や欧州はもちろん、韓国 ･ 台湾

を含む多くの国で保障されている。

国際人権規約（自由権規約）や欧州人権条約の解釈でも、取調べ段階から弁護人の援助を

受ける権利を実質的に保障することが求められており、日本も締約国としてその実現義務を

負うとされている。

実際、2019 年に国外逃亡したカルロス ･ ゴーン被告の申立てを受けて、国連人権理事会

の作業部会は「逮捕直後から取調べに弁護人が立ち会えない現行制度は国際人権規約に反す
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る」との意見を示した。

また、極東アジアで弁護人の取調べ立会いを認めていない国は中国 ･ 北朝鮮 ･ 日本のみ

であり、日本がそのグループに入ったままでよいのか疑問だと指摘する声もある。このよ

うに国際的潮流から大きく遅れた現状は、日本の刑事司法の在り方として大きく問題視さ

れている。

⑹　特定の被疑者への立会いの重要性

精神障害のある人や外国人の被疑者など、「供述弱者」と呼ばれる立場の人々は、取調べ

で誘導されやすく意思疎通も困難な場合が多いため、とりわけ弁護人立会いの必要性が高い

とされている。

障害者差別解消法の観点からも、障害のある被疑者に対して弁護人を立ち会わせることは

合理的配慮の提供として捜査機関の法的義務であるとの主張もある。

また、少年事件では、少年が取調官の誘導に迎合しやすく、事実を言葉で説明する能力も

成人に比べ十分ではないため、弁護人立会いによって適正手続を保障すべきだと考えられて

いる。諸外国でも未成年者の取調べには保護者や弁護人の同席が認められる例が多く、日本

でも少年の人権を守る観点から立会いの導入が望まれるところである。

２ 　過去の検討状況と議論の経緯　

⑴　「検察の在り方検討会議」での議論（2010 〜 2011 年）

2010 年に発覚した大阪地検特捜部検事による証拠改ざん事件（いわゆる村木事件）を契

機に、検察の信頼回復策を議論するため政府の「検察の在り方検討会議」が設置された。

この会議では、被疑者取調べの適正確保策として弁護人立会いの制度化が現実的な課題と

して取り上げられ、委員の間でも注目された。実際の議論では「立会いを導入すべき」とい

う意見と「捜査の妨げになる」という意見が真っ向から対立し、最終的な結論は次の司法制

度全体の改革論議に委ねられることになった。

委員であった後藤昭氏（法学者）は、この会議の雰囲気から立法的提言をまとめるのは困

難と判断し、「試行的にでも弁護人立会いの実績を作るべきだ」と提案した。

具体的には、検事総長から全国の検察官に対し弁護人立会いに関する注意喚起を行うこと

や、弁護士会と法務省 ･ 検察庁との間で試行実施について協議すること等を提言した。

しかし他の委員の反対に遭い、このようなパイロット的措置は実現しなかった。結局、同

会議は 2011 年 3 月に「検察の再生に向けて」と題する提言を取りまとめたが、弁護人立会

いについて踏み込んだ制度改正勧告は示されないまま、議論は次の舞台へ引き継がれた。
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⑵　法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」での議論（2011 〜 2014 年）

上記会議の提言等を受け、当時の江田五月法相は「取調べや供述調書に過度に依存した捜

査 ･ 公判の在り方を改める」として法制審議会に諮問し、2011 年 6 月に「新時代の刑事司

法制度特別部会」が設置された。

この特別部会でも、被疑者取調べへの弁護人立会いを法制度化すべきかが主要論点の一つ

となり、第 10 回会議や第 14 回会議で集中的に議論されている。

日弁連から参加した委員や幹事たちは立会い導入を強く要求し、民間有識者からも支持の

声が上がった。たとえば、無罪を勝ち取った村木厚子氏（元厚労省局長）は自身のえん罪体

験から「取調べでは捜査官以外の第三者から自分の権利を説明してもらえること」「調書へ

の署名可否をその場で相談できること」など、弁護人立会いの利点を具体的に指摘した。ま

た映画監督の周防正行氏なども「日本の取調べは密室すぎる」と問題提起し、立会いの必要

性を訴えた。さらに学者委員の後藤昭氏は「弁護人立会いは世界の趨勢である」と指摘し制

度化を強く主張した。

しかし、警察 ･ 検察出身の委員や一部の学識経験者からは「刑事手続全般の議論に踏み込

むべきでない」といった消極論や反対意見が根強く示された。

最終的に特別部会は 2014 年 7 月に「新たな刑事司法制度の構築について」の答申案をま

とめたが、弁護人立会いの制度化には至らず、一部重大事件での取調べ可視化の義務化とい

う改革にとどまった。

⑶　法務 ･検察行政刷新会議での議論（2020 年）

その後、2020 年前後には検察庁法改正問題やカルロス ･ ゴーン被告逃亡事件に絡む国際

批判などを背景に、法務省主導で「法務 ･ 検察行政刷新会議」（以下「刷新会議」という。）

が開かれた。

ここでも刑事手続改革の論点の一つとして弁護人立会いが取り上げられ、再び議論の俎上

に載せられた。刷新会議ではまず、逮捕段階から被疑者の弁護人依頼権（憲法 34 条）を確

実に保障することや、経済的理由に関係なく国選弁護人を速やかに付す制度の必要性が強調

された。

現行法では勾留後でないと国選弁護人を請求できず、「直ちに」弁護人選任ができない問

題が指摘された。この点、刷新会議の委員でもあった後藤昭氏は「そもそも弁護人立会いは

憲法上導き得る権利であり、法律で禁止されているわけではない。現場の運用で状況を変え

ることも可能だ」と述べ、立法論だけでなく運用改善の重要性を訴えた。

一方、法務省側は「被疑者取調べへの弁護人立会いを公式に一律拒否する方針は取ってい

ない。取調べへの立会いを認めるか否かは、取調べ機能の維持や関係者の名誉 ･ プライバシー

保護、捜査秘密の確保などを考慮し、事案に応じ適切に判断すべきで、一律に認めるのは相
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当でない」という見解を示した。

これは一見「ケースバイケースで許容し得る」建前であるが、実態としては判断を現場（取

調官）の裁量に委ねるものであり、被疑者の権利であるはずの立会いを捜査当局側の自由裁

量に委ねている点が強く批判されている。

刷新会議において後藤氏らは「専門家同士で議論しても平行線なので、実際に取調べを受

けた当事者や現場の声を聞き、非専門家を交えた議論が必要」と提起した。

その甲斐もあってか、2020 年 10 月の第 6 回刷新会議では法務省が「取調べへの弁護人

立会いは制度上可能であり、各検察官の裁量判断に委ねられている」との新見解を明らかに

し、一部で注目を集めた。最終的に刷新会議は 2020 年末に提言を取りまとめ、弁護人立会

いについては法制審など正式ルートで検討継続とされたが、現時点（2025 年現在）でも抜

本的な制度化には至っていない。

３ 　日本弁護士連合会の取り組みと動向

⑴　徳島人権擁護大会での宣言採択（2019 年）

近年、日弁連は弁護人立会いの実現を刑事司法改革の重要課題と位置づけ、積極的に運動

を展開している。2019 年 10 月、徳島で実施された第 62 回人権擁護大会の第 1 分科会シン

ポジウムでは「取調べ立会いが刑事司法を変える—弁護人の援助を受ける権利の確立を」と

のテーマで大規模な議論が行われ、弁護士や市民ら多数が参加した。

その翌日の大会本会議では、日弁連として「弁護人の援助を受ける権利の確立を求める宣

言—取調べへの立会いが刑事司法を変える」が正式に採択された。この宣言では、以下の点

を国や捜査機関に強く求めている。

①　刑事訴訟法を改正し、「被疑者または弁護人の申出があれば、取調べや弁解の機会に弁

護人を立ち会わせなければならない」ことを明文化すること。

②　上記法改正までの間でも、検事総長および警察庁長官に対し、運用上、被疑者または

弁護人から求めがあれば取調べに弁護人を立ち会わせるよう全国の捜査実務に徹底する

こと。

日弁連はこの宣言で、取調べの全面可視化（全過程の録音録画）の全件実施と並んで、憲

法上保障された弁護人援助を受ける権利を実質化するため弁護人立会権の実現に「全力を挙

げて取り組む」と表明した。欧米や韓国 ･ 台湾では既に当たり前の権利である立会いを、日

本でも一日も早く実現すべきだとの強い決意が示されている。
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⑵　ワーキンググループから「取調べ立会い実現委員会」へ

日弁連内部では、弁護人立会いの具体的実現に向けた検討を行うワーキンググループが発

足し、その後正式に「取調べ立会い実現委員会」が設置された。

委員会では当初、「立ち会いたい気持ちはあっても現行制度下では時間的 ･ 経済的に難し

い」という声が会員から多く出ることも予想されていた。

しかし蓋を開けてみると、熱心な刑事弁護実践家からは「調停に立ち会うようなものだと

思えば、さほど長時間でもない」など前向きな意見が数多く寄せられた。

そこで委員会は、まず在宅事件（身体拘束されていない事件）における取調べ立会い ･ 準

立会いの実践に重点を置く方針を打ち出した。具体的には、在宅被疑者について弁護人が取

調べ日時に同行し、取調室の近くで待機して適宜休憩時に打合せを入れる「準立会い」から

積極的に取り組み、これを捜査弁護のスタンダードにしていくことを目指している。

そうした実績の蓄積を踏まえ、ゆくゆくは勾留中の被疑者についても正式な取調べ立会い

を一般化し、最終的には制度化につなげる戦略である。委員会は実践の指針として「取調べ

立会いマニュアル」を策定し、全国の弁護士に共有した。

さらに各地の事例を収集したところ、特に黙秘方針の事件で、たとえ準立会いでも取調室

付近に弁護人が控えて定期的に休憩 ･ 相談が入ることで、取調官の態度が驚くほど丁寧にな

り、取調べの回数 ･ 時間が劇的に減少するといった効果が明らかになった。こうした成功例

の蓄積が、弁護人立会い制度の必要性を裏付けるものとして共有されている。

⑶　弁護人立会い全国キャラバンの展開

日弁連はまた、全国各地の弁護士に立会い活動を周知し実践を促すため、「弁護人立会い

全国キャラバン」と銘打ったキャンペーンも実施した。

委員やスタッフが各地方の弁護士会を訪問し、意見交換や研修を行う取組みで、各地での

準立会い ･ 立会い事例（参考人事情聴取への弁護士同席などを含む）が多数紹介された。

参加した弁護士からは「一度やってみたい」「自分の弁護士会でも紹介したい」といった

好意的反応が多く寄せられ、キャラバン後に地元で研修が実現するなど意識啓発の効果が現

れた。これにより、これまで立会いに消極的だった弁護士層にも行動を促し、立会い活動の

裾野を広げる成果があったと報告されている。

⑷　取調べ立会い費用の援助制度創設

弁護人がより積極的に取調べ立会いを行えるよう、日弁連は費用面での援助制度も整備

した。

2021 年 9 月に開催された第 15 回国選弁護シンポジウムでの議論を踏まえ、日弁連は従

来の援助メニュー（国選弁護事件の記録謄写費用や当事者鑑定費用など）に加え、新たに「取
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調べ立会い等に関する費用」を援助対象に加えることを決定した。

具体的には、被疑者への取調べ立会いが認められた場合には 1 日あたり 2 万円、準立会

いの場合は 1 日あたり 1 万 5 千円を上限として支給し、また立会い申入れを行った場合

にも 1 回につき上限 3 千円の手当を支給する内容である。

これは、一部の弁護士会（札幌弁護士会や大阪弁護士会など）が独自に立会い活動への補

助制度を始めていたことを全国に拡大する趣旨で、経済的ハードルを下げて弁護人立会いを

普及させる狙いがある。現在、各地の弁護士会でこの援助制度の活用が進められており、経

済的負担ゆえに尻込みしていた弁護士にも立会いに踏み出しやすい環境を整えつつある。

⑸　研修プログラムの充実

さらに日弁連は、弁護人立会いに関する知識と技術を弁護士に習得させるため各種研修を

実施している。なかでも「発展型研修」や「ライブ実務研修」と称する実践的研修が行われ、

希望する弁護士会の要望に応じて内容をカスタマイズしている。

発展型研修では、⑴「黙秘 + 可視化 + 立会い」、（ 2 ）「黙秘 + 可視化」、（ 3 ）「黙秘 + 立会い」

の 3 パターンからテーマを選択でき、それぞれ講義やロールプレイを通じてスキル向上を

図る。特に黙秘権に関する講義は全パターンで必須とされ、「弁護人が立ち会った以上、何

か話さねばならない」という誤解を与えないよう注意が払われている。あくまで供述するか

否かは被疑者本人の自由であり、黙秘権行使も放棄も被疑者の主体的判断に委ねられる―こ

の「黙秘原則」の徹底こそが弁護人立会い下でも守られるべき基本だと教えられる。

2019 年以降、この種の研修は既に多数の弁護士会で実施され、大阪弁護士会では複数回

開催されるなど広がりを見せている。全国キャラバンに参加した弁護士会の刑事弁護委員ら

が音頭を取って研修を企画する例も多く、立会い実現への機運が着実に高まっている。

４ 　捜査機関による内部通達問題と運用の現状

⑴　公的見解と実態運用の乖離

警察 ･ 検察など捜査機関は公式には「弁護人立会いを一律に禁止しているわけではない」

と説明している。法務省も先述のとおり「ケースに応じ適切に判断している」との立場である。

しかし実態としては、弁護人から取調べ立会いの申入れがあってもほぼ全ての事案で拒否

されており、立会いが実現した例はごく僅かに留まっている。これは政府の建前とは裏腹に、

実際には捜査機関が組織的 ･ 全国的に「弁護人は立ち会わせない」方針を取っていることを

示すと批判されている。こうした状況は「一律禁止という本音を隠すための苦し紛れの建前」

に過ぎないと評されている。捜査当局は弁護人側から「立会いしても捜査上の弊害は生じな

い」と指摘されても、具体的な反論はほとんど行っていない。建前上は可能としながら実際

には認めないこの乖離が被疑者の権利保障を空文化させているのが現状といえる。
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⑵　警察庁の「指導連絡」と組織対応の統一

警察においては、2019 年末のゴーン事件を受けた海外からの批判に対応する形で、2021

年 5 月に警察庁から各都道府県警察に対し「被疑者取調べへの弁護人立会い申出への対応

について」の指示文書が発出された。

この警察庁の通達（いわゆる「指導連絡」）では、「弁護人立会いの必要性や捜査への影響

を勘案しつつ、慎重に検討する必要がある」「組織的に対応すること」といった方針が示さ

れた。

表向きはケースバイケースの検討を謳っているが、実際には各警察署が独断で判断せず必

ず警察本部に伺いを立てるよう指示し、一律不許可の方向へ誘導する内容であった。

事実、この指導連絡以降、在宅事件であっても精神障害者や少年事件など一部の例外を除

き、ほとんどの事件で弁護人立会いは認められていない。身体拘束中の事件（勾留中の被疑

者）に至っては、警察 ･ 検察とも立会いを許可した事例は皆無とも言われる状況である。弁

護人側の戦術としては、現場で警察官が「一律に立会いは認められない決まり」といった説

明をした場合、その場で警察庁通達や法務省見解との矛盾を指摘し抗議することが推奨され

ている。

⑶　都道府県警察における内部資料の例（千葉 ･静岡 ･北海道 ･石川）

次のとおり、具体的な都道府県警の内部通達も明らかになっている。

例えば千葉県警では、「取調べにおける弁護人等の立会い申出等への対応について」と題

する通達や「交通捜査に関する指導だより」（平成 24 年 3 月 5 日付）等の内部資料で、次

のような指示が出されていた。

具体的には、各警察署は独自判断せず、案件発生時は県警本部の担当部署に報告して指示

を仰ぐこととされ、弁護人の立会いを安易に受け入れた結果問題が生じた事例が紹介された

うえ、これを教訓とするよう求められ、弁護人の立会権を明記した法令はなく、捜査の秘密

保持（密行性）の原則上、応じる義務はないとする点が強調された。

さらに判例（浦和地裁平成 9 年 8 月 19 日判決）および犯罪捜査規範 180 条 2 項を挙げ、

「立会い要求に応じなくても違法ではないとの解釈が確立している」と説明していた。また「捜

査の主宰者は捜査機関であり、被疑者は捜査の客体であるから、立会い要求に応ずる義務は

ない」とまで明言していた。

同様に、静岡県警でも、内部の「取調べ高度化 ･ 適正化通信」といった資料で「被疑者取

調べに弁護人を立ち会わせねばならない法的根拠はなく、警察にその義務もない。弁護人か

ら申出があっても独断で判断しないこと」と周知されている。

これらはいずれも、警察組織として弁護人立会いは原則認めないとの方針を現場に徹底す

る内容であり、「取調べへの第三者介入は捜査に支障を来たし真相解明機能を損なう」とい
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う警察側の懸念に基づいているとみられる。　

最近では、北海道警察と石川県警察の内部方針が報道を通じて明るみに出た。北海道警で

は札幌弁護士会が 2021 年 12 月に弁護人立会い受入れを要請したのに対し、同年 12 月 27 日

付で刑事部長名義の通達「被疑者取調べにおける弁護人の立会い申出等に対する対応につい

て」を発出し、「被疑者が身体拘束中か否かを問わず、一律に立会いは認めない」との方針

を全道の警察署に徹底するよう指示していた。

この通達は翌 2022 年 7 月に新聞報道で発覚し、札幌弁護士会は会長声明で強く抗議して

いる。札幌弁護士会はその声明で「弁護人立会いは何ら法令で禁じられておらず、犯罪捜査

規範 180 条 2 項も弁護人立会いを許容している。それにもかかわらず個別事情を考慮せず

一律不許可とする通達は憲法上 ･ 法律上の権利を不当に制限する違憲 ･ 違法なものだ」と非

難し、即時撤回を求めた。

報道を受け北海道警は同年 8 月 19 日付で通達を一部修正し、「本部刑事企画課と連携し

組織的に判断する」との表現に改めたとされている。しかし「一律不許可」の方針自体は暗

黙に維持されているのではないかとの指摘がなされている。　

一方、石川県警では 2023 年 4 月の報道で、同県警が警察庁の 2021 年 5 月付通達を独自

解釈し「任意取調べにおける弁護人立会いは、原則として許可しない」との内部資料を作成

していたことが明らかになった。

この記載は金沢弁護士会からの申し入れを受けて 2023 年 3 月に削除されたものの、「例

外的に認める場合の記述があったので警察庁方針どおりだ」と県警は説明し、削除理由につ

いても「『原則許可しない』は誤解を与えかねない表現だったため」と釈明している。要す

るに表現上は撤回したものの、実質的な運用は当初方針と変わっていない可能性が高いと見

られている。弁護士会側は「誤解ではなく本音だったのではないか」と疑問を呈している。　

以上のように、日本の捜査現場では公式には否定されないはずの弁護人立会いが、内部通

達や慣行によって事実上封じられているのが現状である。被疑者の人権を守りえん罪を防ぐ

ためには、こうした密室主義を改め、国際標準に則った弁護人立会い制度の確立が急務だと

いえるであろう。
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第３　具体的事件

「プレサンス元社長えん罪事件報告」

プレサンス元社長えん罪事件弁護団

弁護士　渡　邉　春　菜

１ 　問題の所在（捜査機関の体質）

本稿では、「プレサンス元社長えん罪事件」を取り上げる。

この事件は、2021 年の一審無罪判決（確定）後も、関係者を取り調べた検察官に対して付審

判決定が出るなど異例の展開をたどっている。しかし、事件そのものの構造は、過去のえん罪事

件と全く変わらない。

えん罪を生んだものは何か。一言でいえば、捜査機関の長時間取調べへの依存体質である。

長時間の取調べによって、関係者の生の供述は「裁判官が一見して分かりやすい供述」に整え

られる。この整理の過程で、取調官は「真相解明」及び「真の反省を引き出す」ために取調対象

者に様々に働き掛ける。

しかし取調官と取調対象者の間には、圧倒的な力関係の差がある。取調官は刑事裁判のルール

をよく知っている上に、取調官の背後には起訴不起訴を決める生殺与奪の権限 ･ 起訴後の保釈の

許否への事実上の影響力が控えているからである。

したがって、「真相」「反省」を語らせようという取調官の働き掛けは、取調対象者を大きく圧

迫し、しばしばその供述を捻じ曲げる。取調対象者は、自分の刑事責任や身体拘束による不利益

を免れるまたは軽くするため、たとえ自分の記憶とは違っても、取調官が望む「真相」を口にす

る。あるいは、法的知識の欠如により、自分の話が取調官の要約によって全く違う話に変質して

しまったことに気づかないまま、調書にサインをする。

これらの弊害は、特に取調対象者が逮捕勾留されている場合に、発生しやすい。取調対象者は、

逮捕勾留及びこれに伴う囚人のような扱いによって（多くの場合）心理的に大きく動揺する。

これに加え、周囲から隔離された取調対象者にとって他者との交流の大半が密室内の取調べで

占められることになるため、取調官の対象者への影響力が増大する。また、スマホも手帳も何も

かも取り上げられた対象者は、取調官の話の内容を自ら検証することも出来ないことが多い。し

たがって、取調対象者の供述は取調官の望む方向へ容易に捻じ曲がる。

そして供述があらぬ方向にねじ曲がった場合でも、捜査機関がこれを認識し自主的に是正する

ことは構造上困難である。ねじ曲がった供述は、（少なくとも供述調書作成時点では）捜査機関

の考える「真相」と合致している（ことが多い）からである。

以下では、「プレサンス元社長えん罪事件」において長時間取調べによってどのように関係者
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供述が歪められてえん罪が作出されたかを見ていくと共に、なぜこのような事態が生じたかにつ

いて考察する。

２ 　事件の概要

⑴　事件の経緯

「プレサンス元社長えん罪事件」の経緯は、次のとおりである。

なお、O 氏は業務上横領の主犯、O 氏に協力していた K 氏・Y 氏はその共犯者である。

①　H28.3 〜 4 　

山岸忍氏が、部下 K 氏の仲介で、T 社（代表 :Y 氏）に 18 億を貸し付ける

②　H28.4　

T 社が O 氏に 18 億を貸し付ける

③　H28.4　

O 氏が借入金 18 億を M 学院の買収資金（例 : 旧経営陣への裏金）等として費消

　→ O 氏が M 学院の新経営陣に就任（買収成功）

④　H29.7

M 学院（理事長 :O 氏）がプレサンス社（代表 : 山岸氏）に M 高校の敷地の一部を売却

⑤　H29.7

M 学院が④により受領した手付金 21 億を、O 氏が T 社への借入金（②）返済等に流用

（=M 学院の財産を用いて理事長 O 氏の個人の借金返済等に充てる = 業務上横領罪）

⑥　H29.7　

T 社が⑤の金で山岸氏に借入金（①）の返済

⑵　特捜部の見立て

特捜部は「山岸氏は、①の時点で⑤の横領計画を知っており、横領の共謀共同正犯である」

と見立て、山岸氏を逮捕起訴した。

起訴の直接証拠は 2 つ、山岸氏の犯行への関与を認める旨の K 氏（部下）の供述（❶）及

び同旨の Y 氏（取引先社長）の供述（❷）である。両名ともに逮捕勾留起訴されたが、勾留

の途中から山岸氏の犯行への関与を認めるようになった。
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⑶　実際の山岸氏の認識

しかし、K 氏 ･Y 氏の供述（❶❷）は、事実に反していた。山岸氏（当時上場企業社長）が「横

領した金で返済しますから」という説明を受けて「ああそうですか」と大金を貸すわけがない

のである。

貸付（①）当時、山岸氏が K 氏 ･Y 氏から聞かされていた計画は、次のとおりであった。

㊀　山岸氏が T 社に 18 億を貸し付ける

㊁　T 社が M 学院に 18 億を貸し付ける

㊂　M 学院が、旧経営陣に退職金を払って経営陣を入れ替え、新経営陣の下で学校を再建

する。再建策の一環として、地価の安い場所に M 高校を移転させる。

㊃　使わなくなった M 高校の旧敷地を、M 学院がプレサンス社に売却

㊄　M 学院が受領した㊃の手付金を用いて、M 学院が T 社に借入金（㊁）を返済

　　（=M 学院の財産を用いて M 学院の借金返済に充てる = 合法）

㊅　T 社が㊄の金で山岸氏に借入金（㊀）を返済

なぜ実際の事件の推移（①～⑥）と山岸氏が聞かされていた話（㊀～㊅）に齟齬があるかと

いうと、山岸氏が 18 億の貸付（①㊀）を承諾した後、M 学院経営陣交代のためのスキームが

大きく変わり、その変更が山岸氏に伝えられていなかったからである。

M 学院の経営陣交代（③㊂）前、K 氏 ･Y 氏は、プレサンス社の M 高校敷地の取得（④㊃）

を実現すべく、M 学院経営権取得を目指す O 氏に協力して奔走していた。

しかし、M 学院の当時の経営陣は、経営権を O 氏に渡す対価として、高額な裏金を要求し

ていた。この要求を実現するには、K 氏 ･Y 氏が当初想定していたスキーム（㊀～㊅）では不

可能だった（㊂で合法的に旧経営陣に支払える退職金額は、旧経営陣が要求する額に到底満た

なかった）。　

そこで、新たな別のスキームが考案されて、そのスキームを前提にして T 社が O 氏に 18

億円を貸し付けた（②）。しかし、新スキームが完成する前に、どうしても M 学院の経営権を

取得したかった O 氏が貸し付けられた 18 億を費消してしまった（③）。これらの事情変更を

K 氏 ･Y 氏は山岸氏に言い出せず、そのままなしくずし的に横領（④⑤）に至った。
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⑷　裁判の経過

裁判では、山岸氏の共謀 ･ 故意の有無が争われた。つまり、山岸氏が 18 億の貸付を行った

時点（①㊀）で、その 18 億が最終的に O 氏個人に貸し付けられる（②）と思っていたのか、

M 学院に貸し付けられる（㊁）と思っていたのか、が争点となった。

公判には K 氏と Y 氏が証人として出廷した。Y 氏は捜査段階の供述（❷）を翻して山岸氏

の関与を否定したが、K 氏は捜査段階の供述（❶）を維持して山岸氏の関与を認めた。

最終的に、K 氏の証言の信用性が否定され、共謀 ･ 故意の立証なしとして山岸氏には無罪判

決が宣告された。検察側は控訴せず、判決は確定した。

この無罪判決に大きく貢献したのが、K 氏 Y 氏の取調べの録音録画である。

K氏･Y氏自身も、O氏の共犯者として逮捕･起訴されている。逮捕の約半年前（2019年 6 月）

から、検察官独自捜査事件については身体拘束下の被疑者取調べの全過程の録音 ･ 録画が義務

付けられるようになっていた。そのため、K 氏 ･Y 氏の逮捕時 ~ 起訴までの取調べは全て録音

録画されていた。

上場企業の創業者であった山岸氏は、公判準備の段階で、自らの無実を証明すべく資力を惜

しみなく活用し、証拠開示された K 氏 ･Y 氏らの取調べの録音録画をすべて反訳しその内容を

分析させた。結果、次のような事実が判明した。K 氏 ･Y 氏は、逮捕当初は山岸氏の関与を否

定していたのだが、取調担当検察官の脅し ･ 利益誘導等によって供述を変遷させて山岸氏の関

与を認めるに至ったのであった。

なお、公判では、K 氏の取調べの録音録画の一部が証拠採用された。

３ 　特捜部の捜査手法とえん罪の原因

⑴　鵜飼捜査 ･板金捜査

山岸氏のえん罪は、K 氏 ･Y 氏に対する長時間取調べの中で K 氏 ･Y 氏の供述が捻じ曲げら

れたことで生まれた。本件は特捜部が手掛ける事件であったため、特に長時間取調べに大きく

依存した捜査が行われていた。

特捜部が手掛ける事件は「検察官独自捜査事件」と言われ、通常の事件と異なり警察が捜査

に携わらず、検察のみで捜査のすべてを行う。対象となるのは、複雑で専門性が高い事件で、

多くの場合、政治家、公務員や企業などのいわゆるホワイトカラーの不正行為・組織犯罪である。

関係者が多数に及び収集される証拠も膨大であることが多いため、特捜部は基本的にチーム体

制を組んで捜査に当たる。具体的には、「主任検察官」というリーダー役を置き、主任検察官

の指揮下で複数の検察官 ･ 検察事務官が、証拠収集 ･ 収集された証拠の検討（ブツ読み）･ 関

係者の取調べ等の捜査活動を行う。

特捜部独自捜査事件では関係者の供述が重要になることが多いため、供述調書の作成に重き

が置かれ、取調べが重視される。取調べを行う検察官は、関係者ごとに担当を割り振られ、自
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身の担当する関係者を取り調べてその内容を主任検察官に報告する。このようなやり方は、「鵜

飼捜査」などと呼ばれている。主任検察官を「鵜飼」、取調担当検察官を「鵜」、そして取調担

当検察官が取ってくる関係者の供述を「魚」になぞらえたものである。

主任検察官は、取調担当検察官らから上がってきた報告を集約し、事案や捜査の全体像を把

握しつつ、捜査を進める。取調べにより得られた各関係者の供述は、相互に矛盾がないか、特

捜部の見立てと矛盾しないか、チェックされ整理される。

この関係者供述の整理は、次のようなやり方をとることが多いようである。まず、取調担当

検察官が、関係者の取調べを行い、その話の概要を把握する。そして、その内容を主任検察官

に報告する。関係者の話が特捜部の見立てと矛盾しなければ、主任検察官が調書化にゴーサイ

ンを出し、取調担当検察官が供述調書の原案を作成し、取調対象者に原案を読み聞かせて要訂

正部分の有無を確認し、大きな訂正がなければそのまま調書へ署名押印させる。これに対して、

関係者の話が特捜部の見立てと矛盾する場合、主任検察官は調書化にゴーサインを出さず、取

調担当検察官は矛盾点の解明のために関係者からの聴取を続行する。

このやり方は、構造的に、取調対象者の供述を歪めるリスクが高い。

第一に、見立てに合う供述を対象者から引き出すことが取調担当検察官の至上命題になりや

すい。チーム制の捜査であるため、自身の担当する関係者から見立てに合う供述を引き出せな

い場合、取調担当検察官は自分が捜査全体の足を引っ張っているという焦りや罪悪感を抱くこ

とになる。これが、なんとか見立てどおりの供述を獲得せねばという強いプレッシャーとなる。

また、取調担当検察官自身は事案の全体像を把握しているわけではないため、見立てに合わな

い対象者の供述を聞いても、「見立てのこの部分は本当に正しいのか ?」という違和感を抱い

て見立て自体を見直すということが行い難い。

第二に、このやり方は、検察による組織的な「供述合わせ」になり得る。取調対象者の述べ

た内容のとおりの調書は作成されず、見立てや他の関係者の供述との矛盾点を調整した上で調

書が作成されるため、「調整」の内容いかんによっては、関係者間で口裏合わせ（罪証隠滅工作）

を行った場合と同様の事態が現出するのである。このように「調整」をかけて調書を作成する

やり方は、刑事弁護人から「板金捜査」と批判されることがある。金属を「叩いて、延ばして、

型にはめて」板金に加工するのと同様に、見立てに合わない供述を取調担当検察官が「叩いて、

延ばして」見立てという「型にはめ」、見立てに合う供述へと変えさせる、という意味である。

⑵　本件の関係者取調べ

①　総論

本件の捜査で、特捜部は、「山岸氏が貸付時点（①）で横領計画を知っていたはずだ」と

いう見立てをし、その見立てに合わせる形で関係者（K 氏 ･Y 氏ら）の供述を変えさせた。

捜査は、次のように進められた。
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㈠　2019 年 10 月末頃　関係各所の捜索→大量の証拠押収

㈡　同年 10 月末頃～ 12 月初旬　関係者の任意取調べ

㈢　12 月 5 日　山岸氏以外の横領の共犯（K 氏 ･Y 氏 ･O 氏ら）を逮捕

㈣　12 月 8 日　Y 氏が山岸氏の関与を認める→その旨の調書作成

㈤　12 月 9 日　K 氏が山岸氏の関与を認める

㈥　12 月 10 日　山岸氏の関与を認める K 氏の調書作成

㈦　12 月 16 日　山岸氏逮捕

㈧　12 月 25 日　全員（K 氏 ･Y 氏 ･O 氏 ･ 山岸氏ら）起訴

逮捕直後の K 氏 ･Y 氏は、特捜部の見立てに反して、山岸氏の犯行への関与を否定した。

特捜部は、見立てに合致しない K 氏 ･Y 氏の供述を不合理であると決めつけ、調書に残さな

かった。K 氏 ･Y 氏それぞれの取調官は、延々と K 氏 ･Y 氏を脅し宥め威圧し誘導し、K 氏

･ Y 氏の供述を見立てに合う内容に変容させた。変容後の K 氏 ･Y 氏の供述は、ようやく調

書に記録され、これらの調書を前提として山岸氏が逮捕された。

②　12 月 8 日の取調べ

･ 弁護人からの隔絶

K 氏 ･Y 氏に山岸氏の関与を認めさせる「板金捜査」は、12 月 8 日の取調べで集中的

に行われた。この日は、日曜日であった。

通常の事件では、被疑者の留置場所は警察署内の留置施設になる。被疑者が警察署外に

連れ出されている場合を除けば、弁護人は、治安維持のため 24 時間 365 日稼働している

警察署内において常に被疑者との接見が可能である。

これに対して、特捜部事件の場合は、警察が捜査に携わらないため、被疑者の留置場所

は基本的に法務省管轄の拘置所になる。そして、大阪拘置所では、施設のルールで、日曜

日の接見が基本的に許されていない。しかし、検察官は、日曜日にも拘置所を訪れて取調

べを行うことができる。つまり、日曜日に、特捜部は、弁護人からの援助を一切排除した

状態で被疑者を取り調べることができるのである。
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特捜部はおそらくこれを利用し、K 氏 ･Y 氏の逮捕の 3 日後、まだ逮捕勾留によって

大きく動揺している K 氏 ･Y 氏に対し、山岸氏の関与を認めさせるべく働き掛けを行った

のである。

･ Y 氏の取調べ

12 月 8 日、山岸氏の関与を認める旨の Y 氏の調書が作成されている。

この日の取調べで、Y 氏の取調官は、Y 氏に対し、「山岸さんが本当に今回の横領事件

に関与しているのであれば、それについて話をしないと、あなたの情状は非常に悪くなる。

山岸氏が本件に関与していないというのであれば、あなたは主犯の O 氏と同程度に本件

に深く関与していたということになる」などと述べた。これは、「山岸氏が犯行に関与し

たという話をすれば、あなたの刑事責任は軽くなる」という Y 氏に対する利益誘導とし

て機能する。

Y 氏は「どうしたらいいんですか、私」と狼狽し、「今のままの話を裁判でするとどう

なりますか」「K 氏は何と言ってますか」「（書類作成等を行って犯行の一部に関与した）

私の身内に対する刑事処分はどうなりますか」などと取調官に確認した。取調官から「あ

なたの身内や会社を含め、今後どうなるかを心配するにあたっては、事実を話すしかない。

あなたの身内が起訴されるか否かは、あなたがきっちり話をしなければ、分からない」な

どと言われると、Y 氏は「（身内に対する刑事処分は）情状酌量でいってほしい」と述べ、

山岸氏の犯行への関与、つまり取調官が「事実」と信じているであろう内容を供述し始めた。

その後、調書が作成されるまでの間、取調官と Y 氏の間で「（取）山岸氏の関与を含めて、

全部喋りますというような腹づもりになっているのかな」「（Y）うん。そうしないともう

私は罪が深くなるばっかりでしょ」というやりとりがあったり、Y 氏が取調官に「全部喋

ります。全部喋る。全部協力して喋る。全部喋る。助けてください。」と縋って「O 氏が

こんなことをすると思わなかった。耐え難い」と泣き出したりしている。

ここでは、犯人が無実の第三者を犯行に引っ張り込むことで自分の刑事責任の軽減を図

る、いわゆる「引っ張り込みの危険」が、取調官の言動により生じ現実化している。

･ K 氏の取調べ

12 月 8 日、K 氏の調書は 1 通も作成されていない。

しかし、この日の取調べでは、K 氏に対して猛烈な追及がされていた。

取調べは、取調官と取調対象者が机を挟んで向かい合って座り、両者で話をする形で進

められる。取調官は、特捜部の見立てと異なる K 氏の話を嘘と決めつけ、K 氏の眼前で

机を叩き、「反省しろよ、少しは。」「こんな見え透いた嘘ついて、なおまだ弁解するか。

なんだ、その悪びれもしない顔は。悪いと思ってんのか。」「ふざけるな。」「何でこんな見
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え透いた嘘をつくんだ。どういう神経してるんですか。」「あなた詰んでるんだから。もう

起訴ですよ有罪ですよ、確実に。」「子供だって知ってます、嘘ついたら叱られる、お仕置

きを受ける。あんたそんなことも分かってないでしょ。」「検察なめんなよ。」「あなたの人

生を預かってるのは私なんだ。これ以上あなたを痛めつけさせないでください。」「もうあ

なた、共犯者の中でも売られてるんですよ」などと、長時間一方的に叱責 ･ 罵倒し続けた。

さらに「つきたくもない嘘をなんでついてるの ?」などと山岸氏をかばうために K 氏が

嘘をついているはずだと婉曲的に断じ、暗に供述を変えるよう K 氏に要求した。

疲弊した K 氏は「弁護人に相談してもいいですか ?」と求めた。取調官はこれを了承し、

取調べは終了した。

③　12 月 9 日の取調べ（K氏）

K 氏と弁護人との接見前、取調官は K 氏に対して短時間の取調べを行った。ここで、取

調官は、前日の取調べで Y 氏が泣きながら山岸氏の関与を認めたことを、K 氏に告げた。

これは、取調官の意図いかんにかかわらず、Y 氏との「供述合わせ」をする方向へ K 氏を

誘導する。

その後、K 氏は弁護人と接見し、取調べが再開された。取調官が改めて山岸氏の関与の有

無を確認すると、K 氏は、従前同様に山岸氏の関与を否定した。取調官は、K 氏の話を信じ

ようとせず、「山岸氏が犯行に関与していないというのであれば、あなたが山岸氏に重要な

事実を隠して 18 億もの貸付をさせたということになるから、確信的な詐欺である。そうだ

としたら、あなたは山岸氏の会社の評判を貶めた大罪人だ。今回の事件で会社が受けた営業

損害や株価下落の損害を賠償でききるのか ?（損害額は）10 億、20 億円じゃすまない」な

どと K 氏を糾弾した。この直後、K 氏は、山岸氏の関与を認めるに至った。

山岸氏に対する無罪判決では、この取調官の発言について「K 氏に対し、必要以上に強く

責任を感じさせ、その責任を免れようとして真実とは異なる内容の供述に及ぶことについて

の強い動機を生ぜしめかねない」と指摘されている。

その後、取調官はそのまま調書を作成しようとしたものの、K 氏は「調書作成前にもう一

度弁護人に確認したい」と述べた。この希望が容れられて、取調べは終了した。

④　12 月 10 日の取調べ（K氏）

弁護人接見後、山岸氏の関与を認める旨の K 氏の供述調書が作成された。

⑶　本件の取調べに表れた鵜飼捜査 ･板金捜査の問題点

①　供述の強要

2024 年 8 月、上記 K 氏に対する 12 月 8 日 ･ 9 日の取調べが問題視され、大阪高裁が
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K 氏担当取調官に対して付審判決定をした。高裁は、同取調官の言動について「本件スキー

ム（注 : 特捜部の見立て）に沿った供述を、強引に、あるいは屈服させて引きだそうとした」

もので、特別公務員暴行陵虐罪にあたり得るとした。

このような取調べの背後には、見立てに合う供述を対象者から引き出さねばならないとい

う取調官にかかっていた大きなプレッシャーが窺える。さらに、K 氏の取調官は、関係各所

の捜索（10 月末）にこそ加わったものの、その後しばらく本件の捜査を離れ、K 氏の逮捕

の少し前（11 月下旬）に本件の捜査に戻っている。つまり、取調官は事件の詳細を把握で

きていなかった可能性がある。取調官は、単に特捜部の見立てどおりの供述を一方的に獲得

しようとしており、K 氏の供述内容から見立てを修正するというフィードバックが働いてい

ない。

②　供述の歪曲に対する取調官の自覚の欠落

K 氏 ･Y 氏の取調べから分かる「板金捜査」の最大の問題は、取調官には「取調対象者に

真実を語らせた」ことと「取調対象者の供述を歪めてしまった」ことの判別が著しく困難で

ある、という点である。

K 氏 ･Y 氏の取調官は、少なくとも山岸氏の関与を認める旨の K 氏 ･Y 氏の供述調書を作

成した時点では、その内容が虚偽であるとは思っていなかったはずである。（注）

また、両名とも、取調べ対象者の供述の歪曲を避けようと注意を払ってはいる。

Y 氏の取調官は、Y 氏が山岸氏の関与を初めて認めた 12 月 8 日の取調べで、「K 氏はど

ういう話をしているのか」と気にする Y 氏に対し、「他の人の話に合わせようとしてはいけ

ない（記憶どおりに事実を話すべきだ）」と諫めており、「供述合わせ」を生まないようにし

ている。また、その後の取調べでも、取調官はY氏に対し「人を罪に陥れようと思って嘘つくっ

てことは、絶対やってはいけない。検察が間違った事実で処分をするということは出来ない

から、『山岸氏のことをちょっと悪く嘘を言ってやろう』みたいなよこしまな気持ちはない

か」と厳しく質している。あるいは、取調官の話に迎合的な曖昧な供述をした Y 氏に対し「私

の話に乗ってこられても困る。あなたの記憶で話をしてるふうに聞こえない」と拒絶したり

もしている。

また、K 氏の取調官も、K 氏が山岸氏の関与を認めた後の取調べで、「お願いしたいのは、

私があなたに供述を無理強いしているとかいうことがあるならば、それははっきり言ってく

ださい。違うんだったら違うって言ってください」「私は何度も言ってますけど、嘘の自白、

嘘の否認も嫌です。実はあなたは本当のことが喋れてないってことはないですか、弁護人と

うまく相談できてないってことはないですか ?」などと、自らが K 氏の供述を歪めていな

いかを確認している。

しかし、これらの取調官の努力は、残念ながら全く奏功しなかった。
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板金捜査は構造上「取調対象者の供述を歪める」リスクを内包しており、取調官個人の「供

述を歪めまいという努力」程度でどうにかなるようなものではないのである。上記 1 のと

おり、長時間の取調べは、取調対象者を大きく圧迫し、しばしばその供述を捻じ曲げる。取

調官がどれほど注意しても、取調官と取調対象者の圧倒的な力関係の差は変えられない。そ

して、取調べのゴールを「取調対象者のありのままの供述を調書に残す」ことではなく「取

調対象者に真実を語らせ、反省させ、その供述内容を裁判官に分かりやすく整理して調書に

残す」ことに設定する限り、取調官の有する見立てや関係者の供述内容が取調対象者の供述

内容自体に大きく影響を及ぼすことになるのである。

４ 　可視化の中での供述の強要 ･歪曲

⑴　総論　

長年、長時間取調べに対しては、「密室内で取調対象者に自白が強要されている」等の批判

がされてきた。

これに対する対策として、取調べの可視化、例えば取調べを録音録画し取調べ内容の事後検

証を可能にすることで供述強要等の違法不当な取調べを未然に防止すべきであるという提言が

なされ、2006 年には被疑者取調べの録音録画の試行が開始された。録音録画の試行範囲は徐々

に拡大し、2019 年 6 月にはついに一部の取調べの録音録画の義務化が施行された。

一部義務化から約半年後の 2019 年 12 月、K 氏 ･Y 氏に対する取調べが行われた。可視化さ

れた取調べの中では、上記のような供述の強要 ･ 歪曲が行われていた。

何故、このようなことが生じたのであろうか。

⑵　録音録画への慣れ

第一に、人間は、カメラに慣れてしまう。取調べの録音録画については、従前、「被疑者が

録音録画に萎縮して自由な供述を行えなくなる」とか「取調官が、録音録画を意識してしまい、

本来当然許容される説得や追及に及び腰になる」等の批判がされてきたが、映画監督 ･ 周防正

行氏は、「カメラの存在なんて、数分で忘れてしまう」と指摘していた（なお、同氏は、取調

べの録音録画の初の義務化を決めた法制審議会の特別部会の委員である。）この指摘のとおり

である。

⑶　「許容される取調べ」に関する感覚の乖離

第二に、捜査機関とそれ以外で、「許容される取調べ」の下限が乖離していると思われる。

上記付審判決定において、裁判所も、「捜査官による取調べは真実追及の場面であり、厳し

く被疑者に迫るのは当然のことであるとの考えが、捜査の一翼を担い、被疑者取調べを担当す

る検察官に根強く残っている」「本件（注 :K 氏に対する問題ある取調べ）は（取調官）個人
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の資質や能力にのみ起因するものと捉えるべきではない。あらためて今、検察における捜査 ･

取調べの運用の在り方について、組織として真剣に検討されるべきである」と検察組織全体に

対して、苦言を呈している。

⑷　録音録画を用いた事後検証の実施の困難

第三に、録音録画を用いて取調べ内容の事後検証を行うことは実は容易ではないのである。

理由の一つは、取調べ時間の長さである。逮捕から起訴までの 21 日間に実施された取調べ

の合計時間は、K 氏が 74.5 時間、Y 氏は 70.5 時間である。これらの録音録画を全て視聴する

だけで、膨大な時間がかかる。

特に、被告人自身の取調べの録音録画であれば、問題となる箇所が大体本人の記憶によって

特定できることが多いであろうが、共犯者の取調べに問題があったかを調べるには、基本的に

は録音録画を一から全てチェックするしかない。

なお、被告人自身の取調べの録音録画であっても、問題となる箇所が直ぐに特定できるわけ

ではない。例えば、Y 氏は、自身の公判の被告人質問で「自分の取調べの録音録画を何度も何

度も確認したが、自分が泣きながら取調官に訴えかけた場面が見当たらない。録音録画自体が

加工されていないか不審に思っている」と供述した。これを聞いた公判担当検察官は激高し「検

察が録画データを改竄したなどという事実はない。映像が編集されていないことを示すために、

録音録画を全て（70.5 時間分）証拠請求する」と主張した。裁判長が「Y 氏が問題としてい

る場面が録音録画に残っていないことは、Y 氏自身が認めている。録音録画を取り調べても意

味がないのでは」と述べたものの、検察官は譲らなかった。ところで、この Y 氏の被告人質

問が実施された時点で、山岸氏の弁護団は Y 氏の取調べの録音録画の反訳をほぼ終えていた。

そして、この期日を傍聴していた山岸氏の弁護人は、Y 氏が「見つからない」と言っていた取

調べ部分がどの日の取調べを指しているか特定できた。Y 氏は、 8 日の取調べを 14 日の取調

べと取り違えており、専ら 14 日の取調べの映像を確認していたため、自身が探している取調

べ場面（ 8 日）を見つけることが出来なかったのである。

もう一つの理由は、取調官と取調対象者の会話における黙示の前提を、録画視聴者が必ずし

も共有していないことである。長時間相対している取調官と取調対象者の間では、意思疎通に

あたって、指示語が多用されたり言葉の一部が省略されたりする。しかし、例えば、「ほらこ

の前の」「あ～あれか」というような会話を聞いても、録画視聴者には何を指しているのか分

からない。事案が複雑である程、会話の分かりづらさは増大する。あるいは、取調官と取調対

象者が一緒に確認している書類を、録画視聴者は見ることができないため、書類内容に関する

両者のやりとりの中身を把握しきれない。

そして、録音録画による事後検証の困難さは、捜査機関の「取調べが録音録画されても、問

題になることは多くない」という意識を生み、従前の取調べのやり方が温存されるのである。
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5　改革の必要性

「プレサンス元社長えん罪事件」は、長時間取調べが生んだ数多の悲劇を繰り返させるまいと

して取調べの録音録画を実現させた先人の努力の恩恵を受けて、雪冤を果たすことが出来た。

しかし同時に、この事件は、取調べの録音録画の限界もまた明らかにした。録音録画は、長時

間取調べの弊害の実効的な抑止策の一つではあっても、根本的な解決策にはならないのである。

さらに言えば、取調べの録音録画を最大限活用できたのは、えん罪被害者である山岸忍氏の潤沢

な資力と何としても濡れ衣を晴らすという不屈の精神と強運があってこそであり、一般的な被告

人が山岸氏同様に録音録画を十全に活用することはおそらく困難である。

取調べの録音録画対象の拡大は勿論、今後、更なる改革を行う必要がある。　

以　上

（注）�Y 氏は、12 月 8 日に山岸氏の関与を認めたものの、12 月 16 日（山岸氏の逮捕日）に従

前の供述を撤回し、再び山岸氏の関与を否定するようになった。

 �Y 氏の取調官は、この供述の撤回を受けて直ぐに取調べを中断し、主任検察官に対し撤回

の事実を報告すると共に山岸氏の逮捕中止を進言したが、結局山岸氏の逮捕は決行された。

その後、取調官は、訂正の調書（山岸氏の関与を認めた従前の調書の内容を訂正する旨の

Y 氏の調書）の作成を進言したが、この進言も容れられず、山岸氏の関与を否定する内容

の Y 氏の調書は作成されないまま、山岸氏の起訴に至った。
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第 2章　日本における可視化・立会い捜査弁護実践について

第 1　総論

１　在宅事件における立会いの有効性

まず注目されるのは、在宅事件における弁護人立会いの有効性である。在宅事件の場合、被

疑者が身体拘束を受けていないため、弁護人が取調べ過程にアクセスしやすいという環境上の

利点がある。実際の事例としては、例えば、弁護人が任意同行の段階で取調べへの立会いを要

請したところ、警察によって正式な立会いは拒否されたものの、弁護人が取調べ室前に待機し、

開始直前に黙秘権の行使について助言を行った結果、被疑者は一貫して黙秘を貫き、調書は作

成されなかったなどの報告もある。このように、弁護人の関与は、被疑者の黙秘権行使を現実

に可能にする大きな役割を果たしている。

さらに、立会いあるいは準立会いによって、被疑者が「孤独な心理的圧迫」から解放される

という点も重要である。取調べは通常、捜査官と被疑者の「一対一」の構造で進行するため、

被疑者は精神的に極めて不利な立場に置かれる。

しかし、弁護人がそばにいる、あるいは近くで控えているという事実自体が心理的支柱とな

り、被疑者が不安や恐怖に駆られて虚偽自白をするリスクを大幅に軽減する効果が確認されて

いる。これらの事例は、在宅事件における立会いの実効性を示すものであり、将来的な制度化

にあたっては「まず在宅事件から立会いを認める」という段階的導入モデルを正当化する論拠

となり得る。

２ 　身体拘束事件における限界と課題

これに対して、身体拘束事件、すなわち逮捕・勾留中の被疑者に関する取調べでは、立会い

実現の障壁が極めて厚い。現行実務においては、弁護人が立会いを申し入れても、警察・検察

は「真相解明機能を阻害する」などの理由で一貫して拒否するのが常態化している。これによ

り、拘束下の被疑者は、もっとも人権侵害の危険が高い局面において、最も弁護人の援助を必

要とするにもかかわらず、その援助を得られないという深刻な矛盾が生じている。

しかし、事例分析からは、立会いが拒否されたとしても、弁護人による立会い申立てが全く

の無駄ではないことが分かる。たとえば、立会いが拒否された記録や申立ての痕跡が後に公判

において証拠として提出され、長時間取調べや深夜取調べといった違法・不当な取調べの存在

を立証する手がかりとなったケースが報告されている。

このように、立会いが不可能であっても「立会いを求め続ける」という弁護人の行動自体が、

違法取調べの摘発や証拠排除の契機となり得るのである。つまり、身体拘束型事件では全面的

な立会い実現は依然として困難であるものの、立会い申立ての継続が制度改革のためのデータ

を蓄積する実践的意義を持つことが明らかとなった。
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３ 　準立会いの実践的効果

制度的に正式な立会いが拒否される中で、弁護士が取調べ室前に待機する「準立会い」が一

部で実践されている。この準立会いには限定的ながらも一定の効果が確認されている。

第一に、取調べ慣行の改善効果である。実例では、弁護士が警察署に待機して抗議を繰り返

したことで、それまで深夜まで続けられていた取調べが午後 9 時で打ち切られるようになっ

た事例が報告されている。このことは、弁護士が「見ている」という存在感自体が捜査官の行

動を抑止する「間接的監視効果」を持つことを示している。

第二に、準立会いは被疑者に対する心理的支援を提供する。取調べ直前・直後に弁護士と接

することで、被疑者は孤独感から解放され、自らの供述方針を改めて確認することができる。

このような支援は、黙秘権行使の徹底を可能にし、結果として調書未作成や早期釈放につながっ

たケースも存在する。

もっとも、準立会いには明確な限界もある。弁護士が取調べの内部に立ち入れないため、違

法な取調べ手法が実際に行われている場面で即時に介入して抑止することはできない。した

がって、準立会いはあくまで過渡的な方策であり、最終的には正式な立会い制度に発展させる

ことが不可欠である。

４ 　弁護士会による「準立会い」運動

大阪弁護士会が公式に「取調べ立会い申入書」の雛形を作成し、会員弁護士が事件ごとに使

用することができる態勢を構築している。このとおり、拒否されても、署内で待機する「準立

会い」を標準化させることを目的としている。複数の弁護士から「被疑者の不用意な自白が減っ

た」と報告例もなされている。

５ 　取調べ立会い実践マニュアルの策定

⑴　マニュアル策定の背景

取調べ立会いは日本の刑事司法制度において明文規定が存在せず、実務的には警察・検察

が一貫して拒否する状況が続いている。そのため、弁護人が立会いを実践するにあたっては、

統一的な行動指針が欠けているという問題があった。こうした状況を受け、日弁連は 2010

年代後半以降、各地の実践事例を収集・分析し、その成果を体系化して「取調べ立会い弁護

実践マニュアル」を作成した。このマニュアルは、弁護士が取調べ現場で直面する様々な課

題に対応するための行動規範を提示している。
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⑵　マニュアルの構成と内容

①　取調べ前の準備

・黙秘権・供述拒否権の徹底説明

弁護人は取調べ前に被疑者に対し、憲法38条および刑訴法198条の趣旨を具体的に説明し、

黙秘権を行使することが防御権の核心であることを理解させる。

・取調べ手法への警戒喚起

誘導尋問、虚偽情報の提示、利益誘導、不当な長時間拘束など、違法・不当な取調べ手法

が存在することをあらかじめ被疑者に説明し、抵抗の準備を整える。

・供述態度の確認

黙秘を貫くか、部分的に供述するかといった供述方針をあらかじめ整理し、弁護人と被疑

者の間で統一した戦略を立てる。

②　取調べ中の対応

・弁護人の役割

弁護人は単なる「傍聴者」ではなく、被疑者の権利を守る積極的役割を持つことを前提に

している。取調べの中で違法・不当な行為があれば即座に抗議・中止要求を行うことが推奨

されている。

・助言のタイミング

被疑者が動揺した場合や誘導尋問が行われた場合には、適切に発言を止め、黙秘権行使を

助言する。助言は短く的確に行い、被疑者の権利行使を実効化することが目的とされる。

・取調べ官との交渉

取調べ時間の制限や休憩の確保について弁護人が要求できることを明示し、とりわけ深夜

取調べや長時間取調べを防ぐため、弁護人が抗議・記録化することを求めている。

③　取調べ後の対応

・内容の確認

弁護人は取調べ終了後、被疑者と即時に協議し、調書内容と実際の取調べ状況を照合する。

・違法性の記録化

不当な取調べが行われた場合、その詳細を「取調べ立会い報告書」として記録し、後の公
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判で証拠排除を主張する際の基礎資料とする。

・次回への備え

被疑者に対して「次の取調べでも同じ態度を維持する」ことを確認し、心理的支援を行う。

⑶　マニュアルの意義

①　統一基準の提示

弁護人立会いが制度化されていない現状において、弁護士ごとに対応が変わることを防ぎ、

全国的に統一された行動基準を確立した。

②　弁護活動の実効化

黙秘権の形式的説明にとどまらず、「どうやって黙秘を貫くか」「不当取調べに直面した際

にどう抗議するか」といった実践的対応を細かく指示している。

③　証拠排除の基盤整備

立会い中の観察記録や報告書は、公判段階での違法取調べ立証に役立ち、供述調書の証拠

能力を争う上で重要な武器となる。

④　国際基準との接続

欧米諸国の立会い実務を参考にし、日本型立会い制度を構築するための橋渡しとなってい

る。特に「弁護人は黙って座っているだけではなく、被疑者の防御活動を能動的に支えるべ

き」という姿勢は、国際人権基準に沿った発想である。

⑷　マニュアルの限界と課題

もっとも、このマニュアルには限界も存在する。

第一に、制度上立会いが認められていないため、弁護人が現場で抗議や介入をしても、捜査

官がこれを強制的に排除する可能性がある。

第二に、弁護人の役割が積極的に設定されている一方で、実際に立会いを許容しない現場で

は机上の指針にとどまりかねない。

第三に、マニュアルが全国的に普及しても、立会い自体が法制度として確立されない限り、

実効性は限定される。

⑸　今後の展望

今後は、このマニュアルを基盤に、①模擬取調べを活用した研修の充実、②実際の立会い事
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例のフィードバックによる改訂、③国際的基準との整合性確保、を進めていくことが課題であ

る。実践マニュアルは制度化の代替物ではなく、むしろ制度化を後押しするための「実務的エ

ビデンス」を積み上げる道具としての意義を持つものと考えられる。

⑹　小括

取調べ立会い実践マニュアルは、未だ制度化されていない弁護人立会いを弁護士が実務的に

遂行するための羅針盤である。その内容は、黙秘権行使の支援、違法取調べの抑止、証拠排除

の準備といった多方面にわたり、立会いの意義を具体化している。限界はあるものの、このよ

うな指針の整備こそが将来的な立会い制度の確立を現実化する基盤となるであろう。

以　上

第２　可視化・立会い（準立会い）捜査弁護の具体的実践

⒈　具体的実践事例①

在宅被疑者に対する準立会い捜査弁護の一事例
―被疑者の防御権を実質化する準立会い―

弁護士　拝　地　旦　展

はじめに

憲法及び刑事訴訟法が被疑者に保障する諸権利は、ひとたび密室である取調室に入れば、しば

しば絵に描いた餅となる。圧倒的な力を持つ捜査機関を前に、被疑者は本来負う必要のない義務

までもが当然のように課せられ、その防御権は容易に有名無実化されてしまう。

本稿で報告するのは、このような捜査実務の現実に抗い、在宅被疑者の防御権を実質的に保障

するための一つの実践的アプローチである。いわゆる「準立会い」による弁護活動を通じて、捜

査機関主導の取調べに楔を打ち込み、最終的に嫌疑不十分の不起訴処分を得た事案について、そ

の具体的な経過と考察を報告する。

１ 　事案の概要

当初、A 氏は、知人（以下「B」という）とその連れの男（以下「C」という）が関与した

事件の参考人という立場であった。A 氏が B 宅に滞在していたある日の早朝、警察官が近隣

住民からの通報を受け B 宅に突入し、B 及び C に対して尿検査を実施したところ、覚醒剤の

陽性反応が出て、その場で現行犯逮捕された。A 氏は B 及び C の覚醒剤取締法違反事件の参
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考人として事情聴取に応じることになった。

しかし、後に C が逮捕時に所持していた荷物から大麻リキッドが発見され、科捜研の鑑定

によって陽性反応が明らかになった。B と C が口を揃えて「A が持ってきたものである」と

供述していたところ、A 氏は、麻薬及び向精神薬取締法違反の被疑者として、B らから濡れ衣

を着せられる形で捜査対象とされたのである。客観的物証が乏しく、B と C の供述が立証の

根幹をなす中、捜査の主眼が A 氏からの自白獲得にあることは明らかであった。

２ 　準立会いによる弁護活動の具体的展開

本件における弁護活動の要点は、捜査機関の姿勢に応じて弁護方針を機動的に変化させた点

にある。A 氏は違法薬物の使用歴もなく、事件当日 B らとともに尿検査も受けたが、陽性反

応も出なかった。A 氏は参考人の立場でもあったし、この時点では大麻リキッドが C の荷物

にあったことすら把握できていなかった。私は黙秘ではなく、当日の経緯について改めて A

氏の認識を説明するという方針に決めた。

⑴　当初の弁護方針

最初の取調べに際し、私の方針は、あくまで B と C の覚醒剤自己使用事件の参考人として、

A 氏が体験した事実を説明し、自身は事件に無関係であることを捜査機関に理解させ、裏付

け捜査を促すことを目指すものであった。A 氏は取調べにおいて、事件当日の経緯と違法薬

物に一切関与していないことを説明した。この最初の取調べでは、A 氏が被疑者として扱わ

れることはなかったものの、捜査官は B と C の供述と食い違う部分がある等指摘し、A 氏

への疑念を隠さない姿勢であった。そして後日、科捜研による大麻リキッドの鑑定結果が判

明したことを受け、捜査機関は A 氏に対し、覚醒剤取締法違反ではなく、麻薬及び向精神

薬取締法違反の被疑者として出頭するよう要請してきたのである。

⑵　弁護方針の転換と防御の徹底

大麻リキッドの陽性反応が出た以上、A 氏が逮捕されるリスクは念頭に置く必要があると

考えた。また、B らはそれぞれ逮捕されており、口裏合わせを行うことが物理的に困難であ

るから供述が信用できるとの評価もあり得る状況と思われた。一方、A 氏はすでに事件当日

の経緯・自らの認識について取調べで一通り供述しており、これ以上新たな供述をする必要

もないし、供述できることもなかった。

そこで、私は A 氏と協議の上、弁護方針を「完全黙秘」へと転換した。

もっとも、A 氏は在宅被疑者であったから、逮捕のリスクとどのように向き合うかは非常

に悩ましかった。私は逮捕リスクを回避するために出頭しつつ取調べでは黙秘をするという

方針に決め、その実践を支えるべく「準立会い」による弁護活動を継続した。
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①　取調べへの並走と物理的分断

方針転換後の取調べにおいて、私は A 氏と共に出頭したが、取調室への入室は許可さ

れなかったため、警察署内で待機した。弁護人が警察署内に待機することで、A 氏は即座

に接見できるという安心感を持ち、また同時に捜査機関に対する一定の牽制となり得ると

考えた。取調べは午前中に開始された。取調官からは開始前に「終日を予定している」と

告げられた。取調べ開始後、私は適宜中断を申し入れ、A 氏と取調べ状況を確認する機会

を設けた。A 氏からは、「『トイレで薬物を流したのではないか』などと追及されている。『ご

めんなさいで済む話だ』とも言われた」との報告を受けた。私は、何を言われても黙秘を

継続することを再確認した。

さらに時間が経過し、取調官の追及は厳しさを増していった。「『話さないなら強制捜査

に移行する』『B と C の供述は一致している』と告げられた」とのことであった。私は A

氏に対し、取調官の話自体が真実ではない可能性もあるため、動揺する必要がないことを

具体的に説明した。

このように、取調べを物理的に分断し、その都度弁護人が介入することで、取調官主導

のペースを断ち切り、被疑者が冷静さを取り戻すための時間と空間を確保することが、本

活動の要諦であった。

②　あらゆる防御権の行使

捜査官は、威圧的な言辞のみならず、利益誘導ともとれる発言を繰り返した。

「君の人生を潰すつもりはない」

「在宅捜査の意味を考えろ」

「家族のところや職場に行くことになるかもしれない」

これらの発言は、被疑者を動揺させ、捜査への協力を強いることを目的とするものであ

り、到底看過できない。私は中断の都度、これらの発言が違法・不当な取調べであること

を説明し、黙秘権に限らず、あらゆる防御権を行使することの正当性を繰り返し確認した。

取調官に対しても直接、上記のような発言は違法・不当なものであるから控えるように、

と釘を刺した。

そして、取調官は、A 氏のスマートフォンを任意提出するよう執拗に求めた。「潔白な

ら、こちらで捜査しても何ら都合の悪いことはないだろう。提出できないのは身に覚えが

あるからだろう。」と何度も A 氏に提出を求めた。その度に、A 氏は取調室を退室し、私

と接見をして、取調官から言われた内容を不安そうに説明してきた。私は断固として拒否

する方針を A 氏に説明した。A 氏は「スマートフォン渡さなくても大丈夫ですか。」「逮

捕されたりしないですか。」と心配していた。しかし、関与していないことの証明は不可

能である。A 氏にはスマートフォンを任意提出したとしても、身の潔白が証明されること
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はなく、むしろ悪く勘繰られるだけだから提出しない方が良い、と繰り返し説明をし、A

氏の理解を得た。

また、取調官は、検察庁に事件送致するためには指紋採取及び写真撮影が必要だと執拗

に述べた。これについても、義務ではないから応じる必要はないとその場で助言をし、A

氏は全て拒否した。

さらに、午後には取調官によって供述調書の作成が試みられたが、A 氏は全ての問いに

黙秘した。言うまでもなく、調書への署名押印も拒否した。これに対し取調官は「逃げて

いるのか」などと語気を強めたが、A 氏は最後まで屈しなかった。弁護人が警察署内に待

機し、いつでも相談できるという状況がなければ、こうした捜査機関からの有形無形の圧

力に抗うことは極めて困難であっただろう。

③　人格非難等を含む違法・不当な取調べ

その後の取調べは、人格非難の様相を一層強めた。

「ずっとそうやって逃げているのか」

「自分だけ罪を認めずに生きていくのか」

「お前の魂胆は分かった。親にも言っとけ。突然家に行くからな」

「強制捜査に切り替えるからな」といった具合である。

これらの発言は、真相解明とはかけ離れたものであり、思いどおりに取調べができない

ことへの苛立ちをぶつけているというほかない。弁護人が警察署内で待機している状況下

でさえ、このような取調べが行われた事実は、密室性の問題を一層浮き彫りにしていると

言える。当日の取調べは夕刻に終了した。複数回にわたる警察官による取調べが実施され

たが、私はすべて同行し、準立会い活動を継続した。指紋採取、写真撮影といった任意の

協力要請に対しても、都度取調べの中断を挟んで状況確認をした上で、すべて拒否する対

応を貫いた。

３ 　成果と考察

本件における準立会いを中心とした弁護活動の結果、A 氏が虚偽自白をすることもなく、黙

秘に転じてからは一切の供述をせずに済んだ。本件は検察官に送致された後、間を置くことな

く嫌疑不十分として不起訴処分となった。検察官取調べもなかった。この迅速な判断は、客観

的証拠を欠く中で A 氏に罪を着せようとした B と C の供述が、到底信用に足るものではない

と評価されたことを示している。

⑴　「準立会い」の有効性に関する考察

本件は、取調べ室への立会いが認められない現状において、準立会いという手法が被疑者

の防御権を実質化する上で有効に機能し得ることを示している。その有効性は、以下の三点
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に整理できる。

第一に、被疑者の心理的負担の軽減である。「弁護人が近くにいる」という状況は、密室

で孤立しがちな被疑者の精神的安定に大きく寄与する。

第二に、取調べの物理的分断による防御機会の確保である。頻繁な中断は、長時間の取調

べによる被疑者の疲弊と判断能力の低下を防ぎ、弁護人との接見を通じて冷静に対応する機

会を保障する。本件のように、スマートフォンの任意提出や供述調書への署名押印を拒否す

るといった重要な局面において、その都度法的助言を得て意思を強固にできたのは、準立会

いをしていたからこそである。

第三に、捜査機関に対する事実上の牽制効果である。上記のとおり、弁護人が準立会いを

していても、利益誘導・人格否定・恫喝をされることがある。弁護人がいなければ、A 氏は

どのような取調べを受けたのだろうか。弁護人の存在は、取調官による過度に違法・不当な

取調べを一定程度抑制する効果が期待できる。

⑵　実践上の課題と立会い権の必要性

一方で、準立会いには課題も存在する。準立会いはあくまで「壁の外」からの支援に過ぎ

ないという本質的な限界がある。取調室内の状況を直接把握することはできず、その応答は

被疑者からの事後的報告に依存せざるを得ない。もちろん被疑者が取調べの中断を申し入れ

ることができなかったとしても、弁護人が接見を申し入れるなどして対処をする。

しかし、「もう少しだから、このまま取調べを続ける」等と述べて、取調べを引き延ばす

取調官も一定数存在する。

結論として、本件のような実践は、現行制度下における次善の策として価値を持つものの、

取調べにおける被疑者の権利保障を十全なものとするためには、やはり弁護人の取調べへの

「立会い」を権利として制度化することが不可欠である。捜査機関が立会いを拒む背景には、

違法とまでは言えないまでも、利益誘導や人格非難といった不適切な手法による自白獲得が

困難になるとの思惑が存在することは想像に難くない。録音・録画による事後的な検証機能

だけでは、取調べ中の権利侵害をリアルタイムで防ぐことはできない。その場で被疑者を護

り得る唯一の方法が、立会いなのである。

さらに、近時では取調べ中に被疑者がメモを取ることの可否も重要なテーマとなっている。

自身の供述内容を正確に把握し、弁護人に伝えるためにもメモを取ることは被疑者の重要な

権利であるはずだが、捜査実務ではこれもまた不当に制限されることがある。この点、取調

べでメモを取ることについて、2024 年 3 月 13 日に開催された衆議院法務委員会において、

松下刑事局長は「…メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、

法的な強制力のある禁止ではないというところも、ご理解いただきたいと思います。」と答

弁した。加えて、小泉法務大臣は、「それはご本人の意思を通されるということであれば、



105　第 2 分科会　

Ⅲ　いわゆる可視化条項施行後の取調べの適正化

強制的には止められません。」と答弁した。かかる答弁からしても、取調べにおいてメモを

取ることを禁止する規定はないし、メモを取ることを止めることはできないはずである。

しかし、こうした国会答弁がなされた後も、私が取調べでのメモを申し入れて、取調官がそ

れを認めたことは一度もない。現場レベルでは、被疑者のメモを取る権利は全く保障されてい

ない。弁護人の立会いが実現すれば、弁護人によって取調べ内容を記録することができる。取

調べ内容の記録という意味でも、弁護人の立会いは非常に重要である。

おわりに

刑事弁護活動、特に捜査段階におけるそれは、被疑者・弁護人と捜査機関との間の圧倒的な力

の非対称性を前提とする。本件における準立会いの実践は、その非対称性を少しでも緩和し、被

疑者が憲法上の権利を実質的に行使できるよう支援する試みであった。

このような実践例の共有を通じて、冤罪の温床となる取調べの密室性を打破していく必要があ

る。本報告が、弁護人の取調べ立会権の実現に向けた議論の深化に、ささやかながらも貢献でき

れば幸いである。

⒉　具体的実践事例②

事　例　報　告

弁護士　城　使　洸　司

１ 　はじめに

これまで多くの事案で取調べへの立会いを捜査機関に申し入れてきた。捜査機関は取調べ室

内に弁護人を入れることについて抵抗する。しかし、特に在宅事案の場合に警察署・検察庁ま

で同行し、適宜取調べを中断し、弁護人と面会する機会を設けることは当然にできるし、実際

に数多くの実践例が積み重ねられている。

被疑者の黙秘権（憲法 38 条 1 項）や供述の任意性を実質的に保障するためには、弁護人が

その専門的知見をもって、取調べの過程で被疑者を継続的に援助することが不可欠である。そ

の最も効果的な方法が、取調べへの「立会い」である。立会いが認められれば、弁護人は捜査

官による不当な誘導や威圧を即座に制止し、被疑者が真意に反する供述を強要される事態を防

ぐことができる。

しかし、捜査機関が立会いを拒否する例は未だに多い。その場合の次善の策として、弁護人

が警察署や検察庁の庁舎内に待機し、一定時間ごとに取調べを中断させて被疑者と協議する「準

立会」という弁護実践が重要性を増している。これは、取調室内での立会いには及ばないもの
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の、弁護人が取調室に近い場所で待機しているという事実が捜査官への心理的な牽制となると

ともに、被疑者が孤立無援の状況に陥ることを防ぐ重要な弁護活動である。

本稿では、当職が担当した事件の中から、この「準立会」を実践し、本人の権利擁護と更生

支援という二つの側面から良好な結果を得ることができた 2 つの事例を報告する。

２ 　報告事例 1　−ストーカー規制法違反被疑事件−

⑴　事案の概要　

本件は、依頼者が同じ職場の職員に対して付きまとい行為をしたとして、ストーカー行為

等の規制等に関する法律違反の容疑で在宅捜査を受けた事案である。依頼者は事実関係を概

ね認めていた。依頼を受ける前にも取調べが行われており、その際に作成された供述録取書

には一部本人の認識と異なる内容が含まれたが、訂正に応じてもらえないなど問題のある取

調べが行われていた。そのため、自身の行為の悪質さを過度に強調するような誘導に乗って

しまい、事実に反する、あるいは自身に著しく不利益な内容の供述調書が作成される危険性

が非常に高い状況であった。

⑵　弁護活動　

本人から依頼を受けた直後、担当の警察署に対し、取調べの可視化・立会申入書を提出し

た。同書面においては、取調べの全過程の録音・録画と弁護人の立会いを求めた。さらに、

仮に立会いが認められない場合であっても、最低限、30 分に一度は取調べを中断し、警察

署内で待機する弁護人と依頼者が協議する機会を確保するよう、準立会の実施を申し入れた。

しかし当初、担当捜査官はこれらの申入れを無視し、弁護人に連絡することなく、本人に

直接電話をかけ、弁護人抜きで一人で出頭するよう要請するという、弁護人選任権を侵害す

る極めて不当な対応をとった。これに対し、直ちに抗議書を警察署長宛てに提出して抗議す

るとともに、今後の全ての連絡を弁護人を通じて行うよう改めて要求した。以後、警察官は

日程調整等は全て弁護人を通じて行われることとなった。

取調べ当日、本人と共に警察署へ出頭した。本人が取調室へ入った後、庁舎内の待合室で

待機した。申入れでは 30 分ごとの中断を求めていたが、実際には 30 分から 1 時間ごとに

取調べを中断させ、その都度、取調べの状況について詳細な協議を行った。その中で、「捜

査官はどのような言葉で質問してきたか」「それに対して、具体的にどう答えたか」「供述調

書には、今話した内容が正確に記載されているか」といった点を一つ一つ確認し、捜査官の

質問の背景にある意図を解説した。そして、曖昧な記憶に基づいて安易に断定的な供述をし

ないこと、理解できない質問や納得できない調書の記載に対しては、その場で訂正を求める

か、安易に署名押印しないことなど、具体的かつ実践的なアドバイスを続けた。

さらに、本件では刑事弁護と並行して、本人が内省を深め、再犯に至らないための根本的
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な解決を図ることが不可欠であると考え、専門のカウンセラーによるカウンセリングを受け

る機会を設定した。そして、カウンセリングの経過や、本人が自身の問題行動の根源と真摯

に向き合い、具体的な更生計画を立てて努力している状況を詳細に記載した報告書を作成し、

担当検察官に提出した。

検察官の取調べにも同行した。

⑶　結果　

検察官は、カウンセリングを通じて再犯防止に向けた具体的な取り組みを真摯に行ってい

る事実を踏まえ、本件を不起訴処分（起訴猶予）とした。

⑷　本事例の意義　

本事例では、準立会いを実施したことにより、本人と都度協議して助言することで、不利

益な調書の作成を防ぐことができた。さらに、カウンセリングという社会内での更生支援へ

と繋げ、そのプロセスと成果を検察官に提示するという、活動によって、不起訴処分という

結果に、結びついた。

３ 　事例報告 2　−詐欺等被疑事件−

⑴　事案の概要　

本件は、複数の共犯者が関与する組織的な詐欺事件の捜査過程で、本人は、夫が組織的な

詐欺に関わっており、自らの名義を提供したり、収益の一部を受け取っていることから、共

犯であると疑われ、被疑者として取調べを受けることになった。このような事案では、本人

が自身の認識と異なる事実まで認めてしまったり、他の共犯者との関係で自己に不利益な供

述を誘導されたりする危険性が極めて高い事案であった。

⑵　弁護活動　

受任後すぐに、担当警察官と検察官に対し、取り調べの全過程の可視化と弁護人の立会い

を求める申入書を提出した。書面では、取調べは心理的圧迫が大きく、特に本件のように複

雑な事実関係が対象となる場合、弁護人の援助なくしては、本人が記憶に基づき正確な供述

を尽くすことは困難であると主張した。

申入れの後、警察官による取調べは行われず、検察官から取調べに応じて欲しいという要

請があった。取調べ室への立会いは認められなかったものの、弁護人が検察庁の庁舎内に同

行し待機すること、そして、取調べの途中で適宜中断し、本人と協議する時間を設けること

（準立会）になった。

取調べ当日、本人と検察庁へ同行した。本人が取調べを受けている間、検察庁の待合室で
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待機し、約 30 分から 1 時間ごとに取調べが中断し、本人から聴取内容や自身の応答につい

て詳細な報告を受けた。

なお、事前の本人との打ち合わせでは、逮捕リスクを避けるために取調べに応じて一定の

供述をすることとしていたが、供述録取書への署名・押印には応じない方針を確認していた。

取調べ当日には、検察官が本人に対して供述録取書への署名・押印を求めたが本人が拒否

したところ、その理由を問いただすという場面があった。そのことを本人から聞いた当職は、

検察官に対し、署名・押印には応じないと伝えると、検察官は、署名・押印はしてもらわな

ければならないと述べた。署名・押印をする義務があるということなのか、あるというので

あればいかなる法的な根拠に基づくものなのか説明するように求め、義務がないのであれば

拒否すると伝えた。すると検察官は、供述録取書の末尾に、弁護人が署名・押印を拒否する

と述べたので本人の署名・押印がない旨記載してよいかと問うてきたので、構わないと伝え

た（実際に記載されていたようである）。

⑶　結果　

弁護人が物理的に近接した場所で待機し、いつでも専門的な助言を受けられるという状況

は、本人にとっては心理的な安定に繋がったと思われる。その結果、本人は検察官の追及に

対しても過度な緊張や混乱に陥ることなく、自己の記憶の範囲内で正確に供述することに集

中できた。

なお、終局処分は不起訴となった。

⑷　本事例の意義　

本事例からは、捜査の最終段階である検察官による取調べにおいては特に、準立会という

弁護実践が極めて有効であることが分かる。特に、複雑な組織犯罪においては、本人の記憶

も曖昧であったり、混乱していたりすることが少なくない。そのような状況下で、弁護人が

適時に介入し、法的な観点から事実関係を整理し、供述内容を吟味する作業を共に行うこと

は、単に被疑者の権利を守るだけでなく、客観的な事実に即した正確な調書を作成するとい

う、検察官の利益にも合致するはずである。これは、弁護人の取調べへの関与が、捜査の妨

害どころか、むしろ適正な捜査の実現に資するものであることを示すものと言える。

４ 　結語

今回報告した 2 つの事例は、いずれも弁護人の完全な立会いが認められたものではない。

しかし、準立会という形であっても、弁護人が取調べの場に物理的に近接し、いつでも被疑者

に助言を与えられる態勢を整えることで、密室での取調べがもたらすリスクを相当程度軽減し、

被疑者の憲法上の権利を実質的に保障することが可能となることを示していると言える。
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もちろん、準立会はあくまで次善の策であり、本来的には、憲法が保障する弁護人の援助を

受ける権利、黙秘権の当然の帰結として、取調べへの弁護人立会いが全面的に認められるべき

である。

個々の事件においては、まずは取調室内での立会いを、それが叶わない場合でも準立会をと、

粘り強く求め続ける必要がある。一つ一つの実践の積み重ねが、取調べへの弁護人立会いを権

利として明確に保障する法改正へと繋がっていくと思われる。

以　上

⒊　具体的実践事例③

捜査弁護における取調べ立会・準立会の具体的実践

弁護士　平　岡　百　合

１ 　取調べに対する立会・準立会の実践件数

私は、これまで刑事事件を 100 件近く受任してきた。そのうち、捜査段階で取調べに対し弁

護人立会を求めた事件は 13 件ある。弁護人立会を求めた事件は、いずれも在宅事件に限られ

る（勾留請求却下・取消事例を含む）。罪種は、窃盗罪や迷惑防止条例違反（盗撮・痴漢）等、

比較的軽微な犯罪が多いが、強盗致傷罪で勾留請求が却下された事例もある。管轄の警察署は、

東京都、埼玉県、大阪府の各警察署である。これら弁護人立会を求めた事件のうち、事実上弁

護人立会が認められた事例は 1 件、その他は、弁護人の準立会にとどまった。

以下、事実上立会が認められた事例 1 件と準立会が認められた事例 1 件を報告する。

２ 　報告事例

⑴　事実上立会が認められた事例（埼玉事例）

本件は、依頼者が、通勤中の駅構内で、女子中学生のスカート内にスマートフォンを差し

向け、同スマートフォンのカメラ機能で撮影したという迷惑防止条例違反（盗撮）事件であ

る。依頼者は、駅構内で駅員に声を掛けられ、その場に駆け付けた警察官に逮捕された。私

は、逮捕当日、依頼者と接見をした。その上で、翌日、勾留の必要がないことを示す意見書、

身元引受書をそろえたうえで、裁判所に対して勾留請求却下を求めた。しかし、勾留決定を

されてしまった。そこで、さらに必要な聞き取りや調査を進め、勾留決定に対する準抗告を

申立てたところ、準抗告が認容され、同日釈放された。なお、依頼者は、本件の 1 年半前に、

迷惑防止条例違反（痴漢）で、懲役 3 年執行猶予 5 年の有罪判決を受けており、執行猶予
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期間中の再犯であった。

在宅捜査に切り替わった後、被害者との間で示談が成立したため、示談書と示談経過報告

書を担当検事に提出をした。その後、担当刑事から、取調べの出頭要請があった。そこで、

私は、取調べに立会を求める要望書を作成し、担当検事宛に送付した。そうしたところ、担

当刑事から連絡があり、これまで取調べに対する弁護人立会が認められた事例があるのか問

い合わせを受けた。私は、全国的には、取調べに対する弁護人立会が認められている事例も

あると回答するとともに、依頼者には精神疾患があり、取調べに対して誘導的に応じてしま

うおそれがあるので、弁護人が取調べに対し立会をすることで本人をサポートすることが必

要不可欠であると述べた。すると、担当刑事から、取調べではなく任意聴取という形で、弁

護人の同席を認めると回答を得た。担当刑事は、取調べに弁護人が立ち会うことを前例とし

て残したくなかったため、任意聴取という形にしたと考えられる。事実上、取調べに立会が

認められたのと同然である。

取調べ当日、依頼者と共に警察署へ出頭した。依頼者には、事前の打合せで、本件以外の

余罪については黙秘するようアドバイスをしていた。警察署につくと、依頼者と共に取調室

に通された。取調べ室は、狭い空間で、依頼者の横に弁護人が座る椅子が用意されていた。

しかし、弁護人が椅子に座ると取調室の扉が閉まらず、扉を開けたまま取調べが行われた。

取調べでは、まず、担当刑事から、依頼者の携帯電話内に保存されていた写真について確

認が行われた。本件以外の盗撮写真も含まれていた。私から、担当刑事に対し、その場で、

本件以外の写真については確認をしないので見せないよう申し入れた。申し入れた結果、そ

れ以上の写真の確認は行われなかった。その後、本件以外の余罪について取調べが行われた。

依頼者は、事前の打ち合わせ通り黙秘をし、取調べは 5 分程度で終了した。しばらくした後、

検察庁でも取調べが行われた。検察庁では弁護人の立会が認められなかった。しかし、被害

者と示談が成立していることや病院での通院治療を継続していることを踏まえ、不起訴処分

となった。

⑵　準立会事例（大阪事例）

本件は、依頼者が、関係機関主催のイベントを中止させるため、爆破予告を行い、前記イ

ベントを中止させたという威力業務妨害罪で逮捕・勾留された事件である。依頼者が関係機

関に爆破予告を行ったのは 1 件のみではなく、複数の余罪があった。捜査段階では、本件

被疑事実についてのみ供述し、余罪に関しては黙秘する方針を取った。その結果、依頼者は、

満期日に本件のみで略式裁判の請求をされ、同日罰金を納付し、釈放された。

依頼者は、釈放翌日、担当刑事から、出頭要請を受けた。略式裁判に付された事件に関し

て追加の取調べなのか、余罪に関する取調べなのか、事前にはわからなかった。仮に、余罪

に関する取調べであれば、出頭拒否をすることで、逮捕されるリスクがある。逮捕勾留によ
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る身体拘束が長引けば、依頼者の社会生活に大きな支障が生じる。そこで、逮捕リスクを避

けるため、出頭に応じることとした。私は、事前に依頼者と取調べに対する対応を相談し、

逮捕勾留された事件について経緯や被害弁償の進捗に聞かれた場合は供述をし、それ以外の

余罪については黙秘するようアドバイスをした。その上で、担当刑事に連絡を取り、取調べ

に対する弁護人の立会を申し出た。しかし、担当刑事からは、取調べへの立会は応じられな

いと回答を受けた。そのため、依頼者と共に警察署に出頭し、30 分毎に休憩を設け、弁護

人と相談する機会を確保するよう（いわゆる準立会）を求めた。

取調べ当日、私は依頼者と共に警察署に出頭した。依頼者が、担当刑事から取調べを受け

ている間、警察署内の待合室で待機した。しかし、30 分経過しても依頼者は取調室から出

てこない。そこで、 1 時間ほど経過した後に、警察署の受付担当から担当刑事に連絡を入

れてもらい、取調べを中断するよう申し入れた。

依頼者は、取調べ室から出てくると、本件の経緯について聞かれているのか、余罪に関し

て聞かれているのか区別がつかないまま、刑事の質問に答えてしまったという。依頼者は混

乱しており、精神的に疲労している様子であった。その後、明らかに余罪に関する取調べが

始まったので、黙秘をしたが、担当刑事からなぜ黙秘をするのかしつこく聞かれ続けていた。

そこで、依頼者に対し、これまで述べてきたこと以上に話すことはない、黙秘をすると答

え、それ以上のことを担当刑事から聞かれても答えないようアドバイスをした。担当刑事の

取調べが再開し、依頼者が前記のアドバイスの通り対応すると、その日は取調べが終了となっ

た。しかし、担当刑事から、再度別の日に出頭するよう求められた。私は、何度出頭要請さ

れても黙秘する方針に変わりはないと伝えたが、日を変えて取調べに応じる可能性があるの

で、本人を説得する必要があると言って態度を変えなかった。そこで、略式裁判の請求をし

た担当検事と連絡を取り、警察から余罪に関する取調べを受けていることを伝えた。その上

で、釈放翌日に、余罪に関する取調べが行われていることからすると、略式裁判の際、余罪

に関しても判明していたはずである、判明していたのであれば同時処理をすべきであった、

仮に余罪について取調べに応じないことを理由に逮捕をするのであれば、正式裁判を請求す

ることも検討すると伝えた。

その結果、担当刑事からの取調べは中止になり、逮捕されることもなかった。

３ 　結語

ここまで、 1 件の立会事例と 1 件の準立会の事例を報告した。これまで、取調べに対する

弁護人の準立会を実践してきて、多くの依頼者から、弁護人の付添いがあって安心できたと感

謝の声をいただいている。しかし、準立会だけでは不十分である。取調べに対して弁護人が立

会った事例では、担当刑事の違法な誘導や、依頼者にとって不利な誘導があった場合、即座に

弁護人から中止を求めたり、依頼者に対しアドバイスができるのに対し、準立会では、即座に
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中止を求めたりアドバイスをすることはできず、依頼者がその場で判断するほかない。特に、

2 件目の報告事例のように、一部黙秘をし、一部供述のアドバイスをする事例では、依頼者

が何について聞かれているのか判断がつかないまま、その場で、担当刑事の取調べに応じて

しまう事例も少なくない。そういった問題を解決するためには、 1 件目の報告事例のように、

取調べに弁護人の立会が認められるのが望ましい。　

以　上

⒋　具体的事例④

事　例　報　告

弁護士　片　山　和　成

１ 　取調べに立会った事例（銃刀法違反）

⑴　概要

・結果　身体拘束なく、不起訴処分

・準立会回数　初回の立会後、 3 回程度

・待機場所　近所のコンビニ　

・調書の作成　あり（ 2 通）

・方針　供述

⑵　具体的経過

依頼者は 30 代男性。午前 7 時過ぎ、依頼者は、突然、複数の捜査員から自宅の捜索を受

けた。同日午前 9 時ごろ、私宛連絡があった。「警察が来て、携帯やパソコン全部持って行

かれたんです…。今から警察署に来いと言われました。どうしたらいいですか。」とのこと

であった。まず、押収品目録交付書記載の被疑罪名を聞くと、被疑罪名は銃刀法違反（後に

捜査官に確認したところ「模造拳銃所持等」）とのことで、家にあるモデルガンだけでなく、

パソコンやスマホなど全てを押収された、と言う。彼は、パソコンやスマホなしで、どのよ

うに生活していけばいいのかと、ほとほと困り果てた様子であった。私は、（正直、一体何

をしでかしたのか…という気持ちを抱きながら）依頼者に対し、警察署には午前 10 時 30 分

なら行けると伝えるように言った。

依頼者とは警察署前で午前 10 時 20 分に待ち合わせた。宝塚警察署内の受付で、弁護人選

任届にサインしてもらった。



113　第 2 分科会　

Ⅲ　いわゆる可視化条項施行後の取調べの適正化

受付にて担当刑事の名前を伝えたところ、すぐに迎えに来た。弁護人選任届を手渡し、自

己紹介をしたうえで、刑事についていった。私の後ろに依頼者がいたと記憶している。エ

レベーターを上がったあたりで、刑事から「先生もですか ?」と聞かれた。弁護 2 年目で、

そもそも在宅事件ですら初めての経験であった私は、恥ずかしながら、任意捜査なのだから

一緒に話が聞けないわけがあるか、という認識を有していた。そこで、私は咄嗟に、「銃刀

法違反だと聞いてますが、私の知人である彼がどんな悪いことをしたのか確認しないといけ

ないじゃないですか」などと答えた。すると、刑事は「どうぞどうぞ」とのことで、すんなり、

取調べに同席できることになってしまった。後に、私のボスである小坂井久弁護士から（当

時は別の事務所で執務していた）、「奇跡的だな」と評された取調べ立会いが実現してしまっ

た瞬間である。

取調べ室内の椅子が足りず、刑事がパイプ椅子を持ってきてくれた。机があり、入り口側

に刑事、向かい側に依頼者、依頼者の左隣に私が座った。

以下の取調べ立会いの際のやり取りには多少正確さを欠く部分もあるかもしれないが、手

控えを元に、できる限りの再現を試みたものである。

まず、以下のようなやり取りがあった。

刑事「 2 年前にヤフオクで模造拳銃を売ったことがわかりました。銃が黒ければ、材質

によっては違反になります。」

私「（条文をめくりつつ焦りながら）あーそういうことですね。 2 年前の話なんですね !」

などと確認したうえで、即座に依頼者に対し、

私「記憶にないことを適当に推測して言ったらあかんで。」

と、真横からアドバイスをすることができた。

取調べの途中でも、

私「正確に覚えてないんじゃない ? 覚えてないのは仕方がないので、はっきり覚えてな

いって言わないと」などとアドバイスができた。

また、依頼者に対する警察官の、「当時、この模造拳銃を所持していたことは間違いない

ですよね、材質はどのようなものでしたか」などという質問を遮り、

私「証拠物は出てきたのか、買った人と連絡はついているのか」

刑事「購入者とは連絡が付いている。今のところ、物は手元にはないが、あるとは聞いて

いる。」

などの情報収集を行うこともできた。

上記情報を得ることができたことに加え、その場で調べた結果、どうやら、模造拳銃であっ

ても、黒色で、かつ、金属製のものを所持すると違法になる、ということであったので、

私「実物を見せてもらえたら思い出せるだろうけれど。材質とか、あいまいにしか覚えて

ないのであれば仕方がない。覚えていない、とだけ答えたらいいよ。」
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などのアドバイスを行うことができた。

また、私は、刑事の発問と依頼者の回答を適宜メモしていた。後の読み聞かせの際、私も

確認したいので、と真横で一緒に読ませてもらったところ、自分の手控えメモと異なる箇所

が多数あった。私は適宜、「ここ覚えてないって言ってたよね ?」などと読み聞かせ中に訂

正を求めるよう促した。

読み聞かせが進んでいく中、ある記載内容に驚いた。それは以下のとおりである。

<私の手控えに基づく発問と返答>

刑　事「普段から、趣味で色々モデルガンは集めてるんですか」

依頼者「はい、大好きなので、たくさん持っています。」

（趣味としてのモデルガンの話や現在の勤労状況などを確認後）　

刑　事「ところで、このモデルガン、材質とか覚えていますか ?」

依頼者「長期間手元にあった訳ではないので覚えていないです。」

刑　事�（ヤフーオークションのスクリーンショットを示しながら）「あなたの説明文にあ

る材質を前提とすれば、ずっしりとしていたんじゃないですか ?」

依頼者�「この、私が記載した文面からすればそうなりますが、実際にどうだったかは覚え

ていません。」

<供述調書の記載内容>

「私は趣味でモデルガンを収集していたが、このモデルガンは、私が所有している他のモ

デルガンに比べ、ずっしりと重かった。」

前半の質問と、後半の質問には、少なくとも 30 分以上の間隔があった。取調べ前から、

一定程度の供述調書書面案ができあがっていて、それに見合うような質問を細切れに行った

としか考えられない内容である。上記記載を目の当たりにし、さすがの私も堪忍袋の緒が切

れてしまった。

私「こんな調書出来てしもたらどうしようもない。今日のところはサインしないで帰りま

せんか。ただ、また警察に来ることになるかもしれないけど ...」

と刑事の前で提案した。

すると、依頼者は、間髪を入れず、サインをしないで帰る、また来る、という結論に達した。

最初の取調べから半年が経過したころ、警察から依頼者宛、再び呼び出しがあった。私か

ら警察署に連絡し、時間を設定した。

なぜか、上記初回取調べ担当官はおらず、（異動になったとのこと…。）まず、生活安全課

長が現れた。開口一番、「立会いできません、ぶっちゃけて言いますと、逮捕するつもりは

ありませんので…。」と申し向けられた。
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そこで、私は、①いつでも出られる、②少なくとも 30 分に一回は休憩、③取調室内で自

由にメモができる、という条件であれば取調べを受ける、と依頼者の前で提案した。

すると、課長が、「先生と話がしたいので一旦本人は出てください。」と述べ、依頼者を一

旦退席させた。課長は、捜査の秘密を理由に、③を頑なに拒否したのであった。

そこで私が、

・数年前の話なので記憶があいまいであり、誘導のおそれがあること

・初回取調べの供述調書作成経過もあり、取調べに不安を感じていること

・依頼者が安心して正確に供述ができるのであれば、警察にとっても利益

・メモができないのなら、一つの発問ごとに外に出る意向であること

などと申し向けたところ、メモが許容された。

その後、同条件で 3 回程度、警察署で取調べを受ける際に同行した。計 2 通の調書を作

成した旨聞き及んでいる。

私は、徒歩数十秒のコンビニで待機し、依頼者からの電話連絡を待ち、その都度依頼者の

相談を受け、供述内容についてのアドバイスを繰り返し行った。

依頼者は、自宅を捜索されてから半年以上が経過し、精神的にかなり疲弊していた。でき

ることなら早く終わってほしいが、しっかりとした手続きも踏みたい、という悩みを常々私

に述べていた。そこで、取調べ立会いを拒否されたら、私がすぐに相談に応じられるよう近

場で待機する形式による取調べを承諾し、供述調書を作成する、という方針が定まった。適

宜私が相談に応じながらとはいえ、供述調書を作成するのは相応のリスクを伴うと考えたこ

とから、いつも、出頭時間の 40 分前に改札で待ち合わせ、喫茶店で 30 分程度、作戦会議を

していた。

依頼者は、今回の一連の取調べを振り返り、以下のとおりおっしゃってくれた。

「片山先生と少しでも疑問に思う事をリアルタイムで共有できた事で、「調書にサインしな

い」という選択ができましたが、自分一人なら、「早くこんなことは終わって欲しい」とい

う思いから、「ニュアンスが少し違うけどいいかな」と自分を納得させてサインしていた可

能性もあったと思います。

2 回目以降の取り調べについては、残念ながら片山先生の同席は認められませんでした

が、「警察官からの質問と回答を全てメモすること」「答えにくい（どう答えればいいかわか

らない）質問が来た時にはいつでも休憩を取り、弁護士と打ち合わせを行えるようにするこ

と」「30 分に 1 回程度の休憩をさせること」など、同席以外の面で非常に親身になって対

応していただき、私は落ちついて取り調べに応じることができました。」

こう言ってもらえて、弁護人としてはありがたく、うれしく思った。しかし、初回の取調

べの前に、十分に相談時間を確保すべきであるのにできなかったことがそもそも大失敗であ

る。そもそも、立会経験をした当時、取調べへの弁護人立会いがここまで大事であるとは夢
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にも思わず…。今となっては、せっかく警察取調べに立会えたのに、もっと色々な取り組み

ができたのではないかと当時を振り返る次第である。

本件は、無事不起訴処分となった。後日談であるが、全ての取調べが終わった後、警察か

ら、押収物全ての還付の連絡があり、依頼者が警察に赴いた際に確認したところ、警察の捜

査の過程で、本件モデルガンの購入者から本件で購入したとして示されたモデルガンは、「金

色」に塗装されていたとのことであった。

２ 　防犯カメラ映像を視聴した事例

⑴　概要

・結果　不起訴処分

・準立会回数　 3 回程度（検事調べは実施されず）

・待機場所　警察署一階一般待合室

・調書の作成　あり

・方針　陳述書の限度で供述

⑵　具体的経過

とある温泉街娯楽施設の駐車場において、被疑者が運転する車両と被害者が接触したとさ

れた事案である。被疑者には、交通事犯で 2 回略式起訴されており、本件当時は無免許で

あった。事件当時は連休中であり、空き駐車スペースの取り合いが行われていた。被害者が

空きスペースの前に陣取っていたところ、そこに急いで駐車しようとした被疑者車両と接触

した（のではないか）という事案であった。事件当日、被害者が警察に通報し、同日に取調

べがなされ、調書が作成された、とのことであった。「接触」した事実及び被疑者に「過失」

があることを大前提とした、かなり強引な取調べが行われたようであった。

被疑者自身は、初回相談時、接触した覚えはない、当たり屋なのではないか、との認識を

有していた。仮に接触していたとすれば公判請求は免れないのではと考えた私は、捜査担当

刑事宛、上記問題点を指摘し、「可視化及び立会い請求書」を FAX したのである。同時に私は、

事故現場の施設に連絡をし、防犯カメラ映像の有無を確認した。しかし、既に警察に提出し

ており、原データは抹消したとのことであった。

担当刑事からすぐに連絡があり、録音録画はしない、取調べ立会いはできないが、待機室

は準備するので同行することは全く問題ない、ということであった。旅先での事故であり、

遠方であったことから、日程を調整し、被疑者の妻（夫に対する無免許運転依頼被疑事件の

被疑者）とともに数回、現地に赴いた。

取調べが進む中で、とうとう、核心部分である接触の有無の話を次回に聞く、ということ

となった。私が取調担当官に確認したところ、「確実に当たっている、カメラ映像を見たら
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一目瞭然である」旨の返答であった。そこで私は、その場で、被疑者、被疑者の妻及び両人

の弁護人ら全員でカメラ映像を確認したい旨申し入れた。「上司に確認しないと何とも言え

ない」とのことでいったん保留となったものの、後日連絡があり、全員で確認しましょう、

ということとなった。

かくして再び警察署に同行した際、全員で確認した。明らかに接触していた。私は、「当たっ

てるやん !」と思わず声に出してしまった。ただ、被害者は駐車スペースの前に立ち、被疑

者車両の進入をガードしていた状況が確認できたことが最大の収穫であった。

そこで私は、取調べ前に 30 分ほど打ち合わせをしたい旨申し入れ、つい今しがたビデオ

映像を確認したこと、確かに当たっていたことなどに加え、今後自動車を運転するつもりは

ないことを含む反省の弁を供述する方向で話がまとまった。

結果、打合せ内容どおりの調書が作成された。被疑者の妻の方も、二度と運転をさせない

ことを誓う調書が作成されたとのことであった。同日で警察での取調べは終了となり、送致

するので検察官からの連絡を待ってほしい、とのことであった。

その後、検察官から連絡があり、当方から示談進捗状況の報告書を送付したのみで、検事

調べは行われることなく、不起訴処分となった。

理由は、証拠上、駐車場内での短時間・短距離の運転にとどまっていること、被害者には

相応の落ち度があること、幸い、怪我は軽い打撲で済んだことなどを考慮した、とのことで

あった。

３ 　一発問ごとに取調室から出てきてもらい、相談した事例

⑴　概要

・結果　のちに身体拘束、起訴（有罪）

・準立会回数　 1 回

・待機場所　取調室近くの長椅子

・調書の作成　あり

・方針　身上調書のみ作成に応じ、その余は黙秘

⑵　具体的経過

身上調書の作成にはできる限り協力し、被疑事実に関わる質問にはすべて黙秘をする、と

いう方針であった事案である。警察署における取調べに際して、取調室内でメモをすること

にはどうしても応じてもらえなかったことから、一発問毎の退出を取調官に申し入れ、取調

官が了承した、という経緯があった。

実際、 1 時間程度取調べが行われたが、一発問ごとに退出し、発問を確認することがで

きたので、以降の質問にはすべからく黙秘すべきタイミングを見計らうことが可能になった。
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依頼者が取調室内で、以降の質問には全て黙秘しますと述べたところ、取調べが終了した。

しかし、その後一度も呼び出されることなく半年余りが経過した際、逮捕されてしまった。

起訴後、逮捕状請求書添付報告書の開示を受けたところ、上記弁護活動について、色々難癖

を付けられ、逮捕の必要性が高まった理由の一つとされていたことが判明した。

しかしながら、事件の筋があまりにも悪かったことと、その後の捜査経過からすれば、半

年後においては逮捕に至ってもやむなしという状況であった。

４ 　プロポーザル契約について、官民談合が疑われた事件（特捜部事例）

⑴　概要

・結果　身体拘束なく、不起訴処分

・準立会回数　10 回以上

・待機場所　地検 16 階あるいは地下一階など、取調室の同フロア別室

・調書の作成　なし（陳述書 3 通を FAX）

・方針　黙秘後、陳述書の限度で供述。署名押印はしない。

⑵　具体的経過

受任後すぐに、可視化立会請求書を送付したところ、可視化はされたが、（当然のように ?）

立会いは不可であった。なお、今となっては珍しいのかもしれないが、メモを取ることは許

可された。弁護人が同行している、1 回目の取調べにおいて、「黙秘とは馬鹿にしているのか」

「日常会話も黙秘とは人としてどうなのか」と言われ、 2 回目の取調べにおいては、被疑事

実の明示がないままであったことから、依頼者が尋ねたところ、「心の中でわかっているだ

ろう」と言われ、「弁護人に間違えて伝えてはいけないから教えてください」と言うと、「ふ

ざけているのか」と立ち上がり机をたたきつけた、とのことであった。即時に苦情申し入れ

をすると、取調べ担当検事が交代し（たと記憶している）、以降はかような取調べはなくなっ

た、とのことであった。

途中から、取調べにおいて、「別件」について問われ始めた。当然、依頼者は「???」である。

ある日、「知らないものは知らない」と言う依頼者にしびれを切らし、主任検事が依頼者と

共に、弁護人待機部屋にやってきた。私が、「別件」について確認したところ、被疑罪名と、

時期及び規模を確認することができた。

別件を含む本件の全貌及び検察官の示す客観証拠が明らかになった頃に、作成済みの陳述

書を 3 通 FAX したところ、以降、取調べがなくなった。

その後、共犯とされた人物が逮捕勾留後起訴された。
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５ 　インサイダー取引が疑われた事件（特捜事件）

⑴　概要　

・結果　黙秘権は告知されたが、被疑者として立件せず

・準立会回数　 4 回程度

・待機場所　取調室の別階層一般待合室

・調書の作成　あり（陳述書 2 通を FAX）

・方針　黙秘後、陳述書の限度で供述調書の作成に応じる。

⑵　具体的経過

初回は黙秘し、事案の把握に努めているところであること、弁護人同行の上出頭し、取調

べには応じる方向であることを伝える。請求により、可視化はされたが、立会およびメモは

不可であった。

1 か月程度経過した後、共犯者らを含む強制捜査が一斉に行われた。幸いにも、依頼者

に関しては、依頼者宅の捜索差押のみであった。しかし、その捜索差押時、任意同行を求め

られた時点で依頼者から当方に連絡があった。

弁護人同行の上で、取調べに応じることについて旨連絡していたことから、私は、その場

で主任検事に架電し、抗議したところ、追って日程調整の上で出頭することとなった。

事件の筋としては極めて悪かった。依頼者に、自己の口座履歴を取得してもらい、確認し

たところ、数百万円単位で引き出され、ちょっと増えて入金されているという客観的事実は

争いようがなかった。お金を眺めていた、とか、給料を少し足して入金した、などの言い分

に終始した。

取調べの最終段階では、主任検事からは、「処分に関しては消極方向で検討しているが、

それなりの調書が…」ということであった。当方としても、「依頼者に事実確認を何度も試

みているが、それ以上のものが出てこないんです…」と、検察官、弁護人ともに頭を抱えた

珍しい事件であった。

結果的には、「覚えていない」趣旨の供述調書が作成され、捜査が終了した。

主犯と目された人物は、逮捕勾留後、起訴された。

なお、最終取調べ時に、主任検事から、依頼者が、犯行を認識していたかのようなやり取

りをしているメッセージを見せてもらった。

6 　不正に、消費税の還付を受けたとされた事件（特捜部事例）

⑴　概要　

・結果　黙秘権は告知されたが、被疑者として立件せず

・準立会回数　 3 回
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・待機場所　初回のみ、別階層の取調室。以降は一般待合室

・調書の作成　あり（陳述書は作成したが、未提出）

・方針　黙秘後、陳述書の限度で供述調書の作成に応じる。

⑵　具体的経過

中国籍の方で、相談時に既に、関係者が逮捕され、依頼者宅及び会社に、捜索がなされて

いた段階であった。免税店などにおいて、架空の取引を計上し、不正に消費税の還付を受け

た、とされた事件であった。

請求により、可視化はされたが、立会およびメモは不可であった。初回取調べ時に、主任

検事と面談し、本人は 10 分ごとの休憩を希望したが、通訳事件で会ったこともあり、30 分

ごとの休憩をはさむこととなった。

取調べ担当検事に対し、依頼者が黙秘をする旨告げたことを受け、主任検事が、弁護人待

機部屋にやってきた。「黙秘をするなら、次の段階に移行せざるを得ない」、「深い関与を示

す物証が出てきている」とのことであった。その物証とは、「依頼者の会社及び自宅から見

つかった PC 内の仮装売買契約データ」と、「単年度のみ、異常な売上が計上された確定申

告書等」であった。

要通訳事件であったこともあり、事案把握が困難を極めた。上記物証に関する依頼者の説

明が無理筋に聞こえ、かつ、周辺事実に関する検察官の想定質問をする（問い詰める）と、

供述がぶれにぶれた。いくら検討しても、上記物証に関する限定的な一部解除供述が限界で

あった。

最終的に、一部解除供述部分の陳述書を完成させ、FAX しようとしたところ、不要であ

る旨と、「立件せず」との報告を受け、終了した。

先行して拘束されていた関係者は起訴された。

7 　収賄が疑われた事件（特捜部事例）

⑴　概要

・結果　在宅捜査の後、逮捕勾留を経て不起訴処分

・準立会回数　在宅段階で 2 回

・待機場所　別フロア中央の机のある仕切られたスペース

・調書の作成　あり（身体拘束時）

・方針　黙秘後、勾留満期寸前に一部供述

⑵　具体的経過

請求により可視化されたが、立会およびメモは不可であった。初回同行時、主任検察官と
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面談し、贈賄側においても捜査が進行し、一定程度の供述が得られていること、依頼者自身

の関与も否定できないのでは、という趣旨の説明を受けた。

依頼者は、収賄側の人物の親戚で、手足として関与していたことを疑われていた。

依頼者の気質として「話して」しまう方で、日常会話などで誘導されてしまうことが多々

あった。加えて、黙秘する際も、いつも、「覚えていないので」「知らないので」などと理由

を付してしまう癖が直らなかった。

身体拘束後、何度も接見を重ね、供述内容の打合せをし、想定問答を繰り返し、最終的に

調書作成に応じた。依頼者は、最終的には不起訴処分となったが、親戚は起訴された。

8 　詐欺が疑われた事件（特捜部事例）

⑴　概要　

・結果　黙秘権は告知されたが、被疑者として立件せず

・準立会回数　11 回

・待機場所　取調室の別階層一般待合室

・調書の作成　あり

・方針　初回黙秘後、面談を重ね、供述方針（範囲・筋）を確定

⑵　具体的経過

請求により可視化、立会い不可。メモも不可となったが、検察官からの説明で、「プライ

バシーの関係もあるので」と断られた際、依頼者は「自分のことしか話していないのに、プ

ライバシーとは ?」と疑問に思ったとのことであった。至極真っ当な感覚である。

初回黙秘後、主任検察官との面談で、依頼者は、その他の被疑者に比して「一段落ちる」

との認識を（捜査機関側で）共有していることが判明した。そこで、次回以降、供述する方

針で検討する旨を告げた。

依頼者が、極めて優秀であったこともあり、黙秘指示、一部解除指示をスムーズに行うこ

とができた。

メモができない代わりに、調書案の疑問（修正希望）箇所に、依頼者自身がメモを記入し

た付箋を貼り、それらを記憶し、休憩時に弁護人との相談事項として把握していた、とのこ

とであった。修正箇所が多すぎた際には、終了予定時刻を大幅に超えつつも、何とか自分の

供述をしっかりと調書化するよう努めた旨の報告を受けたことがあった。

その他の被疑者は、身体拘束を経て、起訴された。

以　上　　
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第 3章　諸外国の最新事情について

第１　ニュージーランド

１　ニュージーランドにおける取調べ録画制度

⑴　録画制度の確立

ニュージーランドにおける取調べの適正化は、1990 年代初頭に導入された取調べ録画制

度と、1990 年に制定されたニュージーランド権利章典法（New Zealand Bill of Rights 

Act 1990, 以下 NZBORA）に基づく弁護人アクセス権とを二本柱として展開してきた。そ

の特徴は、イギリスやオーストラリアのように、必ずしも重大なえん罪事件や警察不信が背

景となっただけではなく、むしろ刑事司法制度全体の効率性と信頼性を高めるという積極的

な動機に基づいて導入された点にある。ニュージーランドは透明性の高い社会風土を有し、

また 1990 年に権利章典が制定されたことも制度化の追い風となり、政治的摩擦が少ないま

ま全国的な取調べ録画制度を確立することができた。

⑵　導入の経緯

導入の経緯をみると、1985 年に全国裁判官会議の小委員会が海外動向を調査し、1987 年

に証拠法改正委員会が録画導入を勧告した。1988 年には司法省の依頼を受けたビーティー

卿が包括的調査を行い、試験導入を推奨したことから、1990 年に 9 つの警察署に録画設備

を配備して試験プロジェクトが始まった。このプロジェクトでは 6 か月間に 1888 件の取調

べが録画され、録画拒否率は 47% にとどまり、自白率は 72%、否認率は 28% であった。録

画の有無が供述傾向に大きな影響を与えないことが確認され、利点としては警察を不正の訴

えから保護すること、取調べ過程の説明責任を確立すること、自白強要の危険を縮減するこ

と、公判前手続の効率化、供述態度の客観的評価などが挙げられた。他方で欠点としてはコ

スト負担や陪審員に偏見を与える危険性などが指摘されたが、制度導入を阻止するほどのも

のではないと評価された。弁護士アンケートでも大多数が録画に肯定的であったが、同時に

録画が被疑者に不利益を与える場合があるとの懸念も示されていた。

この結果を受け、1992 年に正式に全国制度化が行われた。当初は警察の内部ガイドライ

ンに基づく運用であり、対象は正式起訴が可能な犯罪、すなわちおおむね懲役 3 か月を超

える罪に限られた。

⑶　法律上の根拠

法的根拠としては 2006 年の証拠法改正が重要である。証拠法 30 条と「取調べに関する実

務注釈（Practice Note on Police Questioning）」により、録画は「可能な限り行うべき」

と規定され、録画できない場合には音声または書面による記録が求められることになった。
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これに対する違反が直ちに証拠排除を意味するわけではないが、公正さを害する場合には裁

判官の判断により排除される可能性がある。この規律により、取調べ録画は単なる慣行から

法的義務へと進展したのである。

制度のインパクトとしては、録画導入により暴力的または誘導的取調べが減少し、警察に

説明責任が生じたことが挙げられる。取調べのイメージ改善にもつながり、透明性が確保さ

れた。他方で、弁護士や学者が指摘するように、録画は「法廷パフォーマンス化」をもたら

した。取調べがすべて録画されるため、弁護士は助言のタイミングや態度、被疑者には服装

や表情まで注意するよう求める。録画映像は陪審員に強い印象を与え、被疑者の態度が有罪・

無罪の判断に大きな影響を与えかねない。実際、弁護士の多くは録画が被疑者に不利益とな

る場合があると回答している。録画が有利に働く場面もある。初期から自白をしている場合

には、悔恨の態度を示す有力な証拠となり、量刑に有利に作用することもある。

⑷　判例

判例も制度の運用を方向付けている。1991 年の R v Edwards 事件では録画の強力な証拠

効果が争われたが、裁判所は陪審員が理性的であり偏見を制御できると判断した。1992 年

の R v Pauga でも同様の判断がなされた。他方で 2005 年の R v Sturgeon 事件では録画

前の自白の証拠能力が肯定され、録画の開始時期の不明確さという制度的欠陥が露呈した。

1996 年の R v Pivac 事件では弁護人の接見が不十分であったが、自白は有効とされ、制度

の限界が示された。また 2007 年の Rogers 事件では、証拠排除された録画映像をテレビ局

が放映しようとしたことに対して元被告人が差止めを求めたが、最高裁は知る権利を優先し

放映を認めた。この判決は、録画映像が法廷外で使用される危険性まで弁護人が被疑者に助

言すべきだという新たな課題を突きつけた。

⑸　課題

こうした経験を踏まえ、ニュージーランドの取調べ録画制度には二つの課題がある。第一

に録画開始・終了の明確性が欠け、録画前供述が証拠として利用される危険があること。第

二に、否認事件で録画が被疑者に不利に作用する可能性が強いと考えて、弁護士が陪審への

印象悪化を懸念し録画を回避するよう助言する傾向があることがあげられている。

２ 　ニュージーランドにおける弁護人立会い制度

⑴　弁護人の立会い

ニュージーランドでは、被疑者は警察の取調べに際して弁護人に立ち会ってもらう権利が

ある。警察の内部指針（取調べガイドライン）には「被疑者には弁護士を求め、直接または

電話で相談し、取調べに同席させる権利がある」と明記されている。
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⑵　相談機会の確保

被疑者と弁護人は取調べ前後や途中でも私的に相談する権利がある。警察は取調べ開始前

に弁護人と被疑者がプライベートに面談できるよう配慮し、取調べ中でも依頼があれば中断

して弁護人との相談時間を設ける。この際の会話は録音・記録されず、警察官は立ち会わな

い（秘匿特権の保護）。したがって、被疑者は取調べの最中でも必要に応じて弁護人と話し

合うことが可能である。

⑶　他の付添人との併用

弁護人が立ち会っている場合でも、必要に応じて親族など他のサポート役の同席を禁じる

ものではない。未成年の被疑者については、弁護人に加えて「指名成人」（保護者や信頼で

きる者）の同席権が法律で保障されている（Oranga Tamariki Act 1989）​。

⑷　弁護人の倫理的義務

弁護人には依頼人の利益を最優先しつつ、法と倫理を守る義務がある。取調べ中に依頼人

が不利な供述をしようとする場合は警告し、場合によっては沈黙を勧めるなどして権利を守

る。しかし同時に、弁護人は虚偽の供述を促したり違法な手段で取調べを妨害することはで

きない。依頼人が真実でない供述を行う意思を示した場合、そのような行為を助長すれば弁

護士倫理に反すると考えられている。従って、弁護人は依頼人に合法的な範囲で最善の助言

を与える義務を負い、取調べの公正さを維持する協力者でもあるから、もし取調べ中に弁護

人が前述の禁止行為（例えば取調べ妨害など）を繰り返す場合、警察官は段階的に対処する

ことになっている。まず口頭で弁護人の役割に立ち返るよう促し、それでも改善しなければ

「このままでは同席を継続させられない」旨を警告する。それでも不適切な振る舞いが続く

場合、取調べを一時中断し、弁護人に退出を求めることもありうる。その際、被疑者には新

たな弁護士を選任・連絡する機会が与えられ、公平性が損なわれないよう配慮する。もっと

も、このような措置はあくまで最終手段であり、現実には弁護人が取調べから排除されるの

は稀である。

⑸　弁護人の立会いの現状

実務上、全ての取調べに弁護人が同席するわけではない。被疑者自身が「弁護士を呼ばな

くていい」と判断する場合や、電話相談のみで十分と考える場合も多くある。特に軽微な事

件（交通違反や軽犯罪）では、被疑者が権利を告知されても弁護士を求めず、任意で質問に

答えるケースが一般的である。一方、重大事件では私選弁護士を呼ぶか、少なくとも当番弁

護士と電話相談をしてから取調べに応じる例が増える。また、経済的に弁護士を手配でき

ない人でも当番弁護士制度（PDLA 制度）により初回の法律助言が無料で受けられるため、
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経済事情による権利行使の格差を減らす工夫がなされている。

３ 　取調べの適正化を守るための監督制度

制度の透明性を支える仕組みとしては、警察活動調査委員会（CIPC）、警察不服審査局

（PCA）、警察オンブズマンの三重の監督制度があり、報告書を公開して社会的チェックを受

けている。この点も、警察活動全体の透明性確保に寄与している。

４ 　小括

ニュージーランドの取調べ適正化は、録画制度、弁護人アクセス権、独立監督機関という三

層構造によって高い透明性と人権保障を実現している。その成果は、警察の説明責任の確立や

取調べの抑制効果として顕著である。

しかし一方で、取調べ録画については、録画制度回避の現状、録画前供述の扱いなどの課題

は残されている。

ニュージーランドの経験は、可視化を単独の改革としてではなく、弁護人立会いや監督制度

と一体化して制度設計する必要性を示唆しており、日本の改革論議にも大きな教訓を与えるも

のといえる。

すなわち取調べ録画という技術は価値中立的に存在するのではなく、それをどのような理念

と制度的枠組みのもとで運用するかによって、被疑者の権利保障にも、裁判の証拠管理にも異

なる効果をもたらす。その意味で、ニュージーランドの経験は刑事司法の国際的な比較研究に

とっても重要な一事例といえる。

第２　イギリス

１　はじめに

イギリスでは取調べの可視化や立会いに関する先進的な取組がなされている。

そこで、今後の日本における弁護人の取調べ立会いの実現に向けてイギリスにおける取調べ

立会いの実態を調査する目的で、2024 年 4 月 8 日から同月 12 日にかけて、日本弁護士連合会・

取調べ立会い実現委員会の委員で構成された調査団がイギリス・ロンドンを訪れて、現地の弁

護士、裁判官、警察官及び研究者からのヒアリング調査並びに留置施設の視察調査を実施した。

日本弁護士連合会・取調べ立会い実現委員会によってこの調査結果をまとめた報告書が作成

されているので、この報告書の内容にもとづいてイギリスにおける取調べ可視化・立会いの最

新事情を紹介する。

２ 　イギリスの刑事制度の概要

⑴　イギリス（イングランド及びウェールズ）の刑事手続の概要
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イギリスはいわゆる私人訴追主義を採用しており、伝統的には本来の公訴官（検察官）で

はない警察官が治安判事裁判所に対し告発状を提出して訴追を行ってきた。

1985 年に検察庁が創設された後も、当初は警察官が提起した訴訟を検察官が審査・追行

する形を取っていたが、2003 年刑事司法法により検察庁の権限は大きく拡大され、現在は

多くの事件が検察官により訴追されるほか、警察が訴追する事件の場合も検察庁のガイドラ

インに従うことが要請されている。

イギリスの弁護士は依頼人から直接依頼を受け、法的アドバイスや法廷外の訴訟活動（軽

微事件の法廷活動も可能）を行うソリシタ（Solicitor）と、原則としてソリシタから依頼を

受けて法廷での手続を担うバリスタ（Barrister）とに分かれる。被疑者弁護は主にソリシ

タが担っている。

⑵　警察留置制度の概要

イギリスでは無令状の逮捕が認められており、多くの事件が無令状逮捕である。警察留置

が行われるのは、被疑者について無令状逮捕がなされた場合（犯罪を行った場合に限らず、

法廷に出廷しなければならない被告人が出席しないことが予測される場合などを含む。）で

ある。

無令状逮捕の要件は 1984 年警察刑事証拠法（以下「PACE」という。）24 条、25 条に規

定されている。

逮捕された被疑者は、可能な限り速やかに警察官に引致される。被疑者が引致されと、警

察の留置担当官（日本の留置担当官と異なり、留置や治安判事に対するその延長請求、告発

について十分な証拠があるかを判断するなど、より強い権限を持つ。）は告発を行うに足り

る証拠があるかどうかを判断しなければならない。

なお、ここでいう「告発」は、裁判所に対する公的な訴追という意味で日本の起訴と類似

するが、対象事件に限定のある警察限りでの訴追であり、その後の訴追取消も珍しくないな

ど、日本の起訴とはかなり異なる側面をもつ。

留置担当官は、原則 24 時間という時間制限の中で告発するかどうかの判断が可能になる

まで被疑者の留置を決定することができる（告発前留置）。

また、十分な証拠はないが、逮捕の理由となった犯罪に関する証拠を収集若しくは保全す

るため、又は、その者の取調べによってそのような証拠を得るため、その者を告発すること

なく留置しておくことが必要であると信ずる合理的理由がある場合も留置できる。告発する

に足りる十分な証拠がないと判断するときには、保釈あるいは保釈によらず釈放しなければ

ならない。

このように留置の要件、必要性を判断し、留置するかどうかを決定することができる権限

を持つのは留置担当官である。
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告発前留置は、原則として、被疑者が警察に引致された時点から 24 時間を超えてはなら

ない。例外として、重大な逮捕可能犯罪について一定の要件がある場合には、警視以上の階

級にある警察官が、警察署引致の時点から 36 時間以内の留置の延長を許可することができ

る。一定の要件がある場合、治安判事裁判所が留置継続の令状を発付することにより、36

時間以内の延長が可能となり、更に 36 時間以内（最大 96 時間）の延長が可能となっている。

このように、イギリスにおける告発前の留置は原則として 24 時間、最大でも 96 時間に限

られたものとなっている。2014 年当時の内務省の調査報告書によれば、逮捕された被疑者

の 52% が告発され、被告発者の 63% が無条件釈放、17% が保釈、20% が留置を継続された

という。（つまり、イギリスでは、逮捕された者の約 10% 程度の者のみが告発後留置され、

それ以外の者は 24 時間以内に釈放されていることとなる。

⑶　弁護人の援助を受ける権利の概要

イギリスにおいては、PACE により警察署段階における被疑者の法的助言を受ける権利

が確立され、当番弁護士が法律扶助の下で運用されるようになった。

また、PACE では、PACE の下に定められた実務規範により、法的助言を請求した者に

ついては弁護人が立ち会わない限り原則として取調べを始めることが認められないことも定

められている。

警察は、被疑者が要求すれば、全国一元のコールセンターに連絡をとって、指定弁護人又

は当番弁護士を要請する。ヒアリングによると、要請を受けた弁護人は、警察にいる被疑者

に電話連絡をとり、多くは、面会に行くのでそれまでは黙秘するように指示をして、 1 ～ 2

時間以内には警察署に到着する。

弁護人が到着すると、まず、取調官と交渉して、被疑事実の概要と被疑事実を裏付ける一

定の証拠に関する情報の開示を受ける。その後、弁護人は被疑者と面会して、取調べにおけ

る方針を打ち合わせする。黙秘するか、供述するか、供述するとした場合にどのようなこと

を供述するかを検討して方針を決め、その上で取調べに弁護人が立ち会う。

⑷　捜査官による証拠開示

イギリスでは 2014 年に実務規範において「効果的な防御権を行使できるように、弁護人

に対して、当該犯罪の性質と、かつ被疑者が当該罪を犯したと疑われているかを理解できる

に十分な情報を開示しなければならない」と規定されたが、同時に「ただし、その情報は常

に、犯罪の性質を理解するのに十分なものでなければならないが、犯罪捜査に不利となる可

能性のある時点で詳細を開示する必要はない。

したがって、この要件のために何が開示される必要があるかについての決定は、その決定

を下すのに十分な事件知識を有する捜査官に委ねられている」とも規定されており、実務の
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運用としては、その前後において開示範囲に大きな差はない。また、証拠自体の開示につい

ては法制化されておらず、開示の有無・範囲は個々の捜査官の裁量に委ねられている。その

ため、開示が不十分であるとして司法の判断を仰ぐことはできない。

このような証拠開示の現状に対しては弁護士・研究者からも改善の必要性があると指摘さ

れている。

⑸　黙秘の不利益推認

イギリスの捜査段階での刑事司法においては「黙秘の不利益推認」（Adverse Inference）

が認められている。

これは「被疑者が具体的な質問や証拠関係に照らし供述すべきであるにもかかわらず合理

的な理由なく黙秘し、公判において新たな説明を始めた場合には、その事実を被疑者に不利

益に考慮してよい」というルールである。

1994 年に制定された「刑事司法及び公共の秩序法」34 条、36 条、37 条において規定され

たルールであり、PACE による被疑者の権利保障の強化や 1990 年代の治安悪化を受けて規

定されたものとなる。

イギリスではこの規定に基づき、被疑者が黙秘している場合には捜査機関が不利益推認を

可能とする要件を充足させるために取調べを行っているが、実務規範がそのための詳しい手

続を定めている。すなわち、被疑者には法に基づき黙秘を不利益に推認する可能性がるとの

特別警告（special warning）が行われる必要があり、その上で被疑者が具体的な証跡（例

えば、服に付いた血痕）について、その場での説明が可能であるにもかかわらず、その個別

的な質問に黙秘したり、満足な答えをしなかったという事実を確定することが必要とされる。

取調官によれば、その質問が証拠による裏付けのある「良い質問」であればより不利益推認

を働かせやすくなるという。

 黙秘の不利益推認については弁護人・研究者からは批判も強いが、裁判官からは「黙秘

に正当な理由があれば不利益推認は行われないことが経験的に明らかである」ことや「不利

益推認の規定があるので黙秘が直ちに無罪に結びつかないこととなり、治安維持に一定の効

果を果たしている」との肯定的な意見も述べられている。

３ 　イギリスにおける取調べ立会いの現状

⑴　取調べ立会い実現に至る経緯

イギリスでは、1980 年代にテロ事件において自白が強要されえん罪を生んだ事件が続き、

その反省から 1984 年に PACE で被疑者の権利を強化するべく、法的な助言を捜査段階で得

る権利と取調べの可視化（録音及び立会い）を定めた。今では警察・検察も弁護人の立会い

と取調べの録音録画は被疑者の権利擁護のために不可欠なものとして位置付けている。
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また、被疑者の権利の強化とのバランスを取る意図で捜査権の強化も図られている（前述

の黙秘の不利益推認はその一つ。）。捜査機関からは PACE の導入当初には反対があったが、

現在では弁護人の立会いは刑事司法制度の当然の要素として受け入れられている。個別事件

によっては弁護人が煙たがられることはあるが、調査団がヒアリングした範囲で、立会いそ

のものに対して否定的な捜査官はいなかった。むしろ技術のある捜査官ほど、弁護人と協力

して捜査を遂げるという意識がみられた。

⑵　取調べと弁護人立会いの運用状況

取調べの回数・時間は事件により様々であり、万引きなどの軽微な事件であれば、15 ～

20 分の取調べ 1 回で終わることもあるし、飲酒運転など客観的証拠で立証が足りる事件に

ついては取調べ自体が行われないこともある。

他方、殺人などの重大事件では身体拘束時間中に何度も取調べが行われるのが一般的であ

る。ただし、捜査機関には取調べに耐え得る被疑者の健康状態を確保する義務があり、また

休憩を挟まない連続的取調べは禁止されているので、適宜のタイミング（長くても 2 時間

程度）で休憩が取られる。

上述のとおりイギリスでは「黙秘の不利益推認」制度があるため、捜査のどの時点で、ど

のような質問に対し黙秘をしたのかが制度適用において重要となる。そのため、被疑者が黙

秘をしても取調べは中断されない（ただし、我が国の取調べでたびたび見られるような無用

に取調べが続くわけではない。）。

弁護人は被疑者からの要請を受けると、まずは被疑者から電話で必要な情報の聴き取りを

するとともに、接見に赴くまでの当面の対応を助言する。イギリス法を熟知しない外国人被

疑者に対し、特定の犯罪について法律上認められている DNA の採取や飲酒検知に応じるよ

うに説得することも行われている。

その後、捜査官との間で警察署に赴ける（取調べを開始できる）時間を調整し、警察署に

赴いた上で捜査官から犯罪についての情報開示を受け、被疑者と接見し、その後取調べに立

ち会う。取調べは被疑者が捜査官と向き合う形でベンチシートに着席し、その横に弁護人が

着席する。

ただし、被疑者に対して「The appropriate adult（適切な成人。少年や脆弱な被疑者の

支援者。取調べに際し、弁護人とは別に立ち会う。以下「AA」という。）」の支援がなされ

る場合には、AA が被疑者の横に座り、弁護人は別の場所に椅子を用意して立ち会うことも

ある。

取調室にはオンラインで通訳が可能な設備も用意されている。

弁護人は取調べを監視するだけでなく、不当な取調べがなされている場合には介入するこ

とができる。一例として、被疑者に対して抑圧的な取調べがなされている場合や、質問の趣
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旨が不明瞭である場合、被疑者が疲れている場合などは取調べに対し異議を述べたり、休憩

を求めることができる。捜査官は質問に異議が出た場合、質問を変えることもあるが、変え

ないこともある。

弁護人も捜査官の意図や手持ち証拠に関する情報収集目的で戦略的に異議を述べることが

あり、捜査官もその点は把握している。弁護人が休憩や被疑者との打ち合わせを求めた場合

には捜査官は応じる義務がある。また、弁護人が秘密性を放棄して取調べ中に被疑者に助言

することもできるが、通常は行われることはない。

満期前でも警察が必要な捜査を終え、告発すれば、無条件釈放や保釈による釈放があるほ

か、捜査継続のまま釈放、警察保釈などもある。そのため、早期に警察署に赴いて取調べを

開始させることが被疑者の利益になるというのが多くの弁護人の考えである。

したがって弁護人が捜査妨害の意図を持って接見や立会いを遅らせるということはない

し、万一予定が合わず立ち会えない場合には別の弁護人に依頼をする対応がとられている。

なお、法律上、取調べを録音することについては義務とされているが、録画については義

務とされていない。

したがって録画するかどうかは取調官の裁量に委ねられている。ヒアリングに応対した警

察官によると、取調べ時に被疑者が話している内容は、通常は反訳した書面として法廷に顕

出されるが、被疑者の声の調子や供述の感じを明らかにしたい場合には音声の再生を請求す

ることもある、ということであった。

 

第３　韓国

１　はじめに

2023 年 11 月 15 日から同月 17 日にかけて、韓国の身体拘束や取調べ立会いに関する法制度

及び実情を調査する目的で、日本弁護士連合会・取調べ立会い実現委員会の委員で構成された

調査団が韓国ソウルを訪れて、現地の刑事弁護士、ソウル中央地方法務院の判事、ソウル中央

地方検察庁の検事、大韓弁護士協会の弁護士、韓国国立警察大学校教授、江西警察署の警察官

らと懇談を行うなどした。

日本弁護士連合会・取調べ立会い実現委員会によってこの調査結果をまとめた報告書が作成

されているので、この報告書の内容にもとづいて韓国における取調べ可視化・立会いの最新事

情を紹介する。

２ 　前提（韓国における身体拘束手続、被疑者取調べの実情、取調べ受忍義務、供述調書の証拠

能力について）

取調べの可視化も立会いも、身体拘束手続、被疑者取調べの実情、取調べ受忍義務、供述調書

の証拠能力と密接に関連する。そのため、前提事情として韓国におけるこれらの状況を紹介する。
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⑴　身体拘束手続

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の 3 種類がある。拘束（勾留）の要件は、

①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること及び②住居不定、罪証隠滅のお

それ、逃亡又は逃亡のおそれのいずれかの事由があることである（法201条 1 項、70条 1 項）。

逮捕前置主義はとられていないため、逮捕を経ずに拘束令状を請求することもできる。

捜査段階では、原則として、警察段階での拘束が最大 10 日間（最大 48 時間の逮捕もここ

に含まれる。）、検察段階での拘束が最大 20 日間であり、合計最大 30 日間の身体拘束が認め

られている（事件単位である。）。なお、公判段階の身体拘束は、一審、控訴審、上告審とも

それぞれ最大 6 か月間であり、実務でもおおむねこの範囲内で判決に至っている。

被疑者に対する拘束令状の請求を受けた判事は、被疑者を審問しなければならない（対面

による拘束令状実質審査制度。わが国の被疑者段階の勾留質問に相当するが、勾留質問と異

なり対審性の手続である。）。審問を受ける被疑者に弁護人がいないときは、判事が職権で国

選弁護人を選任する（選任の効力は拘束令状の請求が棄却されない限り一審まで続く。）。

韓国では、身体不拘束原則が刑事訴訟法の 2007 年改正の際に明文で規定されている（法

198 条 1 項）。実際に、検事の拘束令状請求件数自体が激減しており、拘束令状請求が棄却

されることも多く、在宅事件が大部分となっている。

2018 年には、拘束令状請求件数が 3 万 0065 件まで減少しており、拘束令状発布率は

81.3% であった。捜査段階での身体拘束率はわずか 20% しかない（検察処理人員 110 万

0313 人中、拘束人員 2 万 1805 人）。また、一審公判受理段階でも、拘束人員は 2 万 4876 人、

身体拘束率は 10.4% にとどまっている。

　

⑵　被疑者取調べの実情について

被疑者に対する取調べは、原則として、警察段階では警察官のみが行い、検察段階では検

事のみが行う。被疑者に対する取調べの回数は事案にもよるが、自白事件や単純な事件では

1 回のみの場合が多く、それ以外では警察官により 2 回程度、検事により 2 回程度行わ

れることが多い。

一般に、在宅段階及び逮捕段階で十分な取調べを行うため、拘束（勾留）段階で取調べが

行われる割合が低く、身体拘束中の取調べ自体があまり想定されていない。ただし、国家保

安法違反事件などでは、取調べが連日、長時間行われることもある。

取調べ時間の制限（ 1 日に取り調べられることができる時間、休憩時間及び夜間取調べ

の規律）については、刑事訴訟法と刑事訴訟規則、大統領令、法務部の訓令等で定められて

いる。

しかし、これらの規定は実務において守られていないケースもある。

黙秘権を行使する被疑者に対して、捜査機関が用意した質問をすべて尋ねることがある。
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そのような場合、弁護人は黙秘権の侵害であると抗議し、在宅調べの場合は退出する方法

がとられてきた。

このような弁護活動の積み重ねによって、最近では黙秘権を行使する被疑者に対して、捜

査官が「黙秘権を行使するということでよいか。」と確認的な質問をするだけで取調べを終

了するケースも増えつつある。

⑶　取調べ受忍義務について

拘束中の被疑者の取調べ受忍義務については、拘束令状の効力によって被疑者を取調室に

拘引することができるものの、取調べ自体はあくまでも任意捜査であり、被疑者には供述拒

否権があるとする大法院判例（2013 年 7 月 1 日）がある。同判例は、拘束中の被疑者の

取調室への出頭義務は肯定したが、取調室への滞留義務や取調べ受忍義務を正面から肯定し

たものではない。日本の刑事訴訟法 198 条 1 項ただし書のように反対解釈可能な規定が韓

国の刑事訴訟法にはなく、学界は取調べ受忍義務を否定する。

⑷　供述調書の証拠能力について

従前は、検事作成の被疑者供述調書については、弁護人・被告人が公判で内容を否定して

も取調べの映像録画物等によって実質的真正成立及び特信情況が立証されれば伝聞例外で証

拠能力を認める規定があった（2007 年改正刑訴法 312 条 2 項）。

しかし 2020 年の刑事訴訟法改正により同条項が削除され、現行法では、検事作成・司法

警察官作成のいずれの被疑者供述調書も、弁護人・被告人が公判期日等でその内容を認める

ことが証拠能力付与の要件となっていることから（2020 年改正刑訴法 312 条 1 項・ 3 項）、

弁護人・被告人が内容を否定すれば証拠能力が認められないことになった（ただし弾劾証拠

としての使用は妨げられない。法 318 条の 2 第 1 項）。

この改正により、供述が立証の中心となる薬物事件等では供述を有罪立証に使えなくなっ

たことで無罪になる事案も発生しているようであるが、改正前からできる限り客観証拠によ

る立証がなされるようになっていたので、大きな混乱は生じていない。

供述調書の証拠能力が否定されるケースが増えたことで調書作成の必要がなくなったとい

う意見もあるが、取調べの過程を記録に残す目的から、捜査機関は現在においても通常は供

述調書を作成する。

なお、2007 年刑事訴訟法改正により、被疑者の供述について、被疑者供述調書に代えて、

取調官が公判において被告人の取調べ時における供述内容を証言した場合にその証言が実質

証拠となる制度（取調官証言制度）が設けられた。しかし現在の実務で活用されるケースは

少ない。
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３ 　取調べの可視化について

韓国では、法令の制定以前から捜査機関（主に検察）の主導で取調べの可視化（韓国では「映

像録画」という。）の試行が開始され、その後、2007 年の刑事訴訟法改正で、取調べの映像録

画に関する明文規定が設けられた（法 244 条の 2 ）。

しかし、取調べの映像録画の実施は、捜査官の裁量によるもので、義務化されていない。

映像録画の対象事件は特に定められていない（同条 1 項）。映像録画を実施する場合には、

その旨を事前に被疑者に告知し、当該取調べの全過程を対象とする必要がある（同項）。

被疑者取調べの映像録画物（録音録画媒体）の公判での利用は、現行法では、供述者の記憶

喚起（法 318 条の 2 第 2 項）のための利用に限定されている。いわゆる実質証拠としての使

用や、弾劾証拠としての使用は、認められていない。

４ 　取調べへの立会いについて

⑴　経緯

弁護人の被疑者取調べへの立会いは 1999 年頃から捜査機関の裁量により始まった。その

後、2003 年 11 月 11 日の大法院（韓国の最高裁判所）決定が、身体拘束された被疑者につ

いて取調べで弁護人立会を受けることを被疑者の権利として認めた。

2004 年 9 月 23 日の憲法裁判所（憲法を取り扱う特別裁判所で、大法院と並んで司法権

の最高機関である。）決定は、身体拘束されていない被疑者についても弁護人立会を認めた。

これらの決定を受けて、2007 年の刑事訴訟法改正により弁護人立会権が明文化された（法

243 条の 2 第 1 項）

⑵　現在の制度

刑事訴訟法 243 条の 2 第 1 項では「検事又は司法警察官は、被疑者又はその弁護人、法

定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹の申請により、弁護人を被疑者と接見させ、正当な

事由がない限り、被疑者に対する取調べに立ち会わせなければならない。」と規定されている。

検事又は司法警察官は、被疑者を取り調べる前に、供述拒否権や「取調べを受ける時は、

弁護人を立ち会わせることができる等弁護人の助力を受けることができること」を告知しな

ければならない（法 243 条の 3 第 1 項）。

また、検事又は司法警察官は、これらの事項を告知したときは、被疑者が供述する権利及

び弁護人の助力を受ける権利を行使するかどうかを質問し、これに対する被疑者の答弁を調

書に記載しなければならず、この場合には、被疑者の答弁は被疑者に自筆で記載させ、又は

検事若しくは司法警察官が被疑者の回答を記載した部分に記名捺印又は署名させなければな

らない（同条 2 項）。

被疑者が弁護人立会権を行使した場合に、捜査官に取調べを中止する義務を課する刑事訴
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訟法の明文規定はない。

しかし、実務では、弁護人が立会いに来るまで取調べを中断することが多い。被疑者が弁

護人立会権を行使したにもかかわらず、直ちに取調べを中断することなく質問・説得を継続

し、弁護人立会権を制限して獲得した供述を記載した調書は、調書の証拠採用要件である「適

法な手続及び方式により作成されたもの」（法 312 条 1 項・ 3 項）を満たさず、かつ違法

収集証拠排除法則に関する「適法な手続によらずして収集した証拠」（法 308 条の 2 ）に該

当し、証拠とすることができない（2003 年 3 月 28 日大法院判決）。

そのため、実質的には被疑者の権利行使に取調べ中止効と同様の効果があるものと考えら

れる。

取調べに立ち会った弁護人は、取調べの終了後に意見を述べることができる（法 243 条の

2 第 3 項本文）。取調べ中は、「不当な取調べ方法」に対する異議申立権はあるが、それ以

外の意見は検事又は司法警察官の承認がなければ述べることができない（法 243 条の 2 第

3 項ただし書）。

弁護人の立会いを制限できる「正当な事由」（法 243 条の 2 第 1 項）とは何かについて、

刑事訴訟法には明示されていないが、2003 年大法院決定及び 2004 年憲法裁判所決定は、弁

護人立会いを制限する基準として、取調べ妨害のおそれ、捜査機密漏洩のおそれ、違法な援

助のおそれを提示している。

弁護人の立会い制限及び退去処分については、裁判所への準抗告（法 417 条）や憲法訴願（憲

法裁判所への訴え）が可能であるが、立会いを制限されたその場における救済手続や異議申

立て手続は未整備である。

⑶　現在の実情

（調査時である2023年において）弁護人立会権が法制化されてから約15年が経過しており、

取調べへの弁護人立会いは捜査機関にとっても弁護人にとっても「被疑者・弁護人の権利と

して当然の制度」として認識されている。

導入初期は捜査機関と弁護人との間で色々と衝突もあったが、最近は制度が定着し、あま

り問題は生じていない。

また、現在は、弁護人立会いは被疑者取調べのみならず被害者・参考人取調べにも拡大し

ている。

被疑者段階で国選弁護人が付くのは拘束（勾留）された場合に限るが、実務上、被疑者段

階の国選弁護活動は拘束前被疑者審問に立ち会うこと以外は低調で、弁護人立会いの多くは

私選弁護人が行っている。

取調べは 3 時間から 4 時間は行われることが多いが、弁護人が立ち会える時間に実施す

るよう日程調整を行うし、また、費用面についても（私選受任した場合は）立会いを前提と
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した報酬を設定して契約していることが多いため、弁護人にとって負担感は大きくない。

弁護人が立会いを求めると、捜査機関と弁護人との間で取調べの日程調整が行われる。被

疑者が弁護人立会権を行使したが弁護人が来ない場合、弁護人なしで被疑者取調べを行って

調書を作成しても調書の証拠能力が否定されるため、基本的には弁護人なしでの取調べは行

わず、再度の日程調整を行うなどの対応をすることが多い。

ただし、弁護人が意図的に取調べに立会いに行かない場合には、捜査妨害であるとして、

弁護人の立会いなしでの取調べが行われる余地がありうると考えられている。

警察署の取調室には被疑者用の椅子の隣に弁護人用の椅子が設置されている。弁護人用の

椅子の前にはテーブルが設置されており、メモが取りやすくなっている。

取調べで弁護人が被疑者の代わりに質問に答えたり、取調べを妨害する行為は認められな

い。しかし、取調べ手法に問題があれば異議を述べたり、被疑者に簡単な助言をしたり、別

室での接見のための休憩や取調べの中断を求めることはある。

取調べで被疑者が黙秘権を行使した場合、捜査官が準備した質問をすべて行おうとするこ

とがある。そのような場合、立ち会っている弁護人は捜査官に異議を述べるが、それでも捜

査官は「黙秘はいつでも撤回できるので。」と言って質問を続けることがある。

このような場合でも、被疑者にとっては隣の弁護人が異議を述べる様子に接することで黙

秘を続ける精神的な支えになると考えられている。最近は、捜査官が黙秘権を行使する意思

を確認して取調べを終了する場合も多い。

なお、取調べに立ち会って被疑者に黙秘権行使を助言した弁護士が取調室から追い出され

た事案で、国家賠償請求が認容されたことがある（2014 年の大法院判例）。

刑事訴訟法上、弁護人はいつでも被疑者と接見できることの帰結として、弁護人は取調べ

の途中で中断を要請して、別室で被疑者と二人だけで話をしたり助言をすることができる。　

捜査機関にとっては、弁護人が立ち会うことにより、事案によっては被疑者との信頼関係

を築きにくくなったり、日程調整が困難であったり、捜査妨害のおそれがあるなど、捜査が

思いどおりにならなくなるデメリットはある。

他方で、弁護人が立ち会うことで被疑者が安心するし、被疑者が後から供述を覆すことが

減ったり、複雑な事件では事実の争いなのか法的な争いなのかなど弁護人が争点整理してく

れるなどして取調べがスムーズに進むなどのメリットもあると受けとめられている。

かつては弁護人立会いに反対する捜査機関の声はあったが、被疑者の人権保障という大き

な流れに逆らうことはできず、捜査が多少難しくなったのは事実だが、旧態依然の捜査慣例

をなくして法令を遵守し、捜査官の力量によって問題を解決していくべきであって、弁護人

立会権を拒否する言い訳にはならない、といった捜査官の声もあった。

以　上
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第 ４章　まとめ

「これからの取調べ適正化のために求められること」

日弁連取調べの立会い実現委員会

事務局長　川　﨑　拓　也

第１　可視化 ･弁護人立会いのあるべき姿について

1　日本の取調べとその問題性

日本における取調べ及びそこで作られる虚偽自白 ･ 虚偽供述がえん罪の主要な原因となって

いることは、これまで幾度となく指摘されてきた。実際、虚偽自白 ･ 虚偽供述が原因となった

えん罪事件は、数多く存在する。

2024 年に再審無罪となった袴田事件においても、違法な取調べによって自白を強要され、

虚偽自白が有罪判決の根拠の一つとなった。古くは死刑再審四事件においても、同様に取調べ

によって得られた虚偽自白の問題点が指摘されてきた。虚偽自白が原因となったえん罪は、布

川事件、志布志事件、湖東事件など枚挙にいとまがない。

また、郵便不正事件、プレサンス元社長えん罪事件では共犯者と位置付けられた関係者の虚

偽供述が大きな問題となった。これは近時再審無罪判決が言い渡された福井事件でも同様であ

る。いずれの事件でも違法 ･ 不当な取調べによって、虚偽供述が作られ、えん罪が作り上げら

れたのである。

このような取調べの在り方は根本的に変えなければならない。しかし、取調べ改革に対する

警察及び検察の抵抗は常軌を逸した厳しいものであり、その改革も道半ばであるといわざるを

えない。

２ 　全件全過程の録音録画の必要性

日弁連、そして多くの弁護士は、1990 年代以降、全件全過程の取調べを録音録画すること（以

下、全過程の録音録画を指して「可視化」ということがある）を求めてきた。取調べの録音録

画は、取調官と被疑者のみが対峙する密室に風穴をあけるものであり、違法取調べを抑止する

圧倒的な効果を有するものであった。

これまで自白調書が作成された事件で任意性が争われた場合に延々と行われてきた水掛け論

も、取調べが録音録画されることによって大幅に減少することになる。

しかし、検察 ･ 警察はこのような客観的証拠を保全することにすら強い抵抗を示してきた。

その根拠は、取調官と被疑者の間に醸成される信頼関係が損なわれるとか、真相解明機能が失

われる、その結果治安が悪化するなどという非科学的なものであった。その一方、裁判所は特
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に裁判員裁判の導入を控え、審理を促進し、法廷での水掛け論を避けるため、可視化を求める

立場にあった。

そのような動きもあり、2006 年ころからは、一部事件で試行的に録音録画がなされるケー

スも散見されるようになった。

そして、2010 年の郵便不正事件に端を発する証拠改ざん事件を経て、ようやく法制審「新

時代の刑事司法制度特別部会」が設置され、取調べの録音録画の議論が本格的に開始された。

その後、2016 年に刑事訴訟法は改正され、新たに法 301 条の 2 が定められた。これまでの

日本の刑事司法の病巣である取調室という密室に光を差し込ませるという意味において、この

法改正は正に歴史的転換点であり、その意義は殊更大きなものであった。

その一方で、グローバルスタンダードにかなう最低限の人権を保障するとともに、虚偽自白

･ 虚偽供述を防ぎ、ひいてはえん罪を防ぐという意味では、この法改正をもってしても、以下

の通りの問題点を有しており、必ずしも十分なものとは評価できない。 

まず、録音録画の義務対象事件が裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定されるとと

もに、録画義務を免除するいくつもの例外事由が定められた。また、録音録画が義務付けられ

る取調べは、逮捕以後の身体拘束下のみであった。その結果、取調べ全体からみればほとんど

の事件が、録音録画の対象事件（取調べ）とはならなかった。

そのため、在宅段階での取調べによりいったん被疑者を屈服させて自白を得てから、逮捕す

るという事件も散見された。当然、裁判員裁判非対象事件の取調べで違法 ･ 不当な取調べが行

われる例もみられた 。

虚偽自白 ･ 虚偽供述の危険は、在宅事件においても、裁判員裁判非対象事件においても変わ

るところはない。違法 ･ 不当な取調べがなお続く現下の状況においては、少なくとも全件 ･ 全

過程の録音録画が義務付けられなければ、虚偽自白 ･ 虚偽供述はなくならない。また、捜査機

関には録音録画の機材が十二分に整備されており、設備面での障害もない。

そうであるなら、一刻も早く法 301 条の 2 の対象事件を全事件に拡大し、在宅段階での被

疑者取調べや参考人取調べも含めた全件全過程の録音録画の義務化が必須である。

３ 　弁護人立会権の明文化が必要である

くわえて、仮に録音録画が全ての事件 ･ 取調べにおいて義務となったとしても、違法不当な

取調べが根絶されるわけではない。そのことはプレサンス元社長えん罪事件や江口事件等の

301 条の 2 対象事件においてすら違法 ･ 不当な取調べが問題となっていることからも明らか

である。

理論的にみても、確かに録音録画は取調べの事後的検証可能性を高めることによって、取調

べそのものの適正化を進める方向でのベクトルを生じさせるものではあるが、取調べ時点での

リアルタイムの監視機能を有するものではない。さらに、取調官自身が、違法 ･ 不当な取調べ
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であるとの認識を自身で持つような露骨な取調べ手法は抑制できるとしても、自らは適法と信

じているものの、事後的評価として違法とされるものを抑止する効果は持ちえない。そして、

実際に後者のような類型の取調べ手法が一定程度存在することは、録音録画の下でなお違法な

取調べと断じされた国家賠償請求訴訟をみれば明らかであろう。

そこで、被疑者の黙秘権や供述の自由を守り、リアルタイムでの監視機能を持つ、取調べへ

の弁護人立会いが必要となる。

法は、取調べへの弁護人立会いを禁じる規定を置いていない。実際、捜査機関も、弁護人立

会いそれ自体が禁じられているという立場はとっていない。しかし、弁護人が取調べへの立会

いを求めても、ほとんど全ての事件で捜査機関はこれを拒絶するというのが実情である。より

具体的にいえば、警察庁に関しては、2021 年 5 月 24 日付警察庁刑事局刑事企画課刑事指導

室長「指導連絡〜取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について〜」に基づき、「取調

べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎

重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場

合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう

徹底されたい。」とされている。すなわち、各都道府県警察は、弁護人立会いの申し入れを受

けた際には、当該都道府県警察の本部に判断を仰ぐこととなっており、その結果、ほとんどす

べての事件で立会いは拒絶されている。また、検察庁においては、「飽くまで個々の検察官の

判断において、先ほど申し上げたような事情を考慮しつつ、適切に判断すべきもの」（法務 ･

検察行政刷新会議）とし、そこでの「事情」は、ⅰ取調べの機能を損なうおそれ、ⅱ関係者の

名誉やプライバシー、ⅲ捜査の秘密が害されるおそれ等、とされている。個々の検察官の判断

で立会いを認めることができるとされているが、日弁連等が知る限り全く認められておらず、

組織として、明に暗に、立会いを認めることを許容していない姿勢がうかがわれる。

憲法は黙秘権（38 条 1 項）及び弁護人の援助を受ける権利（37 条 3 項）を保障している。

それらを根拠として、取調べに弁護人を立ち会わせることは、被疑者の権利である。このこと

は世界的な人権保障レベルに照らせばあまりにも当然のことである 。

当連合会は、2018 年の人権擁護大会 （ 大阪）において、上記のような実務慣行を打破する

べく弁護人立会権の明文化を求める決議をあげた。日弁連においても、2019 年の人権擁護大

会（徳島）で、同趣旨の宣言を決議した。そして、その後にも、上記の通り、複数の事件で取

調べの問題事例が明らかとなり、捜査機関の取調べの在り方が、広く問題視されている現状に

ある。

にもかかわらず、刑事訴訟法には弁護人立会権は明文化されていない。それどころか捜査実

務は弁護人からの立会申入れを頑なに拒む姿勢を強めているとさえいえる。

虚偽自白 ･ 虚偽供述がなくならなければ、えん罪もなくならない。えん罪を防止するために

は、被疑者の権利保障を実効的なものにし、取調べの適正化を図ることがなによりも重要であ
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る。これらを実現するために、一刻も早く取調べへの弁護人立会権の明文化がなされなければ

ならない。

第２　取調べ拒否 ･留め置き規制等と弁護人立会い

第 1 で述べた通り、日本の取調べにはなお大きな問題があり、全事件全過程の録音録画の義

務化（可視化の範囲拡大）と取調べへの弁護人立会権の明文化が必須の改革課題である。

しかし、取調べを適正化させる方策はこれに限られない。より根本的な問いである「そもそも

取調べを受けなければならないのか」ということも考えなければならない。

そこで、以下では、近時の可視化 ･ 立会いを取り巻く情勢ないし議論を俯瞰する形で紹介し

たい。

1 　可視化について

取調べの可視化について、その範囲を全件に拡大し、同時にその始点を逮捕以前（すなわち、

すべての取調べ）にまで伸ばすことについては、時間の問題であろうとの見方が、2016 年改

正当初見られていた。

実際、検察庁は対象事件以外の事件における取調べも録音録画するようになり、今や身体拘

束以後は対象事件に限らずほとんどすべての事件で録音録画がなされている。また、在宅事件

においても、弁護人が求めれば、少なくない場面で録音録画をするようになっている。その意

味で、検察庁ないし個々の検察官においては、全件 ･ 全過程の録音録画への抵抗感は相当低減

されているものと思われる。

問題は警察である。警察は、法で定められた対象事件（裁判員対象事件かつ身体拘束後）で

は確実に録音録画を実行し、それに加えて、精神障害のある被疑者の事件においてもできる限

り実行することとしている（犯罪捜査規範182条の 3 第 2 項）。しかし、それ以外については「全

く」といってよいほど録音録画をしていない。近時、大川原化工機事件を受けて、外為法違反

事件では録音録画を実施するとの発表がなされたが、そのような事件は全体からみれば、ごく

ごくわずかであり、不十分であることに間違いはない。

この姿勢からすれば、警察は法改正があるまで頑なに可視化を実施しない気構えのようであ

るが、法改正も遅々として進んでいない。2016 年刑訴法改正においては、その付則において、

施行後 3 年での見直しが盛り込まれたが、その見直しの議論さえ（おそらく意図的に）相当ゆっ

くりとしたものであった。そして、最終的に施行（2019 年 6 月 1 日）から実に 6 年以上を

かけてなされた「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の取りまとめ報告書において

は、以下のような記載がなされるのみであった。すなわち「政府において、取調べの録音 ･ 録

画の対象範囲の拡大を含む制度改正や運用の見直し、その他刑事手続における新たな制度の導

入について、新たな検討の場を設けて、具体的に検討を行うなど、所要の取組を推進すること
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を強く期待したい」と。

率直にいって、検察官を事務局メンバーとする法務省に刑訴法改正の手綱を渡していても一

向に改革は期待できない。ここからは、早期に「新たな検討の場」を求めるとともに、議員立

法も含めた早急な法改正につなげていくことが不可欠である。

２ 　取調べへの弁護人立会いについて

⑴　問題あるいは隘路

次に、弁護人立会いである。可視化に加えて、弁護人立会いが必須であることは、上記の

通り、可視化の下での違法取調べの数々をみれば明らかであろう。前記のとおり、弁護士会

ないし多くの刑事弁護人は、徐々に取調べへの弁護人立会いを少なくとも「求める」ように

なってきている（もとより、一部の熱心かつ先進的な弁護人は、このような動き以前も立会

い申入れを行っていたものと思われるが、一般的な弁護人をみる限り、少なくとも 2019 年

前後までは、少なくとも弁護人立会いを実行に移そうという発想まではもっていなかったも

のといえるだろう）。そして、それが捜査機関の妨害によって、なかなか実現しないことも

既に述べたとおりである。

上記の通り、警察においても、検察においても、取調べへの弁護人立会いが法律上は禁じ

られておらず、事案によっては立ち会わせてもよいというのが公式見解であるにもかかわら

ず、なぜそこまで強く抵抗するのであろうか。

また、その一方で、弁護士会内においても、取調べへの弁護人立会いに懐疑的な（あるい

は不安を感じる）見方 ･ 懸念も一定数存在する。

そこで、弁護人立会い実現に伴ういくつかの不都合（懸念）を指摘する見解についてみて

いきたい。

ア　捜査側に生じる不都合らしきものとそれへの反論

捜査機関側は、公式 ･ 非公式に弁護人立会いに反対する議論を展開する。大きく以下の

①〜③が主要な反対論の根拠といえよう。

まず、①制度として弁護人立会いが実現すれば、弁護人が取調室に赴くことができない

ときは、取調べができないのではないか（それでは困るし、身体拘束下における取調べ受

忍義務が肯定されるという現状の実務とあわない）という指摘である。

次に、②仮に弁護人がスケジュール的に立会いに赴くことができない場合には、取調べ

を行ってよいという制度になるにしても、どの程度の時間、待たなければならないかが判

然としないという指摘である。

さらに、最も根源的な指摘として、③昨今黙秘権を行使する被疑者が増えているが、弁

護人が立ち会うことによって、そのような被疑者がさらに増え、あるいは被疑者が供述し
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ようとする場面でも供述が得にくくなり、取調べの真相解明機能が損なわれるのではない

かという点である。

では、それぞれの指摘は弁護人立会いを認めえない理由となるであろうか。

まず、①については、現状の取調べ時間が、そもそも長すぎるという問題がある。現状

の裁判員裁判では、被告人質問先行型で犯罪事実の内容から情状関連事実までのすべてを

被告人質問で聞き取ることとなる（それで十分かという指摘はあるが、概ね安定的に運用

されている）。その被告人質問に要する時間は、およそ 1 時間かせいぜい 2 時間程度で

あろう。裁判員は、刑罰を決めるにあたって、その程度の時間で、必要十分な情報を手に

入れているといえる。その一方で、裁判員裁判対象事件における被疑者取調べは平均 20

時間〜 30 時間程度である。捜査段階では、すべての証拠が出そろっているわけではない

という事情を念頭においても、このアンバランスは殊更大きいといえよう。そもそも、事

件との関連性も認められないような必要以上の事実を聴取していないか（性犯罪における

配偶者との性交渉の回数 ･ 状況等はその最たるものであろう）がまず問われるべきであろ

う。さらに、黙秘権が憲法で保障されている現在の法制下において、黙秘権を行使した場

合にまで、「説得」の名の下に無制限に取調べができるかのような考え方が実務を支配し

ており、それ故に取調べ時間が長くなっているという点も指摘できる。そもそも、黙秘権

を行使しているのに延々と「説得」が可能であるという考え方自体（それはもはや「説得」

ではない）が誤っている。このように考えてくれば、取調べ時間は現状よりも相当程度短

縮するべきであり、その帰結として、黙秘権を行使した場合や弁護人がいないときには取

調べはできないというあるべき姿に是正されるべきである。

次に、②については、①で述べた通り、あるべき制度設計ではない。アメリカ同様、弁

護人の立会を求めた以上は、弁護人がいない限り取調べができないという制度とすべきだ

である。しかし、必ずしもそのようになるとは限らない。ヨーロッパのように一定程度の

待機時間を設けて取調べを行ってよいとの制度になる可能性もある。そのような場合には、

一定の合理的時間を法律上設定することで、問題を解消させるほかないであろう。そして、

その合理的時間設定は、地域や弁護人事務所との距離によって必ずしも一律に定めること

を相当ではないが、少なくともヨーロッパ同様に数時間の待機時間は設定すべきであるし、

待機時間を超えても被疑者本人が立会いを求める以上、あるべき姿としては、弁護人を待

つべきであろう。仮に、一定程度の待機時間を超えれば弁護人抜きの取調べが可能である

との制度になったとしても、弁護人がいない間に行われた取調べは、弁護人がいる場面よ

りも相当丁寧かつ慎重に行われなければ、任意性 ･ 信用性が確保されなくなることは当然

であろう。

最後に、③については、可視化導入の際にも主張されていたが、捜査機関の一種の「幻

想」である。そもそも取調べは被疑者が黙秘権を行使すればそれ以上に供述するよう働き
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かけることが許されない（本来的に）脆弱な捜査手法である。その意味で、被疑者が黙秘

したからといって、取調べの真相解明機能が損なわれることにはならない。

イ　弁護人に生じる不都合らしきものとその評価

本来的に被疑者の黙秘権や供述の自由を守ろうとする弁護人の側でも、主に対応体制を

中心に懸念が表明されている。大きくは以下の 3 つに分類される。

まず、❶として、そもそも、（現状の実務を前提に）長時間の取調べのすべてに立ち会

うとした場合、他の業務を進めることができず、弁護人の数 ･ 対応時間共に不足するので

はないかという点である。

次に、❷として、弁護人のスケジュールが合わなかった場合に、依頼者の求めに応じず

に取調室に行けなかった場合に、懲戒請求等を受けるのではないかという点である。

最後に、❸そもそも黙秘権を行使すれば取調べは終了するべきであり、黙秘権行使を維

持するために弁護人が立ち会うとすれば、それは相当奇異な光景であるとともに、そのよ

うな事態を弁護人が容認することと同義であり、むしろ黙秘権行使をしても取調べが終わ

らない実務を固定化するのではないか、という点である。

確かに❶の懸念が生じるのは当然であるが、本来求められているのは弁護人が来なけれ

ば取調べができない制度である。そのような制度を前提にしたときには、黙秘する弁護方

針をとれば全く立会いに赴く必要がなく、むしろ現在より対応に割かれる時間は少なくす

む。仮に供述方針をとった場合でも、本来的に供述内容を合理的な範囲に絞れば、必要な

取調べ時間（= 立会い時間）は、さほど長くない。上記の通り、現在の裁判員裁判で被告

人質問がなされる程度の時間を想定すれば、業務をひっ迫するほどの取調べ時間には本来

ならないはずである。

他方で、確かに、そのような制度にならず、一定時間待てば取調べが行われる制度とな

れば、スケジュール調整がうまくいかなくとも、なんとかして立会いに行かなければなら

ないこととなり、問題は解消されない。しかし、その場合でも上記の通り、事実上捜査機

関にはより慎重な取調べ態様がもとめられるのであり、黙秘権行使と組み合わせながら、

要所に絞っての立会いで必要な弁護活動を提供できる可能性は十分にある。また、同時に

後述するような、取調べ拒否実践を浸透させ、留め置き規制の導入なども同時に意図しな

がら制度を定着させていくことで大きな問題は生じないのではなかろうか。

次に❷については、上記の通り、本来的に取調べ時間を短くするべきであり、懲戒云々

の問題にはなりようがない。万万が一不当な懲戒請求にさらされたとしても、それは接見

における連日 ･ 多数回の接見要望への対処と同様であり、弁護活動に合理的な範囲で対応

すれば問題にはならないものと思われる。

最後に、❸の点については、本質的な指摘である。しかし、だからといって放っておく
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のかというと、そうはならないはずである。もちろん、取調べ改革は必要であり、後述の

取調べ拒否弁護実践、黙秘権行使による留め置き規制は、それが実現すれば、「黙秘のた

めに立ち会う」という異常な事態は避けることができる。その意味で、これらは同様に取

調べ改革の一手法として求めるべきものであるが、それらが実現できないから指をくわえ

て待っていてよいという問題ではない。

ただし、❸の問題は、これまでの日本の取調べ実務を大きく変容させる可能性を秘めた

議論であり、以下で詳論しておきたい。

⑵　これらを受けての議論

弁護士会内である批判 ･ 懸念の❸については、若干議論を敷衍しておきたい。

まず、筆者の観測する限り、恐らくは❸に端を発する形で、少なくない弁護人が、取調べ

への弁護人立会い運動と並行あるいは若干距離を置く形でいくつかの取調べ改革の動きを志

向している。

大きく分類すると、取調べ拒否を求める動き（「ア」で論じる）と留め置き規制を巡る動

き（「イ」で論じる）である。まずは、それらの運動を簡単に俯瞰した上で、これらの運動

ないし考え方が取調べへの弁護人立会いと両立すべきものであることを論じておきたい。

ア　取調べ拒否をめぐる動き

まず、取調べ拒否運動が昨今徐々に活発な弁護活動となりつつある。取調べ拒否権を実

現する会（RAIS）のウェブサイトをみれば、実践例や、書式等、多くの情報に接するこ

とができる。

この運動は、被疑者の黙秘権を守ることを主眼に置くものである以上、弁護人立会いを

実現する方向のベクトルと矛盾するものではないが、弁護人立会いが基本的に想定する場

面が取調べの「場」そのものを前提にするものであるとすれば、それ自体の設定を拒否す

るわけであるから、想定する場面が異なるとはいえよう。

取調べ拒否運動を前提としない弁護人立会い（あるいは準立会い）は、あくまでも取調

べを受けることを前提とする弁護実践と位置付けられる。しかし、（包括的）黙秘権の行

使は、一切の質問に対して回答を拒否する意思を権利行使の形で明確にしたものなのであ

るから、その帰結は取調べを拒否する意思表示と同義であろう。そして、取調室で黙秘権

を行使すれば取調べが終了するということであれば別論、権利行使しても「説得」という

名で取調べを継続しうる現在の実務を前提にすれば、取調べそのものを受けることを拒否

する（つまりは、取調室に赴くことを拒否する =（身体拘束中であれば）出房を拒否する）

ことが黙秘権を守る弁護活動となることは論理必然の帰結であろう。あるいは、仮に供述

する方針をとっていたとしても、被疑者が望んでも弁護人立会いがなされない現状の下、
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そのような取調室に被疑者が行きたくないと考えるのは当然であり、そうであれば取調べ

自体を拒否しようと考えるのもまた必然であろう。

その意味では、取調べ拒否権が確立することは（少なくとも黙秘権を行使する場面ある

いは弁護人立会いの下での取調べのみを受ける方針の場面では）極めて正当な要望であり、

弁護人立会権の明文化を求める立場からしても何らの異論もない。

そして、取調べ拒否が実現できるのであれば、上記の❶の懸念は払しょくされる。スケ

ジュールがあわないときは、取調べを拒否し、スケジュールがあうときのみ取調べを受け

ればよいからである。

ただし、取調べ拒否権が確立されるまで、弁護人立会権の明文化は控えるべきであると

考えるのであれば、問題があるように思われる。

まず、権利として確立ないし実現可能な道筋が見えているかという点である。現状、取

調べ拒否を実践する事件の大半は、その戦略が奏功し、強制的に取調室に連行されるとい

う事態はさほど起きていないものと思われる。しかし、若干の例では車いす等により強制

的に取調室に連行さるケースもあるようである。そのような態様の後に取調べが行われ、

万一自白調書がとられたとしても、その調書に任意性が認められることはないといってよ

いかもしれない。しかし、その一方で、そのような人権侵害は許されるべきではないし、

その結果、心理的に黙秘を貫く気持ちが折れてしまうことも考えられる。そうである以上、

立法あるいは判例等により取調べ拒否権は実現するほかない。しかし、取調室に連行され

る法的根拠は、法 198 条 1 項にあるものと思われる。そして、実務上、取調べ受忍義務

があるとされている現状では、被疑者を連行することも許されうるということにもなりか

ねない。あるいは、無限定な受忍義務まで認めなくとも、出頭 ･ 滞留義務が少しでもある

と考えれば、やはり一旦は取調室まで出頭させること自体を違法と断ずることができなく

なってしまう。そうすると事実上取調べを拒否する弁護実践をとったとしても、強制的に

連行される事態は解消されない。つまり、この点を実現しようと思えば、神々の論争とも

いわれる受忍義務論争から逃れることができないように思われるのである。

弁護人立会いと取調べ拒否権の実現の後先を論じ始めると、取調べ拒否権の制度化ない

し立法化が困難であることに照らせば、いつまでたっても取調べ改革が進まないという事

態になりかねない。その意味で、弁護人立会いと取調べ拒否の双方が実現する状況を目指

しつつ、先後関係をつけずに運動を展開していくことが肝要であろう。

イ　留め置き規制をめぐる問題

次に、取調室への留め置き規制を論じる見解である。上記の通り、取調べ拒否権を実現

しようとすると、どうしても 198 条 1 項但書の受忍義務論争に入らざるを得ない。そこで、

この論争に入らずに、❸の問題を解決できないかが企図されたものが、留め置き規制導入
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論であると思われる。

詳細は、2024 年 6 月 14 日弁連決議「取調べの在り方を抜本的に見直し、全ての事件

における全過程の録音 ･ 録画を実現するとともに、弁護人を立ち会わせる権利を確立する

ことを求める決議」に譲るが、黙秘権を行使しているのに無条件に長時間の「説得」を通

じて、取調べが継続する実務への疑問を出発点として、受忍義務論（出頭 ･ 滞留義務論）

の適否を正面から論じることなく取調べに一定の規制をかけようというものである。概要

を説明すると以下のとおりである。

現在の学説を見渡せば、198 条 1 項但書について、無条件 ･ 無限定に取調べ受忍義務

を認める見解はほとんどない。有力な学説は、198 条 1 項但書を出頭 ･ 滞留義務を定め

たものと捉えた上で、黙秘権行使の機会（意思確認）と任意処分として許容される限度の

説得を行わせるために定められている義務であり、無制限の取調べ継続を許容するもので

はない、とするのである。その結果、黙秘権を行使する被疑者に対して試みられる「説得」

は最低限度のものに限られ（論者によっては、意思確認までとするものもある）、せいぜ

い数分から十数分程度で取調べを終了しなければならないとするのである。

ここでも、この留め置き規制が実現すれば、延々と続く取調べを前提とする❶の懸念は

問題とならない上に、198 条の改正や判例変更までの必要はない。

しかし、ここでもやはり問題がある。この方向性は、法改正というよりも、実務の積み

重ねを念頭に置くものであるが、長時間の取調べを黙秘権侵害としなかった江口国賠等を

念頭に置いたときにその道のりは相当に長いことを想定しなければならない。そのため、

ここでも「先後」を問題にするようであれば、取調べ改革の致命的な遅延を意味すること

になってしまう。

ここでも同じく、弁護人立会いと留め置き規制の問題は、その双方を目指しつつ、前後

関係をつけない運動が求められるといえよう。

ウ　現実的な解決がないか

以上の通り、アないしイについて、弁護人立会いとの先後を問題にして運動を停滞させ

るべきではない。しかし、弁護人立会いを実現したことで、長時間かつ無限定な取調べが

固定化するとすれば、決して望ましい事態ではない。では、現状で弁護人立会いを実現す

れば、本当に長時間取調べが固定化することになるのであろうか。

そこで、仮に弁護人立会いが法制化されたとして、現状の実務を前提とし、さらには弁

護人がいないときでも取調べができる制度となったとして、その世界を想定してみよう（そ

の意味では、立会いが実現した世界の中でも最低の世界という設定である）。なお、上記

の通り、全件可視化は実現が時間の問題と捉えて、全件可視化実現を前提条件とする。

まず、黙秘の方針をとるものの、特に気弱な被疑者であったために、すべての取調べに
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立ち会うことが望ましいという場面を想定しよう。第一にするべきは、スケジュール調整

と複数選任の申し立てである（私選であれば、複数弁護人の確保である）。これらを最大

限行っても、警察が本気で連日にわたり長時間の取調べ（統計上、否認事件では勾留期間

中に 100 時間を超える取調べがなされることもある）を行えば、すべての取調べに立ち会

うのは困難であろう。次に、とるべき戦略は出房拒否（取調べ拒否）である。最終的に強

制的に連行される可能性はあるが、相当時間は削られる。その上で、要所となる取調べ（弁

解録取 ･ 検事調べ）にはなんとかスケジュールをあわせて立ち会うべきであろう。それで

も強制的に連行されれば取調べは継続する。そこではなんとか録音録画下で「黙秘する。

弁護人を立ち会わせてほしい」と言ってもらう。それでも黙秘が破られて自白がとられる

可能性も 0 ではないであろう。しかし、その可能性（そして、その自白に任意性が認め

られる可能性）は限りなく低いのではなかろうか。

次に、供述する場面は黙秘の場面の応用である。まずは、接見で供述する範囲とその時

期を固める。その時期が来るまで、できる限り立ち会う。しかし、それでもすべての取調

べに立ち会うのは不可能であろう。そうであれば、弁護人がいない取調べは出房拒否をし

てもらう。強制連行されれば、録音録画下で「黙秘する。弁護人を立ち会わせてほしい」

と言ってもらう。これでも自白がとられれば、問題であるが、そのような事態はほとんど

想定できないように思われる上、そのようにしてとられた調書の任意性ないし信用性を裁

判所は認めるだろうか。

エ　議論の方向性

さて、結論である。アもイも弁護人立会いも、目指す取調べ改革の方向性として誤りで

はない。すべてを目指して運動を継続するべきである。しかし、先後をつけ始めるとおか

しくなる。どれでも実現できるものから実現すべきである。

取調べ拒否が実現できていないから、立会いを求める依頼者の意向を無視することはで

きない。立会いを実現したいからと言って、取調べを受けたくないといっている依頼者の

意向も無視できない。とにかく我々は、依頼者の利益を守るために取りうる手法はすべて

取らなければならないのである。

第３　取調べ適正化のための法改正のあり方―条文案　

最後に、可視化及び立会いに関する法改正の具体的条文案を記しておきたい。あくまでも私

案であり、今後改善の余地が大いにある。

具体的には、可視化の対象事件に限定をかけず、かつ弁護人立会いについて、これを許容す

る最大公約数的な条文案である。懸案の 198 条 1 項但書については、あえて触れずに現行の

ままとしている。その一方で、立会権の告知義務を 198 条 2 項に入れ、立会権行使があっ
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た場合には、取調官は弁護人を立ち会わせることが義務であるとの規定を同条 6 項に定め

ている。

なお、現在の条文から削除する部分については削除線で、追加する部分には下線を施して

いる。

第 301 条の 2

次に掲げる事件については、検察官は、第 322 条第 1 項の規定により証拠とすることがで

きる書面であつて、当該事件についての第 198 条第 1 項の規定による取調べ（逮捕又は勾留

されている被疑者の取調べに限る。第 3 項において同じ。）又は第 203 条第 1 項、第 204 条

第 1 項若しくは第 205 条第 1 項（第 211 条及び第 216 条においてこれらの規定を準用する場

合を含む。第 3 項において同じ。）の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な

事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取

調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述

べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された

取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第

4 項第 198 条第 6 項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。た

だし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたこと

その他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。

一　死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件

二�　短期一年以上の拘禁刑に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたもの

に係る事件

三　司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件（前 2 号に掲げるものを除く。）

②�　検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁

判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。

③�　前 2 項の規定は、第 1 項各号に掲げる事件について、第 324 条第 1 項において準用す

る第 322 条第 1 項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、

当該事件についての第 198 条第 1 項の規定による取調べ又は第 203 条第 1 項、第 204 条

第 1 項若しくは第 205 条第 1 項の弁解の機会に際してされた被告人の供述（被告人に不利

益な事実の承認を内容とするものに限る。）をその内容とするものを証拠とすることに関し、

被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議

を述べた場合にこれを準用する。

④　※一部修文の上、第 198 条第 6 項に移動する。



148　第 2 分科会　

Ⅲ　いわゆる可視化条項施行後の取調べの適正化

第 198 条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被

疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されてい

る場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

②�　前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要

がない旨及び弁護人を立ち会わせることができる旨を告げなければならない。

③〜⑤　（略）

⑥�　検察官又は検察事務官は、第 1 項各号に掲げる事件（同項第 3 号に掲げる事件のうち、

関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査している

ことその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除

く。）について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第 198 条第 1 項の規定により取り調

べるとき又は被疑者に対し第 204 条第 1 項若しくは第 205 条第 1 項（第 211 条及び第 216

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により弁解の機会を与える検察官、

検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を第 1 項の規定により取り調べるときは、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行

う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第 1 項第 1 号

又は第 2 号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第 198 条第 1 項

の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第 203 条第 1 項（第 211 条及び第 216 条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。

一�　記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができない

とき。

二�　被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分

な供述をすることができないと認めるとき。

三�　当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

3 条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るも

のであると認めるとき。

四�　前 2 号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団

体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑

者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑

させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をす

ることができないと認めるとき。

⑦�　検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を第 1 項の規定により取り調べる場合

において、被疑者又は弁護人から立会いの申出を受けたときは、弁護人を立ち会わせなけれ

ばならない。
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⑧�　前 7 項の規定は、第 203 条第 1 項、第 204 条第 1 項又は第 205 条第 1 項（第 211 条及

び第 216 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により弁解の機会を与え

る場合にこれを準用する。

第 223 条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被

疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託する

ことができる。

②　第 198 条第 1 項但書及び第 3 項乃至第 5 6 項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

以　上



150　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

第 1章　再審事件にみる刑事再審制度の現在について

第 1 　 再審事件にみるわが国の再審を巡る歴史的な展開

１　はじめに

刑事再審制度は、確定判決に重大な誤りが存在する場合に、その誤りを是正し、えん罪被害

者を救済するために設けられた制度である。とりわけ死刑や無期懲役といった重大事件におい

て誤判を放置することは、取り返しのつかない人権侵害に直結するため、再審制度は民主主義

国家の刑事司法における根幹的役割を担う。しかしながら、日本における再審制度は、その理

念と現実との間に大きな乖離を抱えてきた。1948 年の現行刑事訴訟法の制定以来、再審に関

する条文は一度も改正されておらず、制度は戦前のドイツ法由来の古い枠組みを引きずったま

ま運用されている。結果として、再審制度は時代ごとの司法や検察の姿勢に大きく左右され、

えん罪救済の成否は安定した制度的保障に基づくものではなく、その時々の実務運用に依存す

る形で推移してきた。本項では、この制度の歴史的展開を戦後から現在まで 4 つの時期に区

分し、その変遷と課題を明らかにする。

２ 　戦後再審制度の経過―「氷河期」の時代

⑴　現行刑事訴訟法の施行

1948 年に現行刑事訴訟法が制定され、翌年に施行された。この新法は日本国憲法の理念

を受け、従来の職権主義的手続を改め、被告人と検察官を対等な当事者として扱う当事者主

義的構造へと移行した。再審制度についても、不利益再審を廃止して利益再審のみに一本化

し、えん罪救済を理念に据えた点は画期的であった。

しかしながら、刑訴法第 435 条以下の再審条文は戦前の規定をほぼそのまま引き継ぎ、全

体でわずか 19 条しかなく、根本的な刷新には至らなかった。司法実務は確定判決の安定性

を優先し、再審を極めて例外的な制度とみなした。その結果、新証拠の「明白性」は新証拠

のみで無罪を導きうるか否かで判断される孤立評価説が支配的となり、さらに確定判決時の

裁判所の心証を尊重する心証引継説が加わり、請求人には事実上「無罪立証責任」が課され

るに等しかった。

⑵　戦後の再審事件

このため、戦後 27 年間で再審開始が認められた著名事件は吉田岩窟工事件、金森事件、

小平事件の 3 件にとどまり、他は交通事件の身代わり犯人など特殊な事例に限られた。死

刑や無期の重大事件で救済されたものはなく、再審は「針の穴を通すよう」と形容される

極めて狭い門であった。この閉塞状況は「再審氷河期」「開かずの扉」と呼ばれるにふさわ
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しい時代であった。1968 年には帝銀事件や財田川事件、免田事件などの救済を目的とした

「再審特例法案」が国会に提出されたが成立には至らず、一部が恩赦により救済されるにと

どまった。

３ 　「雪解け」をもたらした白鳥・財田川決定

⑴　白鳥事件

1975 年 5 月 20 日、最高裁判所は白鳥事件の再審請求に関して画期的な決定を下した。

この決定は、新証拠の評価にあたり新旧全証拠を総合的に判断すべきであり、合理的疑いが

生じれば無罪方向に判断すべきことを明確にした。これは、従来の孤立評価説や心証引継説

を明確に退けるものであり、再審制度における証拠評価の枠組みを大きく転換するものと

なった。

⑵　財田川事件

翌 1976 年 10 月 12 日、最高裁は財田川事件においても白鳥決定の理論を踏襲し、原決定

を破棄して差戻しを命じた。これにより「白鳥・財田川決定」と呼ばれる判例法理が確立し、

以後の再審請求審の基準となった。

⑶　死刑再審 4 事件

この法理のもと、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件という死刑確定事件が相次

いで再審開始を認められ、最終的にすべて無罪判決が確定した。これらは「死刑再審 4 事件」

と呼ばれ、日本の刑事司法史に大きな衝撃を与えた。さらに弘前事件、加藤事件、米谷事件

などでも再審無罪が確定し、再審はようやく理念どおりえん罪救済の制度として本格的に機

能し始めた。この時代は「再審黄金期」あるいは「雪解けの時代」と評されるに至った。

４ 　1990 年代の「逆流現象」

⑴　検察による抵抗

しかしながら、黄金期は長く続かなかった。最高検察庁は相次ぐ死刑再審無罪事件に強

い危機感を抱き、1983 年の全国次席検事会で再審請求対応を抑制する方針を打ち出した。

1984 年には「再審無罪事件検討委員会」を設置し、免田事件、財田川事件、松山事件を分

析した報告書をまとめた。その中では再審請求段階での証拠開示は極力制限すべきとされ、

捜査機関の内部に残る証拠を非公開とする姿勢が制度化された。
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⑵　裁判所による揺り戻しの動き

1990 年代に入ると、最高裁調査官解説が「新旧全証拠の総合評価」を限定的に解釈する

方向に影響を与えた。新証拠は同じ立証命題に関わる旧証拠との関係でのみ評価されるべき

とされ、確定判決の全体的な証拠構造を組み替えることは否定された。この考え方は「限定

的再評価説」と呼ばれる。さらに「二段階説」、すなわち新証拠が旧証拠を減殺するか否か

をまず判断し、その上で総合評価に進む手法も現れた。

⑶　再審事件の動向

こうした理論的後退の影響により、1990 年代には再審開始・無罪判決が激減した。1994

年の榎井村事件を最後に長らく再審無罪は途絶え、名張事件第 5 次・第 6 次請求、マルヨ

無線事件第 5 次請求、静岡一家殺害・放火事件第 1 次請求、布川事件第 1 次請求、日野

町事件第 1 次請求など、日弁連が支援した事件もいずれも棄却された。

さらに、大崎事件や日産サニー事件では、一度は地裁で再審開始決定が下されたにもかか

わらず、検察官の即時抗告によって取り消され、最高裁もこれを追認した。再審の趣旨から

みれば、検察官が開始決定を覆す仕組みは根本的矛盾を孕んでおり、この「検察官抗告問題」

が制度の重大な問題点として浮上した。結果として、1990 年代の再審は「逆流現象」と呼ばれ、

再び「冬の時代」に逆戻りしたのである。

５ 　21 世紀の再審 ― 科学的証拠とせめぎ合いの時代

⑴　科学的証拠の進歩と証拠開示

1990 年代の「逆流現象」を経て、21 世紀に入ると再審事件の様相は大きく変化した。そ

の背景には、科学的証拠の進歩と、捜査機関によって隠されていた証拠の開示がある。従来

の判決を支えていた前提が、科学技術や再鑑定の登場によって揺らぐことが相次ぎ、再審に

新たな展望が生まれた。

⑵　再審事件の動向

①　布川事件

まず布川事件は、1967 年に発生した農家夫婦強盗殺人事件である。 2 人の男性が逮捕

され無期懲役が確定したが、長年にわたる冤罪主張の末、2005 年の第 2 次再審請求で水

戸地裁土浦支部が再審開始を決定した。この事件では、目撃証言の矛盾や、検察側が秘匿

していた供述調書の信用性が大きな争点となり、再審公判を経て 2011 年に無罪判決が確

定した。証拠開示の重要性を広く示した事件として、現代の再審史に大きな足跡を残した。
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②　足利事件

同じく科学的証拠の再検討が突破口となったのが足利事件である。1990 年に発生した

女児殺害事件で、男性が DNA 型鑑定に基づき有罪とされ無期懲役が確定した。しかし

2000 年代に入り、当時用いられた MCT118 型鑑定が不正確であることが判明し、新しい

鑑定によってえん罪の可能性が明らかになった。2009 年に再審開始が決定され、翌年に

は無罪判決が下された。科学技術の進歩がえん罪救済に直接結びついた典型例であり、再

審制度の意義を社会に再認識させる契機となった。

③　東住吉事件

東住吉事件もまた科学鑑定の誤りが中心に据えられた事例である。1995 年に大阪市で発

生した民家火災で少女が死亡し、母親と同居男性が保険金目的の放火殺人として無期懲役

に処された。ところが後年、火災鑑定の誤謬が明らかになり、自然発火の可能性が高いと

された。また自白の違法性も問題視され、2012 年に再審開始が決定し、2016 年に無罪判

決が確定した。科学的根拠の誤りがいかにえん罪を生みうるかを示す象徴的事件であった。

④　松橋事件

松橋事件では、1985 年に熊本県で発生した農協組合長殺害事件において男性が無期懲

役に処されたが、凶器とされたナタの血痕に関する科学鑑定の疑義や証言の不自然さが指

摘され、さらに検察側の証拠隠匿も問題となった。2017 年に福岡高裁が再審開始を認め、

2019 年には無罪判決が確定した。この事件は、科学的証拠と供述証拠双方の再検討が重

なり、従来の有罪認定が根底から覆された事例である。

⑤　湖東記念病院事件、大崎事件、静岡一家殺害・放火事件

以下、詳述する。

⑥　小括

このように 21 世紀の再審は、科学的証拠の進歩を武器に救済が進む一方で、検察官の

不服申立てによる長期化や、裁判所ごとに態度が異なる「再審格差」という新たな問題を

抱えることとなった。えん罪救済を目的とする制度が、制度的保障の欠如ゆえに裁判所と

検察の運用に翻弄され続けている実情がここにある。

６ 　まとめ ― 再審法改正の必要性

戦後 70 年以上の歴史を振り返ると、日本の再審制度は「氷河期」から「雪解け」へ、さらに「逆

流」を経て「せめぎ合い」の時代へと推移してきた。この揺れ動きが示しているのは、再審制
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度が条文の簡素さゆえに実務運用に大きく依存し、その時々の裁判所や検察の姿勢によって救

済の可能性が大きく左右されてきたという不安定性である。確定判決の安定性を重視すれば「氷

河期」となり、最高裁が積極的に救済を認めれば「雪解け」が訪れる。検察が抵抗を強めれば「逆

流」となり、科学の力が突破口を開いても、検察官の抗告によって再び扉が閉ざされる。この

構造は、再審に関する条文が 70 年以上改正されていないことに起因している。

現行制度の限界は明白である。第一に、検察官の不服申立ては再審の趣旨と正面から矛盾す

る。無実を救済するために設けられた制度において、国家権力の代表である検察官が救済の決

定を覆す権限を持ち続けることは、被告人の人権保障を著しく損なう。第二に、再審段階での

証拠開示が限定的であるため、捜査機関が保持する無罪方向の証拠が長年秘匿され続ける現実

が救済を遅らせてきた。第三に、裁判所ごとに態度が大きく異なる「再審格差」が国民の司法

への信頼を揺るがしている。

これらを克服するためには、抜本的な法改正が必要である。検察官による不服申立てを禁止

し、再審開始決定を確定的なものとすることが求められる。再審段階においても捜査機関の全

証拠を開示する全面的証拠開示制度を法定化する必要がある。経済的困窮によって弁護活動が

制約されないよう、国選弁護人制度の拡充も不可欠である。死刑を含む再審請求人については

請求中の刑の執行停止を原則とし、生命と自由を守る制度を設けるべきである。さらに、再審

無罪事件ごとに誤判原因を検証する仕組みを設け、制度改善につなげる必要がある。将来的に

は、英国の刑事事件再審委員会（CCRC）のような独立機関を設置を検討すべきである。同

制度は、個別のえん罪を救済する制度にとどまらず、刑事司法の正義と信頼を支える根幹的な

機関といえる。確定判決の安定性も重要であるが、それ以上に「無辜の処罰を避ける」ことは

憲法の核心的価値であり、国際的にも共通の要請である。再審の歴史は、国家が犯した誤りを

いかに克服するかという格闘の歴史でもあった。国会が責任を果たし、えん罪被害者を迅速か

つ確実に救済できる制度を整えることが、現代日本の司法に課せられた最重要の使命である。

揺れ動く運用に翻弄されてきた過去を踏まえ、未来に向けて「開かれた再審」の時代を築くこ

とが強く求められている。

以　上
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第 ２　2020 年代に再審無罪判決となったもの

１　静岡一家殺害・放火事件

「静岡一家殺害・放火事件報告」　
　　

静岡一家殺害・放火事件弁護団

弁護士　間　　　光　洋（静岡県弁護士会）

2024 年 9 月 26 日、静岡地方裁判所（國井恒志裁判長）は、袴田巖氏（以下、「巖氏」という）

に無罪を宣告した。同年 10 月 9 日、検察官の上訴権放棄により、巖氏の無罪は確定した。逮

捕から 58 年に及ぶ闘いの末の無罪確定であった。

本稿では、事件発生から主に第 2 次再審請求の経過、再審公判の手続を概観し、無罪判決

が無罪の理由とした捜査機関による 3 つのねつ造の内容を紹介したうえで、袴田事件が示す

再審法改正の必要性を論じる。

⑴　事件発生から第 1 次再審請求棄却までの経過

事件発生は 1966 年 6 月 30 日である。巖氏は同年 8 月 18 日に強盗殺人等の嫌疑で逮捕

された。逮捕後否認を続けるも違法な取調べによって同年 9 月 6 日に自白に追い込まれる。

そして同月 9 日に住居侵入、強盗殺人、放火の罪で起訴された。起訴時点では、自白と犯

行着衣とされたパジャマ（血痕と混合油が付着）が犯人性を示す主要な証拠とされた。

静岡地方裁判所での審理が係属中の事件発生から約 1 年 2 か月が経過した 1967 年 8 月

31 日、犯行現場に隣接するみそ工場内にある大型のみそタンク（以下、「 1 号タンク」という）

からいわゆる 5 点の衣類が発見された。 5 点の衣類は、白ステテコ、白半袖シャツ、ネズ

ミ色スポーツシャツ、緑色パンツ、鉄紺色ズボンである。 5 点の衣類には血痕が付着して

いた。

また、同年 9 月 12 日、警察は巖氏の実家の捜索を行い、端布（端切れ）を発見、押収した。

検察官は、同月 13 日、巖氏がパジャマではなく 5 点の衣類を着て犯行に及んだとする内

容に変更する冒頭陳述を行った。検察官は、変更した主張を立証するために 5 点の衣類に

関連する証拠の取調べを請求し、取調べが行われた。

1968 年 9 月 11 日、静岡地方裁判所は、巖氏に死刑判決を宣告した。静岡地方裁判所は、

5 点の衣類を犯行着衣と認定した。また、端切れが鉄紺色ズボンの裾を切断した共布であ

ると認定する等して 5 点の衣類は巖氏のものであると認定し、巖氏の犯人性を認めた。

ただし、検察官が取調べを請求した自白調書 45 通（検察官調書 16 通、警察官調書 28 通）

のうち、1966 年 9 月 9 日付け検察官調書 1 通（検察官調書のうち唯一起訴前に作成され
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たもの）以外の 44 通について、任意性に疑いがあるとして却下した。

1976 年 5 月 18 日に控訴が棄却され、1980 年 11 月 19 日に上告も棄却され、死刑判決は

確定した。

1981 年 4 月 20 日、弁護団は第 1 次再審請求を行った。第 1 次再審請求は 1994 年 8

月 8 日に棄却され、2004 年 8 月 26 日に即時抗告も棄却、2008 年 3 月 24 日に特別抗告も

棄却された。

⑵　第 2 次再審請求の経過

①　静岡地裁の審理 -特に証拠開示について -

2008 年 4 月 25 日、弁護団は第 2 次再審請求を行った。第 2 次再審請求の静岡地方

裁判所段階の審理期間は約 5 年 11 か月である。

第 1 次再審請求段階で検察官は証拠開示に一切応じなかった。第 2 次再審請求審でも、

最初の約 2 年間、弁護人からの再三の証拠開示請求に検察官は応じなかった。

しかし、検察官は、2010 年 5 月 28 日の打ち合わせ期日で任意開示に応じる方針を示

し、同年 9 月以降、一部任意開示に応じるようになった。検察官が方針を変更した具体

的理由は明らかにされていない。2011 年 12 月、裁判所が証拠開示を勧告するに至り、第

2 次再審請求では最終的に約 600 点に及ぶ証拠が新たに開示された。

新たに開示された証拠のうち、特に重要なものとしては、 5 点の衣類のカラー写真が

挙げられる。この 5 点の衣類のカラー写真は、衣類に付いたみそや血痕の色調をこれま

で開示されていたカラー写真よりも一層鮮明に明らかにするものであった。新たに開示さ

れたカラー写真は再審開始を後押しすることになった。

また 5 点の衣類の中の鉄紺色ズボンに関する証拠も重要である。確定控訴審で、巖氏は、

犯行着衣とされた鉄紺色ズボンを履くことができなかった。しかし、確定控訴審は、鉄紺

色ズボンのサイズが肥満体用であることを理由に、巖氏は事件当時であれば履くことがで

きたと認定した。しかし、新たに開示された証拠によって、ズボンは肥満体用ではなく細

身用であることが明らかになった。

検察官のさじ加減で重要な証拠の開示が左右される現状は極めて不当といわなければな

らない。

2014 年 3 月 27 日、静岡地方裁判所（村山浩昭裁判長）は、再審開始並びに死刑及び

拘置の執行停止を決定した。この英断により巖氏は逮捕から 47 年 7 か月ぶりに釈放され

た。

新規明白な証拠とされたのは 5 点の衣類の DNA に関する証拠及び 5 点の衣類の色に

関する証拠である。
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②　即時抗告審（差戻し前）

再審開始決定に対し、検察官は東京高等裁判所に即時抗告を申し立てた。即時抗告の審

理には約 4 年 3 か月（2014 年 3 月から 2018 年 6 月）を要した。検察官は、再審開始

の理由となった 5 点の衣類の DNA に関する証拠及び色に関する証拠の信用性を徹底的

に争い、実に 181 点にのぼる証拠の事実取調べ請求を行った。

また、即時抗告審の段階で、新たに重要証拠が発見され、開示された。一つは、2014

年 9 月に開示された 5 点の衣類のカラー写真のネガである。2011 年、静岡地方裁判所

の審理中、検察官は、ネガは存在しない書面で回答していた。しかし、2014 年 5 月、袴

田事件とは関係なく、警察署内での記録の点検業務中にたまたまネガが発見され、開示さ

れた。次に、2015 年 1 月、約 47 時間に及ぶ巖氏に対する取調べの録音テープ 23 巻が開

示された。地裁の段階で 1 巻だけ開示されており、他に存在しないとされていたもので

ある。即時抗告審の段階で、検察官が再度警察に調査を依頼した結果、警察署内で発見さ

れた。これにより、巖氏に対する数々の違法・不当な取調べが客観的に裏付けられること

になった。

即時抗告審の審理は DNA 鑑定の信用性を中心に行われ、裁判所が採用した鑑定人と弁

護側の鑑定人の証人尋問が実施された。

2018 年 6 月 11 日、東京高等裁判所（大島隆明裁判長）は、 5 点の衣類の DNA に関

する証拠及び色に関する証拠の明白性を否定し、再審請求を棄却した。ただし、拘置の執

行停止は取消されず、巖氏が再び収監されることはなかった。

③　特別抗告審

再審請求棄却決定に対し、弁護団は最高裁判所に特別抗告を申し立てた。特別抗告の審

理期間は約 2 年 6 か月（2018 年 6 月から 2020 年 12 月）であった。この間、弁護団は、

特別抗告申立書に加え、特別抗告理由補充書を 10 通提出した。

2020 年 12 月 22 日、最高裁判所は、原審には審理不尽の違法があるとし、原決定を取消し、

審理を東京高等裁判所に差し戻した。多数意見 3 名に対し、 2 名の裁判官（宇賀克也裁

判官、林景一裁判官）は再審開始すべきとの反対意見であり、僅差で再審開始とはならな

かった。

最高裁判所は原審に続き 5 点の衣類の DNA に関する証拠の信用性を否定した。

他方、 5 点の衣類の血痕の色調に赤みが残っていたものがあることは否定できず、み

そ漬け実験によれば布に血液を付着させて長期間みそ漬けにすると赤みが感じられなくな

るため、血液の色調に影響を及ぼす要因に関する専門的知見の審理を尽くす必要があると

した。そして、みそ漬けされた血液の色に関する新証拠が、 1 号タンクに大量のみそが

仕込まれた 1966 年 7 月 20 日以前に 5 点の衣類が入れられたことに合理的な疑いを生じ
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させるような証明力を有する場合、同年 8 月 19 日に逮捕された巖氏が 5 点の衣類を 1

号タンクに隠すことは不可能だから、巖氏の犯人性にも合理的な疑いを差し挟む可能性が

生じ得るとした。

この最高裁決定によって争点は 5 点の衣類の血痕の色調の問題に絞られることとなった。

④　即時抗告審（差戻し後）

差戻し後の即時抗告審の審理期間は約 2 年 3 か月である（2020 年 12 月から 2023 年

3 月）。

弁護団は、専門的知見の獲得のため、血液やみそ醸造等の専門家、法医学者、民間の研

究・分析機関等に手当たり次第に問い合わせた。しかし、血液を付着させた布をみそに漬

ける研究をしている研究者などいない。専門的知見の獲得は困難を極めた。それでも何人

かの専門家からの指摘や袴田事件の支援者の実験等により、血痕が褐変し、赤みが消失す

る要因として、みそ中の酸性の環境が血痕のヘモグロビンに影響している可能性があるこ

とがわかった。これを旭川医科大学法医学講座の清水惠子教授に相談したところ、同講座

の奥田勝博助教と共にすぐに実験をしてくださり、みそ中の酸性と高塩分濃度の環境がヘ

モグロビンを変性・分解、酸化させることにより、血痕が褐変し、赤みが失われることが

わかった。清水教授らは直ちに鑑定書を作成してくださった。鑑定書は、血液を付着させ

た布を 1 年以上みそ漬けにした場合、赤みは残らないと結論付けた。最高裁判所の差戻

し決定から約 10 か月をかけ、弁護団は専門的知見を得ることができた。

これに対し、検察官は、自らみそ漬け実験を実施すると共に、清水教授らの鑑定書の結

論に反対する法医学者 2 名の意見を提出し、血液を付着させた布を 1 年以上みそ漬けに

した場合でも血痕に赤みが残る可能性はあると主張した。

2022 年 7 月から 8 月にかけて弁護人請求の証人 3 名、検察官請求の証人 2 名の証

人尋問が実施された。また、同年 11 月、検察官によるみそ漬け実験の試料のうち、みそ

漬けから約 1 年 2 か月経過した試料の血痕の色調を担当裁判官自ら立ち会って観察した。

2023 年 3 月 13 日、東京高等裁判所（大善文男裁判長）は、検察官の即時抗告を棄却した。

清水教授らの鑑定の信用性を認め、 1 年以上みそ漬けされた 5 点の衣類の血痕の赤みが

消失することが化学的機序として合理的に推測できるとした。

検察官は特別抗告を断念し、静岡地方裁判所の再審開始決定が確定した。結局、第 2

次再審請求は再審開始確定まで実に約 15 年もの年月を要した。このうち検察官の即時抗

告によって余計に掛かった期間は約 9 年間にも及ぶ。



159　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

⑶　再審公判

①　再審公判の準備段階

再審に要した期間は、無罪判決が確定した 2024 年 10 月まで約 1 年 8 か月間である。

この間、三者打ち合わせ期日が 18 回、再審公判は 2023 年 10 月から 2024 年 5 月までの

期間に 15 回行われた。

2023 年 4 月 10 日、第 1 回の三者打ち合わせ期日が行われた。弁護団は、できる限り

早期に公判を開くこと、検察官は有罪立証を行わず 1 回で結審し、年内に判決を行うこ

とを求めた。しかし、検察官は、主張・立証の方針を示すまでの検討期間として 3 か月

間を求め、裁判所は受け入れた。

同年 7 月、検察官は、有罪立証を行う方針を示し、即時抗告審でも争点となった血痕

の色調に関する新たな証拠として 7 名の法医学者連名による共同鑑定書を開示した。

弁護団は、検察官の主張・立証は第 2 次再審請求審における主張・立証の蒸し返しで

あり許されないと主張した。しかし、裁判所は、検察官の補充立証を却下せず、再審公判

で取調べる必要性がないとまではいえないという見解を示した。これにより再審公判の早

期審理終結は困難となった。

争点整理は、まず検察官が詳細な主張書面を提出し、弁護団が反論する書面を提出する

ことにより行った。ただし、それぞれの内容を付き合わせる等の細かな争点整理までは行っ

ていない。

裁判所は、確定審で取調べられた証拠約 600 点について、公判手続の更新の手続によっ

て取調べる方針を示し、当初、全ての証拠を引き継ぐのではなく、必要性の観点から証拠

の厳選をするように求めた。この方針を弁護団は拒否した。えん罪を生んだ確定審の証拠

を全て裁判官は目にするべきであるし、証拠の厳選に期間を掛けるよりも早期に公判を開

き、早期の無罪判決を目指すべきであると考えたからである。

他方、第 1 次、第 2 次再審請求審で提出された証拠については、当事者が必要な証拠

の厳選を行った上で、再審公判で改めて証拠調べ請求を行い、採否を決定することになる。

弁護団は、通常の否認事件のように当事者双方が伝聞証拠を不同意とすれば審理が長期化

するため、弁護人、検察官ともに原則として再審請求審で提出された証拠から厳選した証

拠を同意することを提案した。検察官は、弁護人の提案を受け入れ、再審請求審で提出さ

れた証拠から厳選した証拠の大部分は双方が同意し、取調べられることとなった。審理終

結までに請求された再審請求審で提出済みの証拠から選別した証拠、再審公判段階で新た

に作成された証拠の点数は、検察官は約 280 点、弁護人は約 415 点に及んだ。

再審公判段階での新たな証拠開示について、弁護団は、必要に応じて任意開示を求める

にとどめた。既に再審開始が確定しており、新たに証拠開示を求めなくとも手元にある証

拠で無罪判決を得ることが可能な状況であり、改めて網羅的な証拠開示を求めたり証拠の
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リスト開示を求めたりすることによる審理の遅延を避けるためである。

②　再審公判

第 1 回公判は 2023 年 10 月 27 日に開かれた。重い拘禁反応により、巖氏は出廷できな

いため、裁判長が巖氏の人定を説明し、引き続き再審公判審理に至る経緯を述べた。

その後、公判手続の更新の手続に移った。まず、裁判長が、巖氏が刑事訴訟法 451 条

2 項 2 号、 3 項の「回復の見込みがない心神喪失者」に該当するとして、出廷させずに

審理を行うことを示した。次に検察官が起訴状を朗読し、巖氏の姉で補佐人に選任された

袴田ひで子氏（以下、「ひで子氏」という）と主任弁護人が被告事件についての陳述を行っ

た。引き続き確定審の全証拠を全て職権で取調べた。そして、検察官と弁護人が総論的な

冒頭陳述を行った。

以後、検察官と弁護人は、争点ごとに複数回冒頭陳述を行い、各冒頭陳述に引き続き、

その冒頭陳述に対応する証拠の取調べを要旨の告知の方法で行った。要旨の告知は、裁判

員裁判で行われているようにパワーポイントを使用し、モニターに写真や図面等の視覚資

料を適宜示しながら、ポイントを絞って実施した。第 1 回公判から第 6 回公判までは主

に確定審の証拠の取調べを行い、第 7 回公判以降は主に再審請求審で提出された証拠を

厳選した証拠及び再審公判段階で新たに作成された証拠の取調べを行った。

第 10 回公判から第 12 回公判までの 3 期日は証人尋問が実施された。いずれも差戻し

後の即時抗告審で争点となった血痕の色調に関する専門家証人であり、弁護人請求証人

3 名と検察官請求証人 2 名である。検察官は、弁護人請求証人から先に尋問を行うべき

と主張した。弁護団は、検察官の立証は再審請求審で既に決着の付いた争点を蒸し返して

改めて立証しようとするものであり、また、検察官は立証責任を負っているのであるから、

検察官請求証人の尋問を先に行うべきであると主張した。裁判所は弁護人の主張を採用し、

検察官請求証人の尋問を先に行うこととした。検察官は弁護人請求証人の証言に対する反

論の機会を確保するため双方の尋問実施後の対質尋問を要求した。弁護団は対質尋問まで

は必要ないとして反対した。裁判所は専門的知見を理解するために必要として対質尋問を

採用した。以上のやりとりを経て、 1 日目に検察官請求証人 2 名、 2 日目に弁護側請求

証人 3 名の証人尋問を行い、 3 日目には 5 名の証人による対質尋問を行った。対質尋

問では、まず裁判官からこれまでの証言を整理するように論点ごとに証人に質問が行われ

た。次に検察官が弁護人請求証人の証言に対する反論を検察官証人に尋ねた。弁護人から

は、既に必要な証言は得られていたため尋問は行わなかった。

第 15 回公判で被害者の心情意見陳述（殺害された被害者の孫。検察官が意見書を代読）、

論告、弁論、ひで子氏による最終意見陳述が行われ結審した。
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⑷　無罪判決

結審から約 4 か月後の 2024 年 9 月 26 日、静岡地方裁判所は巖氏に無罪を宣告した。

無罪判決は、捜査機関による 3 つのねつ造を認定した。一つ目は自白調書のねつ造、二

つ目は 5 点の衣類のねつ造、三つ目は鉄紺色ズボンの共布とされた端切れのねつ造である。

これらの証拠の排除した結果、他の証拠によって認められる本件の事実関係には、巖氏が犯

人でないとしたならば合理的に説明できない、あるいは、少なくとも説明が困難である事実

関係が含まれているとはいえず、巖氏が本件の犯人であると認められないとして、無罪を宣

告した。

①　自白調書のねつ造

無罪判決は、確定第一審で検察官が請求した巖氏の自白調書 45 通のうち、唯一証拠採

用されていた検察官調書をねつ造証拠であると認定し、証拠から排除した。

まず、警察の取調べについて、警察が、19 日間、夜中又は深夜にわたるまで、 1 日平

均 12 時間の取調べを行っていたこと、取調べの内容は、心理的に追い詰め、犯人と決め

つけて執拗に自白を迫るものであり、しかも、尿意を催した巖氏に対し、取調べ室内に便

器を持ち込んで排尿を促すなどの屈辱的かつ非人道的対応を行ったこと等を挙げ、強制、

拷問又は脅迫による自白と認定した。さらに、検察官の取調べについて、逮捕の翌々日か

ら警察官と入れ代わり立ち代わり虚偽の事実を交え追及的な取調べを行い、自白した当日

も検察庁ではなく警察署で取調べを行い、警察の取調べで心身共に疲弊した状況で取調べ

をしており、自白は警察と連携して獲得されたと認定した。

無罪判決は、自白調書の任意性に疑いがあるというだけでなく、自白調書を「ねつ造」

したという強い表現を用いた。警察官だけでなく検察官の責任も強く問うものである。

上記捜査機関による非人道的な取調べは、第二次再審請求で開示された録音テープに

よって客観的に裏付けられた。無罪判決が自白調書を「ねつ造」したとまで言い切れたの

は、この録音テープが開示されたからに他ならない。

②　 5 点の衣類のねつ造

無罪判決は、まず、みそ漬け実験の結果をふまえ、みそ漬けされた血痕は、時間の経過

に伴って、茶褐色、黒褐色に変色し、赤みを感じさせない色調になり、 1 年以上みそ漬

けされた着衣に付着した血痕に赤みが残らないことを相応に推認させるとした。また、清

水教授らの見解及びみそ漬け実験の結果等に照らし、通常、 1 年以上みそ漬けされた着

衣の血痕に赤みが残るとは認められず、かえって、 1 年以上みそ漬けされた血痕は赤み

を失って黒褐色化すると認定した。そして、 1 号タンク内で 1 年以上みそ漬けした 5

点の衣類に赤みが残るとは認められず、かえって、 5 点の衣類を 1 号タンク内で 1 年

以上みそ漬けした場合は、その血痕は赤みを失って黒褐色化すると認定した。
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以上より、 5 点の衣類に赤みを感じさせる血痕が付着していたことは、 5 点の衣類が、

新たなみそ原料が仕込まれる 1966 年 7 月 20 日以前に 1 号タンク内に入れられたもので

はなく、その発見に近い時期に、身体拘束されていた巖氏以外の者によって 1 号タンク

内に入れられたものであることを示し、 5 点の衣類が本件の犯行着衣であるとの推認に

合理的な疑いを差し挟むとした。

そして、捜査機関以外の者が、犯行着衣を加工し、その発見に近い時期に 1 号タンク

内に隠匿するといった事態はおよそ想定し難いとして、捜査機関によるねつ造を認定した。

その動機について、巖氏の否認により有罪の立証活動に困難が伴う状況であったこと、限

定的な証明力を有する状況証拠しか存在しないこと、自白の任意性に疑いが生じており、

無罪の可能性は否定できない状況にあったことを挙げた。さらに、巖氏の着衣を入手しね

つ造に及ぶことが可能であったたこと、みそ工場は施錠されておらず出入りできたこと、

従業員協力を得ることは著しく困難でないことを挙げ、捜査機関によるねつ造が現実的に

可能であったと認定した。

③　鉄紺色ズボンの共布とされた端切れのねつ造

端切れは 5 点の衣類発見から間もない 1967 年 9 月 12 日に実施された巖氏の実家の捜

索で発見され、押収されている。無罪判決は、その際に警察官が根拠なく端切れを鉄紺色

ズボンと同一生地、同一色と認めて押収していること等を不自然として、捜査機関の持込

みなどの方法が行われた事実を推認させると認定した。また、検察官が、その翌日である

同月 13 日の公判で、やはり根拠の乏しい状況で犯行着衣をパジャマから 5 点の衣類に変

更する冒頭陳述を行ったこと等の立証活動の不自然性から、検察官は端切れが押収される

ことを捜索以前から知っていたことを推認させると認定し、端切れをねつ造されたものと

して証拠から排除した。

④　無罪判決が突き付ける検察の責任

無罪判決は、上記 3 つのねつ造を認定して巖氏の犯人性を否定した一方で、弁護団の

その他の証拠に対するねつ造の主張の多くを退けており、弁護団としては手放しで喜べる

内容とはいえない。

しかし、無罪判決が、捜査機関、特に警察官だけでなく検察官の関与にも踏み込んでね

つ造を認定し、無罪を導いたことは評価できる。本判決は、警察だけでなく検察の責任を

厳しく問うものといえる。

検察が臆面もなく袴田事件の再審公判で有罪立証を選択したことは、誤った見込み捜査

で突き進み、途中で軌道修正できないままえん罪を作り出そうとする検察組織の根深い病

巣を示している。検察が控訴断念と合わせて公表した畝本直美検事総長の談話は、これら

の問題を省みる内容ではなく、検察に自浄作用がないことを示している。
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⑸　本事件が示す再審法の不備

逮捕から雪冤まで 58 年、第 2 次再審請求後だけでも約 15 年を要する手続は異常であり、

現行法の不備を明白に示している。特に重要と考える問題点を 5 つ挙げる。

①　再審請求の手続規定がないことによる審理の長期化

1 つ目は、再審請求の手続規定がないことによる審理の長期化の問題である。

巖氏が逮捕された 1966 年 8 月から、2024 年 10 月に無罪が確定するまで、実に 58 年

もの期間を要している。58 年の中で特に長期間を要したのは再審請求審の審理である。

第 1 次再審請求審は約 27 年、第 2 次再審請求審は約 15 年の期間を要している。第 1

次再審請求審は地裁の審理で約 13 年 4 か月、即時抗告審の審理で 10 年もの期間を費や

している。

長期間を要した大きな要因として、手続規定がないため、進行協議のための打合せ期日

が長期間開かれなかったことが挙げられる。また、打ち合わせ期日が開かれても、手続規

定がないため、実質的な争点や証拠の整理が行われなかったことも要因である。例えば、

第 1 次再審請求の静岡地方裁判所の審理は、13 年 4 か月の間に、打合せ期日はわずか

14 回しか行われていない。しかも、再審請求から第 1 回の打合せまで約 3 年 7 か月

も期間が空いている。さらに、第 1 回から第 2 回までは 2 年 3 か月、第 2 回から第

3 回までも 2 年 3 か月が空いており、第 3 回までだけで約 8 年も費やしている。こ

の 3 回の打合せ期日の中で、実質的な主張や争点の整理はなされていない。基本的には、

弁護人の追加の主張を待つという対応が続いていた。背景には、この間、静岡地方裁判所

に島田事件が係属しており、袴田事件が後回しにされていたという事情があるようである。

しかし、だから長期事件を間放置してよいということにはならない。島田事件終結後も、

3 か月から 7 か月に一度の頻度、年 2 、 3 回しか打合せ期日は開かれていない。

再審請求の手続規定が存在していればこのような事態にはならなかったはずである。

②　証拠開示の規定の必要性

2 つ目は、証拠開示の規定の必要性である。

第 1 次再審請求の段階で、検察官は証拠開示に一切応じなかった。証拠開示が進まず、

弁護人の主張や立証が停滞するという状態が続き、審理は長期化した。

既に述べたとおり、第 2 次再審請求の途中で検察官が証拠開示に応じるようになった。

開示された証拠の中には、5 点の衣類のカラー写真、巖氏の取調べを録音した録音テー

プ、 5 点の衣類のズボンのサイズに関する証拠といった無罪を示す重要な証拠が含まれ

ていた。

証拠開示が行われたことで審理は促進し、また、開示された新たな証拠は静岡地方裁判

所の再審開始決を強く後押ししたといえる。
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③　証拠の管理・保管の規定の必要性

3 つ目は、再審法の枠組みを超えるが、証拠の管理・保管の規定の必要性である。

第 2 次再審請求の即時抗告審（差戻し前）の段階で、 5 点の衣類のカラー写真のネガ

や巖氏に対する取調べの録音テープといった重要証拠が開示されたことは既に述べた。こ

のような重要証拠が事件発生から何十年も見付からないまま警察署内に眠っている状況は

異常である。なお、開示された取調べの録音テープの中には、弁護人との接見や他事件の

録音が混在していた。このことも証拠の管理・保管の杜撰さを示している。

証拠の管理・保管に関する具体的規定の整備は不可欠である。

④　検察官の不服申立てによる審理の長期化

4 つ目は検察官の不服申立による審理の長期化の問題である。

第 2 次再審請求で再審開始決定に対し検察官は即時抗告を申し立てた。検察官の即時

抗告以降、再審開始確定まで約 9 年もの期間を要している。

そして、さらに再審公判を経て、再審無罪確定まで約 1 年 7 か月を要している。その

理由は、検察官が、即時抗告後約 9 年もの期間を掛け主張・立証を尽くしたのに、再審

公判で改めて有罪の主張・立証を行ったからである。差戻し後の即時抗告審と同じ争点に

ついて、検察官は、再審公判の段階で新たに作成された専門家の鑑定書などを提出した。

差戻し後の即時抗告審で 5 名の専門家証人の尋問を実施していたのに、再審公判でも同

一争点について再度 5 名の専門家証人の尋問が実施されることとなった。

検察官の不服申立てが許されていることにより、再審請求審で長期間審理し判断された

内容が再審公判で蒸し返されることが現行法では許容されている。検察官の即時抗告がな

ければ、2014 年の再審開始決定後、直ちに再審公判の手続に移っていた。無罪判決まで

にさらに 10 年以上を要するということはなかったはずである。

⑤　刑と拘置の執行停止の規定の問題

5 つ目は、刑と拘置の執行停止の規定の問題である。

刑訴法 448 条 2 項は、再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止すること

ができると規定しており、あくまで任意規定である。そして、拘置の執行停止は規定がな

い。そのため、静岡地方裁判所は、再審開始決定と併せて拘置の執行停止を認めるために、

理由として、再審の審判で無罪になる相当程度の蓋然性があり、極めて長期間の死刑の恐

怖の下での身体拘束がなされ、 5 点の衣類が捜査機関によってねつ造された疑いがある

などの捜査機関のよる違法、不当な捜査の存在などを挙げた上で、拘置を続けるのは耐え

難いほど正義に反するとまで言及している。

巖氏は、逮捕から 47 年 7 か月を経て釈放された。しかし、釈放後、無罪確定までに更
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に 10 年を要している。巖氏は、釈放の約 10 か月後、重い胆嚢炎の手術と心臓のカテーテ

ル手術を受けている。巖氏は、長期間死刑の恐怖にさらされた拘置の中で心だけでなく身

体にも大きなダメージを負っていたのである。拘置が続いていたら、巖氏は拘置されたま

ま命を失っていたかもしれない。無罪判決の知らせを聞くこともなかったかもしれない。

このような不正義が許されてよいはずはない。

再審開始決定により刑と拘置の執行停止は必要的になされなければならない。

以上、袴田事件が示す再審法の問題点を 5 点指摘した。

袴田事件を過去のものとしてはならない。袴田事件が示す教訓を未来に活かさなければ

ならない。巖氏、ひで子氏と同様の悲劇を 2 度と生まないために、再審法の早期改正を

実現しなければならない。

２ 　湖東記念病院事件

「湖東記念病院事件報告」

湖東記念病院事件弁護団

弁護士　池　田　良　太（京都弁護士会）

⑴　罪名等

殺人

⑵　事件の概要

①　事件の真相

2003 年（平成 15 年） 5 月 22 日午前 4 時 30 分ころ、滋賀県の湖東記念病院 3 階 B22

号室で、入院患者の T 氏（当時 72 歳）が心肺停止状態になっているのを、当直の M 看

護師及び看護助手の西山美香氏が発見した。T 氏は約 7 ヶ月前に心肺停止状態で湖東記

念病院に救急搬送され、一命は取り留めたものの植物状態となり、人工呼吸器で生命を維

持している入院患者であった。

湖東記念病院事件の真相は、いつ死亡しても不思議ではない植物状態の入院患者が自然

死し、心肺停止状態で発見された、というだけの出来事である。そこには、そもそも「事

件性」がなかった。

②　刑事事件（通常審）

T 氏の死から 1 年以上が経過した 2004 年（平成 16 年） 7 月 2 日、任意で取調べを
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受けていた西山氏は、Y 刑事に対して、殺意を持って人工呼吸器のチューブを外して T

氏を殺害した旨を供述し、「殺人」を「自白」した。

滋賀県警は同月 6 日に西山氏を殺人罪で逮捕した。

西山氏の「自白」は逮捕後も目まぐるしい変遷を繰り返したが、最終的に、T 氏の人工

呼吸器のチューブを約 3 分間外して窒息死させた、という内容に落ち着いた。

検察官は、西山氏の「自白」に基づいて公訴事実を構成し、同月 27 日に殺人罪で起訴した。

西山氏は、公判で否認に転じ、無実を訴えた。しかし、捜査段階の自白が決め手となっ

て、懲役 12 年の有罪判決が確定した。

西山氏は、24 歳で逮捕され、保釈も認められないまま刑が確定して和歌山刑務所に服

役し、2017 年（平成 29 年） 8 月に満期出所したときは 37 歳になっていた。

③　刑事事件（再審請求審）

西山氏は服役中から再審請求を行っていた。第 1 次再審請求審は最高裁まで争ったが

全て棄却された。

第 2 次再審請求の第 1 審も大津地裁は再審請求を棄却したが、満期出所後の 2017 年（平

成 29 年）12 月、即時抗告審の大阪高裁が再審開始決定をした。検察官は特別抗告をしたが、

2019 年（平成 31 年）3 月、最高裁が検察官の特別抗告を棄却し、再審開始決定が確定した。

④　刑事事件（再審公判）

再審公判を準備するために、同年 4 月から、三者の打合せ（実質的には公判前整理手

続ないし期日間整理手続）の期日が重ねられた。当初、検察官は、再審公判において有罪

立証をする方針を明言し、具体的な立証計画も明らかにしていた。

しかし、検察官は、同年 9 月の打合せ期日において、有罪立証を断念することを宣言

した。（検察官は有罪立証を断念した理由を明らかにしていない。もっとも、現在では、

2004 年（平成 16 年）当時に警察が検察に送致しなかった証拠が多数あった事実、その事

実を 2019 年 7 月に検察官が把握した事実、未送致証拠の中に西山氏の無実を裏付ける証

拠が複数含まれていた事実が判明している。再審公判の担当検察官が未送致証拠を精査し

た結果、西山氏の無実を確信し、再審公判での有罪立証を断念したと考えられる。）

大津地裁は、2020 年（令和 2 年） 3 月 31 日、西山氏に対して無罪判決を言い渡した。

再審無罪判決は、西山氏の捜査段階の自白の信用性を否定しただけでなく、任意性も否定

した。

検察官は控訴せず、無罪判決が確定した。
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⑤　国賠訴訟

西山氏は、同年 12 月 25 日、滋賀県及び国を被告として、国家賠償請求訴訟を提起した。

被告滋賀県に対しては、滋賀県警による取調べの違法、無罪の証拠を検察官に送致しなかっ

たことの違法を追及した。国に対しては、起訴の違法、再審開始決定に対して勝訴の見込

みのない特別抗告をしたことの違法を追及した。

2025 年（令和 7 年） 7 月 17 日の大津地裁判決は、滋賀県警の取調べの違法及び証拠

を送致しなかったことの違法を認めて被告滋賀県に対して原告西山氏に対する 3100 万円

余の損害賠償を命じた。他方、同大津地裁判決は、検察官の違法を認めず、原告西山氏の

国に対する請求を棄却した。

西山氏は、同月 31 日、国に対する敗訴部分について控訴した。

被告滋賀県は控訴せず、被告滋賀県との関係では一審判決が確定した。同年 8 月 7 日、

滋賀県警本部長は西山氏に対して直接に謝罪した。さらに滋賀県知事は、同月 25 日付け

の自筆の手紙（冤罪被害を与えたこと、国賠訴訟の準備書面で殺人犯扱いしたこと等を謝

罪する内容）を同県総務部長を介して西山氏に渡した。

⑶　事件の特色

①　西山氏が「供述弱者」であったこと

湖東記念病院事件は、捜査段階における自白が有罪判決の決定的証拠とされた。この点

は、他の多くの冤罪事件と共通している。

捜査段階における自白について、湖東記念病院事件が特徴的なのは、（ⅰ）自白が任意

捜査の段階（逮捕前の段階）でなされていること、（ⅱ）西山氏が取調べ担当の刑事に恋

愛感情を抱き、これを警察が利用して西山氏をマインドコントロール下に置き、警察の意

のままに供述させたこと、（ⅲ）警察が西山氏と弁護人との信頼関係を破壊したこと、（ⅳ）

虚偽自白を維持させるために起訴後も頻繁に警察官が取調べを行い、公判で否認しても本

心ではない旨の検察官宛の手紙を作成させたこと、等がある。

上記（ⅰ）ないし（ⅳ）は西山氏がいわゆる「供述弱者」であったことが背景にある。

この点について再審無罪判決は、「被告人には , 軽度知的障害 , 発達障害（注意欠如多動

症）及び気分循環性障害が併存している。一般に , 知的障害者は , 権威者に依存する傾向

があるほか , 回答方法や範囲が限定された質問に対して誘導されやすい特性があるとされ

るところ , 被告人にも同様の特性が認められる。また , 被告人には , 性格的な特徴として ,

愛着障害がある。生来の知的・発達障害のために目の前の出来事に捉われ , 自分の言動が

どのような結果を招来するのかに考えが及びにくい中 , 長年持ち続けていた劣等感と表裏

一体をなす愛着障害に基づく強い承認欲求と相まって , 迎合的な供述をする傾向がある。」

と事実認定している。
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湖東記念病院事件は「供述弱者」の問題を世間に広めるきっかけになった事件であると

言って差し支えない。

★弁護人立会いの必要性

湖東記念病院事件は取調べの録音録画が実施されていない時代の事件である。し

かし、仮に取調べの録音録画が実施されていたとしても、西山氏の虚偽自白を防ぐ

ことはできなかったかもしれない。なぜなら、取調べの可視化は威迫的な取調べ等

を防止しもって虚偽自白を防止する効果は高いと思われるが、誘導的な取調べを防

止する効果は高くないと思われ、したがって誘導等による虚偽自白を防止すること

もできないと考えられるからである。湖東記念病院事件の場合は、西山氏が供述弱

者であり、取調べ担当警察官に恋愛感情を抱いて同警察官の歓心を買うために虚偽

の犯行を自白したという経緯があるところ、取調べの録音録画を実施するだけでは、

西山氏の虚偽自白を防止できたとは思われず、弁護人が取調べに立ち会うことでし

か、西山氏の虚偽自白を防止することはできなかったと考えられる。

②　警察による証拠隠し（証拠の未送致）

再審無罪となった事件では、再審請求審の段階で、検察が無罪の証拠を隠していたこ 

とが明らかになることが多い。湖東記念病院事件では、再審が開始された後に、無罪の証

拠が隠されていたことが明らかになった。しかも、証拠を隠していたのは検察ではなく、

警察であった。すなわち、警察は、無罪の証拠（死因に関する捜査報告書、故意の殺人を

初めて認める自白調書が作成された日に作成された故意を否認する西山氏の自供書）を検

察官に送致していなかった。

この点について、再審無罪後に西山氏が提訴した国賠訴訟の大津地裁判決は、警察には

全証拠を検察官に送致する義務がある旨を判示した。また、本件では上記の証拠が検察官

に送致されていれば検察官は起訴していなかった旨を認定した。

★弁護人立会いの必要性

仮に湖東記念病院事件において被疑者取調べに弁護人が立ち会っていれば、警察

による証拠隠しを全て見破ることはできなかったとしても、少なくとも取調べにお

いて西山氏が作成した自供書が未送致となっている事実には気づいた可能性が高

い。被疑者取調べの弁護人立会いは、警察による証拠隠し（供述調書の不送致）の

防止にも一定の効果が期待できるのではないだろうか。

③　その他

湖東記念病院事件の特色は、上記のほか、（ア）21 世紀の事件であること（事件発生は
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平成 15 年であり、確定判決は平成 17 年であった。確定判決の裁判長長井秀典裁判官は

2025 年現在も現役である。）、（イ）再審請求審において証人尋問が一切行われないまま再

審開始決定がなされたこと、（ウ）検察官が、再審開始決定に対して特別抗告をした上、

新たに検面調書を作成して最高裁に証拠調べ請求をしたこと、（エ）検察官が、再審の当

初は有罪立証をする旨を宣言して具体的な立証計画も提出していたのに、突然に有罪立証

を断念する旨を宣言し、再審公判では実質的な主張・立証をしなかったこと、（オ）再審

無罪判決は自白の信用性だけでなく任意性を否定したこと、（カ）再審公判の判決言渡後に、

大西直樹裁判長が約 10 分間にわたって説諭をし、「本件は刑事司法全体に大きな問題を提

起しました。警察、検察、弁護士、裁判官、すべての関係者が、今回の事件を他人事に考

えず、自分のこととして考え、改善に結びつけなければなりません。本件は、よりよい刑

事司法を実現する大きな原動力となる可能性を秘めています。」と涙ながらに述べたこと

等がある。

⑷　裁判の経過

【刑事事件】

2003（H15）/ 5 /22　湖東記念病院で T 氏が心肺停止。滋賀県警が捜査を開始。

2004（H16）/ 5 /10　Y 刑事による初めての取調べ（業務上過失致死罪）。

　　　　　　 7 / 2 　西山氏が「人工呼吸器のチューブを故意に抜いた」と供述。

　　　　　　 7 / 6 　逮捕（殺人罪）

　　　　　　 7 /27　起訴

2005（H17）/11/29　一審判決（大津地裁）。有罪（懲役 12 年）。

2007（H19）/ 5 /21　最高裁が上告棄却→懲役 12 年が確定→刑務所に服役

2010（H22）/ 9 /21　第 1 次再審請求→ 2011 年 8 月に最高裁で棄却が確定

2012（H24）/ 9 /28　第 2 次再審請求

2017（H29）/ 8 /24　西山氏が刑務所を満期出所

　　　　　　  12/20　再審開始決定（大阪高裁）

　　　　　　 12/25　検察官が特別抗告

2019（H31）/ 3 /18　再審開始が確定（最高裁）

　　　　　　 4 /23　検察官が再審公判で有罪立証を行う方針である旨の書面を提出

　　 （R 1 ）/10/18　検察官が有罪立証をしない方針に変更する旨の書面を提出

2020（R 2 ）/ 3 /31　再審無罪判決（大津地裁）。（確定）
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【刑事補償・費用補償】

2020（R 2 ）/ 7 /31　刑事補償請求（刑事補償法）

　　　　　　　　　　費用補償請求（刑事訴訟法 188 条の 2 ）

　　　　　 　10/27　 刑事補償決定

2021（R 3 ）/ 5 /21　費用補償決定

【国賠訴訟】

2020（R 2 ）/12/25　国家賠償請求訴訟を提起 （ 被告は滋賀県 （ 警察 ） 及び国 （ 検察 ））

2021（R 3 ）/ 3 / 4 　第 1 回口頭弁論

2024（R 6 ）/ 3 / 7 　証人尋問 （ 捜査及び公判を担当した検察官 ）

　　　　　 　 5 /23 　証人尋問（西山氏の取調べを行った警察官）

　　　　　　 5 /30　 証人尋問（捜査責任者の警察官）

　　　　　　 6 /27　 原告本人尋問（西山氏）

2025（R 7 ）/ 2 /20　 第 14 回口頭弁論（結審）

　　　　　　 7 /17　 一審判決（大津地裁）。被告滋賀県には勝訴。被告国には敗訴。

　　　　　　 7 /31　 国に対して控訴

⑸　確定審の裁判所の判断

T 氏の死因は、司法解剖医の証言及び鑑定書に基づいて、人工呼吸器からの酸素供給が何

らかの理由で途絶したことにより急性の低酸素状態に陥り、これにより急性の心停止に至っ

て死亡した、と認定した。

事件性及び犯人性は、西山氏の捜査段階の自白に基づいて認定した。

自白の任意性については、当初は業務上過失致死罪で捜査が行われていたのに、西山氏が

逮捕前から自ら故意の殺人を供述している点や、逮捕後も起訴まで自白を維持した点を指摘

して、「被告人の捜査段階における自白には極めて高い自発性を認めることができる」と認

定した。

自白の信用性については、殺害の状況等が「極めて詳細かつ具体的なものである。とりわ

け被害者の死に至る様子は実際にその場にいた者にしか語れない迫真性に富んでいる」と判

示した。

⑹　主要な新証拠の内容

①　再審開始決定が明示したもの

・確定審の認定した死因が誤りであることを指摘した法医学者の鑑定書等

・確定審の認定した死因が誤りであることを指摘した臨床医の鑑定書等
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・上記鑑定証等を裏付ける多数の医学文献

②　再審無罪判決が明示したもの

・自白の内容が医学的に有り得ないことを明らかにした救急救命専門医の鑑定書

・西山氏の障害に関する精神科医の意見書

⑺　再審請求審・再審公判の経過

①　第 1 次再審請求

供述心理学の学者の鑑定書（捜査段階の自白は体験に基づかない供述である旨の結論）

を新証拠として提出した。しかし、裁判所は見向きもせず、最高裁まで争ったものの再審

開始決定には至らなかった。

②　第 2 次再審請求

T 氏の死因について、法医学者の鑑定書（T 氏の死因は急性の低酸素状態による心停止で

はない旨の結論）や内科医や救命医等の意見書等新証拠として提出した。

一審（大津地裁）の裁判体は、死因について強い関心を示したものの、結果的には再審請

求を棄却した。これに対して、即時抗告審（大阪高裁）は、死因について法医学者の鑑定書

を無罪を言い渡すべき明らかな証拠と認定し、再審開始決定をした。

検察官は特別抗告をした上、司法解剖医の検面調書を作成して、最高裁に証拠調べ請求を

したが、最高裁は 2019 年 3 月に検察官の特別抗告を棄却した。

③　再審公判

公判準備をするために、同年 4 月から、三者の打合せ（実質的には公判前整理手続）

の期日が重ねられた。

当初、検察官は、再審公判において有罪立証をする方針を明言し、具体的な立証計画メ

モ（書証、人証）も提出した。しかし、検察官は、同年 9 月の打合せ期日において、有

罪立証を断念することを宣言した。（検察官は現在も有罪立証を断念した理由を明らかに

していない。もっとも、現在では、2004 年当時に警察が検察に送致しなかった証拠が多

数あった事実、その事実を 2019 年 7 月に検察官が把握した事実、未送致証拠の中に西山

氏の無実を裏付ける証拠が複数含まれていた事実が判明している。再審公判の担当検察官

が未送致証拠を精査した結果、西山氏の無実を確信し、再審公判での有罪立証を断念した

と考えられる。）
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⑻　当該再審事件からみた再審法の不備

①　証拠開示規定の欠缺

弁護人が検察官に対して確定審における不同意書証（検号証のうち弁護人が不同意の意

見を述べて検察官が撤回したため、確定記録にはなっていない書証）の開示を求めたとこ

ろ、検察官は拒否した。弁護人は裁判所に対して開示を勧告するよう求めたが、裁判所は

開示の必要はないとの見解を示し、勧告すらしなかった。確定審で既に弁護側に開示され

た証拠でさえ、再審請求審では開示を求めることができないという不合理が生じており、

現行の再審法に不備があることは明らかである。

②　塩漬けによる無用な長期化

第 2 次再審請求審において、一審で再審請求が棄却されたので弁護側は即時抗告し、

大阪高裁に繰り返し三者協議の開催を求めたが、大阪高裁はまったく動かず、約 1 年半

もの間、事件を塩漬けにした。

この 1 年半の間、西山氏は和歌山刑務所に服役していた。この 1 年半の無駄がなければ、

西山氏は満期まで服役する必要はなく、満期前に再審開始決定がなされた可能性がある。

裁判所が事件を塩漬けにすることができてしまう現行の再審法には不備があると言わな

ければならない。

③　検察官抗告による有形無形の不利益

大阪高裁の再審開始決定に対して、検察官は特別抗告をした。およそ勝ち目のない特別

抗告をした上、検察官は解剖医の意見書の提出を予告しておきながら、半年間も意見書を

提出せず（結果的に提出されたのは解剖医の意見書ではなく検面調書であった）、最高裁

の決定を遅延させた。特別抗告が棄却されるまで 1 年 3 ヶ月を要した。

西山氏は、検察官の特別抗告によって、再審開始の確定を 1 年 3 ヶ月を無駄に引き延

ばされるという不利益を受けた。それだけでなく、特別抗告によって西山氏の家族間に不

和が生じた。特別抗告によって不安定な地位に置かれ続けることになった西山氏と両親の

不安が家族の不和を招いた。

およそ可能性のない抗告であっても検察官が安易に行い、それによって再審請求人やそ

の家族に有形無形の不利益を強いることになる現行の再審法には不備があると言うべきで

ある。
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３ 　福井中学生殺人事件

「福井中学生殺人事件報告」

福井中学生殺人事件弁護団

弁護士　端　　　将一郎（福井弁護士会）

⑴　当事者・罪名

前川彰司氏（本件発生当時 20 歳。逮捕当時 21 歳。無罪確定時 60 歳）

殺人罪

⑵　事件の概要

1986 年（昭和 61 年） 3 月、中学校の卒業式を終えたばかりの被害者が、福井市内の自宅

（公営団地）で 50 箇所以上を包丁で刺されて殺害された事件である。なお、殺害に使われた

包丁は、少なくとも 2 本あることは明らかとなっており、その他、灰皿での殴打の痕や電

気コードで首を絞められた痕がみられた。また部屋の中にはドライヤーが鴨居部分に不自然

に括りつけられてもいた。その一方、被害者が殺害された部屋を除いて、特段、荒らされた

ような跡はなかった。

捜査が難航し、事件から半年が経過しても解決の糸口が見出せないなか、別の事件（覚せ

い剤取締法違反。なお、「覚醒剤」の表記は事件当時の表記に合わせ、以降も「覚せい剤」

とする。）で逮捕されていた暴力団員 A が、前川氏の関与をほのめかす供述をし始めた。そ

の後、A の知人らも A と同様に前川氏が本件に関与している旨供述したことから、1987 年（昭

和 62 年） 3 月、前川氏は逮捕された。逮捕後の取調べにおいて、前川氏は一貫して否認し

たが、鑑定留置期間を経て、同年 7 月に起訴された。

その後の裁判の経過については、後述する。

⑶　事件の特色

①　はじめに

本件の特色は、前川氏が一切犯行を認める供述をしていないにも関わらず、確定審控訴

審は、主要関係者とされる A らの供述が大筋一で致するとして、A らの供述の信用性を

肯定し、これにより、3 つの間接事実（①行動経過、②犯行告白、③血痕目撃）を認定した。

「①行動経過」とは、前川氏が B の運転する乗用車スカイラインで犯行現場の団地や立寄

先を移動し、喫茶店でゲーム中の A に助けを求め、A の指示を受けた N の出迎えを受け

た後、一旦 H 方に匿われ、翌日には I 方にて匿われたというものである。「②犯行告白」
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とは、前川氏が、A と B に対し、「いさかいになって殺した」と告白したというものであり、

「③血痕目撃」とは、A、B、N、G、H、I の 6 人が、事件当夜、着衣等に血痕を付着さ

せた前川氏を目撃したというものである。

②　関係者について

このように、本件では、複数名の関係者が登場することから、本報告に必要な範囲で、

主要関係者について述べる（関係者が多数のため、弁護団においてアルファベットで仮名

を振っており、本報告書でも、各関係者の名前は、その仮名に合わせている。）。

・A は、取調べ時 22 歳の男性であり、当時、暴力団に所属していた。前川氏との関係は

中学時代の先輩、後輩というものであり、A が 1 年先輩に当たる。前川氏が本件に関

与していると供述し始めたとき、覚せい剤取締法違反の罪で勾留中であった。事件当夜、

ゲーム喫茶にやってきた前川氏を H 方で匿い、翌日、罪証隠滅に協力し、その間に前

川氏から犯行告白を聞いたと供述した。なお、A は、前川氏が本件に関与していると供

述し始めた時点から、その供述を二転三転させている。たとえば、B の関与について供

述を始める前は、b が関与していたと供述していたが、b の関与が否定されると、b で

はなく本当は B だった等と供述するなどしていた（B と b は同姓であった。）。

・B は、取調べ時 27 歳であり、暴走族時代に A と知り合った。取調べを受けていたとき

は、保護観察付執行猶予中であった。事件当夜、前川氏を白色スカイラインに乗せ、A

宅前から犯行現場の団地へ行き、そこで、一旦、前川氏が車から降りた旨供述した。前

川氏が戻って来た後、前川氏と福井市内を一緒に移動し、前川氏の義兄宅などを訪ねた

後、ゲーム喫茶にいる A に前川氏を引渡したとされる。なお、取調べ当初は関与を否

定していた。

・G は、取調べ時 28 歳であり、暴力団に所属していた。なお、取調べ時は別件で捜査対

象者となっていた。事件当夜、暴力団事務所で当番をしており、前川氏からの連絡を A

に繋いだ旨供述した。そして、その後、A と一緒に H 宅へ覚せい剤を打ちにいき、その際、

着衣等に血痕を付着させた前川氏を目撃したとされる。当初は、A 同様、b の関与を供

述していた。

・H は、取調べ時 18 際の女性であり、覚せい剤の常用者であった。なお、取調べ時は、

少年院に入所中であった。事件当夜、自宅マンションで、着衣等に血痕を付着させた前

川氏を目撃したとされる。また b が前川氏と同行していた旨供述していた。



175　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

・I は、取調べ時 21 歳の女性であり、A の元交際相手である。事件翌日に自宅にて前川

氏を匿ったとされている。また、血痕を付着した前川氏を目撃したとされる。

・Nは、取調べ時22歳であり、暴力団に所属していた。また当時、覚せい剤常用者であった。

A とは暴走族時代からの知人である。事件当夜、A の指示で前川氏と B を出迎え、A

のいるゲーム喫茶へ案内し、その後、H 宅へも同行したとされる。また、その際、着

衣等に血痕を付着させた前川氏を目撃したとされる。本件との関与については、これを

認める供述と否定する供述を転々とさせた（関与否定供述は、事件当夜は、うどん屋に

いて男女の喧嘩を見た等という内容である。）。

　

⑷　裁判の経過

1990 年（平成 2 年）、一審の福井地方裁判所は、前川氏に対し無罪の判決を言い渡したが、

これを不服として検察官が控訴した。1995 年（平成 7 年） 2 月、名古屋高等裁判所金沢支

部は、主要関係者の供述が大筋で一致する等として、一審の無罪判決を破棄して懲役 7 年

の有罪判決を下した（心神耗弱とされて 7 年となったが、検察官も弁護人も心神耗弱の主

張はしていない。）。前川氏は、上告したが、1997 年（平成 9 年）11 月、最高裁判所は上告

を棄却し、懲役 7 年の刑が確定したことで服役することとなった。

2004 年（平成 16 年） 7 月、名古屋高等裁判所金沢支部へ再審請求をおこない、2009 年

に 95 点の証拠が開示された（現場等の写真や一部供述調書等）。そして、2011 年（平成 23 年）

11 月、名古屋高等裁判所金沢支部は再審開始を決定したが、検察官が異議申し立てをおこ

なった。2013 年（平成 25 年） 3 月、名古屋高等裁判所刑事第 1 部は、検察官の異議を容れ、

再審請求を棄却する決定を出した。これに対し、特別抗告するも、2014 年（平成 26 年）12 月、

最高裁判所は特別抗告を棄却し、第 1 次再審請求は終了した。第 2 次再審請求については、

後述する。

⑸　確定審の裁判所の判断

先にも述べたとおり、名古屋高等裁判所金沢支部は、A ら主要関係者の供述が大筋で一致

していることを理由に A らの供述の信用性を肯定し、①行動経過、②犯行告白、③血痕目

撃について認定し、前川氏に対し、有罪判決を言い渡した。

若干詳述すると、①行動経過については、前川氏が B と共に、被害者の自宅がある団地

へ行き、B を待たせ、被害者宅でシンナーが吸えるかについて、被害者に確認に行った。そ

の後、前川氏が戻ってきて、団地を出発して前川氏の義兄宅に行ったが義兄が不在であった

ため、A のいるゲーム喫茶へ行って、A に助けを求め、H 宅や I 宅にて匿われたというもの

である。また、②犯行告白については、前川氏が、「いさかいになって被害者を殺害した」旨、
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A や B に対して告白したというものであり、③血痕目撃とは、犯行当夜、A や B のみならず、

N、G、H、I が着衣等に血痕を付着させた前川氏を目撃したというものである。

特に、N については、一審段階で、関与供述から関与否定供述に変遷している。すなわち、

「A から電話で呼び出された。A から電話があったとき、知人と夜のヒットスタジオを見て

いた。ちょうど吉川晃司とアン・ルイスのいやらしい踊りが放映されていたことから、記憶

に残っている。A の指示で前川氏と B とを迎えにいった」等という関与供述から、「1986 年

3 月 19 日は、知人らとうどん屋へ行った、その際、男女がトラブルになり喧嘩になったの

を目撃した。その後、覚せい剤を自動車内に隠した状態で検問にあっている」等という関与

否定供述に変遷させており、一審での無罪判決に影響を及ぼしていた。

しかしながら、N は、確定審の控訴審段階で、再び供述を変遷させ、当初の関与供述に戻っ

た。控訴審が一審無罪判決を破棄し、有罪判決を言い渡した一因として、N が再び関与供

述をおこなったことが影響していると思われる。

⑹　主要な新証拠の内容

第 2 次再審においては、確定審控訴審や第 1 次異議審の弾劾、特に主要関係者の供述の

弾劾に力点をおき、新証拠として、①供述心理鑑定 2 通、②ルミノール実験を踏まえた鑑

定書 2 通、③精神医学意見書 2 通を提出した。

供述心理鑑定は、対立仮設検討型供述分析によるものとスキーマ・アプローチによるもの

を提出した。対立仮設検討型供述分析によって、A 供述の変遷理由に実体験がないことを示

す徴候があることや、主要関係者の供述する変遷理由にも実体験がない徴候があること等が

明らかになった。また、スキーマ・アプローチにより、前川氏の様子を説明する部分が実体

験に基づかないため供述の語り口に差が生じていることが明らかとなった。

ルミノール実験は、事件から 9 か月後にスカイラインについて実施されたルミノール検

査において陰性を示していたことに対する弾劾としておこなった。この点について、確定審

控訴審や第 1 次再審の異議審においては、念入りな清掃や強い日差しによってルミノール

反応がなくなる可能性があると認定した。そこで、血液を付けた後に念入りに清掃した場合

と、血液を 9 か月日光さらした場合にルミノール検査が陰性になるのかを実験した。これ

により、清掃や日照によってはルミノール反応が陰性とはならないことを明らかにした。

精神医学意見書によって、本件犯行態様がシンナー乱用者による暴力犯罪の要因（妄想・

意識障害・行動制御力低下）と整合しないことを明らかにするとともに、シンナー乱用者の

暴発的犯行ではなく、いさかい程度の動機と残虐・執拗な殺害態様との矛盾が解消しないこ

とを明らかにした。　

上記に加え、再審請求を申し立ててから間を置かずに、証拠開示請求及び証拠の一覧表の

交付ないしは送致目録（警察が検察へ記録を送致する際に添付する目録）の開示を求めた。
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弁護人からの証拠開示請求に対し、検察官は、当初、開示に消極的な立場を取ったが、進行

協議期日において、裁判所から、証拠開示されないのであれば、証拠の一覧表の交付又は送

致目録の開示を勧告しようと考えている旨示唆されると、再考するとして、287 点の証拠が

開示された。この 287 点の開示証拠の中に、夜のヒットスタジオの放映日に関するものや、

B が上申書を提出する前に引当り捜査が実施されていたことを示す捜査官の備忘録等が含ま

れていた。

夜のヒットスタジオについては、第 2 次再審請求をする時点で、放映日が 1986 年（昭和

61 年） 3 月 19 日ではないであろうと思われたが、それを証明する有力な証拠はなかった。

そこで、証拠開示請求をするにあたり、当該放送に関するものも求めたところ、287 点の開

示証拠の中に、夜のヒットスタジオにおける吉川晃司とアン・ルイスのいやらしい踊りの放

映日に関する捜査報告書が存在した。この捜査報告書の作成日をみると、 1 審公判の途中

で作成されたものであり、捜査機関は、N に対する検察官尋問終了後に、テレビ局に照会

をかけて放映日を確認し、 3 月 19 日には当該場面が放送されていないことを把握していた

という事実が分かった。

また、B は当初関与を否定していたが、1987 年（昭和 62 年） 2 月 1 日、関与を認める

上申書を提出し、前川氏から義兄宅の場所を聞いて、団地から義兄宅へ向かった旨供述して

いた。この点が秘密の暴露にあたるとされていたが、開示された捜査官による備忘録等によ

れば、B が供述する前の段階で、警察が義兄宅を把握していたのみならず、B の引当りを実

施し、その際、義兄宅へも行っていたことが判明した。これにより、B の秘密の暴露は存在

しないことになった。

弁護人は、これらの証拠をはじめ、証拠開示によって得られた証拠についても、新証拠と

して提出するとともに、再審請求書を補充した。

⑺　再審請求審・再審公判の経過

①　再審請求審

2022 年（令和 4 年）10 月 14 日、名古屋高等裁判所金沢支部に対し、第 2 次再審請求

をおこなった。前項で述べたとおり、証拠開示請求等についても再審請求と間を置かずに

おこなっている。

第 2 次再審請求においては、請求後、裁判所が手続を進めないという状況を回避する

ため、早期に進行協議期日を入れることを求め、実現した。第 2 次再審請求後の請求審

の経過は以下のとおりである。



178　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

【再審請求審の経過】

2022 年（令和 4 年）10 月 14 日　　第 2 次再審請求

2023 年（令和 5 年） 2 月 10 日　　第 1 回進行協議期日

　　　　　　  同年　 5 月 11 日　　第 2 回進行協議期日

　　　　　　  同年　 7 月 11 日　　第 3 回進行協議期日

　　　　　　  同年　10 月 19 日　　第 4 回進行協議期日

　　　　　　  同年　12 月 26 日　　第 5 回進行協議期日

2024 年（令和 6 年） 2 月 1 日　　第 6 回進行協議期日

　　　　　　  同年　 3 月 21 日　　第 7 回進行協議期日

　　　　　　  同年　 3 月 27 日　　証人尋問期日

　　　　　　  同年　 4 月 18 日　　第 8 回進行協議期日

　　　　　　  同年　10 月 23 日　　再審開始決定

前述のとおり、再審請求後、早い段階で第 1 回進行協議期日を入れることになり、日

程調整の結果、2023 年（令和 5 年） 2 月 10 日に第 1 回の進行協議期日が入った。同期

日に新証拠を踏まえたプレゼンをおこなったことで、裁判所も本件の問題点を理解し、早

い段階で検察官への証拠開示を促したり、証拠の一覧表又は送致目録の開示について勧告

を出すとの姿勢を示した。このような裁判所の対応により、検察官の態度に変化がみられ、

同年夏、合計 287 点の証拠が開示されるに至った。

こういった経緯から、再審請求から約 1 年で、開示証拠を新証拠として提出すること

ができ、約 1 年半後には、N 氏の尋問を実施して、進行協議を終了することになった。

そして、請求から約 2 年後である 2024 年（令和 6 年）10 月 23 日に再審開始決定が出され、

比較的、早い審理で再審開始に至ることができた。

②　再審控訴審

再審開始決定が確定した後、裁判所から再審公判に向けた進行の打診があり、2024 年（令

和 6 年）内に、三者協議の場をもつことになった。そこで、主張整理と証拠整理をおこ

ない、検察官から、有罪主張は維持するが、再審請求審で提出した証拠以外には新たな証

拠請求は行わないとの方針が示された（N について証人尋問が行われたことから、検察

官は、再審請求審において、N 供述の弾劾のための証拠を提出していた。）。

弁護側としても、前川氏や前川氏の父親のためにも、早期に無罪を確定させたいと考え

ていたことから、早期に結審する方向で進めることになり、2024 年度内に結審する方向

で進めることになった。その後、 2 回の三者協議を経て再審控訴審が開始された。

再審控訴審の第 1 回期日は、2025 年（令和 7 年） 3 月 6 日となり、同日で結審する
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とともに、第 2 回期日（判決）は、同年 7 月 18 日と決まった。

第 2 回期日において、本件殺人被告事件について、検察官の控訴が棄却された。判決

言い渡しは 3 時間を超えるものであり、A、N、B、その他主要関係者の順に供述の信用

性について検討し、信用性が否定された。

A については、警察による不当な利益誘導等があったこと、警察官が A 供述を基に他

の主要関係者を誘導することが可能であり、主要関係者にも警察の誘導に迎合する動機（そ

れぞれが刑事事件の被疑者であったり、執行猶予中であったりする等。）があり、現に迎

合した形跡もあるとして、主要関係者供述が大筋で一致しているとしても、A 供述の信用

性を認める根拠にはならないことから、前川氏を犯人とする A 供述の信用性を否定した。

N については、夜のヒットスタジオの放映日が 3 月 19 日ではないことを知った後も、

検察官が当該主張を一貫して変えず、放映日に関する証拠を開示することもせず、さらに

は、控訴審段階での N 尋問についても、 3 月 19 日が放映日であることを前提とした関

与供述をさせたことを指摘し、この検察官の訴訟活動について、「公益を代表する検察官

としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」と糾弾している。また取調べを担当した

警察官は、控訴審での尋問後に N に結婚の祝儀を贈るなどしており、この点についても、

「公正であるべき警察官の職務に対する国民の信頼を裏切る不当な所為」と厳しく指摘し

ている。その上で、N の関与否定供述を軽々と否定することができず、犯行当日に前川

氏と行動を共にしたとする関与供述の信用性に疑いが残ると判示した。

B についても、事件当夜、団地内において、スカイライン（B 運転車両と同型車両）が

停止していたのを見たという目撃供述の信用性を否定するとともに（目撃者の供述に変遷

があるため。）、B が関与供述をする前の時点で、B の引当り捜査を実施していたこと等を

理由に、B 供述についても、有罪認定に供し得るほど間違いなく信用できるとはいえない

と判示した。

再審控訴審は、A、N、B の供述の信用性が否定されることで前川氏が犯人であること

について、十分な合理的疑いが生じていると判示しつつ、その他主要関係者の供述につい

ても検討し、その信用性を否定した。そして、再審で明らかとなった証拠が、確定審控訴

審段階で明らかとなっていれば、再審請求に寄らずとも、確定審の段階で無罪が確定して

いた可能性が否定できない旨結論付けている。

⑻　本件からみた再審法の不備

福井中学生殺人事件は、再審法改正に大きな示唆を与えるものといえるが、再審法のみな

らず、刑事訴訟法に大きな影響を与えるものといえる。特に、主要関係者供述の信用性につ

いて、参考人取調べの全過程が録音・録画されていれば、不自然な変遷や警察官による誘導

が記録されていたものと考えられ、被害者を含む参考人取調べについても、その全過程を録
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音・録画し、取調べの内容を可視化するよう法改正を求めていく必要がある。

再審法改正に話を戻すが、本件は、大きく 3 つの点で現在の再審法に不備があることを

明らかにしている。 1 点目は、証拠開示制度である。本件は第 1 次再審で 95 点、第 2 次

再審に至っては 287 点の証拠が開示された。仮に第 1 次再審において今回開示された証拠

が開示されていれば、第 1 次再審の時点で再審開始が確定していた可能性がある。また、

現行法においては、職権主義の観点から、再審事件が係属している裁判所の指揮によって、

検察官による証拠開示に差異が生じている。第 2 次再審では裁判所の積極的な訴訟指揮が

証拠開示に繋がったが、法改正によって、全ての再審事件において等しい証拠開示がなされ

なければならない。 2 点目は、進行協議の法制化である。本件だけをみても、第 1 次再審

では再審開始まで 7 年 4 か月を要したが、第 2 次再審は 2 年で開始決定に至っている。

これは進行協議が円滑におこなわれたことが大きく影響している。最後に、検察官抗告の禁

止が重要である。本件も検察官抗告（異議申し立て）がなければ、2011 年（平成 23 年）に

再審開始が確定していたはずであり、前川氏の無辜の救済まで更に 14 年も要すことはなかっ

た。多くの事件で再審請求審が長期化しているが、長期化の大きな要因の 1 つが検察官に

よる抗告にあることは明白である。

本件は、これらの点が、早期に改正されるべきであることを如実に物語っている。

　　　　　　　　　

第 ３　注目される再審請求事件

１　日野町事件

「日野町事件報告」

日野町事件弁護団

弁護士　岩　本　　　朗（大阪弁護士会）

⑴　罪名等

強盗殺人・死体遺棄

⑵　事件の概要

滋賀県日野町豊田で酒店を営む店主の女性が、1984 年 12 月 28 日夜から翌朝までの間に

行方不明となり、翌 1985 年 1 月 18 日、同町内の宅地造成地の草むらの中で死体が発見され、

さらに、同年 4 月 28 日、同町内の山中で被害者所有の手提げ金庫が発見された。

その酒店の常連客であった阪原弘氏は、事件発生から 3 年以上が経過した 1988 年 3 月

9 日から 12 日までの連日、滋賀県警日野署に呼び出されて長時間にわたる任意の厳しい取
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調べを受けた結果、捜査官に自白をし、逮捕、起訴された。阪原氏は、公判以降は一貫して

否認して争ったが、大津地裁・大阪高裁において無期懲役の有罪判決が言い渡され、確定した。

⑶　事件の特色

①�　阪原氏は酒店の常連客であるのに店主である被害者の捜索、通夜、葬儀に参加しなかっ

たのはおかしいとの理由で阪原氏に対して疑いを抱く者がいた。捜査機関はこの噂を聞き

つけて、事件発生当初より阪原氏の周辺捜査を行っていた。

②�　事件発生から約 9 か月後、警察は、阪原氏の逮捕状の発付を受け、阪原氏に対する任

意取調を行ったが、結局逮捕できず、逮捕状は不執行となった。その際に一緒に取調べを

受けた阪原氏の妻から、1984 年 12 月 28 日夜の阪原氏の行動（アリバイ）が語られた。以後、

アリバイ潰しのための捜査が展開された。

③�　逮捕から起訴までの間に精力的に取調べ、引当捜査、犯行再現実況見分が行われ、その

結果得られた自白や捜査報告書が有罪立証の中心的証拠とされた。

④�　被害者がいつ、どこで殺害されたのか、被害者の死体及び手提げ金庫はいつ遺棄された

のかを認定する根拠となる客観証拠が乏しい。

⑤�　第 1 審では、検察官は自白内容に基づく訴因を主張していたが、訴訟外で裁判所から

促され、論告求刑直前になって、殺害場所・日時・被害品を概括的に記載した予備的訴因

を追加した。これについて控訴審では訴訟手続の法令違反に当たるかが争点となった。

⑥�　任意取調 3 日目に阪原氏が犯行を認めたが、警察はその日の帰宅を許した。にもかか

わらず、 4 日目にも自白をしたという経緯が自白の評価に強い影響を与えた。

⑦�　自白には秘密の暴露は含まれておらず、根幹部分を含む多くの部分に客観的事実との不

整合、変遷、不自然・不合理な内容が存在している。

⑧�　警察が、阪原氏を追及する際に利用した微物鑑定（被害者の着衣に付着していた微物と

阪原氏の身辺から採取された微物が一致するとの検査結果）については、確定判決でもそ

の証明力は否定された。

⑨　後述するとおり、 1 審判決と控訴審判決の有罪認定根拠が全く異なっている。
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⑷　裁判の経過

1988 年 4 月 2 日　起訴

1995 年 6 月 30 日　大津地裁（中川隆司裁判長）無期懲役判決。

1997 年 5 月 30 日　大阪高裁（田崎文夫裁判長）控訴棄却判決

2000 年 9 月 27 日　最高裁第三小法廷（千種秀夫裁判長）上告棄却決定

2000 年 10 月 13 日　最高裁第三小法定（千種秀夫裁判長）異議申立棄却

⑸　確定審の裁判所の判断

①　 1 審判決

自白以外の証拠から有罪を認定 →犯行日時・場所・被害品が概括的に記載された予備

的訴因に基づき有罪を認定。

a　自白の評価

自白の任意性については、任意性確保に向けた配慮がなされており、何ら問題はない。

任意に自白したことは一つの事情として注目に値するが、自白の内容に従った事実認定

ができるというほど自白の信用性が高いとは考えられない。

b　有罪根拠とした間接事実

・1984 年 12 月 28 日夜、被害者方酒店付近で阪原氏を目撃したとの目撃者の供述

・同夜、被害者が誰かと会話している声を聞いたとする隣人の供述

・�店舗の机の引出し内にあった丸鏡に付着していた指紋が阪原氏の指紋と合致したこと

・阪原氏が被害者の死体発見場所及び金庫発見場所を知っていたこと（引当捜査結果）

・�阪原氏は、被害者の手首に巻かれた紐の結び方とほぼ類似する結束方法を再現でき

たこと（犯行再現結果）

・被害者失踪後、阪原氏が被害者の捜索、通夜・葬儀に参加しなかったこと

・�阪原氏は 1984 年 12 月 28 日夜の行動について虚偽のアリバイを主張していること

②　控訴審判決

間接事実は、それだけでは被告人と本件犯行を結びつけるものではないとして、 1 審

判決の判断に異論を述べつつ、自白の基本的根幹部分は信用でき、間接事実及びアリバイ

主張の虚偽性と合わせれば有罪認定できると判断した。そして、犯行の日時・場所・被害

品が特定されている主位的訴因が認定できるが、 1 審判決の認定に主位的訴因は含まれ

ているから事実誤認はないとした。



183　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

a　自白の評価

自白内容は、一部疑問点が残るが、自白の基本的根幹部分は十分信用することができる。

b　有罪根拠とした間接事実

・1984 年 12 月 28 日夜、被害者方店舗付近で阪原氏を目撃したとの目撃者の供述

・同夜、被害者が誰かと会話している声を聞いたとする隣人の供述

・店舗の机の引出し内にあった丸鏡に付着していた指紋が阪原氏の指紋と合致したこと

・�被害者の手首に巻かれた紐の結束方法が精肉店での特殊な結束方法と類似してお

り、阪原氏は以前精肉店で働いたことがあり、その方法を習得していること

・阪原氏が 1984 年 12 月 28 日夜の行動について虚偽のアリバイを主張していること。

　�なお、 1 審判決が重要な有罪根拠とした、阪原氏が、捜査段階で遺体発見場所及

び金庫発見場所を案内できたということに関わる事実について、控訴審判決は、自

白の基本的根幹部分が信用できる根拠に位置付けた。

⑹　主要な新証拠の内容

①　殺害方法に関する新証拠

・吉田謙一鑑定・証言、池田典昭鑑定・証言、河野朗久鑑定・証言等

・主に自白における殺害方法と被害者の遺体の損傷が合致しないことを証明する証拠

②　死体発見場所・金庫発見場所への引当捜査結果の信用性に関する新証拠

・�捜査時に撮影された写真のネガ（検察官開示証拠）、当時の警察官及び検察官の証人

尋問、浜田寿美男意見書

・�有罪認定が有力な有罪根拠とした、阪原氏が死体発見場所・金庫発見場所を知ってお

り、誰に教えられることなく捜査官を案内できたという捜査結果に関し、開示された

ネガと照合したところ、当該捜査結果を記載した捜査報告書の写真が大幅に入れ替え

られていた（引当場所の帰りに、往き道を装って撮影した写真を添付していた）こと、

捜査官の無自覚的誘導により知らない場所に到達しうることを証明する証拠。

③　丸鏡に付着した指紋に関する新証拠

・齋藤保鑑定・証言等

・�店舗机の引き出しに入っていた丸鏡に付着した指紋は阪原が物色した時に付着したも

のであるとの確定判決の認定に対し、丸鏡に付着した他の指紋の状況、店舗内のその

他の場所の指紋付着状況等から、常連客である阪原氏が他の機会に丸鏡を利用し、そ

の際に付着した可能性があることを証明する証拠
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④　被害者の手首に巻かれていた紐の結束方法に関する新証拠

・弁護人の実験結果報告書、ビデオ、犯行再現時の開示ネガ等

・�証拠物として提出されている紐を詳細に観察し、確定判決が認定している結束方法と

は異なることを証明した上で、紐の結束方法は精肉店での結束方法と全く異なること、

手首に巻かれていた紐の止め方は特異なものではないこと、阪原氏は捜査段階で何度

も繰り返し手首を紐で結ぶ犯行再現をさせられていたことなどを証明する証拠

⑤　手提げ金庫の破壊・投棄に関する新証拠

・高山昌光鑑定・証言、弁護人による投棄実験結果、放置実験結果等

・�自白に記載されている手提げ金庫の破壊道具、破壊方法と被害金庫の損傷が一致しな

いこと、金庫は、発見された場所で破壊・放置されたのではなく、その上方にある道

路から斜面下である発見場所に向けて投棄された可能性が高いことなどを証明する証

拠

⑥　阪原氏の知的能力・防禦能力・供述能力に関する新証拠

・加藤進昌意見書、金澤彰意見書、松島恵介意見書

・�阪原氏の知的能力及び行動特性を前提に、阪原氏の取調べにおける供述、取調状況（任

意性）に関する公判供述等を評価する場合の留意点を証明する証拠

⑦　アリバイ主張に関する新証拠

・アリバイに関する証人に対するインタビュー映像、アリバイ関係の開示証拠等

・�確定判決では、阪原氏のアリバイ主張は虚偽であると決めつけられたが、虚偽である

と断定できないこと、19859 月以降に捜査機関が阪原氏のアリバイを否定するための

捜査を行っていたことを証明する証拠

⑧　殺害の日時と場所に関する新証拠

・�死体発見時の被害者の着衣と被害者宅に脱ぎ捨てられていた着衣、1984 年 12 月 28

日夕方以降に被害者に会った者の供述調書等

・�自白では、1984 年 12 月 28 日午後 8 時頃に殺害したこととされているが、その直前

に被害者に会った者たちが述べている被害者の着衣は、被害者宅の離れに脱ぎ捨てら

れており、死体発見時、被害者は異なる着衣を身につけていたこと等、そもそも、殺

害された日時も場所も自白とは異なるのではないかということを証明する証拠
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⑺　再審の経過

最高裁の上告棄却による判決の確定後、阪原氏は大津地裁に再審請求した（第 1 次請求）

が、請求審で棄却され、大阪高裁に即時抗告審係属中に死亡したため手続は終了された。 1

年後、遺族 4 名が大津地裁に死後再審（第 2 次再審）を申し立てた。これに対し、大津地

裁は再審を開始する決定を行ったが、検察が即時抗告を申し立てたが、大阪高裁は即時抗告

を棄却する決定を行った。これに対して検察官が特別抗告を行ったため、最高裁に特別抗告

審が係属している。

2001 年 11 月 27 日　大津地裁　再審請求申立（第 1 次再審）

2006 年 3 月 27 日　大津地裁（長井秀典裁判長）　再審請求棄却決定

2006 年 3 月 30 日　大阪高裁　即時抗告申立

2011 年 3 月 18 日　再審請求人阪原弘さんが死亡

2011 年 3 月 30 日　大阪高裁　「申立人の死亡により終了」と決定

2012 年 3 月 30 日　大津地裁　遺族による再審請求申立（第 2 次再審）

2018 年 7 月 11 日　大津地裁（今井輝幸裁判長）　再審開始決定

2018 年 7 月 17 日　大阪高裁　検察による即時抗告申立

2023 年 2 月 27 日　大阪高裁（石川恭司裁判長）　即時抗告棄却決定

2023 年 3 月 6 日　最高裁　検察による特別抗告申立

現在、最高裁に特別抗告が継続中

①　第 1 次再審請求

a　審理経過

・再審請求前に証拠物の保全決定が出された。

・検察官手持ち証拠リストが作成され、提供された。

　�　進行協議の中で、裁判所が、検察官に対し、手持ち証拠のリスト作成を検討する

よう促し、検察官がこれに応じた。その後、弁護側から各証拠の要旨をリストに加

えるように要求し、検察官がこれに応じた。最終的に、完成品が書面としてだけで

はなく、データ（Excel）で提供された。

　�　→このデータリストを利用し、弁護団は、以後の再審手続の中で証拠が開示され、

あるいはあらたな証拠（検察が警察から新たに送致を受けた証拠）の存在が確認さ

れる度に更新し続けている。

b　実施された事実調べの内容

被害者の舌骨の検証、殺害方法に関する鑑定（池田典昭鑑定）、現場検証、殺害方法
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に関する河野朗久証人・池田典昭証人の尋問、丸鏡に付着した指紋に関する齋藤保証人・

西勝太郎証人（当時の鑑識課員）の尋問・手提げ金庫の損傷に関する高山昌光証人の証

人尋問等

c　裁判長交代後、急に審理終結に向けた訴訟指揮がなされた。

順調に事実調べが進んでいたが、2005 年夏、裁判長交代後、急に審理方針が変更され、

裁判所より、翌年度末までに決定を出すことを前提に、請求人の意見書、最終意見書を

提出するよう求められ、対応を余儀なくされた。

d　決定の告知及び決定

弁護団は遅くとも決定 2 週間前の事前告知を求めたが、裁判所は 1 週間前に伝える

と回答し、2006 年 3 月 18 日（金曜日）夕方になって、 3 月 27 日（月曜日）に決定を

出すとの連絡があった。滋賀弁護士会の臨時総会開催日であり、他の弁護士も年度末で

多くの期日予定が入っていたため決定日に都合がつく弁護人は僅かしかいなかった。

加えて、月曜日の決定であったため、即時抗告申立準備期間が正味 3 日間しかなかった。

e　請求審決定 - 棄却

請求審決定は、任意性に疑いがなく、信用性も十分な自白、丸鏡に付着からの指紋の

検出等の間接事実等から確定判決が認定した犯罪事実は優に認められる、と結論付けた。

その理由中では、弁護人の主張に対し「確かに・・」と一旦これを肯定しつつ、さし

たる根拠もなく「しかし・・」として排斥した箇所が決定中に実に 26 か所も存在している。

自白の信用性が十分とした中心的な根拠は、任意取調の過程で、自白後、一旦帰宅を

して熟慮の機会を与えられたのに翌日の取調でも自白を維持したという点（決定は。こ

れは自白の情況的信用性を高める事情であると評価した）と、阪原氏が被害者の死体及

び金庫発見場所を案内し、指示できたという点（決定は、これは自白の信用性を裏付け

る重要な事情であると評価した）であった。

f 　即時抗告審

請求審決定に対して即時抗告を申し立て、いくつかの新証拠も追加で提出し、他方で、

裁判所に対し、三者協議の開催を申し入れ続けていたが、結局、一度も三者協議が行わ

れないうちに阪原氏が死亡し、裁判所により終了決定がなされた。

なお、この時点で、請求の受継について弁護団で検討したが、諸般の事情から結局受

継申立はしなかった。
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②　第 2 次再審請求

a　請求審の審理経過

・�当初、裁判所は、弁護人が開示請求を行った証拠のうち、自白形成過程に関する捜

査書類及び金庫発見場所・死体発見場所の引当捜査の際に撮影された写真及びネガ

のみ認め、弁護人が請求した他の証拠調べを行うことなく、審理を終了させ、翌年

年度末に決定を出す方針で臨んでいた。

　�　ところが、検察官から提出されたネガを検討したところ、引当結果を記載した捜

査報告書に添付された写真の多くが入れ替えられており、引当場所からの帰りに撮

影された写真が、引当場所に向かう写真であるとして貼付されていることが判明し

た。このことをきっかけに、裁判所は早期終結の方針を変更した。

・�審理終結までの 6 年間の間に、計 46 回の打合せ期日が行われ、主に証拠開示をめ

ぐる議論がなされた。結果、多くの証拠が検察から提出された。

・�検察官は、裁判所から開示を促された証拠については、基本的に弁護人にのみ開示

するのではなく、すべて裁判所に証拠として提出するという対応で臨んだ。

・�実施された事実調べの内容

　�　殺害方法に関する吉田謙一証人の尋問、引当捜査に関する落合俊和証人（当時の

担当検察官）、森田一男証人・谷口正証人（いずれも当時の担当警察官）の各尋問等

・決定の告知

　�　2018 年 3 月 6 日に行われた最終の打合せ期日において、同年 7 月 11 日午後

の決定を予定すると告知された。なお、決定書の交付は、書記官室において、請求

人・弁護人・検察に同時に行われた。

b　請求審決定 - 再審開始

請求審決定は、新旧全証拠を総合的に評価した結果、確定判決が阪原氏が本件犯人で

あると認めた理由はその主要な部分がおおいに疑わしくなっており、阪原氏が本件犯人

であると認めるに足りる事情はないから、確定判決の事実認定には合理的な疑いが生じ

るに至ったと言わざるを得ないと結論付けた。

確定判決が有罪根拠とした各証拠に対する判断の結論は以下のとおりである。自白に

ついては、事実認定の基礎とし得る程度の信用性を認めることはできない上、任意性に

ついて合理的な疑いが生じた。アリバイの虚偽性を含む各間接事実については、確定判
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決の認定が動揺するか、あるいは仮に当該間接事実が認められるとしてもその事実が阪

原氏が本件犯人であると推認する力は減殺された。そして、認められる間接事実中に、

阪原氏が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない、あるいは少なくと

も説明が極めて困難である事実関係は含まれていない。

個々の証拠の評価に入る前に、阪原氏の供述ないし言動の全体的な評価に関わる問題

として、阪原氏の知的能力等について検討を行い、阪原氏の記憶、再生、表現 , 叙述能

力には制約があること、全く経験したこともない虚偽の話を作り出す能力は低いこと、

敵対的でない環境であれば周囲と強調的で友好的な関係を作り出すことができる特性を

有し、コミュニケーションにおいて、回答の内容より対話者との関係を優先するという

特性と、未来への予測や展望を持つことよりも現在を何とかやり過ごすことを優先させ

る特性を有しているとし、阪原氏の言動を評価するにあたってはこれらの特性を正確に

考慮した上で判断する必要があるとし、現に新旧全証拠の判断において十分な配慮がな

されている点に特徴がある。

c　即時抗告審の審理経過

検察官が行った即時抗告申立により、大阪高裁に即時抗告審が係属することになった。

約 4 年半の審理期間中、合計 6 回の打ち合わせ期日が行われた。

弁護人は、即時抗告審において、立証をさらに補充すべく、吉田謙一医師の意見書（胃

内容の分析により食後経過時間が分かるという仮説には科学的根拠が認められていない

ことを明らかにするもの）、岩田久測量士作成の測量報告書（金庫発見現場の地形を測

量し、現場見取図等に記載されている複数の松の木の位置が異なることを明らかにする

もの）、脇中洋教授作成の心理学的鑑定意見書（アリバイ証人の心理学的特性を前提に、

アリバイに関するエピソードの信用性が高いことを明らかにするもの）、青木康博医師

作成の鑑定書（死体の死斑の発言状態から、被害者が死後どのような姿勢（体位）でお

かれていたと考えるのが合理的かを明らかにしたもの）、中根育子教授の意見書（警察

官の断片的な誘導及び警察官と阪原氏との無意識的な正解到達に向かう相互作用という

概念及びその内容は、言語的・非言語的コミュニケーションの中で普通に生じうる現象

であることを明らかにしたもの）を提出した。

裁判所が行った事実調べとしては、即時抗告審の審理終結間際の 2022 年 3 月 18 日、

被害者方店舗、死体発見現場、金庫発見現場及び自白による移動経路について、日野町

現地での検証が行われた。

即時抗告審の決定期日については、決定の 2 週間前である 2023 年 2 月 13 日に告知

され、決定日の 2 月 27 日午後 2 時に決定書が交付された。 
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d　即時抗告審決定 - 即時抗告棄却

即時抗告審決定は、新旧証拠を総合して検討すると、確定判決等が阪原氏の犯人性を

認定する上で重視した死体発見場所の引当捜査の結果について、確定判決の事実認定は

その主要な部分を維持することができず、これを前提とした判断も維持し難いとした。

そして、確定判決を是認した控訴審判決の認定・判断部分も同様であり、阪原氏の自白

の基本的根幹部分の信用性を認めた点に動揺が生じたとみるべきであるとした。また、

阪原氏のアリバイ主張についても、アリバイ関係者の新供述を根拠に、これを虚偽と認

めるには合理的な疑いが生じており、この点を犯人性肯定の事情とした確定判決等の判

断部分は動揺を来したと考えられるとした。

そのうえで、これらを総合すれば、阪原氏を犯人と認めた確定判決等の事実認定には

合理的な疑いが生じており、阪原氏について再審を開始した原決定の結論は正当であり、

検察官の抗告には理由がないとした。

⑻　再審が明らかにした事項・残された問題点

①　見込み捜査に基づく偏頗かつ不公正な捜査が行われていたこと

再審の過程で、被害者が行方不明となった直後から、さしたる根拠もなく阪原氏に疑

いの目を向け、先入観に基づく捜査が行われていたこと、事件発生から約 9 か月半後に

阪原氏に対する逮捕状が発付されたが執行されなかったこと、その際に阪原氏の妻から

1984 年 12 月 28 日夜の阪原氏の行動に関する供述がなされ、その直後から、当該供述を

否定する方向での捜査、画策がなされた疑いが高いことなどが開示証拠から判明した。

②　検察に送致されていない大量の証拠が警察に止め置かれていること

本件では、第 1 次請求の初めの段階で、検察が保有している全証拠のリストが検察官

により作成され、提供された。このリストから、検察官に送致されていない証拠が多数存

在していることが徐々に明らかになった。証拠開示請求の過程で、検察が警察に問い合わ

せ、未送致証拠を送致するように指示し、実際に多数の証拠が検察に送致されたが、それ

でも、まだまだ、多数の証拠が警察のもとで隠蔽されている可能性が高い。例えば、証拠

上、採取したことが明らかな被害者の手の爪を提出するよう求め続けているが、見あたら

ないという回答で未だに提出されていない。その他、特に初動捜査段階で当然作成されて

いるはずの供述調書や捜査報告書も検察官のもとに送致されていない。これらを開示させ

ることによって、本件の冤罪性はさらに明確になると思われる。

③　本件は、犯行と阪原氏を結び付ける証拠が極めて乏しい事件である。捜査機関は、取調

べにおいては動かぬ証拠があると言って自白を迫り、自白後は、引当捜査や犯行再現実況
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見分を利用して、真犯人らしさを示す証拠を作り上げ、これらの証拠と捜査官の証言を有

力な根拠として立証を行った。しかし、再審の過程で、この捜査の公正さ、捜査官の証言

の信用性に多大な疑問が生じた。

④　請求審で開始決定がなされたが、弁護人の主張のすべてが容れられたわけではない。例

えば、被害者が殺害された日時及び場所は自白のものとは全く異なる可能性が高いとの主

張立証を行ったが、この点については受け入れられなかった。このため、弁護人は、即時

抗告審において、法医学者の意見書を複数提出するなどして補充の主張・立証を行ったが、

即時抗告審においても受け入れられなかった。

⑼　最近のトピック

特別抗告審が係属する最高裁第 2 小法廷の担当裁判官のうち、 1 名の定年退官が本年 3

月に予定されていたため、それまでに最高裁の決定がなされるのではないかという予測をし

ていたが、結果的に現時点（=2025 年 8 月）時点で決定はなされていない。

特別抗告審における検察官の対応であるが、最高裁が 2023 年 12 月 1 日時点で検察官に

対して確定訴訟記録の借用を依頼したにもかかわらず、2024 年 9 月 9 日まで最高裁に確

定訴訟記録を送付しなかったことが判明している。

特別抗告申立は 2023 年 3 月 6 日であり、それから既に約 2 年半が経過しようとしてい

る。検察官による特別抗告申立自体が強く非難されるべきであるが、特別抗告審においても

審理の促進に協力しない検察官の態度も強く批判したい。

⑽　当該再審事件からみた再審法の不備

①　証拠開示

本件では、第 1 次請求の初めの段階で、検察が保有している全証拠のリストが検察官

により作成され、提供されたという経過がある。このリストは、弁護側が証拠開示請求を

行う重要な手がかりとなり、実際に相当数の証拠が開示されたが、同時に、検察官に送致

されていない証拠が多数存在していることが徐々に明らかになった。再審手続においては、

警察・検察を含め、捜査機関が保有している証拠全てについて開示手続が法定されるべき

である。

②　検察官による不服申立の制限

本件においては、大津地裁の再審開始決定に対して検察官が即時抗告を申し立てたこと

により、抗告審で約年半の期間を要することになった。さらに、大阪高裁の即時抗告棄却

決定に対して検察官が特別抗告を申し立てたことにより、2025 年（令和 7 年） 8 月現在
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で、さらに約 2 年半の期間を要することになった。このような手続の長期化の原因は専

ら検察官上訴が認められていることにあり、これを制限することが必要であることを示し

ている。

２ 　大崎事件

「大崎事件報告」

大崎事件弁護団

弁護士　松　本　尋　規（岐阜県弁護士会）

⑴　罪名等

殺人、死体遺棄事件（懲役 10 年）

⑵　事件の概要

1979（昭和 54）年 10 月 15 日、鹿児島県曽於郡大崎町において 3 日前から行方不明であっ

た原口アヤ子氏（以下「アヤ子氏」という。）の義弟四郎の死体が、四郎方の牛小屋で堆肥

に埋められた状態で発見された。

アヤ子氏は、義弟の二郎氏ついで夫一郎氏に働きかけて、10 月 12 日夜、 3 人で四郎方に

赴き、一郎氏が四郎の首をタオルで絞め、後の 2 人が体を押さえつけて殺害し、翌 13 日未

明、太郎氏（二郎氏の息子でありアヤ子氏の甥）を加えた 4 人で、死体を遺棄したとされ

る冤罪事件である（事件関係者名についてアヤ子氏以外は仮名）。

⑶　事件の特色

①　客観的・物的証拠が乏しい事件であること

確定判決は、主として、①フォーク、スコップ、ビニールカーペット、懐中電灯、②司

法解剖をした城哲男医師の鑑定書、③一郎氏、二郎氏、太郎氏、二郎氏の妻ハナ氏の公判

供述及び検面調書から事実を認定している。

殺人犯人を強く推認させる客観的・物的証拠が乏しい事件であるという特徴がある。

②　捜査機関が死体発見直後から殺人事件と断定し予断を持っていたこと

本件において、四郎の死体遺棄があったことは明らかである。しかし、死体遺棄があっ

たとしても、必ずしも殺人があったものとは限らない。ところが、志布志警察署は、死体

発見と同時に、殺人事件と断定して捜査を開始した。第 3 次再審請求審での開示証拠の
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写真に、堆肥に埋もれた死体の横に「罪名・殺人」と書かれた鑑識札が写っていた。捜査

機関は、四郎の死体発見直後から殺人事件であるという予断をもって捜査をした。

③　鑑定時に適切な情報が伝えられておらず、再審請求において鑑定書が撤回されていること

確定判決で四郎「殺害」の事実を支える客観的な証拠は、司法解剖を行った城医師の鑑

定だけであった。

確定審における城医師の鑑定では、死因について「他に著しい所見を認めませんので、

窒息死を推定する他はありません」「他殺ではないかと想像されます」とあるのみで、遺

体所見から積極的な根拠に基づいて殺人や窒息死を鑑定するものではなかった。それだけ

でなく、この鑑定は、四郎が遺体発見の 3 日前、道路脇の側溝に転落した事実を知らず

になされたものであった。城医師は、第 1 次再審請求審において、四郎の頸部圧迫の根

拠と推定した頸椎体前出血は、転落事故の際に頸部が過伸展されたことによって生じたも

のであるから、頸部圧迫による窒息死という死因の鑑定を撤回した。

④　自白した共犯者らは知的能力に問題がある供述弱者であったこと

アヤ子氏は、事件への関与を今日まで一貫して全面的に否認している。しかし、一郎氏、

二郎氏、太郎氏はいずれも知的障がい者であり、取り調べが行われる中で自白し、アヤ子

氏が関与していたという内容の調書が作成されていった。

公判では、一郎氏らの裁判とアヤ子氏の裁判は分離されたが同じ裁判体であり一郎氏は

公判廷でも自白を維持した。

⑷　裁判の経過

1979（昭和 54）年 10 月 15 日　「四郎の遺体発見」

1980（昭和 55）年 3 月 31 日　鹿児島地裁　一審判決（確定判決）

一郎氏、二郎氏、太郎氏は、控訴せず、アヤ子氏のみが控訴

1980（昭和 55）年 10 月 14 日　福岡高裁宮崎支部控訴審判決　控訴棄却

1981（昭和 56）年 1 月 30 日　最高裁上告審決定　上告棄却

⑸　確定審の裁判所の判断

①　「犯行に至る経緯」

1979（昭和 54）年 10 月 12 日、四郎は朝から酒びたりで甥の結婚式に出席しなかったが、

午後 8 時頃酔い潰れて溝に落ちているのを部落の者に発見された。近隣住民の I と T が

自宅まで送り届けたが、四郎が前後不覚で、着衣が濡れて下半身が裸であったため、四郎

を土間に置いて帰った。アヤ子氏は I から連絡を受け、I 方に行き、帰ってきた I から四
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郎の様子を聞き、午後 10 時 30 分ころ、T と帰宅する途中、1 人で四郎方に立ち寄ったが、

泥酔して土間に座り込んでいる四郎を認めるや四郎に対する恨みがつのり、四郎を殺害し

ようと決意し、二郎氏、ついで一郎氏に四郎殺害を持ち掛けた。

②　「罪となるべき事実」

アヤ子氏、一郎氏、二郎氏は、 3 名共謀のうえ、10 月 12 日午後 11 時ころ、土間に座

り込んで泥酔のため前後不覚となっている四郎の顔面を数回殴打し、足蹴にするなどした

うえ、四郎を四郎方中の六畳間まで運び込み、アヤ子氏が四郎の両足を両手で押さえ、二

郎氏が四郎に馬乗りになって四郎の両手を押さえ、一郎氏がアヤ子氏から渡された西洋タ

オルを四郎の首に 1 回巻いて交差させ力一杯引いて締めつけ、四郎を窒息死させて殺害

し、二郎氏が一旦帰宅して、太郎氏に死体遺棄に加勢するように言い、翌 13 日午前 4 時

ころ、 4 名共謀のうえ、四郎の死体を四郎方の牛小屋に運搬し、スコップまたはフォー

クで深さ、50㎝の穴を掘って死体を埋没し、死体を遺棄した。

⑹　主要な新証拠の内容

①　第 1 次再審請求

第 1 次再審請求の新証拠は、城医師の鑑定補充書と証言（城新鑑定）、池田典昭・九州

大学教授の鑑定と証言（池田鑑定）だった。城医師の鑑定では、既述のとおり、頸部圧迫

による窒息死という死因の鑑定を撤回するというものであった。池田鑑定も四郎の頸部に

圧迫の痕跡を認めることができないとするものであった。殺人事件の再審請求で、司法解

剖をした法医学者が自らの鑑定を撤回し、新証拠となる意見書を作成し、証人として証言

したことは、大崎事件が初めてで、その後もない。

請求審では、四郎の死因は頸椎圧迫による窒息死ではない可能性があり、一郎氏らの自

白とハナ氏の供述を再検討する必要があるとし、一郎氏らの自白とハナ氏の供述を信用す

ることができず、アヤ子氏らによる本件各犯行には合理的な疑いがあるとして再審開始の

決定をした。

しかし、即時抗告審は、請求審における新証拠の明白性判断の方法が不適切であるとし

て再審開始決定を取り消した。また、傍論として、一郎氏らはいずれも裁判官の前でも自

白し、控訴せずに服役しているから、 3 人の自白は信用できると判断した。

最高裁は、アヤ子氏の特別抗告を棄却した。

②　第 2 次再審請求

第 2 次再審請求の主たる新証拠は、大橋靖史・淑徳大学教授と高木光太郎・青山学院

大学教授による心理学鑑定（大橋・高木第 1 鑑定）である。大橋・高木第 1 鑑定では、
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「逐語的に記録された」公判廷供述（自白）の「言葉」に着目して、供述者の語り口（文体）

を解析し、供述が体験を供述したもの（体験供述）か、そうでないか（非体験供述）を判

定する「スキーマ・アプローチ」という手法で、一郎氏、二郎氏、太郎氏の公判廷の供述

を分析した。結果としては、太郎氏については判断を留保するが、一郎氏と二郎氏の供述

は非体験供述である可能性が高いと鑑定した。

請求審は、大橋・高木第 1 鑑定を全く評価しなかった。

即時抗告審では、大橋教授と高木教授の証人尋問が実施され、裁判所はこれを踏まえ、

一郎氏と二郎氏の自白は、それ自体では信用性が高いとはいえないと評価した。しかし、

アヤ子氏が 10 月 12 日夜、二郎氏方に来て、二郎氏に四郎の殺害を働きかけ、帰宅してき

た二郎氏が「うっ殺して来た」といった、その後、太郎氏が「加勢をしてきた」といった

というハナ氏の供述は信用でき、二郎氏の自白には裏付けがあり、結局、一郎氏と二郎氏

の自白は信用できると結論付けて、アヤ子氏と故一郎氏の即時抗告を棄却した。

最高裁はアヤ子氏と故一郎氏の特別抗告を退けた。

③　第 3 次再審請求

第 3 次再審請求の新証拠は、四郎の死因に関する吉田謙一東京医科大学教授（東京大

学名誉教授）の鑑定と証言（吉田鑑定）とハナ氏の供述に関する大橋教授・高木教授の心

理学鑑定（大橋・高木第 2 鑑定）である。

ハナ氏の確定審での「逐語的に記録された」公判廷供述は分量的に乏しく、大橋・高木

第 2 鑑定は、ハナ氏の供述調書を対象にせざるを得なかった。しかし、請求審は、大橋・

高木第 2 鑑定を高く評価し、新旧証拠の総合評価の結果、ハナ氏の供述は信用できず、

一郎氏と二郎氏の自白も信用できないと判断した。

吉田鑑定は、四郎の死体には死斑が認めらないことに着目した。死斑とは、血管中の血

液が重力によって死体の下部に移動し、表面から透視され黒ずんで見えることをいい、血

管中に血液が乏しいと死斑は認められない。

血管中の血液が乏しくなるのは、血液が体外に大量に出る場合（失血）のほか、血液が

体内で大量に血管外に出る場合（出血）がある。

四郎は、転倒事故のため前後不覚の状態にあった。吉田鑑定は死因を体内の大量出血に

よるショック（出血性ショック）であると鑑定した。

請求審は、吉田鑑定について、頚部圧迫の所見が認められないという範囲でその信用性

を認め、大橋・高木第 2 鑑定と吉田鑑定の明白性を認め、再審開始を決定した。

即時抗告審は、大橋・高木第 2 鑑定についてスキーマ・アプローチは「逐語的に記録

された」供述を対象とするものだったのに、ハナ氏の供述調書を対象としたことの説明が

不十分であるとして証拠能力を否定した。一方、吉田鑑定の証明力を高く評価し、「出血
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性ショック」の状態にあった四郎は、四郎方に運ばれてきた時点で死亡していた可能性が

あり、「生きている」四郎を土間に放置して退出したという I と T の供述が相互に著しく

食い違っていることから、I と T の供述を信用できないと判断し、吉田鑑定の明白性を認

めて、再審開始の結論を維持し、即時抗告を棄却した。

最高裁は、即時抗告審の決定によれば、死体遺棄の犯人は、I と T ということになるが、

そのようなことはまったく想定できず、死体遺棄の犯人は、アヤ子氏ら以外の者を想定で

きないと断定し、再審開始決定を求めた決定は、「著しく正義に反する」として、再審開

始決定を取り消し、自判して再審請求を棄却した。

④　第 4 次再審請求

第 4 次再審請求の新証拠は、四郎の死因と死亡時期に関する澤野誠・埼玉医科大学総

合医療センター高度救命救急センター長の鑑定書（澤野鑑定）、I と T 及びアヤ子氏の供

述に関する、稲葉光行・立命館大学教授のコンピュータを用いたテキストマイニングによ

る供述鑑定と大橋教授・高木教授による心理学鑑定である。

澤野鑑定は、最新の医学的知識と救命救急医としての経験に基づいて、①城旧鑑定の四

郎の上半身を撮影した剖検写真には小腸腸管壁内の血腫が明瞭に映っているがこれは四郎

が「非閉塞性腸管虚血（Non Occlusive　Mesenteric　Ischemia。NOMI ノミ ）」に

よる広範囲の急性腸管壊死という死を免れない状態にあったことを示していること、②城

旧鑑定も認めた頸椎体前出血は、常に「非骨傷性頸髄損傷」を伴っていること、③頸部は

神経が集中している身体の枢要部で、頸部に損傷を受けた可能性がある者を救助するとき

は「頸部固定」が必須であるが、救命医学の知識がなく、四郎は泥酔しているだけだと考

えた I と T が無造作に四郎を「救助」し、軽トラックの荷台に放り込んだことは、頸髄

損傷を一気に増悪させ、呼吸停止や心停止を来した可能性が高く、四郎は四郎方に到着し

た時点では死亡したと考えられることを明らかにした。

周防正行監督を実行者としたクラウドファンディングによって約 1200 万円の資金が得

られ、弁護団は、この資金で I と T による「救助」行為が四郎の死期を早めたことをビジュ

アル的に明らかにするべく、周防監督に依頼して、I と T による「救助」行為の再現を映

像化した。また、専門業者に依頼して、I と T の四郎方到着後の供述の矛盾をビジュアル

化する 3 DCG 映像を作成した。

稲葉鑑定が行ったテキストマイニングによる分析は、第三者による検証可能性を担保し

た再現可能なもので、広くマーケティングだけでなく、すでに犯罪捜査で用いられている

科学的方法であることが明らかにされた。「言葉」に着目するスキーマ・アプローチの結

論が、同じく「言葉」を分析の対象とするテキストマイニングの結論と期せず一致したこ

とはスキーマ・アプローチが「科学的」方法であることを明らかにした。
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請求審は、澤野鑑定が四郎の死因及び死亡時期を「転落時に生じた頸髄損傷が I と T

の搬送によりさらに悪化し、数分で呼吸停止により死に至った」とした点は、「可能性が

あることを否定はできないという限度」で証明力を肯定した。そして澤野鑑定が、確定判

決を支える旧証拠のうち、死因を頸部圧迫による窒息死と鑑定した城旧鑑定の証明力を減

殺したことを認めたが、I と T の供述の信用性には影響しないと判断し、澤野鑑定の明白

性を否定した。

即時抗告審も、論理則、経験則違反はないとして即時抗告を棄却した。

最高裁の多数意見ははまず、四郎の死体が腐敗していたことにより、解剖によって収集

された情報は極めて限定的なものであったこと、澤野鑑定は死体を直接見聞したのではな

く、写真から見てとれる色調や性状という限定的な情報から推論を重ねたものであること

などを理由に、同鑑定の証明力を「その指摘するような死因や態様で四郎が死亡した可能

性があることは否定できない」という限度で認めた。

他方、（澤野鑑定が弾劾する）城旧鑑定は単独では死因を積極的に推認するような証明

力はなく、確定判決は客観的状況から推認できる事実や「共犯者」の自白、ハナ氏の目撃

供述、I と T の供述等を合わせて殺人の事実を認定しているのだから、澤野鑑定によって

ただちに確定判決の認定に合理的疑いが生じるとはいえないとした。

多数意見のその後の判示は、「I と T が死体遺棄の犯人であるとは全く想定できない」「共

犯者らの自白、I の目撃供述は、相互に支え合っているだけでなく、客観的状況等からの

推認によっても支えられ、信用性は相応に強固」という、第 3 次の小池決定とほぼ同じ

表現を用いて、澤野鑑定は刑事訴訟法第 435 条 6 号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」

にはあたらないと結論づけている。

なお、多数意見に対しては、宇賀裁判官の「再審開始決定を行うべきである」との反対

意見がある（宇賀意見の内容については後述する。）。

⑺　再審の経過

①　第 1 次再審請求

1990（平成 2 ）年 7 月 17 日　アヤ子氏　満期出所

1995（平成 7 ）年 4 月 19 日　アヤ子氏　第 1 次再審請求

1997（平成 9 ）年 9 月 19 日　太郎氏　第 1 次再審請求

2001（平成 13）年 5 月 27 日　太郎氏　自殺　

2001（平成 13）年 8 月 24 日　ハナ氏が太郎氏のために再審請求（事実上の承継）

2002（平成 14）年 3 月 26 日　鹿児島地裁　アヤ子氏、太郎氏につき再審開始決定　

　　　　　　　　　　　　　　　 検察官　即時抗告
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2004（平成 16）年 12 月 9 日　福岡高裁宮崎支部　原決定取消し・再審請求棄却

　　　　　　　　　　　　　　　 アヤ子氏　特別抗告

2006（平成 18）年 1 月 30 日　最高裁 特別抗告棄却

②　第 2 次再審請求

2010（平成 22）年 8 月 30 日　アヤ子氏　第 2 次再審請求、

2011（平成 23）年 8 月 30 日　�故一郎氏（一郎氏1993（平成 5 ）年10月 2 日死亡のため、

請求人は長女）第 1 次再審請求

2013（平成 25）年 3 月 6 日　鹿児島地裁　再審請求棄却

　　　　　　　　　　　　　　　 アヤ子氏、故一郎氏　即時抗告

2014（平成 26）年 7 月 15 日　福岡高裁宮崎支部　即時抗告棄却

　　　　　　　　　　　　　　　 アヤ子氏、故一郎氏　特別抗告

2015（平成 27）年 2 月 2 日　最高裁特別抗告棄却

③　第 3 次再審請求

2015（平成 27）年 7 月 8 日　アヤ子氏、故一郎氏　第 3 次再審請求

2017（平成 29）年 6 月 28 日　鹿児島地裁　再審開始決定　検察官　即時抗告

2018（平成 30）年 3 月 12 日　福岡高裁宮崎支部　即時抗告棄却（再審開始維持）

　　　　　　　　　　　　　　　 検察官　特別抗告

2019（令和元）年 6 月 25 日　最高裁再審開始決定取消・再審請求棄却

④　第 4 次再審請求

2020（令和 2 ）年 3 月 30 日　アヤ子氏、故一郎氏（いずれも請求人は長女）

　　　　　　　　　　　　　　　 第 4 次再審請求

2022（令和 4 ）年 6 月 22 日　鹿児島地裁 再審請求棄却

　　　　　　　　　　　　　　　 アヤ子氏、故一郎氏　即時抗告

2023（令和 5 ）年 6 月 5 日　福岡高裁宮崎支部即時抗告棄却

　　　　　　　　　　　　　　　 アヤ子氏、故一郎氏　特別抗告

2025（令和 7 ）年 2 月 25 日　最高裁特別抗告棄却
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⑻　再審が明らかにした事項・残された問題点

①　再審が明らかにした事項

大崎事件では、これまでも 3 度に渡り、再審開始決定やこれを維持する判断がなされ

てきたが、第 4 次特別抗告審における宇賀裁判官の反対意見（宇賀意見）では、多数意

見よりはるかに説得力のあるかたちで「大崎事件におけるあるべき再審開始決定」が明ら

かにされた。　

宇賀意見は、澤野鑑定について、澤野医師が臨床医、救急医療医の立場から、それまで

法医学者が注目してこなかった腸の写真に着目し、新たな知見を提示したと評価し、さら

に同鑑定が「臨床医、救急医療医の立場から死亡時期に焦点を当てて行われ、その点につ

いても新たな知見を提示するものである」と明示した。その上で澤野鑑定によれば、「四

郎は四郎方に運ばれた時点ですでに死亡していた以上、その後の四郎に対するアヤ子氏ら

による殺人はあり得ないことになる」から、I と T の供述、「共犯者」らの自白、ハナ氏

の目撃供述の信用性にも疑義が生じると端的に判断した。つまり、新証拠たる澤野鑑定に

高い証明力を認め、これのみによっても確定判決の有罪認定に合理的疑いを生じさせてい

るとしたのである

さらに宇賀意見は、仮に、澤野鑑定にそこまで高い信用性を認めない立場に立ったとし

ても、同鑑定と二つの供述鑑定はそれぞれ旧証拠の信用性を減殺するから、新旧全証拠の

総合評価を行う必要があると説き、ここから第 4 次の新証拠、さらには累次の再審で提

出された証拠も踏まえた旧証拠の再評価を行っている。そして、新旧全証拠の総合評価を

経て、新証拠の明白性判断について白鳥・財田川決定が示した判例法理によれば、「本件

において、アヤ子氏及び一郎氏らによる殺人という事実認定の正当性についての合理的な

疑いが生じざるを得ない。したがって、特別抗告を認容し、原決定及び原々決定を取り消

して、再審開始決定を行うべきである」としている。

⑼　最近のトピック

弁護団は現在、第 5 次再審請求の準備を進めている。まだ詳細を発表できる段階ではな

いが、宇賀意見が示した希望の光をもとに新たな戦いを始める。

宇賀意見の中には、「現在では医学の飛躍的発展により、限られた情報から驚くほど多く

の医学的知見が得られるようになってきていることは、経験則の教えるところである」「テ

キストマイニングの手法は、第三者による再現可能性がある科学的方法としてすでに広く用

いられている」「少なくとも供述弱者の場合、無実であっても公判で自白を維持してしまう

ことは、刑事司法において貴重な教訓とされるべき」など、これからの刑事司法における判

断のあり方を見据えた言及もみられる。

この事件に初めて向き合うことになる鹿児島地裁の裁判体に、この事件の証拠構造の脆弱
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性をあらゆる角度から具体的かつ説得的に、ビジュアルも駆使して伝えることで、新証拠の

明白性判断の前提としての「冤罪心証」を抱かせたい。

⑽　当該再審事件からみた再審法の不備

大崎事件では、すでに 3 度も再審を開始すべきという決定が出ている。しかし、検察官

による不服申立て（即時抗告及び特別抗告）により、再審無罪への道のりが、ことさらに険

しく、遠のいている。再審制度が、もっぱら無辜の救済のための制度であることからすると、

再審請求において検察官抗告が認められるのは問題といわざるを得ない。また、検察官が存

在しないと言った証拠が、後の再審請求手続の審理において、五月雨式に多数開示されるな

ど、証拠開示に問題があることも明らかである。

第 ４　近時、再審請求されたもの

１　姫路郵便局強盗事件

「姫路郵便局強盗事件報告」

姫路郵便局強盗事件

弁護士　宮　﨑　祐　輔（兵庫県弁護士会）

⑴　概説

本報告書は、2001 年（平成 13 年）に発生した標記事件（以下「本件」という。）の、第

二次再審請求に至る経緯と現状を報告するものである。

本件は、請求人の犯人性が唯一の争点とされた事件であるが、犯行現場である郵便局から

も、犯人が着用ないし使用していたとされる遺留品からも、請求人の DNA や指紋等は一切

検出されておらず、請求人を実行犯とする直接証拠は存在しない。また請求人も、共犯者と

される A も、一貫して請求人の関与を否定しているという事件である。

それにもかかわらず、確定審では請求人の管理している事務所兼倉庫（以下「本件事務所」

という。）から少なくない犯行遺留品等が発見されたことのみを根拠に、請求人を実行犯を

とし、有罪判決を下した。

その後、第一次再審請求は棄却されるに至ったが、判断の一部には、請求人が実行犯でな

い可能性を示唆する内容も含まれており、この点は第二次再審請求以降においてなお考慮さ

れるべき事項と考えられる。

このような事情を踏まえ、我々弁護団は証拠の整理と再検討を行い、本年 3 月 26 日、神

戸地方裁判所姫路支部に対し、第二次再審請求を行った。以下、詳述する。
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⑵　事件の概要及び罪名

本件は、平成 13 年 6 月 19 日午後 3 時 10 分頃、黒人の二人組が兵庫県姫路市の姫路花

田郵便局に侵入し、郵便局職員らに拳銃様のものを突き付けるなどして現金 2275 万円を強

取したとされる、強盗事件である。

事件当時、犯行に及んだ二人組は目出し帽や雨合羽を身に着けており、防犯カメラ上もそ

の正体は確認されなかったとされる。犯行後、二人組は郵便局まで来るのに用いたと考えら

れる車に乗って逃走した。

事件発生から数時間後、ナイジェリア国籍である請求人が管理していた本件事務所から、

犯人が使っていたと思われる車や、被害金員と思われる現金、目出し帽、雨合羽、エアガン

の箱等が発見された。

請求人は犯行への関与を否定していたが、犯行当日に警察署に連行され、翌日の同月 20

日に緊急逮捕された。

同月 21 日、日頃から本件事務所に出入りしていたナイジェリア国籍の A が警察に出頭し、

請求人は犯人ではなく、自らともう一人のナイジェリア国籍の B が犯行に及んだ旨供述し、

逮捕されたが、請求人は釈放されることなく、神戸地方裁判所姫路支部に起訴された。

⑶　裁判の経過及び問題点

①　裁判の経過

裁判では、上記 2 で述べたとおり本件事務所から車や現金等が発見されたことに加え、

請求人が事件前に同車を購入していることが検察官から主張された。

また、検察官請求証人として、本件事務所の隣の建物で仕事をしていた C が、本件事

務所の大扉には日中鍵がかけられており、請求人と請求人の妻及び A 以外の者が大扉の

横にある小扉の鍵を開けているのを見たことがない旨述べた。ただし、C は、日頃昼過ぎ

までしか同所で仕事をしていないことや、本件事務所の大扉の状況や出入りについて常に

見ていたわけではない旨も併せて述べている。

これに対し、請求人は、車については購入後すぐに B に売却したことや、自身の仕事中、

本件事務所の大扉は施錠せずに開けっ放しにしていることも多く、日頃から A・B を含む

他のナイジェリア国籍の人たちが出入りしており、同事務所を自由に使うことができたこ

となどを述べ、裁判終了まで自身の犯行関与を否定し続けた。

自ら実行犯の一人であると名乗り出た A も、本件は B から持ちかけられて強盗に及ん

だものであること、被害金が想定よりもはるかに多かったことから怖くなり請求人に相談

しようと考えて本件事務所に現金等の遺留品を持ち込んだ旨供述した。
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②　裁判所の判断

裁判所は、車は請求人の物であるとした上で、C の証言を前提に「他の者が被告人の

了解のないまま、事務所内にあるものを利用して犯行に及んだり、犯行後に事務所内にお

いて証拠物の隠匿……を行うことが容易にできるものとは言い難い」旨説示するとともに、

請求人及び A の供述内容は不自然で採用できない旨述べ、請求人が A と共に犯行に及ん

だ実行犯であると認定した。

請求人は、控訴、上告したが、第一審判決が覆されることはなく、懲役 6 年の有罪判

決が確定した。

③　確定判決の問題点

ア　有罪判決を導く根拠が希薄であること

確定判決において有罪認定を導いた中心的根拠は、本件事務所から犯人が使っていた

と思われる車両や現金等が発見されたことに尽きる。また本件犯行当時、本件事務所が

施錠されており、同所に、請求人以外の第三者が出入りできなかったことが重視されて

いる。

この点については、主に事務所隣接物件で仕事をしていた C の証言に依拠している

と考えられるが、同証言内容を裏付ける写真や他の第三者供述等の証拠は、裁判上で提

出されておらず、その存否も不明である。C の証言の信用性の問題をおくとしても、C

は日頃、昼過ぎ以降は同物件で仕事をしていない旨も述べており、同人が事件発生時刻

である午後 3 時頃以降における本件事務所の管理実態を把握していたとは到底言い難

いものと考える。

ちなみに、C は、第一次再審請求において、記憶が曖昧でよく分からないことについ

ても、捜査機関に言われたとおりの証言をしてしまったこと、もともと倉庫の扉を意識

的に見たことはなく、扉の外側に南京錠がついていたかどうかはっきり覚えていなかっ

たことなどを内容をとする陳述書を提出している。

イ　直接証拠が一切存在しないことを看過していること

そもそも本件事務所の遺留品のみならず郵便局の遺留品からも請求人の DNA や指紋

等は一切検出されていない。

一般に、ある人物が身につけていた物品等から当該人物の DNA や指紋等が必ずしも

検出されるとは限らないものの、本件の少なくない遺留品から、請求人との結びつきを

示す DNA 型や指紋等が検出されたという証拠が一切提出されておらず、これが見あた

らないという事実は、かえって請求人が実行犯であるならば何らかの痕跡が残るのでは

ないかという疑問を当然に抱かせるものである。
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⑷　第一次再審請求

①　再審の申立て

請求人は、2009 年に出所した後、検察庁を訪問して自身の刑事記録を閲覧したところ、

未提出記録の中で犯行遺留品に関する鑑定書類が含まれていることを知ったほか、本件遺

留品である目出し帽の引渡しを受けた。

そこで、2012 年 3 月 2 日、請求人は神戸地方裁判所姫路支部に対し、再審請求を行っ

た（第一次再審請求）。請求人及び弁護団は、犯人が被っていたとされる目出し帽二点に

関する DNA 鑑定を実施した結果、請求人の型と一致しないこと、目出し帽に付着してい

た毛髪の形態について請求人及び A の毛髪との類似点が乏しいとの捜査機関の鑑定結果

を援用し、請求人の無罪を主張した。

②　再審請求審

これに対し、裁判所は「請求人が本件強盗の実行犯人の一人ではないと立証できたとし

ても、請求人が本件強盗の犯人の一人であるとの強力な推認は妨げられるわけではない」

旨述べ、確定審でも第一次再審請求でも争点とされていなかった、いわゆる共謀共同正犯

に請求人が該当するとの判断を下し、請求を棄却した。

当該判断は、確定判決の問題点として、上記 3 ⑶②で示したとおり、請求人を実行犯

とする直接証拠が、一切存在していない点について、軽視できなかったものと考えられる。

③　即時抗告審

請求人は即時抗告を行い、これを受けた大阪高裁は、原審の判断は、「……申立人の関

与なしに、第三者が勝手にこのような行為（事件後の隠匿行為等）をすることは通常考え

難いという推認を前提とするものと解される。しかしながら、この推認は、事実上も、第

三者が申立人に無断で本件倉庫に物品を持ち込み、隠匿することや証拠隠滅の作業をする

ことがない管理状態であったことが前提となるはずであり、申立人の管理権限そのものを

基礎に……論理則、経験則に反している」とし、原審の判断を「実行共同正犯以外の共犯

を含めた犯人性について……当事者に主張、立証の機会を与えなかった……申立人の防御

権を侵害する違法なもの」と述べ、神戸地裁へ差し戻す決定をした。

当該判断は、確定判決の問題点として、上記 3 ⑶①で示したとおり、請求人を実行正

犯以外の共犯も含めた犯人とするためにも、単に請求人が、本件事務所の管理権限を有し

ていたことのみでは足りず、実際に、第三者が申立人に無断で、本件事務所に物品を持ち

込み隠匿することや、証拠隠滅の作業をすることができない管理状態であったか否かの検

討が必須であり、これまで、かかる検討が不十分であったことを、明確に指摘しているも

のと考えられる。
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④　差戻し後の経過

しかしながら、差戻し後の神戸地裁は、請求人の実行犯人性に疑義を生じさせるもの

ではないとして請求を棄却した。その後の即時抗告審・特別抗告審も請求人の申立てを

退けた。

⑸　第二次再審請求

①　新証拠について

第一次再審請求が棄却された後、確定審から第一次再審まで請求人の弁護活動を担っ

ていた弁護人が病により活動を継続できなくなったことを受け、新たに現弁護団が結成

された。

現弁護団は、旧弁護団より引き継いだ証拠の整理・再検討を経て、2025 年 3 月に第二

次再審請求を行った。

今回の再審請求に際し、弁護団は複数の新証拠を提出している。

第一に、請求人の妻による陳述書では、本件事務所の大扉の鍵は事件後に請求人の妻が

取り付けたものであることが示されており、確定審で本件事務所の管理状況認定の基礎と

された C の証言が事実に沿っていないことを指摘した。

第二に、事件当時 A と交際していた女性の陳述書では、事務所の大扉が開け放たれて

いることがあったこと、請求人や A 以外の黒人も倉庫に出入りしていたこと、更に事件

直後から A が「請求人は関与していない」と述べていたことが示された。

第三に、A の出頭前に弁護人の通訳を務めた人物の陳述書では、事件直後から A が請

求人の無関与を述べていたことに加え、B とともに犯行に及んだと語っていたことが示さ

れ、A 供述の一貫性を裏付ける証拠と位置付けている。

現在、弁護団は、これら弁護団の主張に関連する証拠を含めた証拠の開示を検察官に対

し求めている。また、裁判所に対しても三者進行協議を設定するよう求めているところで

ある。

②　証拠開示について

弁護団は、上記のとおり、本件犯行当時の本件事務所の管理状況が争点であるものの、

犯行当日に、本件事務所が捜索されているにもかかわらず、本件事務所の扉などを含む写

真等が、なぜか一切提出されていないことから、これに関する証拠開示を求めている。

また請求人は、出所後に、神戸地方検察庁姫路支部を訪れ、未提出証拠などの記録を閲

覧しているが、そのなかで、犯行現場である郵便局において検出された遺留指紋、本件事

務所の遺留品から検出された遺留指紋（いずれも請求人とも A とも一致しないもの）、及

びその照合に関する鑑定書を確認していることから、これに関する証拠開示も求めている
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ところである。

⑹　今後の展開と課題

他の多くの再審事件もそうであろうが、本件においても最初の大きな障壁となるのは、捜

査機関の保有する証拠開示の問題であろう。

現在、弁護団は、検察官に対し、本件の証拠構造や証拠作成の問題点を摘示しながら証拠

開示を求めているが、請求人を犯人と考える捜査機関が証拠開示に積極的な応答をすること

は期待し難い。

また、裁判所に証拠開示命令等を促したとしても、裁判所自体が消極的な態度に終始する

可能性もある。既に多くの諸氏が指摘している点ではあるが、法規範として担保される請求

人の実質的な権利の内容や範囲が不明瞭である以上、裁判所の訴訟指揮次第で、証拠開示の

在り方を含めた請求人の主張立証の機会が大きく左右されかねない。いずれにしても、弁護

団としては、現状、根拠を摘示しながら、検察官に対しては十分かつ迅速な証拠開示を、裁

判所に対しては請求人の権利・手続保障の観点から適切な訴訟指揮を求めることを続けてい

かなければならない。

請求人の妻は日本人で、二人の間には子供もいる。しかし、外国籍である請求人は本件と

の関係からいつ送還されてもおかしくない立場にある。仮に送還となれば、請求人とその家

族は、請求人が刑を受けたことにとどまらない更なる社会的不利益を被ることになる。その

意味で、本件は請求人にとって現在も更なる「罰」を受けるおそれのある現在進行中の事件

ともいえる。

既に第一次再審請求が棄却されていることもあり、今後の道程が容易なものと考えること

はできない。しかし、上記のような地位にある請求人にとって、本再審請求が真に公正な判

断を導くものとなるよう、引き続き粘り強く取り組みを重ねていきたい。

（本稿は 2025 年 8 月 20 日に執筆したものです。）

【年表】

2001（H13）. 6 .19　事件発生

2004（H16）. 1 . 9 　第一審　神戸地裁姫路支部　懲役 6 年

2005（H17）.11.24　控訴審　大阪高裁　懲役 6 年

2006（H18）. 4 .19　上告審　最高裁　上告棄却　懲役 6 年の有罪判決確定

2012（H24）. 3 . 2 　第 1 次再審請求

2013（H25）. 4 .19　日弁連が再審支援を決定

2014（H26）. 3 .28　神戸地裁姫路支部　再審棄却決定
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2014（H26）. 4 . 3 　即時抗告

2016（H28）. 3 .15　大阪高裁　破棄差戻し

2016（H28）. 3 .22　特別抗告

2017（H29）.10.30　最高裁　　特別抗告棄却決定 

2020（R 2 ）. 6 .29　神戸地裁　差戻し請求審　　　再審請求棄却

2021（R 3 ）. 6 .30　大阪高裁　差戻し即時抗告審　即時抗告棄却

2022（R 4 ）. 3 .30　最高裁　　差戻し特別抗告審　特別抗告棄却決定

2025（R 7 ）. 3 .26　第 2 次再審請求

2 　神戸質店事件

「神戸質店事件報告」

弁護士　相　原　健　吾（兵庫県弁護士会）

⑴　事案の概要

平成 17 年 10 月 18 日、午後 6 時頃から午後 8 時 30 分頃までの間に、神戸市内の質店の

店内で、質店経営者の被害者が頭部を滅多打ちにされて殺害された上、被害者が持っていた

現金 1 万 650 円が奪われたとされる強盗殺人事件が発生した。これが、神戸質店事件と呼

ばれている事件である。

被害者は、当時 66 歳の男性であるが、若い頃に病気により左腕の肘から先の部分を切断し、

また、事故で右目を失明しており、非常に特徴のある風貌をしていた。事件当時、被害者は、

質店を経営しており、質店に入ると、目の前に接客用のカウンターがあり、その奥には質店

の事務スペース、さらにその奥には被害者の居住スペースがあった。本来は質店営業用の倉

庫であるが、被害者は、そこにベッドや座椅子などの家財道具を持ち込んで、そこで寝起き

をしていたようである。

事件当日の午前中、被害者は、質店を訪れた友人に、被害者の口座から 2 万円を出金し

てきてほしいと頼んだ。その後、被害者は、友人に缶ビールを買ってきてもらい、しばらく

の間、缶ビールを 5 本ほど飲むなどして、友人と質店の隣のタバコ屋店内で過ごした。そ

して、午後 1 時 30 分頃から、被害者は友人の運転で外出し、飲食店に入って食事をとり、

午後 3 時 20 分頃に飲食店を後にし、友人に車で質店まで送ってもらい、午後 3 時 30 分頃

に別れた。なお、質店に戻って以降、遺体が発見される翌日午前 8 時頃までの間、被害者

がどのような行動をしていたのかはわかっていないが、午後 6 時頃、被害者の孫が、質店

の奥のベッドの上で被害者が寝ている様子を目にしている。
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事件後、警察は捜査を行うも、犯人を検挙する糸口は見つからず、 1 年と 10 か月もの時

間が経過した。そのような中、平成 19 年 8 月 10 日、緒方秀彦氏は、速度違反をしたこと

で、道路交通法違反で逮捕され、その際に警察署で指紋を採取された。その指紋が強盗殺人

事件の現場にあった指紋と一致するということを理由に、平成 19 年 9 月 6 日に緒方氏は

強盗殺人の疑いで逮捕されてしまう。緒方氏は、勾留期間中に、自らの潔白を主張し続けた

が、平成 19 年 9 月 26 日に強盗殺人の罪で起訴された。

⑵　裁判経過

本件は犯人性が争いとなった事案であり、直接証拠がないため、間接証拠の積み重ねから

犯人だと認定できるかが争われた。検察官立証の柱は、①被害現場に緒方氏の靴跡が残って

いたこと、②犯行現場に緒方氏の指紋や DNA が一致するタバコの吸い殻が残っていたこと、

③犯人らしき男を見たという目撃証言があること、④緒方氏は当時金銭に困っていたこと等

である。これに対して、緒方氏は、たまたまタバコを買いに立ち寄ったところ、被害者から

声をかけられて店舗内に招き入れられて話し相手になり、その際、防犯カメラが設置できな

いか相談されて、店舗内を見て回った、と弁解した。なお、緒方氏は、当時、電気通信設備

の設計、施工、保守等、いわゆる弱電設備に関する仕事に従事していた。

第一審では、事件当日の午後 8 時 30 分頃に、質店の入っているマンションの出入り口付

近で緒方氏と似た人を見たという目撃証人の尋問や、事件当日の午後 3 時 30 分頃まで被害

者と一緒にいたとされる友人の尋問が行われた。そして、平成 20 年 6 月 30 日、神戸地裁（岡

田信裁判長）は、緒方氏の弁解を排斥できないとして、緒方氏を無罪とする判決を下した。

控訴審では、新たに法医学者や近隣の電機店店主の尋問が行われたが、平成 21 年 9 月

24 日、大阪高裁（小倉正三裁判長）は、一審の無罪判決を破棄し、無期懲役の有罪判決を

言い渡した。控訴審判決は、控訴審で調べられた証拠を用いることなく、第一審で認定され

た事実をもとに、逆転有罪判決を下した。

その後、上告するも、平成 23 年 12 月 12 日、上告が棄却され、緒方氏を無期懲役とする

判決が確定した。

⑶　確定判決の問題点

有罪判決となった控訴審判決は、有罪という結論ありきで、緒方氏の弁解を信用できない

と判断した。緒方氏が被害者の店を訪れてから 1 年 10 か月も経過した頃に説明している内

容であることから、通常は若干の記憶違いがあって当然であるにもかかわらず、控訴審裁判

所は、様々な難癖をつけ、緒方氏の弁解を排斥している。控訴審においては、被告人質問す

ら行われず、第一審と全く同じ証拠関係でありながら、全く逆の結論を下すという信じられ

ない判断であった。
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検察官が立証の柱とし、控訴審判決が認定した上記事実については以下のとおり問題があ

る。まず、検察官立証の柱であった、①被害現場に緒方氏の靴跡が残っていたことについて

は、緒方氏の靴からは血液反応は出ていないこと、犯行現場に残された靴跡の中には血液を

踏んだものがないことなど、むしろ、緒方氏の弁解に沿うものであった。また、そもそも倉

庫であったという構造からすれば、土足のまま居住スペースに入ってしまったとしても何ら

不思議ではない。 

次に、②犯行現場に緒方氏の指紋が残っていたことについては、物色箇所からは指紋が全

く出ていないこと、血痕付きの指紋がないことなど、これも緒方氏の弁解に沿うものである。

緒方氏の弁解によれば、被害者に求められるまま防犯カメラの設置が可能か否か調べるため

に店内の各所を触っているので、指紋が残っていたこと自体何ら不自然ではない。

なお、犯行現場に緒方氏の DNA が付着したタバコの吸い殻が残されていたが、この事実

については、「犯人が犯行現場で常識的に行動したり、理性的に行動できたりするとは限ら

ないのであり、結果的に証拠となるものを犯行現場に残していくことは想定し難い事態では

ない」という信じられない理由で、緒方氏が犯人でないと判断する理由にならないと判示し

た。この点、第一審判決では、緒方氏の DNA の付着した吸い殻の存在は、緒方氏の弁解に

沿うものとしてその信用性を高める方向で評価されていた。

また、控訴審判決は、一審では認められることのなかった、③犯人らしき男を見たという

目撃証言を有罪認定に用いた。すなわち、殺害時刻に近い時間帯に、殺害現場となった質店

の入っているマンションの出入り口付近で、緒方氏に似た人物が 60 センチメートル程度の

棒状のものを持っている姿を目撃したという目撃証言についての信用性を認めた。しかしな

がら、60 センチメートルの棒状のものということ自体、控訴審で証言した法医学者が推定

する凶器とは異なるものであるし、目撃者が証言した男の特徴は緒方氏とは似ておらず、目

撃者自身も捜査官に求められて作成した似顔絵と被告人は似ていないと証言するなど、有罪

認定に使用するには相当問題のある証言であった。

⑷　新証拠

すでに述べたが、本件におけるポイントは、確定判決の証拠構造における主要な柱となっ

ている目撃証言の信用性である。

弁護団では、IPJ（イノセンス・プロジェクト・ジャパン）の学生ボランティアにも手伝っ

てもらい、目撃証言に関する再現実験を行った。具体的には、自動販売機の近辺に白い布を

巻いた棒をもつ人物（対象者）を立たせるなどして、本件において目撃証人が男を目撃した

という状況と類似の状況を作り、被験者に自動販売機で飲料を購入させることで対象者を目

撃させるという実験である。被験者には、実験の目的を伝えず、カバーストーリーとして「自

動販売機利用時の行動傾向に関する実験」とのみ伝えた。後日、被験者には、対象者の特徴
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等を回答してもらい、写真台帳で面割を行った。

参加者全体 49 名のうち、写真台帳から誰かしらの人物を選んだ者は 30 名であった。この

30 名のうち、 7 名がターゲット（被目撃者）を選んだ。誰かしらを選んだ 30 人に対する正

答率は 23%（ 7 /30）になる。全体の 49 人に対する正答率は 14%（ 7 /49）となった。ただ

し、カバーストーリーを用意したとしても、「目撃の実験と思った」「目撃の実験かもしれな

いと思った」と回答した者が 49 名中 27 名、回答しなかった者が 2 名であった。目撃の実

験であると気付けば、偶発的な目撃とは質的に異なった記憶方法が採用されてしまう可能性

が高い。そのため、正確な正答率を割り出すためには、「目撃の実験と思った」「目撃の実験

かもしれないと思った」と回答した者を除く必要がある。「目撃の実験と思った」「目撃の実

験かもしれないと思った」と回答した者と回答がなかった者を除けば、正答率は 5 %（ 1 /20）

にしか至らなかった。しかも被験者に提供した写真台帳の写真は 10 枚であり、偶然に選ん

であたる確率の 10%（ 1 /10）よりも低い結果となった。

このように、目撃証人の目撃状況は、およそ記憶が定着しうる状況ではなく、目撃証人の

証言が確かな記憶に基づくものとはいえないことが実験により明らかとなった。

そして、上記実験をもとに、認知心理学や応用認知心理学を専門とする人間環境大学人間

環境学部教授の厳島行雄先生に意見書を書いていただいた。

まず、同意見書において、一審と控訴審で信用性の評価が分かれた目撃証言が、およそ信

用できないものであることを科学的に示していただいた。目撃証言に関する問題として、捜

査機関による目撃証人の供述録取過程において、「緒方氏 = 目撃した人物」というバイアス

を生じさせる危険性や誘導を含んだ手法が取られていたことが挙げられた。捜査機関による

不適切な供述録取方法により目撃証人の記憶は汚染され、もはやその証言は証人の目撃時に

ついての記憶に基づいた証言ではなくなっており、目撃証言は、そもそも証拠から排除され

るべきであったことを述べていただいた。

次に、上記実験をもとに検討を行った結果、目撃証人が犯行日の午後 8 時ころ被害現場

の本件マンションから出てきた男を目撃した状況や供述の録取過程に照らせば、およそ目撃

証言は信用できるものではなかったことを明らかにしてもらった。すなわち、目撃証人の目

撃条件は、上記実験よりも条件が悪いため、目撃証人が犯人以外の人物を選んでしまう極め

て危険な目撃者識別であることを指摘していただいた。

以上のとおり、同意見書によって、確定判決が認定した「犯行日の午後 8 時ころ被害現

場の本件マンションから出てきた男が請求人である可能性」という間接事実を認定すること

ができないことが明らかとなった。

⑸　再審請求の経過

弁護団は、上記実験の結果と意見書を新証拠として、令和 7 年 6 月 26 日、大阪高裁に
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再審請求を行った。

再審請求事件は大阪高裁第 3 刑事部に係属し、再審請求を行った翌日には裁判所から連

絡があり、打ち合わせ期日（裁判所、検察官、弁護団での協議）の日程調整が行われた。

打ち合わせ期日は、同年 8 月 5 日に行われ、弁護団は、再審請求書の概要の説明と証拠

開示に関するプレゼンをした。今後の進行としては、検察官が再審請求と証拠開示請求に対

する意見書を提出する予定であり、次回の打ち合わせ期日は、仮の日程ではあるものの、同

年 12 月に予定が入っている。

他の冤罪事件においても同様であるが、いかにして早期の証拠開示を実現できるかが今後

の大きな課題である。弁護団としては、無実を訴え続けてきた緒方氏が一日も早く救済され

るべく、再審開始決定を獲得したいと考えている。

以　上
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第 2章　再審法改正運動の高まり

第 1　近時の弁護士会の動き

１　日本弁護士連合会の取組み

⑴　歴史的経緯

日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）は、1959 年の徳島ラジオ商殺し事件以来、

えん罪被害者救済のために再審制度の改善を訴えてきた。1960 年代には人権擁護大会や総

会で再審制度の適正な運用を求める決議を相次いで採択し、1970 年代には刑事訴訟法の一

部改正意見書を提出するなど、制度改善を粘り強く働きかけた。1984 年には「誤判の根絶

を期する宣言」を採択し、えん罪問題を司法制度全体の根幹にかかわる人権課題として位置

づけた。

近年では、2019 年の人権擁護大会が大きな転機となった。かかる大会では「再審請求手

続における証拠全面開示」と「再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止」を法制化す

ることを求める決議が採択され、再審法改正の必要性が明確に打ち出された

⑵　再審法改正実現本部の設置

2019 年決議を受けて、日弁連は 2022 年 6 月に「再審法改正実現本部」を設立した。同

本部は、再審制度が抱える制度的・構造的課題を抜本的に解決するための再審法改正をめざ

す組織である。中心的な課題は三つに整理された。第一に、再審請求に際して証拠の全面開

示を義務付ける制度を確立すること。第二に、再審開始決定に対して検察官が不服申立てを

行えないようにすること、第三に、裁判官の裁量に依存する「再審格差」を解消し、全国で

公平な審理を実現することである。同本部の設立によって、日弁連の取組は、法改正実現を

目指す直接的な行動へと明確化されたといえる。

⑶　政策提言と意見書

日弁連は再審法改正に関する複数の政策提言を行ってきた。2019 年には「再審における

証拠開示の法制化を求める意見書」、2023 年には「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見

書」を発表した。同年の第 74 回定期総会において、「えん罪被害者の迅速な救済を可能とす

るため、再審法の速やかな改正を求める決議」が採択され、改正の方向性を再度確認した。

⑷　広報と市民啓発

①　情報発信

日弁連は市民への情報発信にも力を注いでいる。再審法改正の必要性を広く伝えるため

に、事件ごとに特化したパンフレットを作成して配布している。静岡一家殺害・放火事件、
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大崎事件、日野町事件、福井中学生殺人事件など、具体的な事件を題材にすることで、市

民に制度上の問題を実感として伝えている。さらに「なぜ変える ? どう変える ? 刑事再

審のルール」と題した包括的な冊子も発行し、制度全体の改善点を解説した。

また、YouTube などを活用し、「せやろがいおじさん」とのコラボ動画や弁護士によ

る解説動画を配信したり、2024 年 3 月に行われた静岡一家殺害・放火事件判決当日の密

着ドキュメントも公開するなどして、社会的関心を喚起している。

②　最近の日弁連主催のイベント

・市民集会（2024 年 9 月 19 日）

日弁連は日比谷公園大音楽堂において「今こそ変えよう ! 再審法～カウントダウン袴田

判決」を開催した。静岡一家殺害・放火事件のショートムービー上映、袴田ひで子氏のメッ

セージ、衆議院議員柴山昌彦氏、大川原化工機事件当事者大川原正明氏、ジャーナリスト

金平茂紀氏らのリレーメッセージが披露された。さらに「せやろがいおじさん」の動画が

紹介され、古舘伊知郎氏のトークコーナーには稲田朋美議員、映画監督周防正行氏、ジャー

ナリスト津田大介氏、法律学者村上一博教授、郵便不正事件でえん罪被害を受けた村木厚

子氏が参加し、音楽ライブも行われた。政治家・文化人・えん罪被害者・市民が一堂に会

する大規模イベントであった。

・院内会議（2025 年 3 月 25 日）

衆議院第一議員会館で「今国会での再審法改正の実現を求める院内会議」を開催した。

日弁連会長の挨拶に続き、えん罪被害者の訴え、元法制審議会委員による講演、超党派議

員連盟の活動報告が行われ、多数の国会議員が賛同と決意を表明した。市民集会で形成さ

れた世論を国会内での議論につなげる画期的な場となった。

③　日弁連再審法改正全国キャラバンの精力的な実施

各単位会と共催し、全国的に、日弁連再審法改正全国キャラバンを精力的に展開している。

⑸　地方議会への働きかけ

再審法改正実現本部は、各単位会を通じて、全国の自治体や議会に対して意見書採択を働

きかけてきた。その成果として、2025 年 8 月現在、全国で 752 の議会が「再審法改正を求

める意見書」を採択した。さらに 903 の団体が支持を表明しており、社会全体に改正を求め

る声が広がっている。このような地方からの支持が全国規模で積み上がり、国会に対する強

い社会的圧力となっている。
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⑹　再審支援の実績

これまで 36 件の再審事件を支援し、20 件で無罪判決を確定させた。静岡一家殺害・放火

事件、福井中学生殺人事件など具体的な事件支援の実績が、制度改正の正当性を支えている。

２ 　各単位会の取組み

⑴　日弁連再審法改正全国キャラバンの実施

①　東京三会

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は、2023 年以降連続してシンポ

ジウムを開催し、首都圏から再審法改正を広く発信した。

②　静岡県弁護士会 

静岡一家殺害・放火事件の地元として中心的役割を担う。2024 年 9 月 29 日に市民集

会を開き、判決当日には日弁連と街頭宣伝を共催した。

③　大阪弁護士会

・2024 年 6 月 15 日街宣・シンポジウム

シンポジウム「今、変えるとき。ACT for RETRIAL 再審法改正へ - 静岡一家殺害・

放火事件報告を踏まえて」を開催した。開催前には、南森町駅周辺で街宣活動を実施して

いる。同シンポジウムの第 1 部は、映画「袴田事件〜凍りついた魂」を上映し、静岡一

家殺害・放火事件弁護団の小川秀世事務局長からの事件報告、第 2 部では袴田ひで子氏、

東住吉事件の青木惠子氏、日野町事件の阪原弘次氏ら当事者が登壇し、再審法改正の必要

性を訴えた。その後、周防正行監督、鴨志田祐美弁護士、小川秀世弁護士、亀石倫子弁護

士らも参加し、再審法改正に関するパネルディスカッションを実施した。合計 406 名（会

場 197 名、ウェブ 209 名）の参加があった。

・2024 年 9 月 28 日市民集会

浦川泰幸アナウンサーを司会に、静岡一家殺害・放火事件弁護団の間光洋弁護士を招い

て、無罪判決の速報解説をしたり、日野町事件、布川事件、恵庭事件、名張事件、大崎事

件など全国の再審事件関係者をオンラインで結んだりした。再審法改正が全国課題である

ことを可視化した。会場参加のみであったが、参加申込みが 384 名、実際の参加が 330 名

と大盛況であった。
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・2025 年 9 月 30 日市民パレード

大阪弁護士会館前から市内を行進し、大阪市役所前で解散するコースをとった。「秋の

臨時国会での再審法改正を求める市民パレード 2025 in 関西」と銘打ち、近畿各地の弁護

士会、日本国民救援会、イノセンス・プロジェクト・ジャパンなどと共催した。阪原弘次

氏、鴨志田祐美氏、伊賀カズミ氏、笹倉香奈氏ら多様な参加者が発言し、再審法改正を国

会に迫る市民行動となった。

④　京都弁護士会

・2024 年 8 月 18 日シンポジウム

「今、変えんと。『再審法』〜新聞記者と語る、他人事ではない『えん罪』という名の地

獄〜」を開催した。第 1 部で鴨志田祐美弁護士が基調報告し、第 2 部では袴田ひで子氏

と阪原弘次氏がえん罪被害の実態を語った。第 3 部では京都新聞、北海道新聞、静岡新聞、

西日本新聞の記者がパネル討論を行い、ジャーナリズムの視点から制度の問題点を掘り下

げた。

・2025 年 5 月 18 日市民集会

「国会を、動かせ。〜あなたの声で変わる 欠陥だらけの再審法〜」を立命館大学朱雀キャ

ンパスで開催した。会場 200 人規模とオンラインのハイブリッド形式で実施し、市民に直

接行動を呼びかけた。

⑤　その他の地域について 

北海道弁護士連合会等は、2023 年以降、精力的に市民集会を開催し、2025 年 8 月 29

日にも、シンポジウムを実施している。愛知県弁護士会は 2024 年 9 月 22 日にシンポジ

ウム、同年 11 月 27 日に市民学習会を開催し、福岡県弁護士会は 2023 年以降シンポジウ

ムを繰り返し開催し、鹿児島県弁護士会は 2025 年 6 月にシンポジウムを実施し、仙台

弁護士会も市民学習会や集会を積み重ね、東北地方での世論形成を担っている。

⑵　意見書採択の全国的状況

2025 年 8 月 30 日現在、全国で 752 の議会が「再審法改正を求める意見書」を採択している。

同年 9 月 30 日時点においては、静岡県、大阪府、京都府、岐阜県において、すべての議会

で採択が実現した。一方で、低調な地域も存在し、全国的な偏りが課題となっている。

また、横浜市、大阪市、札幌市、仙台市、広島市、福岡市、熊本市など、主要な政令指定

都市でも意見書採択が進んでいることは大きな意味を持つ。これにより「都市部からの世論

形成」と「地方議会からの圧力」が双方で強まっている。
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さらに 34 名の首長が賛同を表明し、903 の団体が支持を表明している。特に静岡県（205

団体）、仙台（114 団体）、福島（106 団体）、札幌（85 団体）などは、地域レベルで社会的

合意が形成されつつあることを示している

3 　総合評価と今後の展望

日弁連は再審法改正の理念と方向性を全国に示し、国政に対して直接働きかけを行うと同時

に、各単位会は市民集会や議会請願を通じて地域から世論を形成した。この両者の活動は補完

関係にあり、制度改正に向けた社会的基盤を強固にしている。

2025 年 8 月 30 日現在、752 の議会が意見書を採択していることは、再審法改正が単なる法

律家の要求ではなく、社会全体の強い要望であることを示している。

今後の課題は三つに整理される。第一に、国会における再審法改正審議を早期に開始させる

こと、第二に、市民運動と世論形成を持続し、改正の機運を維持すること。第三に、諸外国の

改革事例を踏まえ、全面的な証拠開示と、再審開始決定に対する検察官による不服申立て禁止

を柱とした国際基準に沿う制度を構築することである。

再審法改正は、単なる法技術の問題にとどまらず、司法正義と人権保障の根幹にかかわる課

題である。日弁連と全国の弁護士会が積み重ねてきた取組みと成果は、その実現に向けた確か

な基盤を築いており、今こそ国会が応答すべき時に来ている。

以　上

第２　市民団体の動き

1　日本国民救援会

「日本国民救援会における再審支援の歩み」

日本国民救援会

会長　伊　賀　カズミ

⑴　はじめに

日本国民救援会は治安維持法下の 1928 年、弾圧犠牲者救援を目的として結成されました。

結成とともに、今日援ける身が明日援けられる身にという事態のもと、特高警察の監視の妨

害に抗しつつ、東京、大阪をはじめ全国に支部が組織され発展していきました。同時にこの

国日本は戦争へと突入していくのです。1945 年ポツダム宣言受諾によって終戦を迎えた日
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本の多くの国民は、宣言の趣旨である平和と民主主義、基本的人権を喜びを持って受け止め、

1946 年、日本国憲法の制定とともに新しい日本の始まりを強く期待しました。その期待に

応えるかのように、労働運動、民主運動は日本の復興と軌を一に、大きく前進するのです。

ところが終戦とともに連合国軍の占領下となった日本では、1949 年下山、三鷹、松川と

不明な謀略事件が次々と発生し、労働組合運動の中軸として前進しつつあった国鉄労働組合

などが徹底して弾圧され、同時に力強く進み始めた教育の民主化や女性解放をめざす運動な

ども後退を余儀なくされるのです。

しかし松川事件の 20 名の被告は、やってもいない列車転覆事件の犯人とされたことに対

し徹底して闘い、国民的な無罪判決要請運動を背景に、1963 年にようやく無罪判決を実現

するのです。この謀略事件であるとともに、えん罪事件の側面を持つ松川事件の支援運動を

通して、私たち日本国民救援会は裁判闘争の原則、大衆的裁判闘争を定式化することになり

ました。

そして以後支援を求められる事件をすべて、当事者、弁護団、支援組織が一体となって、「大

衆的裁判闘争の原則」に則ってたたかい、数々の成果を挙げることとなりました。

⑵　えん罪支援の経過

①　えん罪事件（支援）の始まり

松川事件などのたたかいの途上、1951 年に八海事件が発生します。この事件は「有罪」

と「無罪」の判決が 7 回も繰り返されるという過酷なものでしたが、国民救援会では、

65 年 8 月第二次差し戻し審で広島高裁が三度目の死刑判決を言い渡した直後、広島県本

部が「八海救う会」の結成を呼びかけ、関西ブロックでは現地調査やカンパ活動に取り組

みが始まり、さらには全国で守る会が結成されていきます。中央本部は 67 年 11 月各地の

守る会に呼びかけて「八海事件対策全国連絡会」を結成、運動を飛躍させるために努力し

ました。

第一次差し戻し審で無罪判決が言い渡された直後から、被告と弁護団の一部に大衆的な

裁判批判運動に対する否定的な意見が出され、当事者である被告のなかに運動から遠ざか

るという状況が生まれました。しかし第二次差し戻し審で再び死刑判決を受けた後、被告

のみなさんは先頭に立って家族ともども真実を訴えるために全国行脚を開始します。国民

救援会や守る会のみなさんも、被告や家族の真摯な訴えを受け止め、無罪判決獲得のため

の運動をともに全国的に展開、勝利判決実現に力を尽くしました。

同様に、1969 年に発生した山口県の仁保事件においても、最高裁上告時に八海事件の

活動家を中心に東京守る会が結成され、その後「守る会全国連絡会」の結成、専従者の配

置など先進的な活動によって、裁判勝利に大きな役割を果たしました。

さらに 1963 年に発生した狭山事件も同じく 68 年頃から、埼玉・東京・京都・大阪・兵
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庫などに守る会を組織し、現地調査、事件学習会、公判傍聴、公判記録の刊行、弁護団活

動を支えるカンパ活動などを進めてきましたが、支援の方針などに異を唱える一部の人た

ちによって、妨害等が行われ、結果救援会と守る会は支援活動から手を引かざるを得なく

なりました。

この間、救援会は各地で多くの事件支援の活動を開始しています。

白鳥事件をはじめ弘前大学教授婦人殺害事件、帝銀事件、さらには松山事件、島田事件

も含め、全国的な支援には至らなかったものの、支援の要請に応えて、各地で様々な事件

の支援の取り組みが開始されています。

②　「白鳥・財田川決定」と再審運動の前進

1952 年に発生した白鳥事件は、村上国治氏が札幌市内において白鳥警部を射殺したと

して逮捕起訴された事件です。1963 年「有罪」が確定した後、1965 年に再審請求、1969

年請求棄却、異議申立、その途上で 1969 年村上氏は仮釈放されます。1971 年札幌高裁は

異議申立を棄却、村上氏は特別抗告を申し立てます。1973 年 4 月、救援会は白鳥事件の

村上氏をはじめ、帝銀事件、松山事件、牟礼事件、三鷹事件、島田事件など再審開始を求

めてたたかっていた関係者に呼びかけ「再審事件連絡会」を結成し、再審制度改善のため

の共同行動や罪獄者の処遇改善の活動などをすすめることになります。1975 年最高裁は

白鳥事件の特別抗告に対する棄却決定を言い渡すことになりますが、その決定のなかで、

「再審制度においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用さ

れるものと解すべきである」と初めての司法判断を行いました。これが通称「白鳥決定」

と呼ばれ、この決定から一年後の 76 年、「確定判決の事実認定に合理的疑いが生じれば良

し」とする財田川決定と併せ、再審開始を求めてたたかう再審事件の裁判闘争に、大きな

影響を与えることになりました。まさに再審にとっての「冬の時代」が終わり、「雪解け

の時代」が始まったという声が多く聞かれました。

「白鳥決定」が出るまで裁判所は、再審請求について「原判決において認めた罪より軽

い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき」という刑訴法（435 条 6 項）の

解釈を厳格にしてきました。この「明白性」と「新規性」という厚い壁に阻まれて、これ

までいくつもの再審請求が棄却されてきましたが、この二つの決定によって、新たに提出

した証拠を原判決（確定した有罪判決）と総合的に評価して、「合理的な疑い」が生じれ

ば再審開始決定の要件を満たすものとされました。救援会は、73 年 4 月に結成した「再

審事件連絡会」と力を合わせ、再審請求事件の支援活動を強化し、現地調査などで事件の

真実を広める活動、学習会や市民集会の開催、署名活動にも精力的に取り組みました。そ

の結果、青森・弘前事件（76 年 7 月）、山口・加藤老事件（76 年 9 月）、青森・米谷事

件（76 年 10 月）が再審開始決定を勝ち取り、さらに死刑確定囚として再審を求めていた
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香川・財田川事件（79 年 6 月）、熊本・免田事件（79 年 9 月）、宮城・松山事件（79 年

12 月）も相次いで再審開始決定を勝ち取りました。さらに徳島ラジオ商事件（80 年 12 月）

や北海道・梅田事件（82 年 12 月）の再審開始も実現しました。徳島ラジオ商事件の場合は、

地元徳島の救援会を中心に関西各地に守る会が結成され、大阪府本部では富士茂子さん亡

き後、再審請求人となったご姉妹の須木久江さんや郡貞子さんとともに府下各地に支援の

訴えに歩き、支援する会を結成、瀬戸内寂聴さんを迎えて弁護士会館で集会を催すなどの

積極的な活動を行いました。時を同じくして徳島事件の弁護団長であった和島岩吉弁護士

を代表とする「再審法改正を求める大阪府民の会」が結成されるなど活動が大きく前進し

ました。こうした活動の結果、すべての事件ではないものの開始決定が確定した事件が再

審裁判によって次々と無罪判決を獲得しました。弘前事件（77 年 2 月）、加藤老事件（77

年 7 月）、米谷事件（78 年 7 月）の勝利に続いて、83 年 7 月には 35 年間獄中から無実

を訴え続けた免田事件死刑確定囚・免田栄さんが、ついに熊本地裁八代支部で無罪判決を

手にしました。最高検と法務省は異例の「法廷内釈放」を認め、免田さんはついに自由の

身となったのです。同じく財田川事件の谷口さん（84 年 3 月）、松山事件の齋藤さん（84

年 7 月）、島田事件の赤堀さん（89 年 1 月）も相次いで無罪を実現、さらに徳島ラジオ

商事件の冨士茂子さん（85 年 7 月）、梅田事件の梅田義光さん（86 年 8 月）も再審無罪

を獲得しました。

これらの成果は、「ラクダが針の穴を通るほど難しい」と例えられ、固く閉じられていた

「再審の門」を、白鳥事件で切り開き、それをさらに大きく押し広げるために、被告、家族、

弁護団、守る会、救援会が努力に継ぐ努力を重ね、真実と正義を愛する国民の幅広い支持

と共感を集めて勝ち取ったものであり、まさに松川事件の教訓にもとづく救援会の大衆的

裁判闘争に則った運動がその成果の一端を担った言えるのではないか、と思うところです。

しかしながら、その反面このような活動がありながらも、牟礼事件は 79 年 3 月、 6

度目の再審請求が棄却され、江津事件も 79 年 3 月、再審請求が棄却されています。帝銀

事件平沢貞道さんの再審請求も 79 年 5 月に棄却されましたが、88 歳（当時）という年

齢を考慮して、救援会は特別恩赦の運動を開始し、美術家 50 名による特別恩赦の要請書

を法務省に提出するなど努力しましたが、平沢さんは 87 年 5 月、八王子医療刑務所で

95 歳の生涯を閉じられました。

最高検は、86 年に「再審無罪事件検討結果報告」と題する報告書を作成しています。

これは「白鳥決定」以後、再審請求事件が相次いで再審開始決定や再審裁判で無罪判決が

出されたことを受けて、法務省内部に再審無罪検討委員会を設置して、検討した結果を求

めたものです。それによると再審無罪となった事件は、捜査段階における警察の代用監獄

での長期勾留や弁護人との接見時間の制限、証拠もないのに別件逮捕をしたり、自白偏重

の捜査を進めたことなどに問題があったことを指摘しています。ところが、検察側の手持
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証拠は極力提出しないようにと述べるなど、真実発見のために弁護団が強く求めている証

拠開示を拒否する姿勢を示しています。また、警察庁は「公判対応体制」を確立して「公

判連絡係」を設け、起訴事件は必ず有罪にするよう緻密な姿勢で臨むとの方針を打ち出し、

でっち上げ裁判をあくまで維持しようとしています。

国民救援会は白鳥決定 20 年目の 1995 年に「白鳥決定 20 周年記念シンポジウム」を開

催しました。80 年代後半から静岡一家殺害・放火事件、布川事件、名張事件などの再審

請求の棄却決定に示されるように「白鳥決定」や「財田川決定」を矮小化する傾向が強まっ

ているなか、改めてその意義を確認し、再審えん罪事件の裁判闘争の前進を図ろうという

ものでした。それはその後継続して行われることになった「裁判勝利をめざす全国交流集

会」へと発展を遂げることになります。「裁判の争点を明確に設定し、単純明快で動かし

がたい、誰をも納得せしめる事実を、総合的、立体的に積み重ねて裁判官を説得し、良心

を呼び起こしたとき、裁判勝利の展望が開かれる。」などより具体的な問題が提起され、

この交流会をとおして困難を抱える事件関係者が励まされ、たたかいへの勇気と確信を与

えられる機会となっていると、参加者からは好評を博しています。

③　再審法改正運動の本格化へ

とはいうものの、1995 年には東住吉えん罪事件、2001 年には姫路郵便局強盗事件、

2002 年には豊川幼児殺人事件、小石川事件、2003 年には湖東記念病院事件等々、国民救

援会として支援を決定することになる新たなえん罪事件が発生、いずれも通常審では有罪

判決が確定し、再審をたたかわざるを得なくなります。2000 年代を超えて、2010 年足利

事件、11 年布川事件、12 年東電 OL 事件、16 年東住吉事件の無期懲役 4 事件、そして、

2019 年 3 月の松橋事件を加え、 5 事件が再審無罪にいたるという明るい兆しの見えた半

面、名張事件、静岡一家殺害・放火事件、そして布川事件をはじめとして、長くたたかい

続けてきた各事件の守る会・支援する会の一員である救援会員のなかから、このままでい

いのか再審事件は、という声が上がり始めます。かつての徳島ラジオ商事件のたたかいの

延長線上で議論となった再審法改正を求める声が、さらに強く各事件関係者を取り巻き始

めるのです。時を同じくして再審をたたかう弁護士のみなさん、学者のみなさんのなかか

らも再審法改正の必要性を訴える声が大きく広がり始めます。ともに集い、準備会を開催、

そしてまさに好機到来とばかりに 2019 年、白鳥決定の記念日である 5 月 20 日に「再審

法改正をめざす市民の会」が結成されることになるのです。桜井昌司さんや青木恵子さん

というえん罪の犠牲となってたたかい続けた当事者をはじめ、弁護士、学者、そしてジャー

ナリストのみなさん、国民救援会を含む市民団体の構成メンバーが一堂に会して、結成宣

言を高らかに発することになりました。

結成時の申し合わせにもとづき、請願署名はもとより、私たちは地元選出国会議員への
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申し入れ活動、各地方議会に対する「再審法（刑事訴訟法）の改正を求める意見書」の採

択運動に取り組み始めました。先立ち各地で学習会を開催し、意義や方向性を明らかにし

つつ、地道に運動を広げることに成功しました。私の地元大阪では、2020 年 3 月時点で、

府下 43 市町村中の 11 議会に申し入れ、 3 市 2 町（箕面市・池田市・吹田市・豊能町・

能勢町）で採択、 3 市（堺市・八尾市・枚方市）で不採択、さらに 2 市 1 町に申し入

れという状況にありました。その後大阪弁護士会再審法改正プロジェクトチームのみなさ

んによる働きかけもあり、現時点では八尾市を残すのみとなりました。その後、全国に運

動は広がり、先日の第 62 回全国大会時点では、全国 736 議会（25 道府県・360 市・285 町・

63 村・ 3 区）による採択が実現しています。

この採択された意見書や、10 万筆を遥かに超えた請願署名などを力に、日弁連の再審

法改正実現本部のみなさんとともに、改めて法制審議会による結論を待つことなく、今年

6 月 18 日に野党 6 党により提出済みの議案の（継続）審議を強く要求し、多くの事件

関係者の悲願である再審法改正を必ず実現することを決意するものです。

白鳥決定 50 年目を迎えた今年を前にして、昨年は静岡一家殺害・放火事件の袴田巌さ

ん再審無罪が確定、続いて福井女子中学生事件の前川さんの再審無罪も確定しました。

今年開かれた第 62 回全国大会では、白鳥決定 50 周年にも触れながら地元静岡県本部や、

福井県本部などから喜びとともに全国に向けて支援のお礼の報告がありました。前川彰

司さん本人の発言や袴田秀子さんからのお礼のビデオレターには会場全体が喜びに包ま

れました。

しかしながら、第 11 次となる名張毒ぶどう酒事件、第 4 次となる大崎事件をはじめ、

まだまだ誤った裁判のやり直しを求めてたたかいを継続している事件があり、かつ新たな

支援要請事件も絶えません。支援要請に対しては基準に則り、誠実に運動を展開していく

ことを改めて表明します。

④　えん罪事件の責任追及裁判 

国民救援会では 1987 年、第 42 回全国大会で、多くの人が警察から人権侵害をうけなが

ら泣き寝入りをしており、権力犯罪・責任追及裁判に立ち上がった人々を支援することは

重要であると強調、そして中央本部に「責任追及事件対策部」を設けることを決定しまし

た。結果、90 年代に入って権力犯罪・責任追及裁判は相次いで勝利しました。ところが、

無実の人が事件をでっち上げられ、苦しい裁判闘争の結果、無罪判決を実現したえん罪事

件の犠牲者が、警察官・検察官・裁判官らによる権力犯罪の責任を追及している裁判では、

その違法性が認められず敗訴する厳しい状況が続いてきました。

しかしながら、2021 年 8 月布川事件の杉山・桜井両氏の画期的勝利判決以降、桜井さ

んに続けと国賠裁判（責任追及裁判）に立ち上がる事件が増えてきました。ところが、東



220　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

住吉事件、湖東記念病院事件などいずれも、警察の責任は認めながら、検察 = 国の責任

を認めない判決が続いています。引き続き、警察や検察、さらには裁判所の責任を追及す

ることによって、市民の前に広く事実を明らかにし、市民的監視の眼を育むことによって、

これ以上のえん罪犠牲者が生み出されないようにと強く思うところです。

⑶　最後に

国民救援会は憲法と国際人権規約に則って、あらゆる人権侵害とたたかうことを標榜して

いる市民団体です。

これまでのたたかいのなかで「裁判官の眼を事件の真実に向けさせ、勝利判決を書くを決

意（飛躍）させるには、まず事件関係者自身が飛躍し、裁判官を説得しきる情熱を持つこと

が大切である。」など、実践に裏付けられた報告を幾度も耳にしてきました。飛躍とは何か。

事件を学び、憲法や国際人権規約に照らしてどこに誤りがあるのか、白鳥決定、財田川決定

は正しく活かされているか、

裁判の争点や現状について、弁護団の認識と、当事者や運動体の認識と一致しているか等々

を問うことによって、事件関係者の一員としての自らの「飛躍 = 事実・真実への接近」を

図ることができるということを、改めて肝に銘じているところです。

湖東記念病院事件、西山美香さんの再審無罪判決を言い渡した大西裁判長は、判決後の説

諭のなかで、自らの裁判官生活を振り返り、「改めて捜査段階の自白があっても、それに視

界を曇らせることなく、『疑わしきは被告人の利益に』の原則に忠実に判断すべき重要性を

再認識した」と語りました。西山さんの真摯な姿勢、弁護団の鋭い追及、そして地元滋賀県

をはじめとする全国的な支援の声が、裁判長をして無辜の救済を決意させた、いわゆる「裁

判官が飛躍した」ということを示す大衆的裁判闘争の典型ともいえる事例となりました。一

転、同日に東京地裁が再審請求の棄却を決定した小石川事件は、2015 年の提訴以来一度の

協議も開くことなく、弁護団による再三再四の証拠開示請求や事実調べの要求に応えること

なく決定したもので、まさに審理泣き不当決定を言わざるを得ません。

誤った逮捕、起訴、そして人権の最後のとりでだと言われる「最高裁判所」においてさえ

もなお、「有罪判決が維持され、確定」という、当事者のみならず家族も含めて、人権侵害

の最たる状況の下に置かれている「えん罪犠牲者」のみなさんに寄り添い、今後とも弁護士

のみなさん、支援団体のみなさん、さらには心ある市民のみなさんとともに再審支援の運動

を継続していくことと決意しています。

以　上
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2 　再審法改正をめざす市民の会

「再審法改正をめざす市民の会の結成と活動の紹介」

再審法改正をめざす市民の会　事務局長

瑞慶覧　　　淳

⑴　えん罪を晴らすまでの壮絶な道のり

昨年（2024 年） 9 月、日本の司法の歴史に残る瞬間に立ち会うことができました。「袴田

事件」（静岡県清水市（当時）の味噌会社役員一家強盗殺人・放火事件）で、無実の死刑囚

として半世紀にわたって獄中で過ごした袴田巖さんに再審無罪判決が出されました。袴田さ

んが逮捕された日から無罪判決を受けるまで費やした年月は 58 年。自由と尊厳を取り戻す

までに人生のほとんどを費やしました。

再審の道のりは長く過酷な闘いでした。袴田さんは 1981 年と 2008 年に、二度にわたっ

て再審請求をしました。2014 年に静岡地裁で再審開始が認められ、希望の光が差しました。

ところが検察の即時抗告を受けた東京高裁が再審を取り消し、袴田さんの闘いは再び振り出

しに戻されました。絶望の淵に立たされながらも、姉の秀子さんや弁護団、多くの支援者に

支えられてあらためて再審開始を勝ちとり、無罪判決を手にしました。

死刑囚が再審無罪となるのは戦後 5 件目です。捜査機関が証拠をねつ造してまで無辜の

人である袴田さんを死刑にしようとしたことに、多くの国民が驚愕しました。

さらに今年 7 月、福井女子中学生殺人事件でも歴史的な判断が出されました。名古屋高

裁金沢支部は前川彰司さんに再審無罪判決を言い渡しました。そもそも前川さんを有罪（懲

役 7 年）とした確定判決は、前川さんと犯行を結びつける物的証拠はありませんでした。

覚せい剤事件で逮捕されていた暴力団関係者 A が減刑などを見返りとしておこなった嘘の

供述をはじめ、A の関係者による「事件が起きた夜に衣服に血が付いた前川さんを見た」な

どという虚偽の証言に依存し、恣意的な事実認定によって作り上げられたものでした。

判決では、A とその関係者の供述について「捜査に行き詰まった捜査機関が誘導などの不

当な働きかけを行い、関係者がそれに迎合した証言をした結果形成された疑いが払拭できず、

いずれも信用できない」と明快に断じています。また、「（事件の夜）衣服に血の付いた前川

さんを見た」と証言した関係者が事件当日に視聴したとされるテレビ番組「夜のヒットスタ

ジオ」の内容が実際には事件当日に放送されていなかったという事実を検察が原審で秘匿し

たことについて、判決は次のように述べて、厳しく批判しています。

「そもそも再審請求等に及ぼすとも、確定審において被告人の無罪判決が確定していた可

能性も十分にあったと考えられる。ところが、確定審検察官は、上記の誤り（テレビ番組を
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秘匿していたこと）を明らかにすることなく、被告人から、正しい事実関係を前提とした主

張・立証の機会を奪い、裁判所にも、動かし難い事実について真実とは異なる心証を抱かせ

たまま、控訴審裁判所に有罪判決をさせ、これを確定させるに至っている。」「確定審検察官

の訴訟活動は、当審に至ってもこの点について何ら納得のできる主張がされていないことも

併せると、知らなかったと言い逃れができるような話ではなく、少なくとも確定審検察官に

おいて不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がないと

ころがある。再審開始決定でも指摘されているとおり、確定審検察官の訴訟活動は、裁判所

に法の正当な適用を請求し、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正

の所為といわざるを得ず、適正手続確保の観点からして、到底容認することはできない。」

前川さんは、無罪判決の後の挨拶で「20 歳過ぎに逮捕され、無罪が確定したら還暦 60 歳

が過ぎていた。私はまるで『えん罪裁判』に就職したかのようだ」と、誤った捜査、裁判に

翻弄された人生を振り返って、警察、検察、裁判所に怒りをもって語りました。

えん罪は、事件当事者・家族の暮らしを破壊し大切な人生を奪います。えん罪は、国家に

よる人権侵害であり、あってはならないと、誰しも認めることです。しかし、「袴田事件」、

福井女子中学生殺人事件をはじめ、大川原化工機事件やプレサンス事件などえん罪事件が後

を絶ちません。

日本の裁判で有罪となる確率は 99.9% と言われており、無罪判決が出るのは極めてまれ

です。さらに、有罪が確定した人の裁判がやり直されて無罪となるのは、いっそう高い壁と

なっています。しかも、厳しい要件をやっとクリアして再審開始決定を勝ちとっても、検察

がひとたび不服を申し立てれば裁判が長期化し、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんのように、

再審の途上で獄死するという悲劇も起こっています。

⑵　世論の力で再審法改正の実現をめざし「市民の会」が結成

再審法改正をめざす市民の会は、再審えん罪事件に大きな影響を与えた最高裁の「白鳥決

定」44 周年にあたる 2019 年 5 月 20 日、国会で結成集会を開催し発足しました。

それまで再審は、「針の穴にラクダを通す」ものと例えられ、「開かずの門」と言われてき

ました。その門を開く鍵となったのが、1975 年 5 月 20 日に最高裁で出された「白鳥決定」

です。「白鳥決定」で最高裁は、これまでの「疑わしきは確定判決の利益に」という考えから、

「疑わしきは被告人の利益に」と再審の考えを大きく変えました。

「白鳥決定」の翌年に出された「財田川決定」後、免田、財田川、松山、島田の「死刑 4

事件」で再審無罪が確定し、死刑囚 4 人が死刑台から生還しました。この前代未聞の出来

事は、大いに世間を驚かせ日弁連を中心に再審法改正運動が展開され、国会にも法案が提出

されました。しかし、権力の厚い壁に阻まれて法改正は実現せず、1990 年代以降、再審の

門は再び固く閉ざされてしまいました。
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2000 年代に入ってから、足利、布川、東電「OL」殺人、東住吉、松橋、湖東記念病院と

各事件の再審無罪が相次ぎ、2024 年には「袴田事件」の再審無罪、福井女子中学生殺人事

件の再審開始が確定と、めざましい成果を上げました。

しかし、決して手放しで喜べない現実があります。例えば、三度も再審開始決定を勝ちとっ

た大崎事件の原口アヤ子（現在 98 歳）さんは、検察の不服申立（抗告）によって再審開始

決定が取り消されました。日野町事件は地裁、高裁と再審開始決定を勝ちとりましたが、検

察の特別抗告により最高裁に係属中です。両事件とも、いまだに救済が実現していません。

しかも、法制審・刑事法（再審関係）部会では、一部の委員がこれらの事件を示して「逆え

ん罪」などと述べ、検察官の不服申し立て禁止に反論する意見を出す始末です。

さらに見渡せば、一度でも再審開始を得た事件は、ほんの一握りにすぎず、ほとんどの事

件は見通しが立たない苦しい闘いを強いられています。弁護側の主張を十分に審理すること

もなく、突然棄却決定が出される事件も少なくありません。

この現状を変えるためにはどうしたらいいのか、東電「OL」殺人事件や布川事件などを

支援してきた有志が集まって、えん罪犠牲者を早期に救済するための運動を始めたのが、再

審法改正をめざす市民の会のスタートでした。

まずは、80 年代の再審運動について日弁連の再審法改正法案作りに中心的な役割を担っ

た谷村正太郎弁護士を講師に学習会を開き、再審事件をたたかっている弁護士・当事者をは

じめ、元裁判官や検察官、刑事法研究者を講師に学習会を重ねてきました。

そして、1980 年代の死刑 4 事件での再審無罪後、日弁連を中心にした法改正運動が実ら

なかった要因の一つが、改正運動を支える市民運動の力が弱かったのではとの思いを強めて

きました。

再審法改正をめざす市民の会は、こうした過去のたたかいに学び、草の根から再審法改正

運動を展開し、その声を国会に届け、国会議員を動かすことを目的として結成されました。

共同代表は、青木惠子さん（東住吉事件元再審請求人）、伊賀カズミさん（日本国民救援

会会長）、宇都宮健児さん（弁護士・元日弁連会長）、故・木谷明さん（元裁判官、弁護士）、故・

櫻井昌司さん（布川事件元再審請求人）、周防正行さん（映画監督）、村井敏邦さん（一橋大

学名誉教授、元刑法学会理事長）の 7 人です。このほか、運営委員には元裁判官、元検察官、

刑事法学者、弁護士、えん罪当事者、ジャーナリスト、えん罪事件の支援者など、多彩な方々

が参加しています。事務局長は私が務めています。

⑶　「市民の会」のおもな活動紹介

「市民の会」では、市民の中にこの問題を広げることを重視して活動をしています。その

中で、「市民の会」がめざす再審法改正の柱をどうするのか、運営委員会で何度も議論を重

ねてきました。
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議論を重ねるうちに、無実の人を誤判から救済するはずの再審制度がありながら、なぜ有

効に機能しないのかが明らかになりました。その理由は、現行の刑事訴訟法に、再審に関す

る規定がわずか 19 カ条しかなく、どんな手続きで審理をすすめるか具体的な規定がほとん

どないことです。こうした不備により、担当する裁判官の判断によって証拠の取り扱いや審

理の進め方に不合理な格差が生じ、その結果、再審の判断にも影響するような「再審格差」

という深刻な問題が起きています。こうした現状を受けて、運動のスローガンは「再審にルー

ルを作ろう」を掲げることになりました。

そして、具体的な改正の柱について、以下の 3 本の柱を据えることにしました。

①　再審における検察手持ち証拠の全面開示

②　再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止

③　再審手続きを整備すること

もちろん、議論の中では、上記の 3 つの改正要求以外にも再審請求人が高齢化している

ことから、再審請求権者の拡大をはじめ、再審請求人の権利や再審請求審の公開など多くの

課題について意見が出ました。しかし、当面の改正要求として市民にもわかりやすく、確実

に実現できる目標設定が必要ということで、上記の 3 つを柱に法改正を求めていくことを

確認して、運動をすすめています。

この 3 つの改正目標を解説したパンフ・「私たちのめざすもの（改正要綱）」や再審法改

正の必要性を伝えるリーフの普及をはじめ、WEB セミナーや国会内での集会や市民集会の

開催、それらをネット配信するなど、多彩な活動を行っています。また、国民救援会、日弁

連、冤罪犠牲者の会などと共同して、地方議会への意見書採択運動、国会への請願署名をは

じめ国会議員への要請を繰り返し行っています。

⑷　再審法改正運動の前進

「袴田事件」や福井女子中学生殺人事件の無罪判決など、えん罪事件に関するマスコミ報道

が増える中で、再審法改正運動について国民の理解も広がり、地方議会の法改正を求める意

見書採択は全国で 758 議会（ 9 月 15 日現在）を超え、国会では再審法改正を実現する超党派

の議連も発足しました。改正運動は大きく前進し、法改正の実現の展望が生まれています。

再審法改正をするためには、国会に法案を提出し、最終的には過半数以上の議員の賛成を

得て採決し成立させる必要があります。その第一歩として、まずは改正法案を国会に提出す

る必要がありました。しかし、市民の会の結成当時、法務省は再審法改正について否定的で、

とても法務省から改正法案を提出することは期待が持てませんでした。

そこで、市民の会では議員立法による法案の提出、成立をめざし、超党派議連の結成を視

野にいれて国会での院内集会の開催、議員要請などに取り組みました。

国会要請などでは意識的に与党議員への働きかけを重視してきました。例えば、院内集会
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の会議室を確保するにあたっても、与党議員に紹介をお願いするように配慮してきました。
とはいえ、与党議員の協力を得るのは容易ではありません。運営委員のみなさんのつながり
や「死刑囚・袴田巌救援議員連盟」などを通じて、関係性を少しずつ拡げてきました。ある
与党議員との懇談では、「えん罪事件の救済に面と向かって反対する議員はいないと思うが、
人権問題では票にならないので、国会議員でこの課題について本気で取り組むかとなると二
の足を踏むだろう」と、当時は率直に語っていました（その後、超党派議連の発足に向けた
日弁連の努力には敬意を表します）。

こうした状況をどうやって変えていくかについて、運営委員会でも議論を重ねてきました。
共同代表の宇都宮健児弁護士（元日弁連会長）は、かつてクレジット・サラ金問題で利息制
限法改正を実現した教訓として、全国の地方議会の過半数で意見書採択を勝ちとったことで、
消費者金融業界の圧力に押されて法改正に消極的だった与党議員の態度が変わり、法改正に
つながったと、その意義を強調しました。そこで、草の根から世論を高めて地方議会での再
審法改正に取り組むことになりました。この運動では、全国組織を持つ国民救援会が全面的
に協力していただき、先陣を切って取り組んでくれました。さらに日弁連も全国的に地方議
会に働きかける中で、現在（ 9 月 10 日）758 議会（25 都道府県、375 市、290 市、65 村、3 区）
で再審法改正を求める意見書が採択されました。全地方議会の 42.4% に達します。

この間、地方議会の各会派の議員への協力要請を通じて、この課題に人権問題として政党
政派を超えて一致できる条件があることが確認されています。「袴田事件」など具体的なえ
ん罪事件の実態を知れば、えん罪はあってはならない、無辜が救済される再審制度を確立す
べきと、党派を超えて理解が広がっています。

また、「市民の会」が呼びかけている国会への再審法改正を求める請願署名も 10 万名を超
えて国会に提出されています。

⑸　この間の運動の特徴と教訓
①　えん罪事件の実態を知らせ、共感を広げる活動

この間の意見書採択運動の広がりは、「袴田事件」の再審開始、無罪判決の確定が大き
な影響を与えています。今が絶好のチャンスです。

意見書採択の教訓は、長年にわたって無実の人びとが救済されない再審の現状を放置で
きないと、政党政派を超えて、人権、および人道の問題であるという理解と、共感を広げ
ることができたことです。現在たたかっている再審事件やその歴史や外国の事例を学習し、
再審制度の問題を知る中で、市民が立ち上がり、一人一人の議員を訪ねて自分の言葉で議
員を説得しました。

②　各地の弁護士会の協力の広がり

地方議会での意見書採択が飛躍的に前進した大きな要因としては、各地の弁護士会が精
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力的に請願運動に取りくんでいることです。これまで、市民団体が請願（陳情）して否決
された議会に対して、国民救援会の地方組織や弁護士会が再チャレンジして意見書を採択
したところも生まれています。各地の弁護士会に協力の申し入れをして、相互に情報交換
して意見書採択運動をすすめているところも出ています。

また、昨年 9 月 19 日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催された市民集会「今こそ変え
よう ! 再審法－カウントダウン袴田判決」（主催 : 1 部日弁連、 2 部再審法改正をめざす
市民の会）は、2500 人以上が参加し、成功させることができました。日比谷集会の成功は、
参加者に大きな確信を与えました。

⑹　法務省の抵抗を跳ねのけて、議員立法で法改正の実現へ
こうした地方議会からの再審法改正を求める意見書採択が広がる中で、昨年 3 月に超党

派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する国会議員連盟」が発足しました。
超党派議連は、全国会議員の過半数を超えるまで前進する中、今年 5 月末には総会を開き、
刑事訴訟法の一部を改正する法律案（再審法改正法案）を確認し、各党内手続きをとって
全政党会派で先の通常国会に超党派の議連として共同提案し、成立の可能性も生まれてい
ました。

ところが、今期末の間際になって、自民党のなかに「法制審での審理を見守るべきだ」と
の意見が出て、自民、公明、維新が共同提案から抜けて、先の通常国会では成立させること
はできませんでした。

再審法改正をめざす市民の会は、通常国会終盤に他の市民団体とともに、国会前で座り込
みなど、緊急行動を呼びかけました。再審法改正法案の上程と成立に向けて、炎天下の中、
国会の議員会館前で三日間にわたって「国会議員ガンバレ」とコールしました。こうした行
動と熱意が国会議員にも伝わったのでしょう、6 月 18 日、野党 6 党（立憲、国民、れいわ、
共産、社民、参政）は、再審制度の早期見直しを求める超党派の国会議員連盟がまとめた再
審法改正法案（刑事訴訟法の一部改正案）を衆議院に提出し、秋の臨時国会に継続審議とな
りました。

いま、法制審・刑事法（再審関係）部会では、証拠開示について厳しく制限し、開示され
た証拠について「目的外使用の禁止規定」を盛り込み、再審事件の弁護活動や支援活動に制
限を加える議論さえ行われています。もし、このような意見が通ることになれば、現状より
も悪くなりかねません。そうなれば、福井女子中学殺人事件の無罪証拠となった捜査報告書
などは開示証拠の対象から外されて出てこないことになります。また、開示証拠の「目的外
使用の禁止」となれば、「袴田事件」の犯行着衣とされた「五点の衣類」のカラー写真や録音テー
プを支援活動の中で使用することが禁止されます。「袴田事件」の再審開始の糸口となった
のは、市民が始めた衣類の味噌漬け実験でした。こうした善意にもとづく市民の誤判検証が
封じられてしまいます。
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また、再審申し立ての準備のための証拠開示についても不要と検察官委員などが意見を述

べ、「通常審とのバランス」を考慮すべきなどと学者委員が擁護する意見が飛び交っています。

これは松橋事件の教訓が全く無視され、えん罪事件の救済に蓋をするようなものです。

法制審の議論を見れば、えん罪犠牲者を早期に救済するために議員立法で再審法改正を実

現することの必要性を痛感させられます。

⑺　むすび　―法改正の実現むけて―

再審法改正は、「袴田事件」につづき、福井女子中学生殺人事件の再審無罪判決確定によっ

て、現状の再審制度に、とりわけ証拠開示と再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを

禁止することこそ、えん罪犠牲者を早期に救済するうえで喫緊の課題であることが、あらた

めて示されました。

法制審議会・刑事法（再審関係）部会の第 2 回会議（ 5 月 30 日）では、青木惠子さん（東

住吉えん罪事件）と袴田ひで子さん（「袴田事件」）もえん罪事件の当事者として意見を陳述

しました。 

青木惠子さんは、「再審法改正には、証拠開示が重要ですし、証拠開示を除いての再審法

改正には全く意味がありません。えん罪犠牲者にとって、検察が隠している証拠の中にこそ

再審請求をする新証拠、無罪を示す証拠があるのです。えん罪をなくすためには、裁判を平

等に受けられる権利、どの裁判官に担当されても、当たり前のこととして証拠開示がなされ

ることは絶対に欠かせません。私たちえん罪犠牲者の立場に立ち、机の上での空想ではなく、

今すぐにでもえん罪犠牲者の事件の全てで証拠開示すべきです」

袴田ひで子さんは、「再審法に不備があることは間違いありません。ぜひ改正を急ぎ、法

律の不備についての訂正をお願い申し上げます。巖だけが助かればいいという問題ではござ

いません。最初のうちは、えん罪家族などということはうちのことだけだと思っておりまし

た。そうではないことが分かりました。今もえん罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃい

ます。巖が長く苦労したということを、せめて法律の改正ということで役立ててくださるな

らば、私たちにとって、こんな幸せなことはございません。法務省の皆様、弟、巖が 47 年

7 か月頑張ってきたということを、人間として考えていただけますでしょうか。再審法改

正を早急にお願い申し上げます」と、えん罪犠牲者を救済するための再審法の改正を早期に

実現することを切々と訴えました。

秋の臨時国会で、議員立法による再審法改正を是が非でも実現させなければなりません。

法制審の議論を待っていれば、議連がまとめた再審法改正法案が骨抜きされ、検察に都合が

良い法案に変質されます。そんなことは絶対に阻止しなければなりません。本当に、いま、

ここが正念場です。ともに頑張りましょう。（2025 年 9 月 15 日　脱稿）

以　上
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第 3章　諸外国の再審法制に関する最新事情

第 1　ニュージーランド

ニュージーランドの刑事事件再審委員会（CCRC）について

甲南大学

教授　笹　倉　香　奈

１ 　ニュージーランドの刑事司法制度 1

⑴　ニュージーランド全般の状況

アオテアロア（Aotearoa）2・ニュージーランド（以下 NZ という）は議会政治制の国であり、

三権分立を採用している。NZ において、1840 年のワイタンギ条約 3 は、統治国英国と原住

民であるマオリ族との間の法的・政治的関係を構築する憲法的文書である（この文書により、

英国は NZ を自国の植民地とした。なお、NZ は 1907 年には英国自治領となり、1947 年に

は英国のウェストミンスター法を受諾して英国議会から独立した立法機能を取得した。現在

なお、元首はチャールズ 3 世である）。

しかし、1840 年ワイタンギ条約の文言の解釈をめぐって争いが生じ、議会のマオリ代表

者からの要請を受けて、1975 年ワイタンギ条約が成立した。1980 年代以降、ワイタンギ条

約に基づいて議会 4 立法が行われるようになり、その後、裁判所においても条約に基づく法

解釈がなされるようになった。このようにしてマオリ族が直面する差別・不平等に対しても

考慮がなされるようになったものの、現在も、マオリ族のおかれた地位には深刻な問題があ

る。

2018 年の調査によれば、NZ の人口は 469 万 9755 人で、ヨーロッパ系が 70.2%、マオリ

が 16.5%、アジア系が 15.1%、中東・ラテンアメリカ・アフリカ系が 1.5%、その他が 1.2%

であった。公式語は英語・マオリ語・NZ 手話である。人口の半数は無宗教である。

⑵　NZの司法制度

NZ はコモンローの法制を採用しており、全国統一の司法制度を有している。司法行

1　 本項の記述に当たっては、Bridgette Toy-Cronin, Allie Cunninghame, Bridget Irvine & David Turner, New Zealand, 
Global Access to Justice Project, obtainable at https://globalaccesstojustice.com/global-overview-new-zealand/　
を参照した。

2　 「アオテアオア」は、マオリ族のことばで「ニュージーランド」を意味する。
3　 内藤 暁子「ニュージーランド「国民」形成におけるワイタンギ条約の意義」文化人類学 73 巻 3 号（2008 年）380 頁。
4　 NZ の議会は一院制を採用している。以上、外務省 HP を参照。https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nz/data.html
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政上、最高位にあるのはニュージーランド最高裁判所である（2004 年までは英国枢密院

（Privy Council）が最高位 )｡ 最高裁の下に､ 控訴院（Court of Appeal）､ 高等法院 (High 

Court､ 一般事件について一審の管轄権を有する裁判所 )､ そして地方裁判所（District 

Court､ 同じく一審を管轄する裁判所）がある｡ いわゆるカテゴリー ４ に属する謀殺や故

殺などの犯罪は高等法院における陪審裁判の対象となるが、その他のカテゴリー １ からカ

テゴリー ３ に分類される犯罪については、基本的に地方裁判所に管轄がある。ニュージー

ランド権利章典 24 条（e）項は、「犯罪行為に対する刑罰が 2 年以上の拘禁刑である場合

又は 2 年以上の拘禁刑を含む場合には､ 陪審裁判の利益を受ける権利を有する」と規定す

る｡ カテゴリー ３ に分類される犯罪は、終身刑または 2 年以上の拘禁刑に当たる犯罪であ

り、カテゴリー ３ については、陪審裁判の権利がある。地裁には､ 刑事事件および民事事

件のほか､ 少年裁判所と家庭裁判所がある｡

NZ にはさらに 3 つの特別裁判所（労働裁判所、環境裁判所、マオリ土地裁判所）がある。

これらのほかに、様々な民事事件の解決をするための審判所などが設けられている。

刑事事件については、刑事地裁の下に、3 つの治療的裁判所を有する。これらは、アルコー

ルその他の依存症や、ホームレスに対応するためのものである。また、少年裁判所の下には、

修復的司法に取り組む裁判所が存在する。

なお、マオリ族の慣習法については、一定の要件の下、NZ 法として扱われる。NZ 法と

して扱われるためには、①慣習が古くからあるものか、②慣習が形成された当初から間断な

く継続しているか、明確であるか、③いまだ議会により立法により否定されていないかが考

慮される。

⑶　法律実務家について

すべての法律実務家は、高等法院にバリスタおよびソリシタとして認証される。いずれか

のみにつき認証されることはできない。ただし、認証されたのちに、バリスタのみとして働

くことは許される（「バリスタ・ソール」と呼ばれる）。

バリスタまたはソリシタとして最低 7 年働いた後、司法長官（Attorney General）か

らの推薦を受けた総督（Governor-General）によって裁判官として任命される。2019 年で、

NZ 国内には 237 名の裁判官がいた。

法務局（Crown Law Office）のトップであるソリシタ総長（Solicitor General）が、

NZ におけるすべての刑事訴追の責任を負う。法務局所属の検察官は、最高裁および控訴院

における上訴事件のみ扱う。その他の重大事件の訴追の責任を負っているクラウン・ソリ

シタは、国王からの令状（Crown warrant）を受けて職務を行う。クラウン・ソリシタは、

民間の法律事務所の弁護士から選ばれる。2019 年現在、17 名のクラウン・ソリシタがおり、

自らの事務所の人員を、検察官として任命することができる。
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警察訴追局（Police Prosecution Service）は NZ 警察の下にあり、刑事事件、交通事

件、少年事件、植民地事件の訴追を担当する（クラウン・ソリシタによる訴追事件は除く）。

NZ の 60 以上ある地裁において、212 名の警察訴追官が訴追を行っている。さらに、政府

の様々な機関に、当該機関の担当する法分野の訴追を行う検察官が存在する。

⑷　NZの刑事手続 

①　捜査

刑事事件の捜査の責務を負っているのは、国家警察たる NZ 警察である。NZ 警察は、

12 の地区に分かれる。NZ 権利章典法（New Zealand Bill of Rights Act, NZBORA. 

1990 年。本稿の文末に、関連条文の翻訳を掲載した）は、公的機関によって保護される

べき個人の基本的人権と自由について規定する。NZBORA 22 条は、「すべての者は、恣

意的に逮捕されたり拘禁されたりしない権利を有する」と規定する。立法で認められてい

る権限を有しない場合、合理的でも必要でもない場合、あるいは拘禁が不当に長くなされ

ている場合は、警察は身体拘束をすることができない。刑訴法 28 条、29 条、33 条は、チャー

ジする可能性がある事件について、警察その他はすべての人を召喚することができると規

定し、召喚された人は 2 か月以内に出頭しなければならないと規定する。その上で、召

喚により出頭しない場合には、逮捕をすることが可能である（34 条）。

警察は、逮捕状にもとづき逮捕をすることができる。逮捕状は、裁判所によって発付さ

れ、警察は、これに基づいて逮捕をすることができる（例えば、保釈条件違反や公判不出

頭の場合など）。ただし、多くの逮捕は、無令状で行われる。

警察は、いつでも取調べを行うことができる。任意に出頭した被疑者については、取調

べは任意であり、いつでも警察署から退出することができる。NZ には取調べについて規

制を行う立法がなく、主として証拠法（Evidence Act 2006）によって規制が行われてい

る 5。

逮捕後、被疑者は NZBORA 23 条に基づいて権利告知を受ける。明文規定はないが、

①逮捕の理由、②黙秘権、③遅滞なく弁護士と相談できる権利についての告知がなされる。

その後、速やかに裁判官の面前に連行されるか、釈放されなければならない。警察捜査を

行うために、裁判官の面前への出頭を遅らせることはできない。逮捕されない場合、被疑

者は裁判所に召喚されることもある。

NZ では、犯罪は 4 つのカテゴリーに分かれる（最も軽微なカテゴリー 1 から、最も

重いカテゴリー 4 ）。カテゴリー 4 については、チャージ（訴追）までの期間に制限が

5　Carol A. Brook, Bruno Fiannaca, David Harvey, Paul Marcus, Renee Pomerance, and Paul Roberts, A Comparative 
Examination of Police Interrogation of Criminal Suspects in Australia, Canada, England and Wales, New Zealand, 
and the United States, 29 Wm. & Mary Bill Rts.  J. 909 （2021）, https://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol29/iss 4 / 2
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ないが、他のカテゴリーについては、法定刑の重さによって期間制限がある。例えば、 3

年以下の拘禁刑が法定刑として規定されている犯罪については、事件発生後 5 年以内に

訴追が行われなければならない。

ア　公訴の提起、第一審の公判

2011 年の刑事訴訟法（Criminal Procedure Act）6 が、刑事事件の手続を定める。ま

ずは、裁判所にチャージ（訴追）の書類が提出される。同法 15 条は、何人も、地裁に

起訴状を提出することで、刑事手続を開始することができると規定する。私人訴追も認

められているが、別途独立の司法による監視を受けることになることもあり、ほとんど

提起されない。大多数の公訴は、警察訴追局によって提起される。警察訴追官が、カテ

ゴリー 1 から 3 の犯罪と、交通事犯について公訴を提起する。カテゴリー 4 などの

重大な犯罪については、総督によって任命されるクラウン・ソリシタが公訴を提起する。

準刑事的あるいは行政犯罪（労働・環境関連の立法違反など）は、当該特別法を管轄

する官庁内の法律家が公訴を提起する。クラウン・ソリシタの法律事務所の担当者が、

これらの事件について関係官庁から依頼を受けて訴追を担当することもある。

訴追官が訴追続行を必要としないと考えるときには、警察成人ダイバージョン制度に

基づいて、起訴状を取り下げることができる。行為者は行為に対する全責任を認め、ダ

イバージョンの条件に合意することになる。これらのほか、公的な警告制度によって事

件が終結する場合もあれば、答弁取引によって終結する場合もある。多くの訴追官は、

公判を回避して訴訟経済を実現するために答弁取引を持ち掛けるし、弁護人も、リーガ

ルエイドの報酬が低いため、答弁取引を実現しようとする。

チャージ（訴追）がなされたのち、被告人は初回出頭審問のために地裁に出頭する。

この審問において、2000 年保釈法の下、保釈が決定される。長期 3 年以下の拘禁刑の

場合には、被告人は権利保釈される。その他の被告人、裁判官が勾留の正当な理由があ

ると判断する場合（被告人が公判に出頭しないというリスクがある場合など）以外は、

合理的な条件の下、保釈される。また、被告人を匿名化して扱う申立てについて、裁判

所が検討することもある。リーガルエイドに関する情報も、この際に告知される。

初回出頭の際に、「初回の証拠開示」が訴追官から被告人に対して行われる（刑事証

拠開示法 Criminal Disclosure Act 2008 年 12 条）。第 2 回の出頭の際、初回出頭の

際に十分な証拠開示を受けられた被告人は、有罪の答弁をする場合が多い。一定の犯罪

の場合、被告人は、第 2 回の出頭の際に単独裁判官による公判を受けるか、陪審員に

よる公判を受けるかを選択する。

6　New Zealand Legislation（https://www.legislation.govt.nz/）から、最新の条文を入手することができる。
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無罪の答弁をする被告人については、公判が開かれる。大多数の公判は地裁で行われ

るが、カテゴリー 3 であっても重大な事件については、高等法院に移送される。土地

管轄は、通常訴追が行われた場所にある。

チャージされている事件について、被告人は審理に出席する権利を有する（刑訴法

117 条）。しかし、「出席」とは、物理的に被告人が在廷することを意味しない。現在で

は、被告人が勾留されているすべての刑事事件について（量刑手続についても）、原則、

ビデオリンクによる審理手続が行われている（2010年リモート参加法、Courts （Remote 

Participation） Act 2010）。刑務所の数が少ない NZ では、ビデオリンクによる出席は、

被告人の移送負担を軽減するために必要とされている。

イ　有罪判決後の手続 7（CCRCができるまで）

有罪判決（あるいは有罪の答弁）への控訴は、控訴院に対して行われる（刑訴法第

232 条）。控訴が認められるためには、①陪審裁判の場合は陪審評決が不合理であること、

②裁判官裁判の場合は裁判官が証拠評価を誤り、誤判（miscarriage of justice）が発

生したこと、あるいは③その他の誤判が発生したこと、のいずれかの事由に当たらなけ

ればならない。最高裁判所への上告は、権利ではなく、上告理由は極めて限定的である。

それでは、その後も有罪判決の破棄を求める場合はどのような手続が準備されてい

るか。

2020 年まで（CCRC が活動を開始するまで）は、総督（Governor-General）に対

して「慈悲大権（Royal prerogative of mercy）」8 の発動を請求することが可能であっ

た（1961 年刑法 406 条）。総督は、司法大臣からの公式助言をもとに、請求について判

断し、恩赦を言い渡すか、控訴院に対して有罪判決の見直しをするよう付託（referral）

する。ただし、総督は、控訴院と同じ主張の場合、大権は発動されないから、有罪判

決または量刑を疑わせる新たな証拠（fresh evidence）の存在が不可欠である。また、

大権の発動は裁量権にゆだねられているから、公平性や公正性には問題もあった 9。恩赦

が言い渡されることはほとんどなく、新証拠がある場合には、付託についての裁量権が

行使された。

司法大臣は助言の際、司法省の官僚の意見を聞くことができる。官僚は、請求および

第一審・控訴審の書類その他の関連書類、そして新証拠について調査を行う。この際に、

7　 Gianna Menzies, WALKING IN CIRCLES: Why the Criminal Cases Review Commission Proposal Does Not 
Break the Circularity, in Addressing Miscarriages of Justice, Dissertation at the University of Otago （2019） at 10-. , 
obtainable at https://www.otago.ac.nz/__data/assets/pdf_file

8　 New Zealand Government, The Office of the Governor General, The Royal Prerogative of Mercy （2019） 
obtainable at : www.gg.govt.nz.

9　 Menzies, supra  note （ 7 ） at 16.
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請求人の元弁護人に意見を聞くこともあれば、新たな証言を行う証人の聴取がなされる

こともあり、弁護士あるいは元裁判官が、請求の調査・検討に任じられることもある。

しかし、この間に十分な調査もなされず、専門性も透明性もない官僚の調査にゆだねら

れており、多くの請求が棄却されるとの批判もなされていた 10。

慈悲大権が発動され、事件が控訴院に付託された場合には、控訴と同じ状態に戻って、

有罪判決又は量刑に対する再度の審理が行われる。控訴院が再度、控訴を棄却した場合

には、最高裁への上告が可能である。

大権が発動されることは非常にまれであり、例えば 1996 年から 2003 年の間の統計で

は、63 件の申立があったが、そのうち 47 件について判断がなされ、 7 件が控訴院に付

託された。恩赦の発動は 1 件もなく、38 件が却下された 11。

1995 年から 2020 年の間には、173 件の申立があったとされている 12。2010 年以降に

CCRC が設立される 2020 年までの 10 年間に、控訴院に付託されたのは 5 件しかなかっ

た。

2019 年の立法により CCRC が設立されて 2020 年より活動を開始した。CCRC は、

控訴院に対して有罪判決の見直しの付託を行うものであるから、誤判事件の見直しにつ

いては慈悲大権に代わることとなった（恩赦権限については、引き続き、CCRC では

なく総督が行使している）。

２ 　刑事事件再審委員会（CCRC, Te Kāhui Tātari Ture）設立までの経緯について 13

⑴　背景事情

①　ピーター・エリス（Peter Ellis）事件 14

クライストチャーチでは、1990 年代にいわゆる「悪魔的児童虐待」に対する集団ヒス

テリーが発生し 15、子どもの教育や保育に関わる多くの者が、いわれなき児童虐待事件に

ついて疑われた。ピーター・エリスは 20 名の子どもを性的に虐待したと疑われ、1993 年

にそのうち 7 名の子どもに対する 16 の訴因について有罪判決を言い渡されて服役し、

10　 Carolyn Hoyle, The Shifting Landscape of Post-Conviction Review in New Zealand: Reflections on the 
Prospects for the Criminal Cases Review Commission, 32 Current Issues Crim. Just.  208 （2020） at 209.

11　 Neville Trendle, The Royal Prerogative of Mercy: A Review of New Zealand Practice （2003） obtainable at: 
Peter Ellis Org （www.peterellis.org.nz）.

12　 CCRC, Our History, at https://www.ccrc.nz/about-us/te-hitori-our-history/
13　 主として、Hoyle, supra  note （10） を参照。
14　 Peter Ellis 事件については、Ross Francis, New Evidence in the Peter Ellis Case, New Zealand Law Journal  
（November 2007, December 2007） 399, 439.

15　 同様の現象は、イギリスやアメリカでも発生していた。アメリカの状況について詳述するものとして、バトラーほか『マ
クマーチン裁判の深層 : 全米史上最長の子ども性的虐待事件裁判』（北大路書房、2004 年）参照。
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2000 年に刑務所から出所した 16。

エリスの最初の控訴院での審理では、被害者とされた子どものうち最年長の者が証言を

撤回し、その子どもに対する虐待の訴因については有罪判決が破棄されたものの、他の訴

因については有罪が維持された（R v Ellis （1994） 1  NZCrimC 592）。1997 年と 1999 年

にエリスが総督に慈悲大権を請求したことを受けて、総督は、1999 年に控訴院に事件に

ついての再審理を付託し、新たな専門家証言が提出されたが、有罪判決は破棄されなかっ

た（R v Ellis [2000] 1  NZLR 513）。エリスは同年に 3 度目の慈悲大権請求を行い、こ

れを受けて政府は、子どもの証言に関する検証を行うべきだと判断し、2000 年にトーマス・

エイチェルバウム卿を委員長とする検証委員会を立ち上げた。しかし、同委員会は、エリ

ス事件は誤判ではないと判断した。

2004 年に最高裁が設立されたが、その後、エリスが最高裁に再審理を申し立てたのは

2019 年のことであった。その年にエリスは癌のため逝去した。本人の死後に申立てが継

続されうるのかは、法律上不明確であったが、エリスの弁護人らはマオリ慣習法において、

死後に名誉を回復する権利が認められていると主張し、最高裁は死後の申立が有効である

ことを認めた。最終的に、2022 年 10 月に、エリスに対する有罪判決は、最高裁によって

破棄された（Ellis v R [2022] NZSC 115）17。

②　テイナ ･ポーラ (Teina Pora) 事件 18 

テイナ・ポーラは 1992 年にレイプ・強盗された上で殺害されたスーザン・バーデット

の事件について 1993 年に逮捕され、その後の取調べで自白し、起訴された。陪審員は

1994年 6 月の公判で有罪を言い渡し、ポーラ氏はその後無期懲役を言い渡された。その後、

別人（マルコム・レワ）が犯人の疑いがあるとして起訴されたため、1999 年にポーラ氏

の有罪判決は破棄されたが、2000 年 3 月から 4 月にかけて行われた陪審裁判で、再度

の有罪判決を言い渡される。控訴院がポーラ氏の控訴を棄却したため、ポーラ氏は 2011

年に慈悲大権を申し立てた。枢密院はようやく 2014 年にポーラ氏の異議申立審を行い、

16　 エリス事件の主要な証拠は子どもらの証言で、その信用性が争われた。
17　 https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/peter-hugh-mcgregor-ellis-v-the-queen- 1
18　テイナ・ポーラ事件については、Bennett Michael, In Dark Places: The Confessions of Teina Pora and Ex-Cop’s 

Fight for Justice (2016) など。その他､ CCRC によりウェブサイトで紹介されているニュージーランドの著名えん罪事件と
して､ 以下のものがある。①フィリップ ･ ジョンストン (Phillip Johnston) とジェイデン ･ ナイト (Jaden Knight) の事件：
2004 年に放火事件で有罪判決を言い渡され､約 9 年半服役した｡ 2011 年に刑事補償を受けた。②アーロン ･ ファーマー (Aaron 
Farmer) の事件：2005 年に性犯罪で有罪を言い渡され､ 2 年 3 か月の間服役したが､ 2011 年に刑事補償を受けた。③デイビッ
ド ･ ベイン (David Bain) の事件：殺人で有罪判決を言い渡され､13 年間服役する｡ 2016 年に刑事補償された｡ ④タイソン ･ レッ
ドマン (Tyson Redman) の事件：2007 年に傷害罪で有罪を言い渡され､ 2 年半服役する｡ 2012 年に控訴院に付託され､ 2013
年に有罪判決破棄｡ 2017 年に刑事補償を受けた。⑤ A 氏の事件 (Mr.A)：2013 年に無免許運転で有罪を言い渡され､ 6 か月半
拘禁｡ 2022 年に刑事補償された｡
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翌2015年に有罪判決を破棄。2015年にポーラ氏は刑事補償を受けることになった。2019年、

マルコム・レワは、バーデット殺人事件について有罪判決を言い渡される。

これらの事件は世論の注目を集め､ NZ のそれまでの有罪判決の見直しの制度がうまく

機能していないことを表す例として取り上げられた｡

すでに 2003 年には､ 高等法院の元裁判官であるトーマス ･ ソープ (Thomas Thorp)

卿が､ エリス事件やその他のえん罪が疑われる事件に注目して NZ の有罪判決後の手続

に関する調査を開始し､ 英国やスコットランドの CCRC 類似の組織を NZ にも立ち上げ

るべきであると主張した｡ ソープ卿は 2010 年にもスコットランド CCRC について再度

の調査を行い､ 独立委員会の必要性を論じた ｡ この提案に対して､ NZ 政府は抵抗した

が､ 2016 年にはウィリアム ･ ヤング最高裁判事が英国の CCRC に言及し､ 学ぶべき手本

であると述べた｡ 同年には多数のジャーナリストが英国 ･ スコットランドの CCRC を訪

ね､ とりわけスコットランドの CCRC のモデルをまねるべきであると主張し､ 誤判事例

に関する多くの報道がなされた｡

その後､ 2018 年に政党の合同による新たなリベラルな政府が誕生し､ これによって

2018 年 9 月に CCRC 法案 が議会審議を開始し､ 2019 年に CCRC 法が成立して､ 2020

年から NZ の CCRC が運用を開始した｡

⑵　2019 年 CCRC法（Criminal Cases Review Commission Act 2019）19

2019 年 CCRC 法は、有罪判決及び量刑を見直し、控訴院に付託するかを判断する権限を

刑事事件再審委員会（CCRC）に与えた。この権限によって、総督が行使してきた慈悲大権は、

誤判に関する権限について、CCRC に移管された。

CCRC は、独立機関として設置され、 3 名以上 7 名以下のコミッショナー（委員）が

任命される。コミッショナーのうち 1 名は、チーフ・コミッショナーとなる。コミッショナー

のうち 3 分の 1 は、法曹資格を有している必要があり、残りの 3 分の 2 は、刑事司法シ

ステムの中で勤務経験があるか、CCRC の機能に関わる知見や専門知識を有していなけれ

ばならない。

CCRC は、以下のことを行う。誤判が発生した可能性がある場合に、CCRC は、控訴院

に対して有罪判決又は量刑を見直すよう付託することができる。有罪判決を言い渡された者

は、有罪判決及び量刑について、CCRC に介入を求める前に、自らの上訴権を行使してい

なければならない。付託手続は、すでに裁判所によって取調べ済みの主張や証拠を再度見直

すためのものではないから、通常、付託には「何か新しいもの」が必要である。これは、裁

判所によって取調べられたことのない証拠・主張であるとされている。

19　Criminal Cases Review Commission　Act 
　　 https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0066/latest/LMS90599.html
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CCRC は、控訴院への付託が「司法の利益（interests of justice）」にかなうと考える場

合には、付託決定を行う。その際には、以下の各点が考慮される。①有罪とされた者が、有

罪判決又は量刑に対して、すでに上訴権を行使したか、②有罪判決又は量刑が言い渡された

手続の中で、すでに提示された主張、証拠、情報、あるいは法律問題と、CCRC への申立

てがどの程度関連するか、③裁判所が控訴申立てを容れる可能性、④その他 CCRC が考慮

すべきと考える点、である。

CCRC は、以下の権限を有する。①申請権のある者又はその者の権限ある代理人から申

立てを受けること、② CCRC の機能について市民の理解を得るために必要な活動を行うこ

と、③有罪判決又は量刑に対して、調査を開始すること（調査は、CCRC が、調査が公の

利益にかなうと考える場合に開始される。27 条）、④誤判に関連すると考える実務、ポリシー、

手続その他一般的な問題について、論点ごとの調査を行うこと、である。

CCRC は、何人からも、調査に際して情報を得る合理的な権限を有している（31 条～ 33

条）。CCRC は、裁判所の記録にアクセスすることができ、また何人からも合理的に必要な

場合に同意に基づいて情報を得ることができる。他の方法によって情報を得られないという

場合には、何人からも情報を得ることができる。情報を得る場合には、当該対象者に書面で

通知し、従わせることができる。CCRC に出頭し、宣誓又は確約（affirmation）をしたう

えで調査対象となるよう、書面で要求することもできる。

収集した情報は、CCRC あるいは特定の人物の裁量による例外が認められる場合以外に

は、公開されない（34 条～ 36 条）。

CCRC は、自然法に合致するように、ポリシーや手続を規律すること、科学、技術、そ

の他特定の専門領域についてアドバイスを行う、専門家アドバイザーを任命することがで

きる。

⑶　CCRCの現状 20

①　統計 21

CCRC がこれまでに扱った事件数は、以下の通り。

2020 年の運用開始以降の申込件数　　545 件

現在アクティブな申込件数　　　　　246 件

調査済み　　　　　　　　　　　　　295 件

付託件数　　　　　　　　　　　　　 4 件

20　 CCRC のウェブサイト参照。https://www.ccrc.nz/
21　2025 年 5 月の月例報告書 https://www.ccrc.nz/assets/Application-Statistics/2025/May-2025-Application-Statistics.pdf

による。
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申請者からの申請内容は以下の通り。

有罪判決（量刑について明示なし）16 件、有罪判決と量刑 372 件、有罪判決のみ 73 件 

不明 11 件、量刑のみ（有罪判決については明示なし）、量刑のみ（43 件）

申請者のジェンダーは、以下の通り。

男性　492 人（90.28％）

女性　 52 人（ 9.54％）

申請却下の理由は、以下の通り。

司法の利益にならない　　153 件

上訴可能　　　　　　　　93 件

有罪判決なし　　　　　　16 件

申込撤回　　　　　　　　 8 件

申込書不備　　　　　　　 7 件 等

②　コミッショナー 22、アドバイザリー・ボード

現在、 7 名のコミッショナーがいる（うち 5 名は女性）。チーフ・コミッショナーで

あるデニス・クリフォード氏は元弁護士で、2006 年から 2017 年までは高等法院の裁判官、

2018 年から 2023 年までは控訴院の裁判官を勤めた。2024 から 5 年任期でチーフ・コミッ

ショナーを務めた。その他のコミッショナーには、3 名の法律実務家と、2 名の教授（原

住民学と社会学・犯罪学）、 1 名の元官僚がいる。

アドバイザリー・ボード 23 には、バリスタ 2 名（うち 1 名が、ナイジェル・ハンプトン）、

教授 2 名、法科学の専門家 1 名、警察官 1 名の 7 名がいる。

③　審査手続 24

CCRC への申請は、申請フォームによって行われ、英語、マオリ語、サモア語、トン

ガ語での申請が可能である 25。申請に際しては、リーガルエイドの扶助を受けることも可

能である。申請は、 1 回に限定されないが、 2 回目以降は、新たな主張をしなければ却

下される可能性が高い。

事件に関する申請がなされた際には、①申請権限のある人によって申し込まれており、

②取るに足らない事件ではなく、③ CCRC のウェブサイトに明示されている方針説明書

22　 https://www.ccrc.nz/about-us/a-matou-kaikomihana-our-commissioners/
23　 https://www.ccrc.nz/about-us/advisory-group/
24　 https://www.ccrc.nz/assets/Uploads/CCRC-Case-Procedures-FINAL-17-March-2022.pdf
25　 https://www.ccrc.nz/make-an-application/
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（position paper）で説明されている審査要件を充たしており、④その他さらなる審査に

ふさわしくないとされない場合に、一段階目の審査が行われる（Initial assessment）。

一段階目の審査は、調査官が担当する。調査官は、定期的にコミッショナーたちに報

告を行う。場合によっては、事件審査パネル（Case Review Panel）が立ち上げられる。

一段階目の審査では、申請にかかる資料の収集が行われる。この際には、以前に控訴院で

論点となった点や、申請者によって提供された新たな証拠・資料が考慮される。スタッフは、

誤判のリスクがあるかを見極める。審査が終了すると、調査官は報告書を作成し、コミッ

ショナーたちがこれを検討する。報告書は、調査を打ち切るか（CCRC 法 24 条）、さら

に調査を行うか（25 条）を提案する。

調査打ち切りの通告がなされた場合は申請者に通知され、申請者は 28 日以内に、適切

な資料を提出して見直しを求めることができる。

さらなる調査（25 条の調査）に進むためには、コミッショナーが、付託要件（17 条）

が満たされていると判断しなければならない。この場合には、調査チームが結成され、調

査プランやタイムラインが作られたのち、そのもとで調査が遂行される。調査が終了し

た時には、調査報告書が作成される。調査報告書には、事件の経緯、調査経過、主要な

調査内容、調査結果、その他関連する情報が記載され、控訴院に付託するか、付託しな

いかが書かれる。調査報告書とともに、コミッショナーたちが検討するための仮理由書

（provisional statement of reasons）が作成される。

調査報告書と仮理由書はコミッショナーたちに送付され、控訴院へ付託するか否かが議

論される。付託しないという決定が出された場合には、申請者に対して仮理由書が送付さ

れる。申請者は、28 日以内に適切な資料を提出して見直しを求めることができる。

付託決定がなされた場合、調査報告書と理由書が作成され、申請者およびその他の関係

者（被害者、警察等）に通知がなされる 26。チーフ・コミッショナーは付託書類を管轄す

る控訴院および、ソリシタ総長（solicitor general）に送付する。その後、控訴院は、初

回の控訴事件として、当該事件を審理する。

審査過程で出された結果の要旨は、公開される。

④　これまでに控訴院に付託された事件

2020 年以降、CCRC により控訴院に付託されたのは、以下の 5 件である。

26　 被害者については、付託決定が出された場合に通知をしなければならないことが、被害者権利法（2002 年）12 節（ 2 ）（f）
によって義務付けられている。ただし、より早期に被害者への通知を行うことは可能である。



239　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

■　2022 年 12 月 13 日公表 27: 量刑不当事件

Mr.G は、2001 年に 15 歳のときに 11 か月の拘禁刑を言い渡されたが、その際に地裁

は、Mr.G の年齢を 17 歳であると誤って記載していた。控訴院でも、Mr.G は 17 歳で

あるという前提のもと審理され、控訴は棄却された。Mr.G は、2020 年 9 月に CCRC

に有罪判決および量刑の審査を求めた。CCRC が審査を行ったところ、確かに Mr.G

が当時 15 歳であったことが判明し、控訴院に付託された（15 歳の場合、Mr.G は、起

訴された犯罪について拘禁刑を言い渡されることはなかった）。

■　2023 年 12 月 15 日公表 28: 事実誤認事件

ミカエレ・オケトパ（Mikaere Oketopa）氏の事件。オケトパ氏は、1995 年 10 月

にクライストチャーチ高等法院で、1994 年 9 月に被害者をレイプ殺人したとして、有

罪判決を言い渡された。事件発生の 2 日後の警察取調べで、オケトパ氏は被害者と和

姦したと供述したが、その後、供述を撤回した。オケトパ氏の供述と目撃証言にもとづ

いて、オケトパ氏は有罪判決を言い渡された。

CCRC は審査の過程で、ギスリ・グッジョンソン教授（心理学者、虚偽自白の研究

で著名な研究者）による意見を求めた。グッジョンソン教授は、オケトパ氏の供述が「内

面化された虚偽自白」に他ならないことを指摘し、警察捜査が「有罪推定的」に進めら

れていたことを指摘した。この新たな科学的知見をもとに、控訴院へ付託された。

■　2024 年 1 月 30 日 29: 事実誤認事件

申請者（匿名を申請）は、2015 年にわいせつ行為をしたとして有罪を言い渡された。

公判における唯一の争点は、目撃供述であった。目撃者の識別手続に問題があることが

2 年にわたる調査で判明し、控訴院へ付託された。

■　2024 年 11 月 27 日 : 事実誤認事件 30

オークランドの一連の事件について、男性が起訴されたが、男性はエプソンの事件に

ついては否認していた。男性は有罪答弁を行ったが、否認していた事件についても答弁

をしてしまったことが判明した。CCRC は、エプソンの事件については男性が行為者

27　 https://www.ccrc.nz/assets/Media-Releases/FINAL-13-12-2022-CCRC-refers-its-first-criminal-case-after-young-
person-jailed-for-assault.pdf

28　 https://www.ccrc.nz/assets/Media-Releases/FINAL-15-12-2023-Criminal-Cases-Review-Commission-refers-its-
second-case-to-an-appeal-court.pdf

29　 https://www.ccrc.nz/assets/Te-Kahui-Tatari-Ture-The-Criminal-Cases-Review-Commission-has-referred-a-
third-case-to-the-appeal-court.pdf

30　 https://www.ccrc.nz/assets/Media-Releases/Media-Release-Final.pdf
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であったとは言えないと結論付けた。また、男性の保安拘禁についても問題があったこ

とが明らかになった。CCRC は、事実認定および量刑について、控訴院に付託を行った。

■　2025 年 8 月 19 日公表　事実誤認および量刑不当事件 31 

クライストチャーチで 1998 年に発生した殺人につき、1999 年に終身刑を言い渡され

たロン・レティ (Ren Leti) 氏の事件につき、レティ氏の精神状態と生活史が事件やそ

の後の手続に与えた影響を十分に考慮していないとして、控訴院に付託された。

⑷　検証の実施

CCRC は個別事件の調査のみならず、調査の過程で明らかになった誤判に関連する事項

について検証を行うことができる（CCRC 法 12 条）。NZ の CCRC は、この権限を用いて、

目撃者の識別供述に関する検証を実施している 32。第 2・第 3 の付託事件では、目撃者の識

別供述が誤判原因になっていたことが明らかであったからである。

検証は現在進行形で、2025 年 6 月 30 日までに法務大臣に報告書が提出される予定であ

るとされていたが、2025 年 10 月末現在、未了のようである。

３ 　英国CCRCとの相違点、検討すべき点

英国 CCRC についての包括的な研究 33 を執筆した、Carolyn Hoyle 教授は、以下の 3 点

について NZ と英国の CCRC が異なることに言及したうえで、課題を指摘する 34。

第一に、NZ の CCRC には、英国やスコットランドの CCRC とは異なり、他の機関が保管

している証拠を、申請事件の調査のために提出させる権限がない。英国では、警察、裁判所や

警察に保管されている書類や、DNA その他の科学的証拠、補償に関する情報、医療記録など

を取り寄せることができるし、2016 年からは、同様の資料を民間機関や個人から取り寄せる

ことが可能となっている。このような証拠を獲得することで、証拠開示の機能が果たされてい

ると言えよう。NZ では、一定の者から供述を得たり、CCRC に出頭させたりすることは可

能であるが、さらなる権限を CCRC に与え、さらに CCRC からの情報提出要請に対する応

答義務を課すことで、より実効的な証拠・情報の収集を行うことができる。

第二に、英国の CCRC は、CCRC の調査のために警察官に動くことを要請することが可能

である。この権限が行使されることは多くはないものの、NZ においても同様の権限を与える

ことがありうるとされている。

31　 https://www.ccrc.nz/assets/Media-Releases/2025-08-19-MEDIA-RELEASE-Lon-Reti-referral.pdf
32　 https://www.ccrc.nz/news/systemic-inquiries/
33　 Carolyn Hoyle and Mai Sato, Reasons to Doubt: Wrongful Convictions and the Criminal Cases Review 

Commission （Oxford, 2019）.
34　 Hoyle, supra  note 8  at 213-.
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最後に、控訴院への付託の基準については、NZ ではスコットランドと同様、「司法の利益

のため」になるか否かという基準を用いており、英国でしばしば困難であると批判される「現

実的可能性」基準よりは低い基準のように思われる。しかしながら、今後、CCRC がこの基

準の具体的運用をどのようにするかによって、付託率があまりに低くなるかが左右されること

になるとされている。

実際、NZ の CCRC では、2025 年 6 月までに 4 件が控訴院に付託された。付託率は 0.7%

であり（545 件中 4 件）、イギリスの 2 % と比べてもかなり低い値となっている。NZ の関係

者がこのことをどのように評価しているのか、この付託率の背景には、付託基準の立て方の問

題があるのかなどについて、ぜひ、調査報告書を確認いただきたい｡

＊〔参考〕NZ権利章典の関連条文

捜索､ 逮捕､ および拘禁

21　不合理な捜索および押収

すべての人は､ 人身､ 財産､ 通信その他を問わず､

不合理な捜索または押収から保護される権利を有する｡

22　人の自由

すべての人は､ 恣意的に逮捕または拘禁されない権

利を有する｡

第 23 条　逮捕され､ 又は拘禁された者の権利

⑴　逮捕され､ 又はいずれかの制定法に基づいて拘禁さ

れた者は､ すべて､ 次の権利を有する｡

⒜　逮捕又は拘禁された者は､ 逮捕又は拘禁の際に､ そ

の理由を知らされなければならない｡

⒝　遅滞なく弁護士に相談し､ また､ 弁護士に依頼する

権利を有し､ また､ その権利を知らされなければなら

ない｡

⒞　逮捕又は抑留が適法でない場合には､ 人身保護請求

により遅滞なく逮捕又は抑留の効力を判断され､ 釈放

される権利を有する｡

⑵　犯罪のために逮捕された者はすべて､ 速やかに起訴 (*

チャージ ) され､ 又は釈放される権利を有する｡

⑶　犯罪のために逮捕され､ 釈放されない者は､ すべて､

できる限りすみやかに､ 裁判所または権限のある法廷

に連行されなければならない｡

⑷　以下の者はすべて犯罪または犯罪の嫌疑のために､

供述をしない権利およびその権利を知らされる権利を

Search, arrest, and detention

21 Unreasonable search and seizure

Everyone has the right to be secure against 

unreasonable search or seizure, whether of the person, 

property, or correspondence or otherwise.

22 Liberty of the person

Everyone has the right not to be arbitrarily arrested 

or detained.

23 Rights of persons arrested or detained

⑴ Everyone who is arrested or who is detained under 

any enactment—

⒜ shall be informed at the time of the arrest or 

detention of the reason for it; and

⒝ shall have the right to consult and instruct a lawyer 

without delay and to be informed of that right; and

⒞ shall have the right to have the validity of the arrest 

or detention determined without delay by way of 

habeas corpus and to be released if the arrest or 

detention is not lawful.

⑵ Everyone who is arrested for an offence has the right 

to be charged promptly or to be released.

⑶ Everyone who is arrested for an offence and is not 

released shall be brought as soon as possible before a 

court or competent tribunal.

⑷ Everyone who is—
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有する｡

⒜　逮捕された者

⒝　すべての制定法の規定の下で拘禁されている者

⑸　自由を奪われた者はすべて､ 人道的配慮をもって､

かつ､ 人固有の尊厳を尊重して取り扱われなければな

らない｡

第 24 条　起訴された者の権利

犯罪の容疑で起訴された者はすべて次の権利を有する｡

⒜　チャージの性質および原因について､ すみやかに､

かつ､ 詳細に知らされなければならない｡

⒝　拘禁を継続する正当な理由がない限り､ 合理的な条

件で釈放されなければならない｡

⒞　弁護士に相談し､ また､ 弁護士に依頼する権利を有

する｡

⒟　弁護の準備をするための十分な時間及び方策を得る

権利を有する｡

⒠　軍事法廷において審理される軍法に基づく犯罪行為

の場合を除くほか､ 犯罪行為に対する刑罰が 2 年以上

の拘禁刑である場合又は 2 年以上の拘禁刑を含む場合

には､ 陪審裁判の利益を受ける権利を有する｡

⒡　正義 ( 司法 ) の利益のために必要であり､ かつ､ その

者がその援助を受けるのに十分な手段を有しない場合

には､ 無償で法律扶助を受ける権利を有する｡

⒢　法廷で使用される言語を理解することも話すことも

できない場合には､ 無料で通訳の援助を受ける権利を

有する｡

第 24 条 (e)：2011 年ニュージーランド権利章典改正法 (2011

年第 92 号 ) 第 4 条により､ 2013 年 7 月 1 日に改正

された｡

25　刑事訴訟手続の最低基準

犯罪の嫌疑をかけられた者はすべて､ その嫌疑の決

定に関し､ 以下の最低限度の権利を有する：

⒜　独立かつ公平な裁判所による公正かつ公開の審理を

受ける権利：

⒜ arrested; or

⒝ detained under any enactment—

for any offence or suspected offence shall have the 

right to refrain from making any statement and to be 

informed of that right.

⑸ Everyone deprived of liberty shall be treated with 

humanity and with respect for the inherent dignity of 

the person.

24 Rights of persons charged

Everyone who is charged with an offence—

⒜ shall be informed promptly and in detail of the nature 

and cause of the charge; and

⒝ shall be released on reasonable terms and conditions 

unless there is just cause for continued detention; and

⒞ shall have the right to consult and instruct a lawyer; 

and

⒟ shall have the right to adequate time and facilities to 

prepare a defence; and

⒠ shall have the right, except in the case of an offence 

under military law tried before a military tribunal, 

to the benefit of a trial by jury when the penalty for 

the offence is or includes imprisonment for 2 years or 

more; and

⒡ shall have the right to receive legal assistance without 

cost if the interests of justice so require and the person 

does not have sufficient means to provide for that 

assistance; and

⒢ shall have the right to have the free assistance of an 

interpreter if the person cannot understand or speak 

the language used in court.

Section 24(e) : amended, on 1 July 2013, by section 4 of 

the New Zealand Bill of Rights Amendment Act 2011 

(2011 No 92).

25 Minimum standards of criminal procedure

Everyone who is charged with an offence has, in relation 

to the determination of the charge, the following 

minimum rights:

⒜ the right to a fair and public hearing by an 

independent and impartial court:
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⒝ the right to be tried without undue delay:

⒞ the right to be presumed innocent until proved guilty 

according to law:

⒟ the right not to be compelled to be a witness or to 

confess guilt:

⒠ the right to be present at the trial and to present a 

defence:

⒡ the right to examine the witnesses for the 

prosecution and to obtain the attendance and 

examination of witnesses for the defence under the 

same conditions as the prosecution:

⒢ the right, if convicted of an offence in respect of 

which the penalty has been varied between the 

commission of the offence and sentencing, to the 

benefit of the lesser penalty:

⒣ the right, if convicted of the offence, to appeal 

according to law to a higher court against the 

conviction or against the sentence or against both:

⒤ the right, in the case of a child, to be dealt with in a 

manner that takes account of the child’s age.

26 Retroactive penalties and double jeopardy

⑴ No one shall be liable to conviction of any offence 

on account of any act or omission which did not 

constitute an offence by such person under the law of 

New Zealand at the time it occurred.

⑵ No one who has been finally acquitted or convicted of, 

or pardoned for, an offence shall be tried or punished 

for it again.

27 Right to justice

⑴ Every person has the right to the observance of 

the principles of natural justice by any tribunal or 

other public authority which has the power to make 

a determination in respect of that person’s rights, 

obligations, or interests protected or recognised by 

law.

⑵ Every person whose rights, obligations, or interests 

protected or recognised by law have been affected 

by a determination of any tribunal or other public 

authority has the right to apply, in accordance with 

law, for judicial review of that determination.

⑶ Every person has the right to bring civil proceedings 

against, and to defend civil proceedings brought by, 

⒝　不当な遅延なく裁判を受ける権利：

⒞　法律に従って有罪が証明されるまで無罪と推定され

る権利：

⒟　証人となることや自白を強要されない権利

⒠　裁判に立ち会い､ 反論する権利

⒡　検察側の証人を尋問する権利､ 及び公訴側と同一の

条件の下で被告人側証人の出席及び尋問をする権利

⒢　犯罪の実行から量刑までの間に刑罰規定が変更され

た犯罪について有罪判決を受けた場合には､ より軽い

刑罰の利益を受ける権利：

⒣　犯罪により有罪判決を受けた場合､ 有罪判決若しく

は量刑に対して､ 又はその両方に対して､ 法律に従っ

て上級裁判所に上訴する権利：

⒤　児童の場合､ 児童の年齢を考慮した方法で処遇され

る権利｡

26　遡及処罰および二重の危険

⑴　何人も､ ニュージーランドの法律の下で犯罪を構成

しなかった行為または不作為を理由として､ それが発

生した時点で犯罪の有罪判決を受けることはない｡

⑵　犯罪について最終的に無罪若しくは有罪の判決を受

け､ 又は恩赦を受けた者は､ 再びその犯罪について裁

判を受け､ 又は刑罰を科されることはない｡

第 27 条　正義に対する権利

⑴　すべての者は､ 法律によって保護され､ または認め

られたその者の権利､ 義務または利益に関して決定を

行う権限を有する法廷その他の公的機関が､ 自然的正

義の原則を遵守する権利を有する｡

⑵　法律により保護され､ または認められた権利､ 義務

または利益が､ 審判所またはその他の公的機関の決定

により影響を受けたすべての者は､ 法律に従い､ 当該

決定について司法審査を申請する権利を有する｡

⑶　すべての者は､ 私人間の民事訴訟手続と同様に､ 法

律に従って､ 国に対して民事訴訟手続を提起し､ また
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国によって提起された民事訴訟手続に対して防御する

権利およびこれらの審問を受ける権利を有する｡

the Crown, and to have those proceedings heard, 

according to law, in the same way as civil proceedings 

between individuals.

第 ２　台湾

「台湾刑事再審制度改革の進展と残された課題」
　　 

龍谷大学刑事司法・誤判救済研究センター

嘱託研究員　李　　　怡　修

１ 　はじめに

刑事再審制度は、確定判決に誤りが存在する場合にそれを是正するための制度であり、刑事

司法における再確認装置として位置づけられる。台湾においては、1928 年制定の刑事訴訟法（以

下「刑訴法」という）において初めて再審制度が明文化された。1935 年の刑訴法全文改正に

おいては、再審制度の目的が「事実に関して重大な誤りを正すために設けられる制度」である

と明記され、事実認定の正確性を重視する立場が採用された。制度上は、利益再審と不利益再

審の双方を認めている。不利益再審については今日に至るまで議論の対象とされつつ、なお存

続している点で、日本との制度的相違が存在する。

1980 年代以降、台湾においては複数の冤罪事件を契機に、取調べ過程における弁護人立会い、

録音録画の導入など、捜査・取調べ手続を中心に刑事司法制度の改革が進められてきた。しか

し、長らく再審制度そのものに対する法改正は行われず、2015 年に至って初めて刑訴法再審

編の改正が実現した。その後、2016 年には「確定判決後 DNA 鑑定法」（原文「刑事案件確定

後去氧核醣核酸鑑定條例草案」といい、日本語訳は「刑事事件確定後デオキシリボ核酸鑑定に

関する法律」、本稿では「確定判決後 DNA 鑑定法」という）が成立し、さらに、2016 年の司

法改革国是会議を契機として 2019 年に刑訴法再審編の 2 度目の改正が行われた。

本稿の目的は、2015 年及び 2019 年の刑訴法改正並びに 2016 年 DNA 鑑定法の制定を中心に、

その立法経緯と内容を整理し、さらにこれらの改革が実務に与えた影響を検討することである。

加えて、現時点における課題も指摘したい。

本稿が日本の刑事再審制度が改正される際の参考となれば幸いである。
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２ 　刑事再審制度に関する法律の改正と立法の経緯

⑴　2015 年改正以前の刑訴法再審編

2015 年改正以前、台湾の刑訴法における再審制度は、1928 年の制定以来大きな変化はな

かった。再審請求権者は刑訴法 427 条に定められ、検察官、判決を受けた本人及びその親族

とされていた。再審請求は確定判決を下した裁判所、又は同一審級の裁判所に対して行われ

る。再審請求が可能となる時期については刑訴法 423 条に「刑の執行が終わり、又はその執

行を受けることがないようになった場合も、再審を請求できる」と規定されていることから、

反対解釈により、確定判決後はいつでも再審を請求できるということである。

再審理由については刑訴法 420 条に規定されている。原判決の証拠となった証拠物の偽造、

虚偽の証言、虚偽告訴、依拠となった判決の変更、原審裁判官または捜査機関の者について、

その事件における職務上の犯罪が証明された場合などの、いわゆる「ファルサ型」と、「確

実な新証拠」の発見、すなわち「ノヴァ型」があり、「ノヴァ型」が最も見られる再審請求

理由である。この「確実な新証拠」という要件が、長年にわたり再審請求を極めて困難にす

る要因となってきた。

実務においては、「確実」の解釈をめぐり、2015 年に刑訴法が改正されるまで、「単独評価説」

をとっていた 35。単独評価説とは、提出された新証拠単独で有罪認定を覆すに足る場合にの

み再審理由を認めるという厳格な立場であり、それに対して、いわゆる総合評価説は既存証

拠との総合判断により合理的疑いを生じさせれば足りるとする立場である。従来は単独評価

説が支配的であったため、再審開始は極めて稀であった。新規性についても、確定判決前に

存在していたが判決後に発見された証拠のみを対象とするという狭い解釈がとられ、科学技

術の進歩に基づく新たな鑑定結果などは新証拠に含まれないとされた。

このような解釈のもとで、2015 年に刑訴法再審編が改正されるまで、台湾の利益再審実

務は厳しい状況にあった。

⑵　2015 年刑訴法 420 条の改正

このような状況を打開するため、2000 年代以降、複数回にわたり改正草案が提出されたが、

改正は実現しなかった。2015 年になって、刑訴法 420 条単独の改正が国会で可決され、再

審制度はようやく検討され始めた。

改正の要点は 2 つである。第一に、「確実」の文言は削除され、単独評価説と総合評価説

のいずれも許容されることが明文化され、判断基準の柔軟化が図られた。第二に、新証拠に

加えて「新事実」を再審理由に含めるとともに、その存在時点についても、従来の「確定判

決前」に限定する立場を改め、判決確定後に成立した新事実・新証拠も対象とすることが明

記された。これは、憲法 16 条の「裁判を受ける権利」及び 23 条の「法律保留原則」（国民

35　 総合評価説を採用した決定もある。例えば最高裁 89 年度（2000 年）台抗字 463 号により初めて総合評価説を採用した。
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の基本権を制約する場合には法律の根拠が必要とする考え方）との整合性を意識した改正で

あり、冤罪救済の可能性が高まることとなった。

⑶　2016 年確定判決後DNA鑑定法の成立

2015 年改正によって新証拠・新事実の範囲は広がったが、DNA 鑑定をめぐる実務上の問

題は残された。すなわち、検察官以外の再審請求人は DNA 試料にアクセスできず、鑑定を

求める法的手段がなかった。実際には、再審請求権者が検察官に要請するという方法はあっ

たものの、その要請の大半は却下されていた。裁判所に他の証拠を提示しつつ、DNA 鑑定

の必要性を述べ、裁判所が職権で DNA 鑑定を命ずるよう促した例もある（台湾高等裁判所

台中支部 103 年度再字 1 号、いわゆる陳龍綺事件）が、到底安定的な制度ではなかった。

このような実務状況を受け、2016 年 3 月、台湾イノセンス・プロジェクトと、弁護士に

よって組織された NGO 団体である民間司法改革基金会が共同で草案を作成し、立法委員（日

本の国会議員に相当する）である尤美女、顧立雄に提出した。両名の立法委員は記者会見を

開き、最新の DNA 鑑定技術を活用することで、再審開始と冤罪の撲滅に役に立てるとして、

「確定判決後 DNA 鑑定法」の立法化を推進する旨を表明した。その後、24 名の立法委員の

連名により、立法院に対し、正式に草案が提出された。

立法院においては、この法案の成立そのものに異論を唱える機関はなかったが、二つの論

点が争われた。第一に、鑑定の実施主体を裁判所とすべきか、それとも検察官とすべきか、

という点である。証拠は検察官が保管しているため、検察官が客観的義務に基づき鑑定を命

じるべきであるとして検察庁を担当機関とする説があった。他方で、再審請求は本来裁判所

に対して行うものであり、検察官に客観的義務があるとしても、確定判決は冤罪であると認

識していない場合も多いことから、中立性を担保するために裁判所を担当機関とすべきだと

する説も有力であった。最終的に立法院は、裁判所を担当機関とする方針を固め、司法院が

管轄することとなった。

第二に、鑑定を許可する判断基準をいかに定めるかという点である。法案では「合理的に

信じることができる場合」との基準が採用された。しかしながら、「合理的に信じる」とい

う表現は法律上の確立した用語でも明確な基準でもなく、その定義の不明確さが問題視され

た。立法院は最終的に、具体的な判断は裁判官の適切な裁量に委ねるべきであるとして、こ

の文言をそのまま残すことを決定した。

こうした審議を経て、2016 年 11 月 1 日、「確定判決後 DNA 鑑定法」が成立した。同法

に基づく DNA 鑑定請求手続は次のとおりである。すなわち、請求人は刑事確定判決を受け

た後、書面により同法に規定された具体的理由及び鑑定に用いる技術・方法を明記して原審

裁判所に提出する。裁判所は、同法第 2 条に定める保管状況、過去の鑑定経験、技術の新

規性等の要件に該当するか否かを調査する。その過程において、請求人およびその弁護人を
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召喚し、陳述の機会を与えることができる。そして、裁判所が請求理由に相当性があると判

断した場合には、決定によって鑑定を許可することとなる。

⑷　2019 年刑訴法再審編改正

さらに 2019 年、司法改革国是会議が 2017 年 9 月に出した結論を踏まえて刑訴法再審編

の改正が行われた。蔡英文総統の下で開催された司法改革国是会議では、「冤罪を減らし、

救済制度を強化する」ことが同会議の第一分科会の課題として掲げられ、雪冤者である陳龍

綺氏も分科会の委員として参加した。

冤罪救済について、分科会の結論の要点は以下のとおりである。①現行法制度を検討し、

確定判決後更なる整った救済体制を設けること。具体的には、請求人の弁護権、記録閲覧権、

意見陳述権及び証拠調べ請求権などの権利を具体化することである。そして、法令違反も再

審理由として明文化すること。すなわち、法令違反があれば、国民が直接に再審請求できる

ようにすることである。②再審無罪になった者に対する人格権侵害について、名誉回復のた

めに対策を設けること。③司法院と法務部は再審無罪になった事件を研究し、誤判の原因を

突き止め、将来の冤罪を防ぐこと。④誤判を調査する独立救済機関を設置すること。⑤現行

刑事補償法を検討し、雪冤者の社会復帰体制を整備すること、などの決議に至った。

上記司法改革国是会議の結論に基づき、2019 年 7 月 8 日、司法院と行政院連名で刑事

訴訟法草案を立法院に提出した。同年 10 月に審議が始まり、同年 12 月 10 日に、第三読会

を通過し、法改正が成立した。法改正の内容のうち、再審に関する主な部分は以下のとおり

である。

①　弁護士代理人選任権

それまで再審請求に際しては、弁護人に関する明確な規定が存在しなかった。実務上、

弁護人に依頼すること自体が問題となることは少なかったが、弁護士が「弁護人」として

活動するのか、それとも「代理人」として手続を行うのかについては議論があった。今回

の改正により、新設された刑訴法 429 条の 1 において、弁護士を代理人として委任でき

ること、その委任方法について、第 1 項および第 2 項に規定されることとなった。

②　記録情報獲得権

記録閲覧は、再審請求の第一歩である。改正されるまで、再審請求人が弁護士に依頼し、

その弁護士が「検察機関弁護士記録閲覧要点」という規則に基づいて、記録を保管する検

察庁に閲覧申請を行い、記録閲覧を認められる仕組みであった。この方法をめぐっては、

電磁的記録を閲覧できるか否かについて争いが生じ、行政訴訟に発展した例があるものの、

紙媒体の閲覧については概ね問題なく認められていたといえる。
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一方で、再審請求人本人による記録閲覧は、長らく否定的に扱われてきた。しかし、

2007 年 7 月に刑訴法 33 条（通常審における記録閲覧規定）が改正されたことを契機に、

同規定が再審請求にも準用されるようになり、徐々に再審請求人本人が裁判所に対して記

録閲覧を請求できるようになった。

このように、再審請求人も弁護士も一定の方法を通じて記録閲覧が可能ではあったが、

電磁的記録の閲覧については、行政訴訟に至るまで争わざるを得ない状況もあった。また、

再審請求人本人についても、2007 年以降は裁判所の判断により徐々に閲覧が認められる

ようになったものの、閲覧の可否や範囲は不安定であり、制度的な保障に欠けていた。今

回の改正においては、司法改革国是会議の最終結論を受け、再審の規定である刑訴法 429

条の 1 第 3 項に、通常審の記録閲覧規定である刑訴法 33 条を準用する旨が明記された。

ここで、記録閲覧の範囲について、特に明記する必要がある。台湾の刑事訴訟手続は、

2002 年に職権主義から改良式当事者進行主義に変わり、伝聞法則、交互尋問など当事者

主義訴訟構造のもとで存在する方法が導入された。しかし、いわゆる起訴状一本主義は導

入されていなかった。その関係もあり、従来通り、起訴時、検察官は、警察から送致され

た記録と証拠を、自ら捜査して得た記録と証拠とともに、裁判所に提出する。これが「一

件記録」である。本稿では、再審請求人または弁護士が確定判決後記録閲覧請求するのは、

その一件記録に、公判で加わった記録と証拠も含めた「確定判決後一件記録」である。

③　直接審理及び当事者の意見陳述権

従来、再審請求審において開廷の要否について明確な規定はなく、開廷せず書面審理の

みで処理されるのが一般的であった。今回の改正により新設された刑訴法 429 条の 2 に

おいて、原則として開廷すること、さらに検察官および判決を受けた者の意見を聴取しな

ければならないことが規定された。

④　証拠調べ請求

上記の原則開廷および当事者の意見陳述権と並んで、従来不明確であった証拠調べにつ

いても、刑訴法 429 条の 3 として新設された。具体的には、再審請求人または弁護士代

理人の請求に基づき、裁判所が必要と認めた場合、あるいは裁判所の職権によって、証拠

調べを行うことができるとされた。

３ 　実務運用と課題

⑴　再審開始決定の状況と「確実性」問題

2015 年改正は新証拠・新事実の要件を拡大したものの、再審開始率が劇的に上昇したわ
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けではない。司法院が公表した司法統計 36 によれば、高等裁判所と地方裁判所を合わせた

2014 年における再審請求事件の終結件数は 1,648 件であり、そのうち再審開始決定に至っ

たものは 19 件で、再審開始許可率は 11% であった。これに対し、法改正後の 2015 年にお

いては、終結件数が 1,708 件、そのうち再審開始決定が 23 件であり、許可率は 13% となっ

ている。この算定方法に基づき、2016 年から 2024 年までの再審許可率を確認すると、毎年

12% から 23% の範囲にとどまっている。その中で、2019 年に 2 回目の法改正が実施され

た以降の時期に限ってみても、再審許可率は毎年 15% から 23% の範囲にあり、すなわち、

2 度の刑訴法改正を経たものの、許可率はわずかに上昇したにすぎず、劇的な変化があっ

たとは言い難い。

さらに、再審請求棄却理由 37 の内訳をみると、2014 年と 2015 年を比較した場合、「新規性

を欠く」との理由による棄却割合は 20.36% から 14.8% へと減少した一方で、「確実性を欠

く」との理由による棄却割合は 46.3% から 64.56% へと増加している。これについて、学

者からは、新規性に関して従来非常に厳格であった基準から一定程度解放されたことにより、

「新規性が欠ける」と判断される割合が低下したと評価されている。他方で、「確実性を欠く」

との理由の比率が上昇した点については、確実性に関する法改正が実施されたにもかかわら

ず、依然として確実性の判断基準が明確に定立されていないため、この理由をもって棄却す

ることが容易であると指摘されている 38。したがって、今後は「確実性」の判断枠組みをい

かに具体化していくかが、実務上の大きな課題であると考えられる。

近時においては、日本の証拠構造論を援用し、有罪確定判決が依拠した証拠およびそれに

より認定された事実を特定した上で、新証拠・新事実の意味を評価し、それが確定判決の証

拠構造に実質的影響を与えるか否かを検討するという方法が提起されている。台湾において

も、最高裁判所や高等裁判所が証拠構造論を用いて決定を下した事例が見受けられ 39、今後

の実務運用において重要な転機となる可能性がある。

⑵　意見陳述権の展開

2019 年改正により意見陳述権が明文化されたが、その運用は裁判所の判断に委ねられて

36　 司法院統計年報 https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1839- 1 -xCat-07- 2 -20.html（2025 年 8 月 20 日最終閲覧）本稿では、
その年の再審請求終結件数と再審開始件数の統計をもとに計算する。もっとも、台湾において不利益再審制度も存在しているが、
再審請求事件終結件数の統計の再審開始決定については利益再審か不利益再審かが分かれていないため、精密に計算するのに
難しい。

37　 2017 年 5 月 16 日、司法改革国是会議第一分科会第 6 回会議「再審と非常上告制度の検討」法務部版 https://topics.
moj.gov.tw/media/12059/761102817534.pdf?mediaDL=true　注意すべきなのは、これらの資料で計算された法改正後の一
年間とは、2015 年 2 月から 2016 年 1 月 8 日である。そのため、司法統計上の年間数字と相違がある。

38　 台湾イノセンス・プロジェクト 2020 年年次大会、李榮耕教授による基調講演。
39　 羅士翔「誤判與再審救濟―2019 年後之再審實務觀察」最高檢察論壇第 3 期、161-175 頁（2024 年 6 月）。最高裁判所 110

年度台抗字 358 号決定、台湾高等裁判所台中支部 109 年声再字 198 号決定、台湾高等裁判所花蓮支部。
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いる。最高裁は 2022 年に出された複数の決定において、意見陳述権の具体的内容を「情報

請求権」「意見表明請求権」「注意請求権」の三層構造として位置づけた。すなわち、請求人

を法廷まで呼び出しただけでなく、記録・証拠の開示を受ける権利、裁判所に対して意見を

表明する権利、その意見に対して裁判所が実質的な応答を行うべきとするものである。これ

により、形式的な出頭機会を超えて、実質的な手続保障としての意見陳述権が確立されつつ

ある。

⑶　証拠保管制度の不備

一方で､ 証拠保管に関する制度的欠陥は依然として深刻である｡ 2017 年には､ 確定判決

後 DNA 鑑定法に基づき、確定判決後の DNA 鑑定請求に対し､ 証拠検体が既に廃棄 ･ 消耗

されていたため再審が不可能となった事例が存在している 40｡ 法制度上､ 証拠保管の期間や

方法が十分に整備されていないため､ 再審制度の実効性を著しく損なっている｡ この点は今

後の最重要課題である｡

4 　結びに代えて

台湾における刑事再審制度は、2015 年及び 2019 年の刑訴法改正、2016 年の確定判決後

DNA 鑑定法の立法を通じて、大きな制度的前進を遂げた。新証拠・新事実要件の拡大、記録

情報獲得権、意見陳述権や証拠調べ請求の明文化は、再審手続を一層充実化させた。

とりわけ注目すべきは、検察官や政府が冤罪救済に積極的役割を果たしている点である。

2016 年、のちに検事総長となった江惠民検察長（当時台中高等検察署）が死刑確定者である

鄭性澤の事件で自ら再審請求し、2017 年無罪判決を獲得した事例、2018 年、台南高等検察署

の林志峯検察官が死刑確定者である謝志宏のために再審請求し、2020 年再審無罪を獲得した

事例は、その代表である。また法務部においても 2017 年に「有罪確定事件審査会」を設置し、

誤判原因の分析と再審制度の改善に取り組んでおり、まだ成果は見られないが、冤罪を正面か

ら臨む姿勢は評価できるところである。

もっとも、再審開始許可率が依然として低水準にとどまっていること、確実性判断が不透明

なまま残されていること、証拠保管制度の不備が救済を阻害していることは深刻な課題である。

これらを克服するためには、確実性判断の基準を明確化するとともに、証拠保管に関する立法

的整備を進める必要がある。

日本の刑事再審制度もまた、再審請求審の不透明や証拠開示の不十分さなどが指摘されてい

る。台湾の改革過程は、日本にとって再審制度をより実効的に機能させるための有益な比較素

40　台湾高等裁判所高雄支部 105 年度（2016 年）侵害再字第 ５ 号決定（2017 年 1 月 26 日）、羅士翔・王怡婷「科學鑑定之司
法判讀與刑事案件確定後之證物保管―以台灣高等法院高雄分院 105 年度侵聲再字第 5 號刑事裁定為例」2017 年台湾鑑識科学
年次大会にて発表された。
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材を提供している。すなわち、科学技術の進歩を取り入れる柔軟な立法姿勢、記録閲覧権と意

見陳述権の明文化、そして検察官の公益的役割の実現は、日本における制度改善のヒントとな

り得るであろう。また、台湾でもまだ解決されていない証拠保管の問題については、今後日本

とのさらなる交流を通じて、有効な証拠保管制度を構築することが期待される。

本稿では、台湾における近時の再審制度の展開と課題を概観した。冤罪救済は法治国家の根

幹にかかわる課題であり、今後も両国における比較法的検討を通じて、制度の実効性を高める

努力が求められる。

以　上
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第 4章　めざすべき再審法制

第 1　基本的視点　

１　はじめに

⑴　誤判は不可避であるという前提

刑事裁判は、限られた証拠をもとに人間が判断する営みである。人間の知覚、記憶、理解

力には必然的に限界があり、また証拠の収集や保管にも不完全さがつきまとう。したがって、

誤判は司法制度に内在する構造的リスクであり、それを完全に回避することは不可能である。

誤判を不可避な現象として前提に置いた上で、これを是正する仕組みを整備しなければ、司

法は「誤りを誤りのまま固定する」ことになる。再審制度は、まさにこの宿命的誤りを是正

するために存在する。

⑵　憲法規範との関係

再審制度の意義を考える際には、日本国憲法の基本的人権規定との関係を直視する必要が

ある。まず憲法 31 条は「適正手続」の保障を定め、国が刑罰権を行使する際には公正で合

理的な手続が必須であることを明示し、憲法 37 条は「迅速かつ公正な裁判を受ける権利」

を認め、裁判の遅延や恣意的な手続を排する。次に憲法 13 条は「個人の尊重」を規定し、

国が国民の生命・自由・幸福追求権を侵害することを厳しく制限する。憲法 39 条は「二重

の危険の禁止」を定め、戦前存在した「不利益再審」（無罪を覆して再び有罪にすること）

を排した。

これらの規定を総合すれば、再審制度は「無辜の救済」を唯一の目的としなければならな

いことが明確となる。

⑶　自己検証システムとしての位置づけ

再審は単なる例外的救済手段ではない。それは司法自身が誤りを検証し、是正するための

自己修復機能である。司法に無謬性を認める神話は、歴史的に多くのえん罪によって崩壊し

ている。むしろ誤りを前提に、その誤りを救済できるかどうかこそが、司法の正義を測る基

準である。したがって、再審制度は憲法が要請する人権保障の実現するための必須の制度と

して、司法制度の中核に位置付けられるべきである。

２ 　無辜の救済を中心に据える

⑴　再審の目的

刑事司法の最大の使命は「無実の者を処罰しない」ことである。たとえ有罪の者を見逃す

結果となろうとも、無実の者を処罰することは決して許されない。この鉄則は、古今東西を
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問わず刑事司法の根本原理であり、再審制度はこの原理を最も徹底的に体現する制度である。

無辜の救済は憲法が国家に課す義務であり、単なる慈善的措置ではない。

⑵　現状の問題点

しかしながら、現実の日本の再審運用は、この原則に必ずしも忠実ではない。確定判決の

「安定性」を過度に重視するあまり、再審は「例外的」「極めて狭い門」として扱われてきた。

裁判体によって判断が大きく異なる「再審格差」も深刻である。ある裁判所では積極的に証

拠開示を認め、合理的疑いがあれば再審を開始するが、別の裁判所では請求人提出の新証拠

のみを孤立的に評価し、再審を拒む。結果として、同じような事案でも救済されるか否かは

裁判体次第となり、国民の司法への信頼を著しく損なっている。

⑶　改革の方向性

このような現状を改めるためには、再審法制の立法目的として「無辜の救済」を明文で規

定することが不可欠である。裁判所の裁量に委ねず、立法によって人権保障を制度の中心に

据えることで、再審の趣旨を形式的にではなく実質的に保障する必要がある。

３ 　適正手続の保障

⑴　公開性・参加権の確保

再審請求手続は、現在ほとんどが書面審理で行われ、非公開で進められる。そのため請求

人や弁護人の意見が十分に聴取されないまま、突然「請求棄却決定」が送達される例が少な

くない。これは適正手続の観点から重大な問題である。再審においても公開性を確保し、請

求人の意見陳述や弁護人の口頭弁論を保障することによって、裁判所が公正な判断を下す条

件を整える必要がある。

⑵　弁護権の実効化

再審請求は通常審よりも専門的かつ困難な作業を要する。新証拠の探索、科学鑑定の依頼、

検察官との証拠開示交渉など、専門知識と経験が不可欠である。しかし現行法には国選弁護

制度がなく、資力のない請求人は弁護活動を十分に受けられない。資力の有無にかかわらず、

すべての請求人に対して国選弁護制度を導入し、実効的な弁護権を保障することが急務であ

る。

⑶　証拠開示の全面化

再審の生命線は証拠開示にある。これまで再審無罪に至った事件のほとんどは、検察官の

手元に隠されていた証拠が後に発見・開示されたことによる。逆に言えば、証拠が開示され
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なければえん罪は隠れ続ける。ところが現行法には再審における証拠開示規定がなく、開示

の可否は検察官の裁量に委ねられている。これでは「無罪方向の証拠は出さない」という隠

蔽の構造が温存される。再審請求に際しては、検察官が保有するすべての証拠を全面的に開

示する制度を法定化することが不可欠である。

４ 　公平な裁判所を制度的に担保

⑴　除斥・忌避の必要性

現行制度では、原判決に関与した裁判官が再審請求審にも参加することが可能である。こ

れは「自らの判断を自ら検証する」構造を生み、公正性に疑念を抱かせる。再審は上訴とは

異なり、確定判決の誤りを正す特殊な手続であるため、より一層の中立性・客観性が求めら

れる。したがって、再審請求審においては原判決に関与した裁判官を除斥・忌避する規定を

明文化すべきである。

⑵　独立機関の設置

さらに一歩進めて、イギリスの刑事事件再審委員会（CCRC）のような独立機関を設置

することも検討に値する。裁判所以外の第三者機関が再審の要否を調査し、必要があれば裁

判所に付託する仕組みを設ければ、再審の公正性と迅速性は飛躍的に高まる。日本の現行制

度では裁判所が「自らの過ちを自ら認める」構造を避けられないが、独立機関の導入により、

再審開始の判断をより客観的に行うことが可能となる。

５ 　総合評価と刑事訴訟法の鉄則の徹底

⑴　白鳥・財田川決定の意義

1975 年の白鳥決定および 1976 年の財田川決定において、最高裁は再審開始の基準を大き

く転換した。すなわち、新証拠だけを孤立的に評価するのではなく、新旧全証拠を総合的に

評価し、確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じれば再審を開始すべきだとしたのである。

さらに「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が再審にも適用されること

を明示した。これは再審制度の運用に新たな光を与え、実際に死刑確定事件を含む複数の再

審無罪を導いた。

⑵　その後の逆流現象

しかし 1990 年代以降、再審実務には逆流が生じた。一部の裁判所は「限定評価説」を採用し、

新証拠単独で無罪判決に至る蓋然性がある場合にのみ再審を認める方向に傾いた。その結果、

多くの再審請求が棄却され、再び「冬の時代」と呼ばれる状況が訪れた。これでは白鳥・財

田川決定の趣旨が骨抜きにされ、再審制度が本来の役割を果たせない。
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⑶　基本視点

再審法制を考えるにあたり、総合評価の原則と、「疑わしいときは被告人の利益に」とい

う鉄則を徹底することが不可欠である。立法によって総合評価の枠組みを明文化し、限定的

解釈を封じることで、再審の扉を真に開かれたものとする必要がある。

第２　主要な改正点

「証拠開示制度の導入と検察官による再審開始決定に対する不服申立ての禁止」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

弁護士　石　側　亮　太（京都弁護士会） 

１ 　現行法の問題点

⑴　証拠開示制度の不備

現行法上、再審開始事由として刑事訴訟法第 435 条 1 号から 7 号の 7 種の事由が規定

されている。これらのうち、最も重要なものは、誤判・えん罪の可能性を正面から掲げる同

条 6 号の事由（「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を

受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべ

き明らかな証拠をあらたに発見したとき。」）である。同号においては、「明らかな証拠をあ

らたに発見したとき」として、「新証拠」の存在が必須の要件とされている。（手続としては、

刑事訴訟規則 283 条が「再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び

証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。」と定める）。つまり、再審

請求人には「新証拠」の発見・提出の負担が課せられていることになる。再審請求手続は有

罪判決に対する単なる不服申立手続ではないから、確定した有罪判決の結論が変更される可

能性のある新証拠を再審請求人に要求すること自体は、制度として不合理とはいえない。

しかしながら、現実には、再審請求人は、私人（個人）に過ぎず、捜査機関のように強力

な権限・予算・人的物的なリソース等を有するものではないから、再審請求人が独自に調査

を行うなどして新証拠を収集・発見することは、通常は極めて困難である。そのため、新証

拠の発見・提出の負担は、再審請求人に対して著しく高いハードルを課すことになっている。

他方、本報告書第 1 章 2 ・ 3 に紹介した各事件についてみても明らかなとおり、実際の再

審請求事件においては、えん罪であることを明らかにする「新証拠」の多くは、捜査機関の

手持ち証拠の中から発見されている。捜査機関は、捜査の過程において膨大な証拠を収集・

作成するが、その中には被疑者・被告人にとって有利な証拠も不利な証拠も当然に含まれて

いる。ところが、通常審において、検察官は手持ち証拠の中から被告人の有罪立証に資する

証拠を選択して公判に顕出しようとするから、被告人にとって有利な証拠は捜査機関の手元
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に埋もれたままとなる。

そのため、新証拠の発見・提出の重い負担を課せられている再審請求人が、捜査機関の手

元に埋もれたままの有利な証拠にアクセスする方策が閉ざされているならば（なお、通常審

における判決の時点で「存在」していたが、捜査機関の手元に埋もれてアクセスできなかっ

た証拠を「古い」新証拠と呼んでいる）、再審制度はえん罪救済のための制度として有効に

機能しないことになる。

通常審においては、被告人にとって有利な捜査機関手持ちの証拠にアクセスする手段とし

て、証拠開示が重要な役割を果たしてきた。2004 年（平成 16 年）の刑事訴訟法改正により

導入された通常審における証拠開示手続は、いわゆる事前全面証拠開示制度とは異なる限定

的な制度ではあるが、一定の場合に検察官に証拠開示義務を負わせ、裁判所に証拠開示に関

する裁定を請求できる仕組みが法制化されたことにより、その後の公判弁護活動のあり方に

大きな影響を与えることとなった。すなわち、弁護人は捜査機関の手持ち証拠にアクセスす

る制度上の根拠を手に入れ、これを武器として防御方針を検討することが基礎的なプラク

ティスとなった。これに対し、現行の再審請求手続においては、再審請求人が捜査機関の手

持ち証拠にアクセスできる制度上の根拠が存在しない。

通常審においても、2004 年（平成 16 年）刑事訴訟法改正以前は、証拠開示について定め

た制度上の根拠はなく、裁判所が訴訟指揮権に基づき検察官に証拠開示を命じ得ることを判

示した昭和 44 年 4 月 25 日決定が証拠開示の根拠とされてきた。もっとも、同決定は証拠

開示に関する弁護人・被告人の権利や検察官の一般的な義務を認めるものではなく、裁判所

の訴訟指揮権の発動ないし不発動について広い裁量を認めるものであり、通常審の公判弁護

実務において必ずしも十分に活用されてきたとは言い難かった。他方、再審請求手続におけ

る弁護実務では、裁判所が訴訟指揮権に基づいて検察官に証拠開示を命ずることができる旨

の昭和 44 年決定の判示は、職権手続とされる再審請求審においても当然に妥当すると解さ

れる上、同決定が考慮要素とした「罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがない」

等の弊害については、既に有罪立証が完了して有罪判決が確定した後の再審請求手続におい

ては同様の弊害は消滅又は低下していると解されることから、むしろ通常審よりも広く証拠

開示請求が認められるべき理論的な根拠と考えられてきた。実際にえん罪を明らかにする「古

い」新証拠の開示が実現し、再審開始決定・再審無罪判決に結び付いた事件は、そのような

解釈にもとづいて弁護団が証拠開示請求を何度も繰り返し、これを受けて裁判所が検察官に

証拠開示を促す積極的な訴訟指揮（証拠開示を命令ないしは勧告するほか、証拠リストの開

示を求めたり、証拠の存否について回答を求めたりするなど、各種のレベル・態様があり得

る）が行われた結果であったことが多い。

問題は、裁判所の訴訟指揮によりえん罪救済に結び付くような証拠開示が実現する事件は

確実に存在するものの、件数としては再審請求事件全体の中では「ごく一部」に限られており、
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弁護団からの証拠開示請求に対して何らの判断・応答もしないという裁判体も少なくないと

いう実情である。現行法上、証拠開示に関する手続は定められていないことから、裁判所が

職権により証拠開示に向けた訴訟指揮を行うか否かは、すべて裁量に委ねられている上、そ

の職権行使の基準となる規定もないことから、結局、証拠開示が実現するか否かは「やる気」

のある裁判体に当たるか否かの運次第という実情があり、「再審格差」「裁判官ガチャ」など

と批判されて久しい。例えば、静岡一家殺害・放火事件では 1981 年 4 月に第 1 次再審が

申し立てられてから 2008 年 3 月に最高裁で棄却決定が出て確定するまで 27 年の間、裁判

所から証拠開示の勧告が強くなされることはなく、ただの一つの証拠も開示されなかった。

2008 年に申し立てられた第 2 次再審でも、当初は証拠開示が難航していたが、検察庁の方

針の変化や、裁判長が書面による証拠開示勧告を行ったことを契機として、いわゆる 5 点

の衣類のカラー写真などを含む約 600 点もの新証拠が開示され、再審無罪に繋がった。初期

の裁判体によって証拠開示勧告が行われていれば、再審無罪判決まで 60 年近くもの年月を

要することはなかった可能性が高い。

要するに、再審請求人が捜査機関手持ち証拠にアクセスできるか否かは、えん罪救済のた

めに極めて重要であるにもかかわらず、現行法上は「運」によって左右される仕組みにしか

なっていない。証拠開示制度が存在しないことによりえん罪救済が妨げられてきたことは明

らかである。しかし、通常審における証拠開示制度の拡充等を導入した 2016 年（平成 28 年）

刑事訴訟法改正に際しても、これに先立つ法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におい

て再審請求手続における証拠開示制度の導入が議論されたが、法務省・検察庁・警察庁の委

員らの反対により、「今後の課題」として棚上げされることとなり（平成 26 年 9 月 18 日法

制審議会「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】」）、立法課題として

放置されてきた。

⑵　検察官による再審開始決定に対する不服申し立て

現行法は、再審開始決定（刑事訴訟法 448 条 1 項）に対しては即時抗告をすることがで

きる旨規定している（刑事訴訟法 450 条）。この条文上は、「検察官が」即時抗告権者である

ことは明記されていないが、検察官は、同条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告ができ

ると解しており、裁判所もこの解釈を認めている。そして、実際に再審開始決定がなされた

場合、ほとんどの事件で検察官は即時抗告（高等裁判所が再審請求審として再審開始決定を

した場合は即時抗告に代わる異議申立）の申立てを行っている。さらに、高等裁判所が検察

官の即時抗告に対する棄却決定をした場合、白鳥決定から 1990 年代までは、そのまま再審

開始決定が確定し再審公判が開始されることが多かったが、近年では、布川事件、松橋事件、

大崎事件、湖東事件、日野町事件など多くのケースで検察官が最高裁判所に対する特別抗告

申立をしている。
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再審請求手続は、前述のとおり再審請求人に「明白な新証拠の提出」という極めて高いハー

ドルが課されていることから、再審請求人にとっては再審開始決定を得ること自体に想像を

絶する労力と時間を要することになっている実情がある。その上に検察官が再審開始決定に

対する不服申立てを認め、再審開始決定取消の可能性を認めることは、早期のえん罪救済を

著しく妨げ、救済の可能性を極端に狭めることに他ならない。実際に、静岡一家殺害・放火

事件では 2014 年に静岡地裁が再審開始決定をしたが、検察官が即時抗告をした結果、その

後再審開始決定が確定するまで約 9 年、再審無罪判決まで約 10 年半の歳月を要した。大崎

事件では 2002 年に鹿児島地裁が再審開始決定をしたが、検察官の即時抗告により 2004 年に

福岡高裁宮崎支部が再審開始決定を取消した。2017 年には鹿児島地裁が 2 度目となる再審

開始決定をしたが再び即時抗告がなされ、宮崎高裁鹿児島支部も開始決定を維持したが、検

察官は特別抗告を申立て、最高裁が 2019 年 6 月に職権で再審開始決定を取り消した。同事

件では、 3 度も再審開始の判断がなされているにもかかわらず、検察官の不服申立ての繰

り返しによって、最初の再審開始決定から 23 年余の歳月を経た現在もなお再審公判に至っ

ていない。これらの事件では再審請求人の高齢化が進み、手続の長期化によってえん罪被

害の早期救済が妨げられる弊害が深刻化している。名張事件では、再審開始決定（2005 年）

がなされたにもかかわらず検察官の異議申立てにより同決定が取り消され、再審公判が開か

れることがないまま再審請求人が亡くなるという事態まで生じている。

再審開始決定に対する検察官の不服申立てが制度上認められていることについて、法務省

は、一貫して「検察官が再審開始決定に対し抗告をし得ることは , 公益の代表者として当然

のこと」であり、「違法、不当な再審開始決定があった場合に、法的安定性の見地から、こ

れを是正すること」が必要であるとする立場をとってきた。しかし、日本国憲法 39 条が二

重の危険の禁止を保障したことに基づき、不利益再審が廃止されたことから、再審請求手続

はえん罪救済のみを目的とする制度であるという理解に異論はない。したがって、えん罪救

済のみを目的とする制度においては、検察官が代表する「公益」の意味も、えん罪救済に向

けられたものと解すべきである（検察官が有罪判決を受けた者のために再審請求権を持つこ

とも、その表れである）。そのため、再審請求手続において、検察官は通常公判のように有

罪判決を求める訴追当事者の地位を持たないから、再審開始決定に対する不服申立てを当然

視する法務省の解釈には疑問がある。さらに、再審請求手続は、刑罰権の有無を確定するた

めの通常公判や再審公判とは異なり、再審公判を開始すべきか否かを決するという予備的な

判断を行う前審的な手続（「前さばき」の場）に過ぎないはずであるから、検察官において

有罪判決が維持されるべきであると考えるならば、再審公判においてその旨の主張立証をす

べきであり、予備的判断に過ぎない再審開始決定に対して不服申立てを認めることは、再審

制度の趣旨や構造にも沿わないと考えられる。

このように、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに関する現行法の条文と裁判所・
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検察官による解釈運用は、理論的な面からも疑問がある上、何よりも、多くのえん罪被害者

の人生を数十年という単位で奪い、救済を妨げてきたという重い実例を直視するとき、その

現状を正当化することは到底できない。

２ 　めざすべき改正案

以上から、現行再審法について、証拠開示制度の導入と検察官による再審開始決定に対する

不服申立ての禁止を柱とする改正を早期に実現することが必要である。このような観点から、

日弁連は、「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」（2023 年（令和 5 年） 7 月 13 日改

訂）において、具体的な改正条文案を公表している（以下「日弁連法案」）という）。また、「え

ん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟（再審法改正議連）」も、2025 年（令

和 7 年） 6 月 15 日、第 217 回国会に「刑事訴訟法一部を改正する法律案（衆法 61 号）」を

提出した（以下「議連法案」という）。両法案は具体的な規定（提案）内容には違いもあるが、

証拠開示制度の導入と検察官による再審開始決定に対する不服申立ての禁止の必要性という基

本的な考え方は一致している。以下、これらの必要性に関する基本的な考え方について述べた

上で、関連する各法案の要点を紹介する。

⑴　証拠開示制度の導入

えん罪救済を目的とする再審制度が、再審請求人に新証拠提出の重い負担を課している以

上、再審請求人にその負担に応えるための手段を与える必要がある。捜査機関の手持ち証拠

の中に、えん罪救済に結びつく重要な「新証拠」が埋もれていた事例が数多くある一方、そ

の開示が得られるか否かは裁判所の裁量（= やる気）のみに委ねられ、事実上「運任せ」的

な実情がある以上、証拠開示を「制度として」導入しなければ、再審請求手続がえん罪救済

の制度として実効的に機能することはない。

このような観点から、日弁連法案では、まず「再審請求手続外における証拠の閲覧謄写」

として、再審を請求しようとする者、再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人が、検察

官の保管する裁判所不提出記録及び証拠品の閲覧謄写を行うことができることを提案してい

る。また、「再審請求手続における証拠開示」として、裁判所が検察官に対して、証拠の一

覧表を作成し、提出することを命じることができること、必要性や重要性の高い一定類型の

証拠と、再審請求手続における請求人又は弁護人の主張立証に関連する証拠については、再

審請求人又は弁護人から請求があれば原則として証拠開示を命じなければならないとするこ

となどを提案している。さらに、証拠開示が適切に行われるためには、その前提として、全

ての記録及び証拠品の存在及び内容を把握しておく必要があり、そのためには、捜査に関す

る記録や、捜査に関する記録の目録及び証拠目録が作成され、全ての書類及び証拠物が適正

に保管され、これらが警察から検察官に送付されることが必要であることから、そのことを
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刑事訴訟法に明記することも提案している。

また、議連法案も、再審請求の理由に関連する証拠について、再審請求人等の請求または

職権により裁判所が検察官に対して開示を命じることができるようにする証拠開示制度の導

入を提案している。

⑵　検察官による再審開始決定に対する不服申立ての禁止

検察官による再審開始決定に対する不服申立ては、再審請求手続が専ら「えん罪救済のみ

を目的とする制度」であるとの理解に立つ限り、制度目的（えん罪救済）を妨げる弊害しか

存在しない。現行法は、大正刑事訴訟法の再審に関する条文を（不利益再審を廃止した以外

には）ほとんどそのまま引き継いでいるが、もともと大正刑事訴訟法は、ドイツ刑事訴訟法

の強い影響の下に立法されたものである。そのドイツでは、1964 年刑事訴訟法改正により、

再審開始決定に対する即時抗告が明文で禁止された。他方、不利益再審の廃止は英米法系の

「二重の危険禁止」の法理に由来するが、英米法圏では、通常審でも検察官による事実誤認

を理由とする上訴自体が同法理によって禁止されると解されることが多い。

このように考えると、検察官による再審開始決定に対する不服申立てについては、単純に、

全面的に禁止する改正を図る以外にない。日弁連法案においては、刑事訴訟法 450 条 1 項

による即時抗告の対象となる決定から、再審開始決定（同法 448 条 1 項）を削除すること

を提案している。議連法案も、刑事訴訟法 450 条の 2 として「検察官は、第四百四十八条

第一項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立て、第四百三十三条第一項の

抗告及び即時抗告をすることはできない」との規定を加えることを提案しており、日弁連法

案と同じ意味となる。

第３　その他の改正案について

１　裁判官の除斥及び忌避

⑴　現行法の問題点

現行刑事訴訟法には、再審手続に関与する裁判官について除斥及び忌避に関する規定はな

く、再審の目的となった確定判決に関与した裁判官は、当該再審請求に関する裁判に関与す

ることを妨げないと解されている（最高裁判所昭和 34 年 ２ 月 19 日決定・刑集 13 巻 ２ 号

179 頁）。

しかしながら、白鳥・財田川決定によれば、新証拠の「明白性」は、新証拠それのみで判

断するのではなく、新証拠と他の全証拠とを総合的に評価して、確定判決の有罪認定に合理

的な疑いが生じるか否かによって判断することとされている。したがって、再審請求におけ

る審理の対象は、当該再審請求の審理で提出された新証拠のみならず、過去の審理（通常審

及び過去の再審請求手続）で提出された旧証拠にまで及ばざるを得ないが、過去の審理に関
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与した裁判官は、自ら行った証拠評価の影響を払拭することが困難であるし、裁判所の公平

性・公正性に対する疑念を抱かせるものであるし、当の裁判官から有罪判決を受けた再審請

求人からすれば耐え難い。

⑵　めざすべき改正案

以上からすれば、再審についても、除斥及び忌避の規定を設けるべきである。

２ 　事実の取調べ及び意見陳述

⑴　現行法の問題点

日本の再審請求審は、本来、確定判決の誤りを是正するための新たな事実取調べの機会で

あるべきだが、実務上は多くの事件で書面審理のみで棄却されている。裁判所は「新証拠を

確認する必要がない」として、証人尋問や鑑定人尋問をしないことが多い。そのため、弁護

人が再審請求の段階で提出した新証拠が十分に吟味されないまま、再審が門前払いされてし

まうケースが後を絶たない。

たとえば松橋事件では、被告人の自白の信用性が疑われ、新たな筆跡鑑定が提出された

にもかかわらず、裁判所は長らく事実調べを行わず、再審請求を棄却し続けた。結果とし

て被告人は無期懲役で服役し、無実の訴えが何十年も認められなかった。また、名張事件

でも、弁護団が証人尋問を求めても裁判所は拒否し、証拠が活用されないまま請求が退け

られ続けた。

これは裁判所の職権主義が形骸化している証左である。理論上は裁判所が職権で真実解明

に動くはずだが、実務では消極的に運用されている。

⑵　めざすべき改正案

現行法でも、裁判所は、再審請求について判断するにあたり、必要がある場合には、事実

の取調べを行うことができると規定されているが、再審請求をした者及び弁護人に対しても、

事実の取調べを請求する権利を保障すべきである。また必要かつ十分な事実の取調べが行わ

れるよう、事実の取調べは、真実を発見するため、裁判をするのに意義を有する全ての事実

及び証拠について行われなければならないことを明記することが考えられる。

また事実の取調べを行ったときは、再審請求をした者、有罪の言渡を受けた者及び弁護人

に対して、事実の取調べの結果に基づいて意見を陳述する機会を保障すべきである。

このとおり、再審請求人や弁護人に通常裁判と同様の手続的保障を認め、裁判所の裁量に

よって人権救済が左右されない仕組みを整えるべきである。
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３ 　証拠の保管・保存

⑴　現行法の問題点

日本の刑事事件では、証拠物や記録が事件終了後に廃棄されることが珍しくない。警察や

検察は、証拠の保管義務を負っているものの、期間が明確に定められておらず、事件によっ

ては数年で廃棄されてしまう。これにより、後に科学鑑定の進歩で無実を証明できるはずの

証拠が、物理的に消失してしまう危険が常にある。

湖東事件では、幸運にも証拠が残っていたため DNA 型鑑定が可能となり、再審無罪につ

ながった。しかし、仮に証拠が廃棄されていれば、無実の人は永久に救済されなかっただろ

う。同様に、足利事件でも DNA 再鑑定によって無実が証明されたが、証拠が保存されてい

なければ救済は不可能であった。

諸外国では、証拠保存に関する法制度が整備されている。アメリカの多くの州では、死刑

や無期懲役事件に関して証拠を永久保存することが義務化されており、韓国でも DNA 鑑定

の発達を受けて証拠の長期保存制度が導入されている。

またその前提として、全ての記録及び証拠品の存在及び内容を把握しておく必要があるた

め、このための制度を設けておくことも必要といえる。

⑵　めざすべき改正案

従って、日本においても上記国々と同様に刑事事件の証拠物・記録を適正に保管する制度

を法制化することが必要である。また全ての記録及び証拠品の存在及び内容を把握しておく

必要があるため、捜査に関する記録及び証拠目録（犯罪の捜査の過程において作成され、又

は入手した全ての書類及び証拠物の目録）が作成され、全ての書類及び証拠物が適正に保管

され、これらが警察から検察官に送付されることが必要であることから、この点も明記して

おくことが必要であろう。

またこのことは、捜査手続、公判手続及び再審請求手続を通じて、一貫して求められるこ

とが必要であり、これらの全ての手続に妥当する統一的な規定を設けるべきといえる。

４ 　請求権者の制限

⑴　現行法の問題点

日本の再審制度は、請求権者を、有罪判決を受けた者またはその法定代理人や一定の親族

に限定している。この制限は一見合理的に思えるが、実際には大きな弊害をもたらしている。

特に被告人が高齢で獄死した場合や、遺族が既に亡くなっている場合には、支援団体や弁護

人が独自に請求できず、救済の道が閉ざされてしまう。
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⑵　めざすべき改正案

改正案としては、有罪判決を受けた者本人や遺族に限らず、有罪判決を受けた者からあら

かじめ指名を受けた者や、日弁連などに再審請求権を付与することを検討すべきである。

５ 　弁護人選任権

⑴　現行法の問題点

再審請求を行うには高度な専門的知識と膨大な労力が必要となる。新証拠の発見、科学鑑

定の依頼、捜査記録の精査、証人の探索などは、一般人には不可能に近い。しかし現行制度

では、再審請求段階での国選弁護制度が十分に整備されておらず、本人や家族に経済力がな

ければ専門的弁護を受けることが困難である。

静岡一家殺害・放火事件はその典型である。弁護団は長年にわたり DNA 鑑定や衣類の色

彩鑑定を行ったが、その費用は巨額にのぼり、市民のカンパに頼る場面も多かった。もし支

援団体がなければ、袴田巌氏は今日まで再審開始にたどり着くことはできなかっただろう。

また、布川事件や東住吉事件などの再審でも、弁護人が独自に科学鑑定を依頼して無罪を

勝ち取ったが、これらは全て膨大な時間と費用を要している。経済的格差が「救済される人」

と「救済にたどり着けない人」を分ける現実は、司法の平等原則に反する。

⑵　めざすべき改正案

改正案としては、再審請求の段階から国選弁護人を全面的に認め、必要な鑑定費用や調査

費用を国費で負担する仕組みを整えることが急務である。アメリカのイノセンス・プロジェ

クトやイギリスの CCRC は、国家予算や大学の研究機関と連携して無罪立証を支援してお

り、日本も同様の体制を整えるべきである。

６ 　刑の執行停止

⑴　現行法の問題点

再審請求中であっても、刑の執行は自動的には停止されない。死刑囚に関しては、再審を

求めている最中でも執行される危険がある。これは「取り返しのつかない誤判」の可能性を

完全に無視した制度運用であり、国際的にも強く批判されている。

日本では、死刑確定者の再審請求中に執行された例もあり、現代でも、死刑囚は常に「再

審審理中でも明日執行されるかもしれない」という恐怖にさらされている。これは拷問に近

い心理的苦痛を与えているとも言える。

また、無期懲役や長期刑の場合でも、無実の可能性がある人が数十年にわたり獄中で人生

を失い、再審無罪となっても社会復帰が不可能になる例が後を絶たない。
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⑵　めざすべき改正案

改正案としては、死刑事件は、再審請求がなされた場合には刑の執行を停止する制度を導

入することである。また、裁判所は、再審開始決定前であっても、再審請求人の請求により

または職権で、再審請求に関する裁判が確定するまで拘置の執行を停止することができると

規定すべきである。

７ 　再審事由の限定性

⑴　現行法の問題点

日本の再審制度の最大の問題点は、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠の新発見」という

再審事由の限定性にある。刑事訴訟法 435 条 6 号が規定する「明らか」という文言は、立

法当初から厳格に解釈され、再審の門を極端に狭めてきた。とりわけ戦後直後の実務では「新

証拠単独で有罪認定を完全に覆せるか」が判断基準とされ、これは「孤立評価説」と呼ばれ

た。この運用の下では、被告人が提出する新証拠がどれほど重要であっても、多くの請求は

退けられてしまった。

この硬直した解釈を転換したのが 1975 年の白鳥決定と 1976 年の財田川決定である。最高

裁はこれらの決定において、「新旧全証拠を総合評価し、その結果合理的疑いが生じるか否か」

を基準とすべきだと判示した。これは再審法制における画期的な判断であり、「疑わしいと

きは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則を再審にも適用する方向を示した。しかしそ

の後、下級審はこの基準を限定的に運用し、再び再審の扉を狭めてしまった。

実例として、名張毒ぶどう酒事件では新証拠としての鑑定結果が提示されたにもかかわら

ず、「他の証拠と総合すれば有罪認定に合理的疑いは生じない」とされ、半世紀以上も再審

開始が認められなかった。奥西勝氏は 89 歳で獄死し、救済が間に合わなかった。また静岡

一家殺害・放火事件でも、味噌漬け衣類の DNA 鑑定が提出されたが、裁判所はその証拠能

力を否定したり評価を限定したりして、再審開始が幾度も拒否された。

⑵　めざすべき改正案

改正案としては、まず「明白性」の要件を「事実の誤認があると疑うに足りる証拠」と明

文化し、最高裁判例の趣旨を法律に書き込む必要がある

８ 　管轄裁判所

⑴　現行法の問題点

現行刑事訴訟法第 438 条は、「再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。」と

定めている。そのため、現在は、確定判決を言い渡した審級の裁判所が、再審請求事件を管

轄することとされている。
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しかしながら、現行法の控訴審や上告審の性格上、事実審理に制約のある高等裁判所や最

高裁判所が第一次的に再審請求の当否を判断したり、再審開始決定が確定した後の再審公判

を担当したりすることの妥当性には疑問がある。また、再審開始決定に対する検察官の不服

申立てが認められている現行制度の下では、高等裁判所が請求審となって行った再審開始決

定を、即時抗告に代わる異議の申立てを受けた同じ高等裁判所の別の裁判体が取り消すとい

う事態も発生しているが、かかる結論も理不尽である。

⑵　めざすべき改正案

そこで、確定判決が高等裁判所又は最高裁判所の場合の管轄を、当該事件の第一審に相当

する裁判所とする旨を規定することが考えられる。

９ 　再審公判

⑴　現行法の問題点

現行刑事訴訟法には、再審公判の審理の進め方について明文の規定はない。これについて

は、破棄差戻しを受けた裁判所の審理の場合に準じ、概ね公判手続更新の際と同様な手続を

すれば足りるとする見解（いわゆる続審説）が一般的であるが（もっとも、これと異なる審

理方式をとった例もある）、再審請求手続において取り調べた証拠については、改めて当事

者から証拠調べ請求を行い、証拠の採否の手続を行うこととされている。しかし、白鳥・財

田川決定によれば、新証拠の「明白性」は、新証拠と他の全証拠とを総合的に評価して、確

定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じるか否かによって判断することとされており、再審

請求手続では、すでに実体的な審理がなされている。そして、再審請求手続において提出さ

れた証拠のうち事実の取調べの対象となったものは、適法な手続を経て、裁判所の判断の基

礎とされている。このような手続を経て、裁判所が確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生

じたと判断して再審開始決定を行い、再審公判に至っている以上、再審公判においても、そ

れまでの審理の結果は尊重されるべきであって、その蒸し返しを認めるべきではない。

⑵　めざすべき改正案

改正案としては、えん罪被害者の速やかな救済を図るためにも、再審請求手続において取

り調べられた証拠については、再審公判でも当然に取り調べることとすべきであって、その

限度で伝聞法則の適用を除外すべきである。

以　上
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第 5章　弁護人は個々の再審事件にどのように取り組むべきか

第 1　弁護人が再審事件に取り組むには

１　はじめに

再審請求事件の弁護は、通常の刑事弁護とはその性質を異にする。既に一度、司法の最終判

断が下された確定判決という、社会的な正当性と法的安定性に裏打ちされた巨大な壁に挑む作

業である。それは、単なる法律知識や法廷技術のみならず、周到な準備、事実を掘り起こす忍

耐力、そして確定判決の論理構造を解体し、再構築するための思考が極めて高度に求められる

営みである。本稿では、弁護活動に着手する前の準備段階から、再審請求の申立て、請求審の

運営、そして再審公判を経て無罪判決を勝ち取るまでの各段階について、その要点を詳述する。

２ 　弁護活動への着手段階

⑴　受任の端緒

再審請求事件は、多くの場合、社会の片隅で上げられる、静かだが切実な声から幕を開け

る。その声の主は、有罪判決を受けながらも無実を訴え続ける請求人本人、その無実を信じ

続ける家族や親族、あるいは長年にわたり物心両面で支援を続けてきた支援者たちである。

請求人本人が社会内で生活している場合、例えば罰金刑や執行猶予判決を受けた後、ある

いは服役を終えて出所した後などは、法律事務所などで直接面談し、事件の経緯や無実の主

張を詳細に聴取することから始まる。

これに対し、請求人が懲役刑や死刑の執行を待つ身として刑事施設に収容されている場合、

コミュニケーションの方法は大きく制限される。本人から弁護人宛に面会を要請する手紙が

届くこともあれば、外部の親族や支援者が架け橋となり、弁護士に相談が持ち込まれること

もある。

特に、刑事施設にいる本人からの面会要請に対しては、可及的速やかに応答することが弁

護人の倫理的責務である。正当な理由なくこれを放置すれば、弁護士会に対する懲戒請求の

対象となる可能性すらある。面会の際には、弁護士法に基づく接見交通権が保障されており、

「再審請求の弁護人になろうとする者」という資格で面会を申し込むことで、原則として刑

務官の立ち会いのない秘密面会が認められる。親族等からの相談が先行した場合であっても、

最終的には必ず請求人本人と直接面会し、再審請求という長く険しい道のりを歩む固い意思

があるか、そしてその主張の核心は何かを自らの耳で確認することが必要である。

また、個人として弁護士に依頼するだけでなく、日本弁護士連合会などに支援を要請する

ルートも存在する。これらの組織が審査の上で支援を決定した場合、多くは再審事件に精通

した弁護士からなる委員会が設置され、受任した弁護団と連携して組織的な弁護活動を展開

することになり、個人では困難な活動を組織として支える体制が整う。
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⑵　受任の検討

再審請求の依頼を受けた弁護人が、その場で直ちに受任を決定することは稀である。まず

行うべきは、その請求に果たして「再審開始の可能性があるか」を、冷静かつ客観的に見極

める作業である。この緻密な検討プロセスは、以下の段階を経て進められる。

①　確定判決の精読

再審請求が対象とするのは、第一審から上告審に至るまでの全ての確定審判決である。

これらの判決文を丹念に読み解き、裁判所がいかなる論理と証拠に基づいて有罪の事実認

定を行ったのか、その判断内容と証拠構造を正確に把握する。この段階では、弁護人の主

観や予断を排し、あくまで確定判決を下した裁判所の視点に立って、その論理構成を客観

的に分析することが強く求められる。

②　請求人の主張の聴取と確定記録の検討

確定判決の論理を完全に理解した上で、請求人本人が何を「事実誤認」として主張して

いるのかを詳細に聞き取る。そして、その主張を検証するため、確定審の全事件記録（確

定記録）を入手し、判決が依拠した個々の証拠を一つひとつ精査していく。自白調書、証

人尋問調書、鑑定書、実況見分調書など、膨大な記録の海の中から、確定判決の事実認定

に疑問を投げかける矛盾点や不合理な点、あるいは不自然な点を執拗に探し出すのである。

③　新証拠の可能性の探求

再審請求の成否は、多くの場合、新たに発見される証拠の価値、すなわち「明白性」に

かかっている。確定審で提出されなかった未提出の証拠は存在しないか、あるいは現代の

科学技術を用いれば新たな鑑定が可能ではないか、といった観点から、新証拠獲得の見込

みを多角的に検討する。

これらの検討を通じて、確定判決の証拠構造が、例えば客観的証拠に乏しく自白に大き

く依存しているような「脆弱な構造」なのか、それとも複数の客観的証拠によって強固に

支えられている「強固な構造」なのかを評価する。そして、脆弱な構造の弱点を突く、あ

るいは強固に見える構造の根幹を揺るがすような新証拠の発見可能性があると判断できた

場合に、初めて受任を本格的に検討することになる。もちろん、受任検討の際には、請求

人本人の年齢や健康状態等、人間的な側面も十分に配慮する必要がある。

⑶　確定判決・確定記録等の入手方法

受任検討の中核をなす確定記録の入手は、再審弁護における最初の関門である。入手方法

は複数存在するが、いずれも困難を伴うことがある。
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最も簡便なのは、請求人本人やその関係者が記録の写しを保管している場合である。しか

し、事件から長期間が経過している場合、散逸・紛失していることも少なくない。

次に考えられるのが、確定審を担当した弁護人への照会である。請求人本人の同意を得た

上で連絡を取り、記録が保管されていればその送付を依頼する。この方法の利点は、公式の

刑事確定記録には含まれない、弁護人が独自に収集した資料や、検察官から任意開示された

ものの証拠請求されなかった書類なども併せて入手できる可能性がある点にある。

しかし、弁護士の記録保存義務には限りがあり、確定審の弁護人が既に記録を廃棄してい

るケースも多い。その場合、刑事確定訴訟記録法に基づき、記録を保管している検察庁に対

して閲覧・謄写を請求することになる。ここで注意すべきは、同法に定められた記録の保管

期間である。記録の種類や刑の重さによって保管期間は異なり（同法 2 条 2 項別表）、期

間が満了すれば記録は廃棄されてしまう。したがって、事件の保管状況を速やかに確認し、

期間満了が迫っている場合には、検察官に対して再審請求の準備のため「再審保存記録」と

しての保存や保存期間の延長を請求しなければならない（同法 3 条）。検察庁への謄写請求

は、請求人本人からの委任状を添えて行うが、検察庁がプライバシー保護等を理由に関係者

の氏名などを黒塗りにするマスキング作業を行うため、実際に記録の写しを入手するまでに

数か月を要することも珍しくない。

３ 　再審請求申立ての具体的準備

周到な事前準備を経て、再審開始の可能性があると判断した場合、次なる段階は裁判所に対

する再審請求の申立てである。その中核となる「再審請求書」の作成は、これまでの弁護活動

の集大成であり、極めて緻密な論理構築が求められる。

⑴　再審請求書作成のポイント

再審請求書には、法律上定められた記載事項や添付書類がある。

①　管轄裁判所

再審の請求は、原判決、すなわち有罪を確定させた判決を下した裁判所に対して行う（刑

訴法 438 条）。例えば、第一審の地方裁判所の判決が控訴・上告がともに棄却されて確定

した場合はその地方裁判所が、第一審判決が取り消され、控訴審判決が確定した場合はそ

の控訴審判決を行った裁判所が管轄となる。

②　再審請求人

再審を請求できる者（請求権者）は法律で定められている。具体的には、①検察官、②

有罪の言渡しを受けた者本人、③本人が死亡または心神喪失の状態にある場合は、その配

偶者、直系の親族、兄弟姉妹などである（刑訴法 439 条）。通常は、事件本人である「有
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罪の言渡しを受けた者」が請求人となる。請求人本人が高齢であるなど、請求中に死亡す

る可能性がある場合は、死後再審にスムーズに移行できるよう、あらかじめ請求権者とな

り得る親族の協力を確保しておくことが重要である。

③　請求の趣旨

請求の趣旨は、その申立てによって裁判所に求める結論を簡潔に記載する部分である。

「本件について再審を開始する」との決定を求めるのが基本形となる。さらに、請求人が

刑務所に収監されている場合は、再審開始決定と同時に刑の執行を停止してもらう必要が

あるため、「請求人に対する刑の執行を停止する」（刑訴法 448 条 2 項）との記載を加える。

特に死刑事件においては、刑の執行停止だけでは拘置の執行が解かれないため、「請求人

に対する死刑及び拘置の執行を停止する」と、より明確に記載する必要がある。

④　請求の理由

請求書の中で最も重要かつ分量を要するのが、請求の理由である。ここでは、なぜ再審

が開始されなければならないのか、その法的根拠と事実関係を詳細に論証する。再審が認

められるための理由（再審事由）は刑訴法 435 条に列挙されているが、実務上、そのほと

んどは同条 6 号の「有罪の言渡しを受けた者に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠を

あらたに発見したとき」に基づいて請求される。したがって、請求理由の中心は、準備し

た証拠が「新規性」と「明白性」の二つの要件を満たすことを裁判所に説得することにある。

その論証は、一般的に以下の枠組みで構成される。

・確定判決の内容の確認と証拠構造の分析

まず、審理の対象である確定判決が、どのような証拠と論理によって有罪認定を行っ

たのかを、証拠構造分析の結果として明確に記述する。

・新証拠の内容とその証明力

次に、提出する証拠が、確定審の段階では裁判所に提出されていなかった「新規性」

のある証拠であることを示す。その上で、その新証拠が何を証明するのか（立証命題）

を明らかにし、それが確定判決の有罪認定を支えた旧証拠の証明力をいかに減殺させる

かを具体的に論じる。

・総合評価の結果

最高裁が示した白鳥・財田川決定は、「新旧全証拠を総合的に評価した結果、確定判

決の事実認定に合理的な疑いが生じるかどうか」を「明白性」の判断基準とした。これ

は、新証拠を単に付け加えるのではなく、新証拠の光に照らして旧証拠の価値自体を評



270　第 2 分科会　

Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

価し直す「再評価説」の立場を採った画期的な判断である。この基準に基づき、新証拠

と再評価された旧証拠の全てを総合的に評価すれば、確定判決の有罪認定は維持できず、

合理的な疑いが生じると結論づける。これは、もし確定審の段階でこの新証拠が提出さ

れていたならば、裁判所は有罪の判断には至らなかったはずだ、という仮定的な判断を

裁判所に促す作業である。

・さらなる証拠獲得への布石

申立て時点で全ての証拠が揃っていることは稀である。そのため、今後の審理で実施

を求める事実取調べ（証人尋問、鑑定など）や、検察官に開示を求めたい証拠が具体的

に想定できているなら、その旨を請求書に記載し、今後の活動への布石を打っておく。

⑤　添付書類

再審請求書には、原判決（確定判決）の謄本、証拠書類及び証拠物を添付しなければな

らない（刑訴規則 283 条）。

⑵　新証拠の発見と獲得

理論的な分析だけでなく、地道な足を使った活動も新証拠発見には不可欠である。

①　科学鑑定

再審開始決定を勝ち取った多くの事件では、科学の力が大きな役割を果たしている。弁

護人は、大学の研究者や民間の専門家を探し出し、事件に関する新たな科学的鑑定や再現

実験を依頼する。

②　現場臨場

事件記録の文字情報だけでは見えてこない事実を発見するために、事件現場への臨場も

極めて重要である。現場の地理的状況、位置関係などを自らの目で確認することで、記録

上の供述の不自然さや、確定判決の認定の物理的な不可能性を発見することがある。

③　新証言の獲得

新たな証言が期待できる場合には、当時の関係者や目撃者を探し出し、接触を試みる。

時間の経過とともに記憶が薄れたり、人間関係が変化したりして、確定審では語られなかっ

た事実が明らかになることもある。

これらの活動は、確定判決の証拠構造を分析した上で、その最も脆弱な部分、あるいは

最も重要な根幹部分を的確に狙い撃ちするような、戦略的価値の高い新証拠を獲得するた
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めに行われる。

４ 　再審請求審の進め方

再審請求書が裁判所に提出されると、再審を開始するか否かを判断するための審理、すなわ

ち再審請求審が開始される。現行法にはこの審理の進め方に関する詳細な規定がなく、その多

くが担当裁判官の裁量に委ねられているのが実情である。そのため、弁護人は受け身の姿勢に

終始するのではなく、積極的に審理を主導し、裁判所に必要な活動を促していく必要がある。

⑴　裁判所に対して要請すべきこと

①　三者協議等の期日

再審請求手続は書面審理が中心だが、書面のやり取りだけでは真相解明は困難である。

そこで実務上、裁判官・検察官・弁護人の三者が一堂に会して協議を行う三者協議の期日

が極めて重要な意味を持つ。弁護人は、請求書提出後、速やかに三者協議の開催を申し入

れ、裁判所の心証の把握、証拠開示の促進、事実取調べの要請、といった目的を達成する

ための戦略的な場として活用すべきである。

②　確定記録の取り寄せと証拠品の保管要請

裁判所は当初、確定記録を持っていないため、検察庁から取り寄せるよう申し入れる必

要がある。また、証拠品が廃棄されることのないよう、検察官に保管継続を要請すること

も重要である。

⑵　事実取調べ請求

刑訴法は、裁判所が「事実の取調べ」（証人尋問、鑑定等）をすることができると定めて

いるが（445 条）、これは裁判所の職権発動を認めた規定であり、弁護人に請求権を保障し

たものではない。したがって、弁護人は、なぜその事実取調べが必要不可欠なのかを具体的

に論証し、裁判所を説得して職権発動を促すという形で請求を行うことになる。

⑶　証拠開示

①　再審における証拠開示の必要性

現代の再審請求弁護において、証拠開示は最も重要な活動といっても過言ではない。検

察庁や警察には、公判に提出されなかった膨大な証拠（公判未提出証拠）が保管されてお

り、しばしば「パンドラの箱」と形容される。その中には、請求人の無実を示す決定的証

拠が隠されている可能性が極めて高いからである。
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②　証拠開示が再審無罪を導いた事例

近年の再審無罪事件の多くは、この公判未提出証拠が請求審で初めて開示されたことが

突破口となっている。

・静岡一家殺害・放火事件

犯行着衣とされた「 5 点の衣類」発見直後のカラー写真ネガなどが開示され、血痕

の色が不自然に鮮やかであることが判明し、確定判決の認定に重大な疑いが生じた。

・布川事件

自白直後の取調べ録音テープが開示され、捜査官の誘導的な取調べが明らかになり、

自白の信用性が大きく揺らいだ。

・松橋事件

自白では燃やしたとされた凶器の一部が検察庁に保管されていたことが判明し、自白

の核心部分が客観的事実と矛盾することが認定された。

③　証拠開示の現状と課題

しかしながら、現行の刑事訴訟法には、再審請求審における証拠開示を義務付ける明確

な規定が存在しない。そのため、証拠開示を行うか否か、その範囲は全て担当裁判官の裁

量に委ねられている。このことが、裁判所によって対応が全く異なる「再審格差」という

深刻な問題を生んでいる。弁護人は、開示を求める証拠の「存在蓋然性」と「必要性」を

具体的に主張し、粘り強く、諦めずに、あらゆる論拠を尽くして裁判所を説得し続けるこ

とが求められる。

5 　再審公判の進め方

長く困難な請求審を経て再審開始決定が確定すれば、ついに事件の審理をやり直す「再審公　

判」が開かれる。その目的は、速やかに無罪判決を勝ち取り、長年冤罪の苦しみに耐えてきた

元被告人を解放することである。

弁護人は、速やかに進行協議を申し入れ、早期無罪を目指すか、冤罪の原因究明を重視する

かといった弁護方針を固める。また、再審公判で検察官が確定審では争点にならなかった新た

な事実を持ち出して有罪立証を試みるような不当な蒸し返しに対しては、憲法が保障する「二

重の危険の禁止」の理念に反するとして、断固として反対の姿勢を貫く必要がある。
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6 　弁護態勢について

再審請求事件は、膨大な作業を伴うため、一人の弁護士での遂行は極めて困難であり、複数

の弁護士による弁護団を編成することが望ましい。

費用面も深刻な課題である。再審請求には国選弁護制度が適用されないため、弁護活動は全

て私選となる。しかし、長期収監などで資力を失っている請求人が多く、弁護士が事実上手弁当、

すなわちボランティアで活動せざるを得ないケースが大半を占める。近年では、2024 年 4 月

に開始された国の援助制度や、クラウドファンディングを利用する例も見られる。

また、社会的な関心を喚起し、支援の輪を広げるために、支援団体の存在も大きい。広報活

動、署名活動、集会などを通じて冤罪の可能性を社会に訴える世論の盛り上がりは、裁判所に

公正な審理を促す力となり得る。

7 　開かずの扉から、開かれた司法へ

日本の刑事再審請求手続は、えん罪被害者を救済するための最後の砦でありながら、その道

のりには数多くの障壁が存在する。

第一に、再審開始の要件である「明白性」のハードルが依然として高いこと。第二に、冤罪

の真相解明に不可欠な「証拠開示」に関する法制度の不備。第三に、弁護活動を支える制度的・

経済的基盤の脆弱性である。

これらの課題を克服するためには、立法による再審法改正が急務である。特に、弁護側の証

拠開示請求権を保障し、全面的な証拠開示を制度化することは、もはや待ったなしの課題と言

える。全ての証拠が法廷に提出され、公正な光の下でその価値が吟味されてこそ、司法への信

頼は保たれる。

再審の扉は、もはや「開かずの扉」であってはならない。それは、常に救済を求める声に応

えるために開かれていなければならない。一件でも多くのえん罪が晴らされ、誤った裁判が正

される日は、日本の刑事司法がより成熟し、真に人権を尊重する制度へと進化を遂げた日とな

るであろう。その実現に向けた弁護人の、そして社会全体の不断の努力が今、求められている。

第２　再審支援制度について

１　日弁連支援事件について

いわゆるえん罪は、基本的人権を踏みにじる最たるものである。日弁連人権擁護委員会は、

人権侵犯事件として取り扱う判断を行い、再審の支援が決定された場合、同委員会内に当該事

件の再審事件委員会が設置され、弁護人を派遣したり必要な費用の援助を行ったりするなどし

て、再審弁護活動を支援している。

以下、日弁連が支援した再審事件等を紹介する。
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⑴　日弁連が支援し、2010 年以降に無罪が確定した事件（2025 年 7 月 30 日現在）

①　足利事件

・事件発生　1990 年 5 月 12 日

・確定判決　1993 年 7 月 7 日　宇都宮地裁　無期懲役　

・支援決定日又は事件委員会設置日　2002 年 12 月 20 日

・罪名　　　わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄

・無罪判決　2010 年 3 月 26 日　宇都宮地裁

②　布川事件

・事件発生　1967 年 8 月 28 日

・確定判決　1970 年 10 月 6 日　水戸地裁土浦支部　無期懲役

・支援決定日又は委員会設置日　1978 年 9 月 13 日

・罪名　　　強盗殺人等

・無罪判決　2011 年 5 月 24 日　水戸地裁土浦支部

③　東電OL殺人事件

・事件発生　1997 年 3 月 8 日

・確定判決　2000 年 12 月 22 日

・支援決定日又は委員会設置日　2006 年 10 月 17 日

・罪名　　　強盗殺人

・無罪判決　2012 年 11 月 7 日　東京高裁

④　東住吉事件

・事件発生　1995 年 7 月 22 日

・確定判決　朴龍晧氏　1999 年 3 月 30 日　大阪地裁　無期懲役

　　　　　　青木惠子氏　1999 年 5 月 18 日　大阪地裁　無期懲役

・支援決定日又は委員会設置日　2012 年 7 月 12 日

・罪名　　　現住建造物等放火、殺人及び詐欺未遂

・無罪判決　2016 年 8 月 10 日　大阪地裁

⑤　松橋事件

・事件発生　1985 年 1 月 6 日

・確定判決　1986 年 12 月 22 日
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・支援決定日又は委員会設置日　2011 年 8 月 18 日

・罪名　　　殺人等

・無罪判決　2019 年 3 月 28 日　熊本地裁

⑥　湖東事件

・事件発生　2003 年 5 月 22 日

・確定判決　2005 年 11 月 29 日　大津地裁　懲役 12 年

・支援決定日又は委員会設置日　2018 年 3 月 15 日

・罪名　　　殺人

・無罪判決　2020 年 3 月 31 日　大津地裁

⑦　静岡一家殺害・放火事件

・事件発生　1966 年 6 月 30 日

・確定判決　1968 年 9 月 11 日　静岡地裁　死刑

・支援決定日又は委員会設置日　1981 年 11 月 13 日

・罪名　　　現住建造物放火、強盗殺人等

・無罪判決　2024 年 9 月 26 日　静岡地裁

⑧　福井女子中学生殺人事件

・事件発生　1986 年 3 月 19 日　

・確定判決　1995 年 2 月 9 日　名古屋高等裁判所金沢支部　懲役 7 年

・支援決定日又は委員会設置日　2004 年 3 月 19 日

・罪名　　　殺人

・無罪判決　2025 年 7 月 18 日

⑵　現在日弁連が支援している再審事件（2025 年 7 月 30 日現在）

①　名張事件

・事件発生　1961 年 3 月 28 日

・確定判決　1969 年 9 月 10 日　名古屋高等裁判所　死刑

・支援決定日又は委員会設置日　1973 年 10 月 27 日

・罪名　　　殺人・殺人未遂　

・現状　　　第 11 次再審請求準備中
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②　マルヨ無線事件

・事件発生　1966 年 12 月 5 日

・確定判決　1968 年 12 月 24 日　福岡地方裁判所　死刑

・支援決定日又は委員会設置日　1975 年 12 月 8 日

・罪名　　　強盗殺人、同未遂、現住建造物等放火

・現状　　　第 7 次再審請求

③　大崎事件

・事件発生　1979 年 10 月 12 日

・確定判決　1980 年 3 月 31 日　鹿児島地方裁判所　懲役 10 年

・支援決定日又は委員会設置日　2013 年 10 月 22 日

・罪名　　　殺人、死体遺棄

・現状　　　第 5 次再審請求準備中

④　日野町事件

・事件発生　1984 年 12 月 28 日

・確定判決　1995 年 6 月 30 日　大津地方裁判所　無期懲役

・支援決定日又は委員会設置日　2002 年 3 月 15 日

・罪名　　　強盗殺人

・現状　　　第 2 次再審請求・特別抗告審

⑤　鶴見事件

・事件発生　1988 年 6 月 20 日

・確定判決　1995 年 9 月 7 日　横浜地方裁判所　死刑

・支援決定日又は委員会設置日　2017 年 8 月 25 日

・罪名　　　強盗殺人

・現状　　　第 4 次再審請求準備中　

⑥　恵庭殺人事件

・事件発生　2000 年 3 月 16 日

・確定判決　2003 年 3 月 26 日　札幌地方裁判所　懲役 16 年

・支援決定日又は委員会設置日　2017 年 8 月 25 日

・罪名　　　殺人・死体損壊

・現状　　　第 3 次再審請求準備中
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⑦　姫路郵便局強盗事件

・事件発生　2001 年 6 月 19 日

・確定判決　2004 年 1 月 9 日　神戸地方裁判所姫路支部　懲役 6 年

・支援決定日又は委員会設置日　2013 年 4 月 19 日

・罪名　　　強盗

・現状　　　第 2 次再審請求

⑧　豊川事件

・事件発生　2002 年 7 月 28 日

・確定判決　2007 年 7 月 6 日　名古屋高等裁判所　懲役 17 年

・支援決定日又は委員会設置日　2016 年 6 月 16 日

・罪名　　　略取・殺人

・現状　　　特別抗告審

⑨　小石川事件

・事件発生　2002 年 8 月 1 日

・確定判決　2004 年 3 月 29 日　東京地方裁判所　無期懲役

・支援決定日又は委員会設置日　20152 年 5 月 8 日

・罪名　　　強盗殺人

・現状　　　第 2 次再審請求準備中

⑩　難波ビデオ店放火殺人事件

・事件発生　2008 年 10 月 1 日

・確定判決　2009 年 12 月 2 日　大阪地方裁判所　死刑

・支援決定日又は委員会設置日　2019 年 6 月 20 日

・罪名　　　現住建造物等放火、殺人、殺人未遂　

・現状　　　第 2 次再審請求

２ 　日弁連の支援制度について

日弁連に再審請求の支援を求める場合、支援制度として、①人権救済申立と②刑事再審弁護

活動に対する援助制度がある。

⑴　人権救済申立

日弁連再審請求の支援を求める場合、再審請求を申し立てる本人、関係者、弁護人は、日

弁連人権擁護委員会に対して人権救済の申立てを行うことができる。その場合、申立書に以
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下の事項を記載するとともに、少なくとも判決文全文の写し（第一審から確定に至るまでの

全てのもの）を提出する。

・裁判が行われた年月日及び裁判所

・控訴・上告やその取下げの有無等

・各審級における弁護人の氏名

・確定判決が誤っていると考える理由（確定判決の認定に則して簡潔に記載する）

・再審請求において提出を考えている新証拠の有無・内容

人権擁護委員会は、再審請求の支援を求める人権救済申立書が提出された場合、簡易審査

→予備審査（※）→本調査→支援決定という流れで審査を行う。予備審査の結果、当該事件

について本格的な調査が必要と判断される場合には、事件委員会を設置する（判断は下記の

① ～ ③に掲げる事項を総合的に考慮）。

事件委員会において、当該事件の再審請求を支援することが相当と判断した場合、人権擁

護委員会第一部会（再審部会）、常任委員会及び全体委員会において順次、審議される。人

権擁護委員会で当該事件の再審請求の支援が承認された場合、日弁連正副会長会での審議を

経て日弁連理事会に付議され、理事会での承認が得られれば、日弁連として当該事件の再審

請求を支援することが決定され、日弁連人権擁護委員会内に当該事件の再審事件委員会が設

置される。 

この際、日弁連が当該事件の再審請求を支援することが相当か否かという観点から、えん

罪事件である可能性があるかどうか、無罪等を言い渡すべき明らかな新証拠を入手する可能

性があるかどうか、日弁連がその救済に取り組むべき相当性、必要性があるかどうかを総合

的に考慮して検討されることになる。

このとおり、支援が決定されれば、人的援助として、日弁連から当該事件の再審請求の弁

護人として派遣される弁護士が当該事件の事件委員会員として選任され、弁護団が編成され

ている場合には、弁護団から数名の弁護人が委員として選任される。再審事件委員会が設置

された場合、日弁連職員が担当事務局として配置され、再審事件委員会の必要な事務手続き

を担うことになる。

経済的な援助として、同委員会の会議費、委員の旅費、記録謄写費用等を日弁連が負担し、

新証拠を作るために必要となる鑑定・実験等の費用援助の制度もある。もっとも、個別の費

用の支出については、その必要性、相当性について、人権擁護委員会の審査を経て承認を得

ることが必要である。
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⑵　刑事再審弁護活動に対する援助制度

①　制度創設の経緯

2023 年 12 月 8 日の日弁連臨時総会において、「刑事再審弁護活動に対する援助に関す

る規程」が制定され、2024 年 1 月 19 日の理事会において、「死刑再審弁護活動に対する

援助に関する規則」及び「死刑再審以外の刑事再審弁護活動に対する援助に関する規則」

を制定することにより、刑事再審弁護活動に対する援助制度が 2024 年 4 月 1 日から開

始された。

②　支援制度の種類と援助要件

支援援助制度は、「死刑再審弁護活動援助」と「死刑再審以外の刑事再審弁護活動援助」

の 2 つに分かれている。刑事再審請求事件の弁護人である会員等又は弁護人となろうと

する会員等に対して再審弁護活動の援助金及び費用の援助金（専門家の意見書作成費用等

の実費）が支給される。援助申込者は、いずれも対象者の弁護人等であるが、それぞれ援

助要件が異なる。弁護人等から、日弁連に対して援助申込書の提出があった場合、日弁連

内で審査を行い、援助開始相当である場合は、援助開始を決定する。

■「死刑再審弁護活動援助」

○　再審請求済みの場合

　イ　再審請求が不適法でない

　ロ　再審請求に理由がないことが明らかとはいえない

○　再審請求の準備段階の場合

当該弁護人等の調査により再審請求に理由があるものとすることができる事実又

は証拠を発見できる可能性があること

※再審請求者又はその準備を行う者の資力基準はなし

■「死刑再審以外の刑事再審弁護活動援助」

○　再審請求者又はその準備を行う者が資力基準（※）を満たすこと

○　再審請求済みの場合

　イ　再審請求が不適法でない

　ロ　再審請求に理由がないことが明らかとはいえない

○　再審請求の準備段階の場合

　イ�　当該弁護人等の調査により再審請求に理由があるものとすることができる事実

又は証拠を発見できる可能性があること
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Ⅳ　いよいよ再審法改正へ

　ロ　弁護人等が受任する必要性及び相当性が認められる

※対象者の現金、預金その他の流動資産の合計が 300 万円未満であること（原則）

・具体的に支給される援助金

具体的に支給される援助金は、下記のとおりである。

〇　弁護活動に対する援助金

・弁護人等が 1 人の場合：22 万円

・弁護人等が 2 人の場合：44 万円

・弁護人等が 3 人以上の場合：66 万円

○　費用に対する援助金

・ 2 万円（費用（下記イ及びウを除く。）に係る疎明資料を提出した場合

・ 5 万円を上限とする実費

・通訳又は翻訳を必要とする場合：20 万円を上限に別途加算

・医師その他の専門家が意見書等を作成する場合：30 万円を上限に別途加算

以　上
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Ⅴ　総括－歴史に耐えうるえん罪防止、救済の制度・運用の改革のために

日弁連刑事弁護センター元委員長 / 再審法改正実現大阪本部　本部長代行

弁護士　秋　田　真　志

10 年後、20 年後、さらには 50 年、100 年経って、2025 年は、刑事司法にとって、どのような年だっ

たと評価されているだろうか。

2025 年 6 月、超党派の議員連盟が再審請求における証拠開示の拡大、再審開始決定に対する検察

官抗告の禁止など（石側亮太弁護士「証拠開示制度の導入と検察官による再審開始決定に対する不服

申立ての禁止」Ⅳ、第 4 章第 2 参照）を柱とした再審法改正法案を国会に提出した。しかし、法務省

サイドの働きかけのゆえか、提案直前に与党（当時）が共同提案を見送る一方、法制審が再審法改正

の議論を開始し、法務省が再審法改正を主導しようとする動きを見せている。村山・鴨志田両弁護士

の対談（Ⅰ）が懸念するように、法制審の議論状況は、再審法改正の骨抜き、むしろ改悪にさえつな

がりかねない。他方、7 月の参院選で自民、公明与党が大敗を喫した後、公明の政権離脱、維新との

連立による高市政権の発足など、政治状況はめまぐるしく変動している。経済政策、安保政策などが

優先されがちな中、継続審議となっている再審法改正法案の今後も不透明と言わざるを得ない。ある

べき再審法改正に向けて、弁護士会、日弁連によるさらなる世論喚起、奮闘が求められる。

世論喚起のためには、市民との連携が不可欠である。日本で数多くの再審活動を支援し、多くの成

果を挙げてきた日本国民救援会の伊賀カズミ会長の論攷（Ⅳ、第 2 章第 2、1）は、その道すじのた

めに大いに参考になろう。笹倉香奈甲南大学教授の論攷（Ⅱ、第 2）は、アメリカでのイノセンス・

プロジェクト、全世界的なイノセンス・ネットワークの経験をもとに、日本でもイノセンス・プロ

ジェクト・ジャパン（IPJ）を立ち上げ、えん罪救済の取り組みを開始した実践的な報告である。また、

2019年に市民が立ち上げた再審法改正をめざす市民の会の瑞慶覧淳事務局長の論攷（Ⅳ、第2章第2、2）

も心強い。弁護士会、日弁連は、国民救援会や IPJ、市民の会との連携を深めていくことが不可欠で

ある。

えん罪を救済するための再審法改正に並んで重要なのは、えん罪を防止するためのさまざまな対策

である。そして、えん罪の最大の原因となってきたのは、密室における違法な取調べである。取調べ

の可視化の全事件・全過程への拡大、弁護人立会いの法制度化はなお喫緊の課題といわなければなら

ない。小坂井久・秋田真志両弁護士の対談（Ⅰ）は、過去に違法取調べが横行していた時代を振り返

るとともに、2016 年の刑訴法改正（その経過については「可視化に関する最近の経過」Ⅲ、第 １ 章

第 １ を参照）により取調べの可視化が一部で実現した現在においても、なお違法取調べや黙秘権侵害



282　第 2 分科会　

Ⅴ　総括

が繰り返されている実態を踏まえて、将来への展望を探るものである。

川﨑英明関西学院大学名誉教授の論攷（Ⅱ、第 １）は、2016 年法改正によって取り残された課題と

して、プレサンス元社長えん罪事件、三重県警事件、江口事件等を踏まえ、弁護人の立会いの必要性

を理論的かつ説得的に明らかにしている。渡邉春菜弁護士のプレサンス元社長えん罪事件の報告（Ⅲ、

第 １ 章第 ３）とともに、今後の改革の指針とされるべきものである。

もっとも、「３ 年後見直しの現状」（Ⅲ、第 １ 章第 １、５）や「弁護人立会いの必要性と最近の動き」（同

第 ２）が明らかにするように、再審法改正と同様、全事件・全過程の取調べの可視化や弁護人立会い

の実現に対し、国・捜査機関にはおよそやる気は認められず、捜査実務において立会いへの拒否感も

露骨である。そのような頑なともいうべき制度・運用の現状を変えていくためには、なにより生の事

実を突きつけていくことが重要である。静岡一家殺害・放火事件、湖東記念病院事件、福井女子中学

生殺人事件、日野町事件、大崎事件、姫路郵便局強盗事件、神戸質店事件など（間光洋、池田良太、

端将一郎、岩本朗、松本尋規、宮﨑祐輔、相原健吾各弁護士の論攷。Ⅳ、第 １ 章第 ２ ～第 ４ 参照）、過去・

現在の数多くのえん罪事件の実際を訴え続けなければならない。

国際的な視点も必要である。「諸外国の最新事情について」（Ⅲ、第 ３ 章）や「諸外国の再審法制に

関する最新事情」（Ⅳ、第 3 章）が明らかにするように、イギリス、ニュージーランド、韓国、台湾（李

怡修氏の論攷）など、海外ではえん罪の防止のための取調べの可視化と弁護人立会いとともに、えん

罪救済の制度作りに取り組んでいる。日本の刑事司法は、「司法の独立」や「法的安定性」などを楯に、

えん罪事件を検証し、制度改革に結びつけようとする発想そのものが乏しい。しかし、「司法の独立」

も「法的安定性」も誤判が防がれてこそである。日本の発想は、グローバルな発想から乖離している

といわざるを得ない（ニュージーランドについて笹倉香奈教授「ニュージーランドの刑事事件再審委

員会 (CCRC) について」（Ⅳ、第 ３ 章第 １）と別冊「ニュージーランド調査報告書」を参照）。

しかし、明けない夜はない。頑なで岩盤かのように見える日本の刑事司法も、時代の流れや国際的

な動向に抗することはできない。そして、そのような流れ、動きを作っていくために不可欠なのは、

えん罪に立ち向かう日々の弁護人たちの努力である。

再審について見れば、先後の「氷河期」を超えて、白鳥決定と ４ 件の死刑再審無罪判決によって開

きかけたかのように見えた再審の扉が「逆流現象」を経て（「再審事件にみるわが国の再審をめぐる

歴史的展開」Ⅳ、第 １ 章第 １）、今、再び重い扉を動かすチャンスを迎えている。

取調べの可視化についても、司法制度改革審議会の時代（1998 年～ 2001 年）には、捜査関係者か

ら「可視化などすれば日本の治安が悪くなる」とまで酷評された。しかし、可視化申入れと虚偽自白

によるえん罪事件を地道に明るみにしていく活動など、粘り強い弁護実践の中で、2016 年の法改正

にこぎ着けた。立会いについても、若い弁護士たちが策定した「取調べ立会い実践マニュアル」（Ⅲ、

第 2 章第 1、5 参照）やその具体的実践例（拝地旦展、城使洸司、平岡百合、片山和成弁護士らの「可
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視化・立会い（準立会い）捜査弁護の具体的実践」Ⅲ、第 2 章第 2 参照）が確実な成果をあげている。

これらの弁護実践は、必ずや具体的な制度や運用の改革に結びつき、全事件全過程の取調べの可視化、

弁護人立会いの実現につながるであろう（川﨑拓也「これから取調べの適正化のために求められるこ

と」Ⅲ、第 4 章参照）。

2025 年は、再審法改正、取調べの可視化、そして弁護人立会いという司法制度の根幹のあるべき

改革にむけて、転換点の年とならなければならない。2025 年 11 月 28 日の近畿弁護士会連合会のシ

ンポジウムが、そのマイルストーンの一つとして記憶されることを望んでやまない。

末筆となりましたが、本報告書に玉稿をご寄稿いただいた各位、対談の進行ととりまとめをいただ

いた湯浅彩香再審法改正実現大阪本部副本部長、栗林亜紀子取調べの可視化立会い実現委員会事務局

長、シンポ全体を統括された知花鷹一朗事務局長、本報告書全体の取りまとめを仕切った吉田英樹再

審法改正実現大阪本部事務局長、本シンポの雑多な事務を仕切っていただいた武田真実、藪田笙大阪

弁護士会事務局をはじめとする事務局の各位に心からお礼を申し上げます。

以　上
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